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― 午前１０時 ０分 開会 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、令和2年9

月定例会を開会いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 この際、知事並びに公安委員会委員長より、

新任の幹部職員の紹介をいたしたい旨、申し出

があっておりますので、これを受けることにい

たします－知事。 

〇知事(中村法道君） さきの令和2年6月定例県

議会以降に発令いたしました幹部職員をご紹介

いたします。 

 総務部次長 伊達良弘君でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 公安委員会委員長。 

〇公安委員会委員長(片岡瑠美子君） 本年8月

24日付の人事異動で着任しました警察本部長 

早川智之君をご紹介いたします。 

 どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 次に、会期の決定をいた

します。 

 本定例会の会期は、本日より10月5日までの

26日間とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は、26日間と決定されました。 

 次に、会議録署名議員の指名をいたします。 

 本定例会の会議録署名議員につきましては、

吉村 洋議員及び下条博文議員を指名いたしま

す。 

 次に、知事より、出資法人の経営状況説明書

等が、さきに配付いたしましたとおり提出され

ておりますので、ご報告いたします。 

 次に、議会運営委員会より、「新型コロナウ

イルス感染症感染者等に対する人権配慮等に関

する決議案」が、お手元に配付いたしておりま

すとおり提出されておりますので、これを議題

といたします。 

 提出者を代表して、中島浩介委員長が朗読い

たします。 

 中島浩介委員長―30番。 

〔朗 読〕 

〇議会運営委員会委員長(中島浩介君）（拍手）

〔登壇〕 新型コロナウイルス感染症感染者等

に対する人権配慮等に関する決議案 

 新型コロナウイルス感染症は全国的に急速な
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感染拡大が進んでおり、本県においても、7月

から感染者が急増し、日常生活の中に感染リス

クが存在している状況となっている。 

 こうした状況の下、感染された方や医療従事

者及びその家族が、ＳＮＳ等の様々な媒体によ

る誹謗中傷を受けたり、接触を避けられたり、

出勤や子どもの登校・登園を止められるなどの

憂慮すべき事例が発生しているが、これらの行

為は、不当な差別や偏見というべきものであり、

人権擁護の観点からも看過できない。 

 また、こうした誹謗中傷をおそれて有症者が

検査を拒んだり、行動歴や濃厚接触者の情報を

提供しなければ、さらなる感染拡大を招く結果

となる。 

 新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染し

うる感染症であり、また誰もが気づかないうち

に他人に感染させてしまう可能性があることを、

県民一人ひとりが受け止めて行動することが求

められている。 

 よって、本県議会は、県民とともに、新型コ

ロナウイルス感染症に関連する方々の支援に全

力を尽くし、差別や偏見等の根絶を目指して以

下のとおり取り組む決意を強く表明する。 

１ 新型コロナウイルスへの感染を理由とした

誹謗中傷や差別、偏見の防止に向けて、それを

許さないという断固とした姿勢を示す必要があ

る。そのため、市町や民間団体と連携し、報道

機関の協力も仰ぎながら感染に対する正しい知

識を県民と共有するとともに、その被害に遭わ

れた方に対しては、県と一体となって、専門家

の力もお借りしながら寄り添った支援を実施で

きる体制整備を進める。 

２ 感染症の予防に関する知識を深め、改めて

手洗いやマスクの着用など基本的な感染防止対

策を励行するとともに、行政機関や医療機関等

が実施する感染症に関する対策・調査に対して

は、前述の感染拡大を防ぐ観点から、積極的に

協力いただけるよう県民への呼びかけを行う。 

 以上、決議する。 

 令和2年9月10日 

長崎県議会 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

 本動議は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 本動議は、可決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 全員起立。 

 よって、本動議は、可決されました。 

 次に、知事より、第110号議案乃至第120号議

案及び報告第21号の送付がありましたので、こ

れを一括して上程いたします。 

 ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます－知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 本日、ここに、

令和2年9月定例県議会を招集いたしましたとこ

ろ、議員の皆様には、ご健勝にてご出席を賜り、

厚く御礼を申し上げます。 

 説明に入ります前に、「令和2年7月豪雨」に

おいては、活発化した梅雨前線の影響により、

全国的に記録的な大雨となり、熊本県を中心に

死者80名を超える甚大な被害が発生し、今なお

多くの方々が不自由な生活を余儀なくされてお

ります。 

 県内においても、3名の方が犠牲となられた

ほか、各地域において、住家の浸水や地すべり、

がけ崩れ等の被害が多数発生したところであり
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ます。 

 また、先日の台風9号及び台風10号の影響に

よる大雨や強風等により、本県をはじめ各地で

大きな被害が生じております。 

 九州を中心に、死傷者や行方不明者が相次ぐ

とともに、住家等の建物や港湾をはじめとした

各種施設、さらには農水産物等にかかる被害の

ほか、長期間の停電による県民生活への影響も

生じているところであり、県としても被害状況

を速やかに調査・把握のうえ、災害復旧等に万

全を期してまいりたいと存じます。 

 お亡くなりになられた方々並びにご遺族の皆

様に心から哀悼の意を表しますとともに、負傷

され、また被害を受けられた方々に衷心よりお

見舞いを申し上げます。 

 それでは、開会に当たり、当面する諸課題に

ついて所信を申し述べますとともに、前定例会

以降、今日までの県政の重要事項について、ご

報告を申し上げたいと存じます。 

－新型コロナウイルス感染症の発生状況及び医

療体制－ 

 新型コロナウイルス感染症について、本県で

は、4月17日の17例目を最後に約2カ月半の間、

新規の感染者は発生しておりませんでしたが、

7月3日に長崎市内での感染が確認されて以降、

これまでに200名を超える新規感染者が確認さ

れ、このうち2名の方がお亡くなりになりまし

た。 

 お亡くなりになられた方々並びにご遺族の皆

様に、深く哀悼の意を表しますとともに、現在

も治療中の皆様に対して、心からお見舞い申し

上げます。 

 これまでの感染の内容としては、県内医療機

関等におけるクラスターに関連した感染や、県

外に感染源の可能性がある感染、会食等を通じ

て広がった可能性がある感染、さらには他の感

染者とのつながりが確認できない散発的な感染

等が、県内各地域で確認されております。 

 こうした状況を踏まえ、県では、7月21日に、

「新しい生活様式」の実践や若い方々の慎重な

行動等をお願いしたほか、7月31日には、感染

拡大地域への不要不急の訪問自粛や飲食店等の

利用時の感染防止対策の徹底を呼びかけるとと

もに、飲食店及び宿泊施設のガイドライン遵守

状況にかかる現地確認への対応等について、事

業者の方々へご協力を依頼し、概ね完了したと

ころであります。 

 さらに、8月2日、企業・教育関係者に対して、

「健康管理アプリ」の活用等による職員の早期

感染把握等をお願いするとともに、8月7日には、

お盆休みを迎えるに当たり、帰省の際の留意事

項や飲食店の環境改善に向けた新たな支援策の

活用等について、ご説明を申し上げたところで

あります。 

 新型コロナウイルス感染症対策では、感染者

が発生した場合、感染の連鎖をいち早く収束さ

せ、大規模なクラスター化を防止するとともに、

感染患者に対する適切な医療を提供できるよう、

体制の強化・拡充を図ることが重要であると考

えております。 

 そのため、県においては、早期に新型コロナ

ウイルス感染者を探知するため、医療機関や検

査実施期間におけるＰＣＲ等検査機器の整備・

導入を促進し、一日当たりの検査可能件数につ

いて、本年中に約2,500件まで拡大するととも

に、2次救急輪番病院や高齢者施設、障害者施

設等における新規入院・入所前のＰＣＲ検査等

を支援してまいります。 

 併せて、本県では、長崎県医師会のご尽力に

より、医師の総合的な必要性の判断のもと、
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「かかりつけ医」における検査が開始されてお

り、県としても、しっかりと協力してまいりた

いと考えております。 

 また、病床確保については、長崎大学の感染

症専門家や県医師会、医療機関等で構成される

「長崎県新型インフルエンザ等対策会議」の医

療部会等において、国が示した流行シナリオに

基づき協議・調整を行い、感染の拡大状況によ

り4つのフェーズに応じて確保病床を段階的に

拡充し、感染ピーク時には目標数を上回る395

床を確保することとしております。 

 さらに、軽症者等向けの宿泊療養施設につい

ては、これまで、長崎、佐世保県北及び壱岐の

3医療圏で計163室を確保しておりましたが、新

たに五島、上五島並びに対馬の3医療圏におい

て、各1施設ずつ計61室を確保し、離島地域の

療養体制の整備を図ったところであり、残る医

療圏についても、早期確保に努めてまいります。 

 今後とも、医療提供体制の整備について、各

市町や医療機関等の関係機関と連携し、積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。 

 一方で、感染予防・拡大防止のためには、日

常生活や事業活動における対策も必要不可欠で

あることから、県民の皆様にはマスクの着用や

手指消毒、人と人との距離の確保など「新しい

生活様式」の実践を徹底いただくとともに、事

業者の方々には、業種ごとの感染拡大予防ガイ

ドラインに沿った対策について、引き続き、ご

理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 そして、県民の皆様におかれては、感染者や

そのご家族、勤務先等関係者の方々、さらには

医療従事者やそのご家族の皆様方に対する誹謗

中傷・差別は厳に慎んでいただくよう、改めて

お願い申し上げます。 

 また、8月26日、県では、誹謗中傷等に関す

る相談窓口を開設し、弁護士等の専門家による

支援体制を整備するとともに、啓発のための広

報についても実施しているところであります。 

 なお、クルーズ船「コスタ・アトランチカ号」

の船内で発生した大規模クラスターについては、

去る7月9日、最後まで入院されていた乗組員の

方が医療機関を退院され、帰国の途につかれま

した。 

 乗組員の方々が、全員無事に長崎を離れられ

ましたことは喜ばしいことであり、改めて、こ

れまでお力添えをいただきました長崎大学をは

じめ、関係皆様方に心からお礼を申し上げます。 

 これまで取り組んできた一連の対応の検証に

ついては、関係者の意見や有識者の評価をいた

だいたうえで、報告書素案を策定したところで

あり、県議会等のご意見を踏まえ、最終報告書

として取りまとめ、今後の感染症対策に活かし

てまいりたいと考えております。 

－新型コロナウイルス感染症の感染段階対応の

目安－ 

 県内の新型コロナウイルス感染者の発生内容

は、3月から4月にかけては、県外での感染が本

県に持ち込まれることが主な要因であったこと

から、県では、県民の皆様に対し、県境をまた

ぐ移動の自粛等をお願いすることなどの対策を

行ってまいりました。 

 一方、7月以降においては、感染経路が不明

な散発的な感染やクラスターの発生が確認され

ているため、県としては、冬の時期に向けての

流行の可能性も考慮し、今後の医療提供体制を

圧迫することがないよう、感染段階に応じた対

応にかかる一定の考え方を取りまとめたところ

であります。 

 策定に当たっては、国の新型コロナウイルス

感染症対策分科会から示された指標も参考にし
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ながら、本県の医療提供体制等も踏まえ、感染

状況の段階とそれに対応する施策の目安を整理

したところであります。 

 今後は、この目安を活用して、県民の皆様に

本県の感染状況をよりわかりやすくお知らせす

るとともに、感染状況の変化に合わせて、必要

な対策を講じてまいりたいと考えております。 

－新型コロナウイルス感染症にかかる本県の対

策－ 

 我が国の景気は、「新型コロナウイルス感染

症の影響により、依然として厳しい状況にある

が、このところ持ち直しの動きが見られる」と

され、本県の景気についても、「改善に向けた

動きが見られるものの、新型コロナウイルス感

染症の影響から、引き続き厳しい状況にある」

とされるなど、依然として大変厳しい状況が続

いているものと認識しております。 

 こうした中、県では、これまで新型コロナウ

イルス感染症対策にかかる数次の補正予算を編

成し、感染予防・拡大防止対策を講じつつ、観

光の活性化をはじめ、中小・小規模事業者の資

金繰り対策、農林水産品等の県産品の消費拡大

など、経済対策にも全力で取り組んでおり、九

州経済調査協会の発表によると、本県の宿泊施

設の稼働指数は、6月、7月と2ヵ月連続で全国

首位となっております。 

 引き続き、感染症の予防・拡大防止対策を

しっかりと講じつつ、社会経済活動の回復・拡

大に向けた対策を切れ目なく実施することが重

要であり、県内市町や関係団体等とも緊密に連

携しながら、さらなる支援が必要な分野への対

応や課題解決に力を注いでまいります。 

 本議会に提案しております補正予算において

は、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金」等の財源を最大限に活用しな

がら、これまでの施策をさらに前進させ、県民

生活の安全・安心確保はもとより、コロナ社会

と向き合っていくための環境整備や、地域経済

の活性化、雇用の確保等について積極的に推進

してまいりたいと考えております。 

 それでは、主な取組について、「感染症の予

防・拡大防止と県民生活の安全・安心確保対

策」、「『新しい生活様式』の実践及び業種ごと

のガイドラインへの対応のための環境整備対

策」、「県内の経済活動の回復・拡大対策」の3

つの柱に沿って、ご説明いたします。 

 （感染症の予防・拡大防止と県民生活の安

全・安心確保対策） 

 安全・安心な長崎県の実現を図るためには、

新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止を

はじめ、医療・福祉や子育て等の分野において、

効果的な施策を積極的に推進することが重要で

あります。 

 そのため、医療機関等におけるＰＣＲ検査機

器の導入・整備に加え、院内感染防止対策や医

療機器等の整備を支援するとともに、胸部エッ

クス線検診車の更新を進めるなど、本県の検査

体制・医療提供体制のさらなる充実・強化を

図ってまいります。 

 また、感染者の早期発見のため、クルーズ船

「コスタ・アトランチカ号」における大規模ク

ラスター発生の際、船員の健康状況の把握・管

理に利用された「健康管理アプリ」を一部改修

のうえ、「Ｎ－ＣＨＡＴ」として、県内の社会

福祉施設や教育施設、企業、各種団体、行政機

関等へ提供し、積極的な活用を推進することと

しております。 

 さらに、医療機関や介護施設・障害福祉施設

等に勤務する医療従事者等に対する慰労金を支

給するとともに、本県に寄せられた寄附金を活
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用して、長崎大学における新型コロナウイルス

感染症にかかるワクチンの開発・研究を支援し

てまいりたいと考えております。 

 このほか、新型コロナウイルス感染症の影響

により、通院等の負担や不安を抱える妊婦の

方々に対し、安心して出産・子育てができるよ

う、市町とも連携のうえ給付金を支給するとと

もに、収入が減少している世帯に対する生活福

祉資金貸付について、資金需要の高まりを踏ま

え、貸付原資をさらに増額することとしており

ます。 

 （「新しい生活様式」の実践及び業種ごとの

ガイドラインへの対応のための環境整備対策） 

 新型コロナウイルス感染症に有効なワクチン

等の開発には、一定の期間を要する見込みであ

ることから、県民の皆様には「新しい生活様式」

の実践を、事業者の方々には業種ごとのガイド

ラインへの対応を徹底いただくとともに、デジ

タル化の一層の推進など、コロナ社会と向き

合っていくための環境整備を進める必要がある

と考えております。 

 そのため、県では、業種ごとのガイドライン

の遵守に向けて、飲食店の換気・空調設備の整

備にかかる支援を拡充するとともに、宿泊施設

が実施する感染予防・拡大防止対策のほか、県

内各地域における商店街の店舗等への換気設備

導入や「3つの密」を回避するための施設改修

等に対する支援を実施してまいります。 

 また、ＩＣＴを活用した授業の推進や臨時休

業等の緊急時における学びの保障のため、県下

の全県立高校生への一人一台のパソコンを整備

するとともに、私立学校のパソコンの導入・整

備に対して支援措置を講じることにより、児

童・生徒の学習環境の一層の充実を図ってまい

りたいと考えております。 

 さらに、本県におけるSociety5.0の推進のた

め、ＩＣＴ利活用に関する意識啓発・醸成を図

り、県内の実情に応じた新技術の活用やデジタ

ル化を促進するほか、介護施設や障害福祉施設

等において、人と人との接触を回避・軽減する

ため、ロボット・ＩＣＴの導入を加速させてま

いります。 

 （県内の経済活動の回復・拡大対策） 

 県内の経済・雇用情勢は、依然として厳しい

状況にあることから、県としては、本格的な経

済活動の回復・拡大に向けて、これまでの施策

とも連動しながら、切れ目のない対策を講じる

必要があると認識しております。 

 特に、観光分野では、令和元年の観光統計に

おける観光客延べ数が、夏場の天候不良や韓国

人観光客の減少等の要因を受け、速報値で

3,467万人と3年ぶりに減少し、今後は新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、さらに厳しい

状況となることが見込まれることから、感染予

防・拡大防止に万全を期しながら、本県への誘

客を促進してまいりたいと考えております。 

 そのため、観光消費額の増加につながるよう、

県内各地域の特色を活かしたご当地グルメ開発

や、個人客及びワーケーション対応等のための

客室改修を支援するとともに、県産品の需要喚

起を図るため、消費拡大キャンペーンの展開に

力を注いでまいります。 

 また、感染症の長期化による影響が生じてい

る製造業については、県内事業者が、航空機・

半導体等の成長分野及び医療関連分野において、

雇用を維持したうえで取り組む研究開発や設備

投資等を支援するとともに、厳しい経営状況に

ある交通事業者に対しては、感染予防・拡大防

止対策を講じつつ、事業を継続するために必要

な支援を実施することとしております。 
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 さらに、後継者不在を理由とした中小企業者

等の廃業の未然防止のため、事業を承継する受

け手側の必要経費に対する支援を行うことによ

り事業承継を促進するほか、感染症の影響によ

る離職者を雇用して事業の継続・拡大を図る取

組や、再就職の際の就労体験を支援するなど、

県内の雇用機会の確保・創出につなげてまいり

たいと考えております。 

 それでは、次に、新型コロナウイルス感染症

対策以外の主な施策や懸案事項などについて、

ご報告を申し上げます。 

 （令和2年7月豪雨災害への対応） 

 去る7月3日以降に発生した、「令和2年7月豪

雨」による災害への本県の対応については、災

害発生直後の7月4日以降、熊本県八代市等へ、

県防災ヘリを含め緊急消防援助隊を派遣し、捜

索や救助活動に当たり18名の方々を救助いたし

ました。 

 また、7月8日以降、熊本県に対し、医師や保

健師等で構成する「災害時健康危機管理支援

チーム（ＤＨＥＡＴ）」及び県内医療機関によ

る「災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）」を派遣

し、被災者の健康管理や現地保健所・保健医療

調整本部の業務支援等を行ったところでありま

す。 

 さらに、7月5日以降、熊本県球磨村へ、「被

災市区町村応援職員確保システム」に基づき、

県内市町と連携して、延べ242名の職員を派遣

し、避難所運営や罹災証明、道路の応急復旧等

にかかる業務に従事するとともに、災害復旧事

業に携わる技術職員を中長期で派遣しており、

引き続き、被災地の一日も早い復旧、復興につ

ながるよう支援に努めてまいります。 

 一方、本県においても、「大雨特別警報」が

発令され、3名の方が亡くなられたほか、県内

各地において、河川の氾濫やがけ崩れ、地すべ

り等による土木・農林水産関係の被害等が生じ

ており、大村市郡川水系河川の氾濫や佐世保市

牧の地地区での地すべり発生に伴う避難、平戸

市主師町の斜面崩壊による県道の通行規制など、

県民生活にも大きな影響を及ぼしております。 

 そのため、被災箇所については、速やかに応

急対策等を講じるとともに、さらに追加を要す

る経費については、本議会に関係予算を提案し

ており、復旧対策に万全を期してまいります。 

 また、特に被害が大きかった大村市に対して

は、災害復旧にかかる技術職員の派遣や、浸水

した農地での営農再開に向けた種子・種苗購入

等について支援を行うとともに、島原市では、

養殖アワビ約8万4,000個が、豪雨の影響による

海水の塩分濃度低下が原因でへい死し、甚大な

被害が生じていることから、新たな種苗の購入

経費を支援してまいりたいと考えております。 

 なお、今回の豪雨災害における避難所では、

新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止対

策を講じる必要があり、「3つの密」を回避する

ための収容人数の削減や、受付時の健康チェッ

ク・検温の実施など、現場の状況に応じて対応

されたものと承知しており、県としても、個別

事例を検証のうえ、各市町と情報を共有し、今

後の避難所運営に活用してまいります。 

 （九州新幹線西九州ルートの整備促進） 

 九州新幹線西九州ルートについては、去る6

月16日、国土交通省から佐賀県に対し、「5つの

整備方式の全てに対応できる環境影響評価の手

続き」の提案がなされておりました。 

 これは、環境影響評価の手続き実施期間にわ

たって、腰を据えて「幅広い協議」を行うこと

が可能となる提案でありましたが、佐賀県の同

意が得られておらず、令和5年度の新鳥栖～武
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雄温泉間の着工が困難な状況となっていること

は、深刻な事態であると受け止めております。 

 こうした中、県では、7月31日に、ＪＲ九州

の青柳代表取締役社長と並行在来線にかかる協

議を行ったほか、8月26日、27日の両日には、

本県選出国会議員の皆様や瀬川県議会議長、宮

脇県商工会議所連合会会長等とともに、菅内閣

官房長官をはじめ、政府・与党に対し、早急な

環境影響評価調査への着手や財源確保等につい

て強く要望してまいりました。 

 今後、国土交通省と佐賀県との協議が精力的

に積み重ねられ、議論が進展していくことを期

待するとともに、引き続き、西九州ルートの整

備を前に進めるために、積極的に対応し、全線

フル規格による整備の実現を目指してまいりま

す。 

 また、令和4年度に開業する武雄温泉～長崎

間については、去る8月19日、開業に向けて官

民一体の取組をさらに推進するため「長崎県新

幹線開業効果拡大推進本部」を立ち上げ、第1

回会議を開催したところであります。 

 会議においては、鹿児島ルート開業時に経済

界の立場からご尽力された鹿児島経済同友会の

津曲代表幹事にご講演いただくとともに、県内

各経済団体の取組や相互連携に向けた方策等に

ついて議論が交わされました。 

 県としては、アクションプランを着実に推進

し、県内全体に開業効果が波及するよう、開業

までの残された期間、関係団体や市町との連携

を図りながら、官民一体となって準備を進めて

まいります。 

 （特定複合観光施設（ＩＲ）区域整備の推進） 

 ＩＲ区域の整備については、昨年11月、国の

基本方針（案）のパブリックコメントにおいて、

区域整備計画の認定申請期間を令和3年1月4日

から7月30日までとする案が示されておりまし

たが、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、

申請期間の延期が検討されているとの報道もな

されているところであります。 

 こうした中、本県において、ＩＲ事業者への

聞き取りを行ったところ、多くの事業者からは、

「感染拡大防止のため出入国制限が継続してお

り、現時点で公募が開始された場合、対応が難

しい」等のご意見をいただいております。 

 そのため、本年夏頃を予定していた事業者の

公募開始時期については、一旦見送ることとし、

今後の国の動向等も含め総合的に勘案しながら、

改めて調整のうえ、いかなる状況にも適切に対

応できるよう、しっかりと準備を進めてまいり

たいと考えております。 

 今後とも、県議会や県民の皆様のご意見を伺

いながら、本県のみならず、九州の観光及び地

域経済の活性化に寄与し、我が国の発展にも貢

献する九州・長崎ＩＲの実現に力を注いでまい

ります。 

 （新たな総合計画の策定） 

 新たな総合計画については、去る6月定例会

において、「人・産業・地域を結び、新たな時

代を生き抜く力強い長崎県づくり」を基本理念

とし、「人材を育て、未来を切り拓く」、「産業

を育て、しごとを生み出す」、「希望のあるまち

を創り、明日へつなぐ」の3つの柱のもと、10

の基本戦略と47の施策を掲げた素案骨子をお示

しし、ご議論をいただいたところであります。 

 県においては、素案骨子に対する県議会での

ご議論のほか、有識者による懇話会やスクラム

ミーティングにおける市町からのご意見等を踏

まえて内容の検討を進め、今般、計画素案を策

定いたしました。 

 計画素案では、各種施策や地域別計画、政策
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横断プロジェクト等のさらなる具体化を行うと

ともに、これから県内各地域において、まちの

たたずまいや産業構造が大きく変わっていくこ

とを発信する「本県の近未来像」を盛り込むほ

か、計画における個々の施策がＳＤＧｓの17の目

標のうち、どの目標の推進につながるのかをわ

かりやすくお示ししております。 

 今後、県議会におけるご議論やパブリックコ

メント等による県民の皆様のご意見をお伺いし

ながら、さらに検討を重ね、今年度内の計画策

定を目指してまいります。 

 （国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭の誘

致） 

 国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭は、地

域の文化資源等の特色を活かした全国規模の文

化の祭典であり、新たな地域文化の発掘や一層

の芸術活動の振興につながるとともに、観光振

興やまちづくりの大きな契機になるものと考え

ております。 

 そのため、去る7月20日、「長崎！県市町スク

ラムミーティング」において、県内市町長と協

議を行った結果、被爆80年や長崎県美術館・長

崎歴史文化博物館の開館20周年など、大きな節

目を迎える令和7年度の誘致に向け、県・市町

が一体となって取り組むことで合意が得られた

ところであります。 

 今後とも、県議会のご理解とご協力をいただ

きながら、市町や文化団体等とも連携のうえ、

国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭の開催に

向け、力を注いでまいります。 

 （Society5.0の推進） 

 ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットなど第4次産業革命と

呼ばれる新たな技術革新が、これまでにないス

ピードで進展している中、新型コロナウイルス

感染症の影響を受けて、人と人との接触を避け

る た め に 、 デ ジ タ ル 化 を 原 動 力 と し た

Society5.0社会の構築は、その重要性が一層増

していくものと考えております。 

 そのため、本県においても、今年度から

Society5.0の実現に向けて庁内一体となって取

り組んでいくため、企画部内に「次世代情報化

推進室」を新設するとともに、去る9月1日には、

ＩＣＴ関連企業、情報通信関連企業、各業界団

体、県内大学、金融機関及び県内市町等から構

成される「ながさきSociety5.0推進プラット

フォーム」を立ち上げたところであります。 

 今後、プラットフォームでは、産学金官連携

のもと、人口減少や少子・高齢化が進行する本

県において、ＩＣＴの利活用による地域課題の

解決や、新産業・新サービスの創出、県民の豊

かで質の高い生活の確保、行政におけるデジタ

ル化の推進のほか、新型コロナウイルス感染症

に対応するためのニューノーマル（新たな日常）

の実現を目指してまいります。 

 （企業誘致の推進） 

 去る7月7日、東京都に本社を置くＣｈｕｂｂ

損害保険株式会社が、長崎市への立地を決定さ

れました。同社は、5年間で100人を雇用して、

損害保険に関する情報処理業務や、保険金支払

業務、経理財務業務等を行うこととされており

ます。 

 また、8月24日には、平成28年に佐世保市へ

立地したパーソルワークスデザイン株式会社と、

新たな事業拠点の開設に関する立地協定を締結

いたしました。同社は、佐世保市において3年

間で新たに450人を雇用して、企業などから受

託した経理業務やヘルプデスク業務、ヘルスケ

ア、採用代行業務など多様なサービスを行うこ

ととされております。 

 今後とも、雇用の拡大と地域経済の活性化に
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つながるよう地元自治体等と連携しながら、企

業誘致の推進に努めてまいります。 

 次に、議案関係について、ご説明いたします。 

 まず、補正予算でありますが、今回は、新型

コロナウイルス感染症対策に要する経費、災害

関連・復旧等に要する経費、その他緊急を要す

る経費について編成いたしました。 

 一般会計285億3,564万円の増額、特別会計

2,733万8,000円の増額補正をしております。 

 この結果、現計予算と合算した本年度の一般

会計の歳入歳出予算額は、8,402億4,915万円と

なり、前年同期の予算に比べ、1,280億9,401万

8,000円の増となっております。 

 次に、予算以外の議案のうち主なものについ

て、ご説明いたします。 

 第114号議案「長崎県安心こども基金条例の

一部を改正する条例」は、国の子育て支援対策

臨時特例交付金に基づく基金の事業実施期間が

延長されることに伴い、所要の改正をしようと

するものであります。 

 第116号議案「契約の締結について」は、長

崎県立長崎図書館郷土資料センター（仮称）の

新築工事の請負契約を締結しようとするもので

あります。 

 第120号議案は、長崎県収用委員会の委員及

び予備委員の任命について議会の同意を得よう

とするものであります。 

 委員といたしまして、石橋龍太郎君、三浦純

一君、川端辰長君、予備委員といたしまして、

堺 賢作君を任命しようとするものであります。 

 いずれも適任と存じますので、ご決定を賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 なお、収用委員会委員を退任されます浦川一

孝君には、在任中、多大のご尽力をいただきま

した。この機会に厚くお礼申し上げます。 

 その他の案件については、説明を省略させて

いただきますので、ご了承を賜りたいと存じま

す。 

 以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。 

 何とぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決

定を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長(瀬川光之君） 本日の会議は、これにて

終了いたします。 

 明日から9月15日までは、議案調査等のため

本会議は休会、9月16日は、定刻より本会議を

開きます。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午前１０時４４分 散会 ― 

 



第　７　日　目





 ― 13 ―

令和２年９月定例会 令和２年９月１６日 

 

議   事   日   程 

 

第 ７ 日 目 

◇ ◇

 

 

 １  開    議 

 

 

 

 

 ２ 県政一般に対する質問 

 

 

 

 

 ３ 散    会 



令和２年長崎県議会・９月定例会（９月１６日） 

 ― 14 ―

令和２年９月１６日（水曜日） 

出 席 議 員（４５名） 

１番 宮 島 大 典 君

２番 宮 本 法 広 君

３番 赤 木 幸 仁 君

４番 中 村 泰 輔 君

５番 饗 庭 敦 子 君

６番 堤   典 子 君

７番 下 条 博 文 君

８番 山 下 博 史 君

９番 北 村 貴 寿 君

１０番 浦 川 基 継 君

１１番 久保田 将 誠 君

１２番 石 本 政 弘 君

１３番 中 村 一 三 君

１４番 大 場 博 文 君

１５番 山 口 経 正 君

１６番 麻 生   隆 君

１７番 川 崎 祥 司 君

１８番 坂 本   浩 君

１９番 深 堀 ひろし 君

２０番 山 口 初 實 君

２１番 近 藤 智 昭 君

２２番 宅 島 寿 一 君

２３番 松 本 洋 介 君

２４番 ご う まなみ 君

２５番 山 本 啓 介 君

２６番 前 田 哲 也 君

２７番 山 本 由 夫 君

２８番 吉 村   洋 君

２９番 大久保 潔 重 君

３０番 中 島 浩 介 君

 欠     番 

３２番 山 田 博 司 君

３３番 堀 江 ひとみ 君

３４番 山 田 朋 子 君

３５番 西 川 克 己 君

３６番 外 間 雅 広 君

３７番 瀬 川 光 之 君

３８番 坂 本 智 徳 君

３９番 浅 田 ますみ 君

４０番 徳 永 達 也 君

４１番 中 島 ● 義 君

４２番 溝 口 芙美雄 君

４３番 中 山   功 君

４４番 小 林 克 敏 君

４５番 田 中 愛 国 君

４６番 八 江 利 春 君

説明のため出席した者 

知 事 中 村 法 道 君

副 知 事 上 田 裕 司 君

副 知 事 平 田   研 君

統 轄 監 平 田 修 三 君

危 機 管 理 監 荒 木   秀 君

総 務 部 長 大 田   圭 君

企 画 部 長 柿 本 敏 晶 君

地 域 振 興 部 長 浦   真 樹 君

文化観光国際部長 中 﨑 謙 司 君

県民生活環境部長 宮 﨑 浩 善 君

福 祉 保 健 部 長 中 田 勝 己 君

こども政策局長 園 田 俊 輔 君

産 業 労 働 部 長 廣 田 義 美 君

水 産 部 長 斎 藤   晃 君

農 林 部 長 綾 香 直 芳 君
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産業労働部政策監 貞 方   学 君

教育委員会教育長 池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員 堀 江 憲 二 君
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人事委員会事務局長

(労働委員会事務局長併任) 
大 﨑 義 郎 君

教 育 次 長 林 田 和 喜 君

財 政 課 長 早稲田 智 仁 君
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選挙管理委員会書記長 大 塚 英 樹 君
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― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 これより、一般質問を行います。 

 溝口芙美雄議員―42番。 

〇４２番(溝口芙美雄君）（拍手）〔登壇〕 皆さ

ん、おはようございます。 

 自由民主党・県民会議、佐世保市・北松浦郡

選出、溝口芙美雄でございます。 

 質問に入ります前に、新型コロナウイルス感

染症によりお亡くなりになられた方々に、謹ん

でお悔やみを申し上げますとともに、罹患され

た方々、そのご家族、関係者の皆様方、感染拡

大により日常生活に影響を受けられている全て

の皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。 

 今般の台風被害をはじめ、大雨被害等によっ

て、本県はもとより、全国各地で大きな被害が

生じております。お亡くなりになられた方々、

被害を受けられた方々に対して、心からお悔や

み、お見舞いを申し上げますとともに、被災地

の一刻も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。 

 また、この場をおかりいたしまして、先般、

辞任を表明された安倍内閣総理大臣のこれまで

のご功績に対して、深く敬意を表しますととも

に、菅新総裁のこれからのご活躍をお祈り申し

上げます。 

 それでは、通告に従いまして一般質問をさせ

ていただきます。 

 知事、関係部長のご答弁をよろしくお願いい

たします。 

 1、知事の基本姿勢について。 

 （1）新幹線整備促進について。 

 九州新幹線西九州ルートは、本県のみならず、

九州全体、西日本地域の将来を考えた時に、交

流人口の拡大等による地域振興や発展を図るた

めに不可欠な高速交通手段であり、全線フル規

格による整備を実現することが必要であります。 

 また、政府におかれても、全国の新幹線ネッ

トワークは、しっかりつなぐことが重要である

との考えを示されております。 

 平成24年に認可を受けた武雄温泉～長崎間に

ついては、トンネルや橋梁等の土木工事がほぼ

完成に近づき、現在は、新幹線駅舎の建設や

レールの敷設工事等が精力的に進められ、令和

4年度の開業がいよいよ近づいていることを実
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感しているところであります。 

 昭和48年に整備計画路線として決定されて以

来、多くの関係者の皆様のご尽力により、本県

にも、ようやく新幹線の時代が訪れようとして

おります。 

 一方で、未整備区間の新鳥栖～武雄温泉間に

ついては、早期に議論を進めていく必要があり

ますが、ようやく6月5日に国土交通省と佐賀県

との間で幅広い協議が開始されました。 

 また、6月16日には、国土交通省から、両者

の協議の対象となる「5つの整備方式の全てに

対応できる環境影響評価の提案」が行われ、こ

れは複数年を要する環境影響評価の実施期間に

わたり、腰を据えて幅広い協議が可能となる案

であるとされておりますが、いまだ佐賀県の了

解が得られておりません。 

 昨年1月の長崎、佐賀両県知事会談において、

「現在の事態は、フリーゲージトレインの導入

断念が原因であり、責任ある立場として、国に

おいて協議を進め、具体的な整備の方向性を示

していただく必要がある」ことで意見が一致し

ており、中村知事は、このようなことを踏まえ

て、政府・与党に対して要望を行ってこられま

した。 

 しかしながら、佐賀県は「フル規格は受け入

れられない」との姿勢であり、また、国土交通

省との幅広い協議も具体的な進捗が見えず、不

安に思っているところであります。 

 西九州ルートについては、財源、在来線等の

課題があり、解決のためには、関係者である国

や佐賀県、ＪＲ九州の協力を得ながら議論を前

に進めていく必要がありますが、このような状

況を踏まえ、県は、現在、どのような取組を

行っているのか、また、今後、どのように取り

組んでいくのか、お尋ねいたします。 

 （2）ＩＲ整備促進について。 

 特定複合観光施設（ＩＲ）につきましては、

当初予定していた政府スケジュールからは、か

なり遅れているという状況ではないかと思いま

す。 

 確かに、新型コロナウイルス感染拡大の影響

などにより、世界各国のＩＲ事業者が営業停止

や営業自粛によって、非常に厳しい経営環境に

あったことも承知しております。 

 これまで、ＩＲ事業者の公募開始時期につい

ては、「来年の国への申請期間を踏まえると、

夏頃には着手する」と県当局から説明を受けて

きましたが、県民をはじめ、我々の関心事項は、

この政府スケジュールがどうなるのか、事業者

の公募がいつから始まり、いつ事業者が決定す

るのかということです。 

 我々としては、早期に事業者を選定し、しっ

かりとした区域整備計画を作成してもらいたい

と考えておりますが、一部報道などによります

と、政府が申請期間について、自治体や事業者

の意見を踏まえて見直しを検討しているとも言

われております。 

 政府スケジュールが変更される可能性がある

中で、県としてどのように対応しようとしてい

るのか、お尋ねいたします。 

 （3）石木ダム建設促進について。 

 「令和2年7月豪雨」で氾濫した熊本県球磨川

流域においては、未曽有の豪雨災害で甚大な被

害が発生しました。 

 熊本県の蒲島知事は、治水対策をめぐり計画

が中止された川辺川ダムについて、「選択肢の

一つであると認識している」と述べており、ま

た、国土交通省は、熊本県や流域市町村と開催

した検証委員会の場で、「川辺川ダムがあれば、

人吉市内で水量が4割程度抑制され、洪水被害
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が軽減できた可能性があった」と説明したとの

報道がなされているところであります。 

 近年、異常気象により、全国各地で豪雨災害

が頻発し、川棚川流域においても、いつ起こっ

ても不思議でない状況の中、石木ダム建設は、

洪水被害を防ぐうえでも重要な取組であり、一

日も早くダムを完成すべきと考えます。 

 このような状況を踏まえ、工事の進捗状況と

今後の予定、また、昨年9月に知事と反対住民

の話し合いが行われましたが、その後の状況と、

今後、どのような働きかけを行うのか、知事の

お考えをお尋ねいたします。 

 （4）コロナ対策について。 

 全国的に感染拡大が続いている新型コロナ感

染症については、本県においても、7月以降、

若い方を中心に200名を超える感染者が発生し

ているところであります。 

 国内の感染状況を踏まえて、これまでに得ら

れた知見では、いわゆる「密閉」、「密集」、「密

接」の「3密」となる環境や、大声をあげるよ

うな環境において、感染の連鎖が起こりやすい

ことが確認されております。 

 また、感染者のうち、8割の方は、他の人に

感染させていない。また、8割は、軽症、また

は無症状のまま治癒するが、約2割の方が症状

が悪化し、人工呼吸器などによる管理が必要と

なる方は、全体の5％程度と言われており、特

に、65歳以上の高齢者や、基礎疾患を有する方

で重症化のリスクが高くなるとされております。 

 これからの冬場に向けては、例年、多数の発

熱患者が発生しており、季節性インフルエンザ

の流行も想定されますが、今後の新型コロナウ

イルス感染症対策は、多数の発熱患者が発生す

ることを前提に、種々の対策を講じておく必要

があると考えております。 

 そこで、これまでの感染実績で得られた知見

を踏まえて、今年の冬の新型コロナウイルス感

染症対策をどのように考えているのか、お尋ね

いたします。 

 2、コロナ禍における経済対策について。 

 （1）企業振興について。 

 最新の国の月例経済報告によりますと、全国

の景気は、「依然として厳しい状況にあるが、

このところ持ち直しの動きが見られる」とされ、

厚生労働省が公表した9月4日現在の全国での解

雇等の見込み数は5万2,508人、本県では828人

となっており、厳しい状況との認識であります。 

 また、内閣府が発表した本年4月から6月期の

国内総生産の改定値は、物価変動を除く実質で

前期比7.9％の減少、年率換算は28.1％の減と

なっております。 

 感染拡大で個人消費が激減し、リーマン

ショック後の年率17.8％を超えて、戦後最悪の

マイナス成長であります。 

 そこで、新型コロナ感染症の影響が長期化し

ている中、県内事業者への影響について、県は

どのような認識を持たれているのか、お尋ねい

たします。 

 県におかれては、これまでに補正予算を編成

し、影響を受けた中小企業に対して、資金繰り

支援や「新しい生活様式」実践のためのガイド

ラインに沿った取組を支援してきました。今後、

どのような支援策を講じていこうとしているの

か、お尋ねいたします。 

 （2）観光振興について。 

 観光需要を喚起し、景気や経済を回復させる

ために、7月22日からはじまった国の「ＧｏＴｏ

トラベルキャンペーン」の県内での効果があま

り見えてこないと感じております。 

 6月1日から県がはじめた県民の県内宿泊を促
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進する「ふるさと再発見の旅」は、とても盛況

で、わずか2週間余りで予定を大きく上回る予

約がなされ、6月16日には新規予約が終了にな

るほどであったと伺っております。 

 このキャンペーンにより、県民が県内を旅行

するきっかけとなり、宿泊施設にもお客が戻っ

たことを実感していただいたうえで、九州経済

調査協会の6月と7月の宿泊施設平均稼働指数が

全国トップになったことは、大変喜ばしいこと

だと考えております。 

 しかし、全国トップと言っても、7月で43.1

と、昨年同月に比べて10.8も低く、まだまだ回

復したとは言えない状況ではないかと思います。 

 「ＧｏＴｏトラベルキャンペーン」は、県民が

県内を旅行する際にも利用できますが、あまり

知られていないため、県民に対してもっと周知

し、県内でも活用してもらうようにすべきでは

ないかと考えますが、県の見解をお尋ねいたし

ます。 

 次に、今後のクルーズ船の受け入れについて、

お尋ねいたします。 

 長崎港においては、今年度、松が枝岸壁の2

バース化が新規事業化となり、また、佐世保浦

頭港においてもクルーズターミナルが完成する

など、クルーズ船受け入れ環境の強化が進んで

いるものと考えております。 

 しかしながら、世界的な新型コロナウイルス

感染症拡大により、クルーズ船の動きは止まっ

ている状態にあります。 

 長崎港においては、停泊していた「コスタ・

アトランチカ号」の乗務員の集団感染が発生し

ました。その検証作業が進んでいると新聞等の

報道で聞いておりますが、現在の状況と今後の

対応について、お尋ねいたします。 

 クルーズ船の寄港は、交流人口の拡大による

地域の活性化に寄与するものと考えられますが、

クルーズ船の運航が再開された場合に備え、水

際対策として、あらかじめ受け入れ対応を整理

しておく必要があると思いますが、県の考えを

お尋ねいたします。 

 3、農業・水産業の振興について。 

 （1）コロナ禍における農業の影響と支援策

の取組について。 

 農業においても、新型コロナウイルス感染症

拡大の影響によるインバウンド需要の減退や飲

食店等の休業などにより、消費が大幅に落ち込

み、和牛や花卉などの価格が下落するなど、大

きな影響を受け、生産者の皆様も大変なご苦労

をしているとお聞きしております。 

 そこで、特に、大きな影響を受けている和牛

と花卉の現在の状況について、お尋ねいたしま

す。 

 また、農業は、離島・半島を多く抱える本県

にとって重要な基幹産業となっており、コロナ

禍の影響をできる限り少なくし、農業者が安心

して経営を継続できるよう支援することが重要

だと考えます。 

 県において、コロナ禍における様々な農業者

への支援策を打ち出されていますが、これまで

の支援策の主な取組状況について、お尋ねいた

します。 

 （2）コロナ禍における今後の養殖業につい

て。 

 本県の養殖業は、全国でも有数の生産額を

誇っており、その額は、平成25年の279億円か

ら、平成30年には360億円と順調な伸びを示し

ており、これは本県全体の平成30年の漁業生産

額996億円の約36％を占めており、離島をはじ

めとした県内各地の漁村の活性化や漁業後継者

の定着などに貢献しており、本県の基幹産業と
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して重要な産業であります。 

 また、本県の海面漁業における生産量は、水

産資源の減少などから伸び悩んでいる中で、安

定的、持続的に生産を確保することが可能な養

殖業の振興をこれから図っていくことは大変重

要であると考えます。 

 しかしながら、県内の養殖業者は、小規模な

経営規模の業者が多く、出荷価格の低迷や養殖

餌料価格の高止まりなどの影響を受け、大変厳

しい経営状況が続いています。 

 そのような中、今回の新型コロナウイルス感

染拡大の影響により、国内では例を見ない感染

防止に向けた「緊急事態宣言」が発出され、外

出自粛や飲食店の休業、イベントの中止などに

より、水産物の需要は大きく落ち込み、養殖魚

についても出荷取引が停滞し、価格も低下する

など、県内の小規模な養殖業者は、さらに厳し

い経営を強いられています。 

 国の補正予算と連携した県の緊急対策により、

養殖魚の学校給食への食材提供などが取り組ま

れているところですが、今後、コロナ禍の中で

養殖業を持続的に発展させていくためには、感

染拡大の影響により、課題として見えてきた

「取引価格の低下」、「売り先の確保」について

の対策を講じていく必要があると考えます。 

 そこで、県として、これからの養殖業の振興

について、どのように取り組んでいくのか、お

尋ねいたします。 

 4、土木行政について。 

 （1）西九州自動車道の整備促進について。 

 西九州自動車道は、長崎県、佐賀県、福岡県

の主要都市間の連携強化を促し、観光、産業や

経済の活性化に寄与する道路であり、さらには、

地域経済や雇用を支える大変重要な事業でもあ

ります。 

 そのような中、松浦佐々道路については、今

年度、80億円もの当初予算が確保され、早期完

成を望む地域にとって、工事のさらなる進捗が

期待されているところでありますが、現在の進

捗状況について、お尋ねいたします。 

 また、コロナ禍の中、来年度の公共事業を取

り巻く環境は大変厳しくなることが懸念される

が、当事業の予算確保に向けて、国に対してど

のような働きかけを行うのか、併せてお尋ねい

たします。 

 （2）東彼杵道路の事業化について。 

 国道205号は、県北地域と県央・県南地域を

最短で結び、長崎空港への連絡や、ハウステン

ボスをはじめ、県内の周遊観光を支える重要な

路線であります。 

 しかしながら、ハウステンボス入口交差点か

ら東そのぎインター間においては、慢性的な交

通渋滞が発生しており、産業や観光振興に支障

を来しているところです。 

 さらに、ハウステンボス周辺地域へのＩＲ誘

致を進めるに当たっては、当地域の交通混雑解

消や定時性を確保することが重要であり、その

ためには東彼杵道路の整備が必要不可欠と思わ

れますが、事業化に向けた県の取組をお尋ねい

たします。 

 5、長崎県立大学について。 

 （1）県内外の学生が混在する大学内でのコ

ロナ感染対策について。 

 新型コロナウイルス感染症については、飲食

店や若年層や学生が集まる場所などにおいて、

全国的に発生しており、大学内でクラスターが

発生しているケースも見られます。特に、県内

外から多くの学生が集まる大学においては、感

染拡大やクラスター発生のリスクが高まってい

る状況であると考えられております。 
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 県立大学においては、9月から夏季休業に入

ると聞いておりますが、広域的な移動も想定さ

れることから、新学期開始後の感染防止対策も

重要になってくると思います。 

 そこで、県立大学においては、どのような感

染防止対策を実施しているのか、また、学内で

感染者が発生した場合、どう対応するのか、お

尋ねいたします。 

 （2）コロナ禍における就職の状況について。 

 県立大学においては、平成28年4月に学部学

科再編を行い、令和2年3月に卒業した第1期生

においては、全国的に知名度の高い企業や誘致

企業などにも採用され、大学全体として高い就

職率を達成したと聞いております。 

 しかしながら、今年度は、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、全国的に見ても求人状

況は厳しい状況であり、大規模な就職イベント

や合同企業説明会の中止などのほか、一部の企

業においては新卒者の採用を中止したいといっ

たことも聞いております。学生の就職活動に

様々な影響が出ているのではないかと危惧して

いるところであります。 

 そこで、県立大学における今年度の学生の就

職活動状況はどうなっているのか、また、学生

に対して、どのような支援を実施しているのか、

お尋ねいたします。 

 以上で、壇上からの質問を終了し、再質問に

つきましては、対面演壇席で行わせていただき

ます。 

 ありがとうございました。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 溝口議員のご質

問にお答えいたします。 

 まず、九州新幹線西九州ルートについて、県

の現在の取組、そしてまた、今後の取組につい

てはどう考えているのかとのお尋ねであります。 

 九州新幹線西九州ルートの新鳥栖～武雄温泉

間の整備については、国土交通省から令和5年

度着工に向けた時間軸が示されたものの、佐賀

県が環境影響評価の提案に同意しておらず、こ

のままでは着工が大幅に遅れるおそれがあるな

ど、今が大変重要な局面であると認識しており、

これまで関係者に対し、整備促進を働きかけて

まいりました。 

 ＪＲ九州に対しては、佐賀県が在来線を重要

視されていることから、事態を少しでも前に進

めるために、「在来線について、一歩踏み込ん

だ提案ができないのか」といったお話をしたと

ころ、協議の中で「真摯に議論する」とのこと

でありました。 

 また、政府・与党に対しては、事態打開に向

けてご尽力をいただくため、県議会や経済界と

ともに、早急な環境影響評価調査への着手や財

源確保等についての要望を行ったところであり

ます。 

 さらに、佐賀県に対しては、同県の課題解決

に向けて具体的な問題認識を聞かせていただく

ために、知事同士の会談を申し込んだところで

ありますが、実現には至っておらず、大変難し

い状況が続いているところであります。 

 私といたしましては、佐賀県と一緒に取り組

むことで、前に進む課題もあるものと考えてお

り、そのためにも佐賀県知事と腹蔵なく話し合

う機会を求めるなど、今後も積極的に働きかけ

を行い、フル規格による整備の早期実現を目指

してまいりたいと考えております。 

 次に、ＩＲについて、政府スケジュールが変

更される可能性がある中で、県としてどのよう

に対応するのかとのお尋ねであります。 

 ＩＲ区域の整備は、地域経済に大きなインパ
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クトをもたらすものであり、質の高い雇用を生

み出すことで定住人口の増加も期待されるなど、

県勢浮揚の絶好の機会でありますことから、そ

の実現に向け、全力を注いでいるところであり

ます。 

 ＩＲ導入のスケジュールについては、政府は、

新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、「自治

体や事業者の状況を丁寧に確認しながら対応す

る」とされております。 

 こうした中、現在、令和3年1月4日から7月30

日までとされている区域整備計画の認定申請期

間の延期に関する報道もなされております。 

 本県においても、ＩＲ事業者への聞き取りを

行ったところ、感染拡大防止のため、出入国制

限等が継続されている現状を踏まえ、多くの事

業者からは、「現時点で公募が開始された場合、

対応が難しい」等の意見をいただいているとこ

ろであります。 

 本県といたしましては、国の基本方針案に定

める公平・公正な手続のもと、すぐれた事業計

画を提案した事業者を選定するためには、より

多くの事業者が応募できる環境のもと、競争性

を確保することが重要であると考えており、本

年夏頃を予定しておりました事業者の公募開始

については、一旦見送ることといたしました。 

 今後のスケジュールにつきましては、国の動

向や事業者の状況等を総合的に勘案しながら検

討したいと考えているところであり、いかなる

状況にも適切に対応できるよう、万全を期して

まいりたいと考えております。 

 次に、石木ダムについて、予算執行ベースに

おける進捗状況と今後の予定、また、反対住民

に対して、どのように働きかけていくのかとの

お尋ねであります。 

 先般の「令和2年7月豪雨」では、県内及び全

国各地において大きな被害が発生したところで

あり、改めて犠牲となられた皆様方に深く哀悼

の意を表しますとともに、被災された皆様方に

心からお見舞いを申し上げます。 

 近年、毎年のように自然災害が発生しており、

県民の安全・安心を確保するためには、防災・

減災対策を進めていかなければならないという

思いを強くしたところであります。 

 石木ダム建設事業の進捗率につきましては、

令和元年度末時点で、予算執行ベースで約61％

となっております。今年度内には、ダム本体工

事の一部に着手してまいりたいと考えており、

今後も令和7年度末のダム完成に向けて、適切

に工事を進めていく必要があります。 

 また、事業に反対されている地元住民の方々

には、昨年9月に面会をさせていただいた後も、

土木部長らが現地に赴き、話し合いに応じてい

ただけるよう呼びかけを行っておりますが、

「事業の白紙撤回が前提である」とされ、いま

だ応じていただけない状況であります。 

 反対住民の皆様方には、ダムの早期完成を望

む多くの方々の思いや、昨今の自然災害の状況

をご理解いただき、早期に事業にご協力いただ

けるよう、粘り強く働きかけを続けてまいりま

すとともに、佐世保市や川棚町と連携して事業

の推進に力を注いでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、今年冬の新型コロナウイルス感染症対

策をどのように考えているのかとのお尋ねであ

ります。 

 本県の新型コロナウイルス感染症の発生動向

については、7月以降、これまでに200名以上の

感染者が発生いたしましたが、8月上旬をピー

クに、感染者数は一定落ち着きを見せておりま

す。 
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 これも県民の皆様や各事業者の皆様方が、

「新しい生活様式」や「業種別ガイドライン」

の遵守など、感染防止対策に取り組んでいただ

いたおかげであり、基本的な感染予防の徹底が

何よりも重要であると考えております。 

 また、感染者のうち、50歳代以下が約87％を

占め、そのほとんどは軽症、または無症状であ

り、重症者は約1.7％にとどまっております。 

 そのため、軽症者は宿泊療養を基本として、

重症化するリスクが高い高齢者等への感染防止

対策を徹底するとともに、限られた医療資源は

重症者に重点化する必要があると認識しており

ます。 

 なお、季節性インフルエンザの流行期には、

新型コロナウイルス感染者と判別が困難な発熱

等の症状を訴える患者が大幅に増え、検査や医

療の需要が急増することが見込まれることから、

国は、10月中に医療体制を整備する方針として

いるところであります。 

 現在、新型コロナウイルス感染者に対応して

いる帰国者・接触者外来を設置する医療機関だ

けで、全ての発熱患者に対応することは困難で

ありますことから、国の方針も踏まえて、県医

師会や長崎大学等と連携して、地域ごとに発熱

患者に対応するための医療機関を確保し、検査

体制の充実を図るよう検討してまいりたいと考

えております。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 私の方からは、

2点についてお答えいたします。 

 まず、新型コロナウイルス感染症の県内中小

企業者への影響について、県はどのように認識

をしているのかとのお尋ねでございます。 

 日銀長崎支店が公表した直近の金融経済概況

では、「長崎県の景気は、改善に向けた動きが

見られるものの、新型コロナウイルス感染症の

影響から、引き続き、厳しい状況にある」とさ

れております。 

 また、長崎経済研究所がまとめた県内企業景

況調査の結果においても、7月から9月期の全業

種の業況判断指数はマイナス57と低迷し、過去

最低水準が続いているとされております。 

 一方、雇用情勢につきましては、長崎労働局

が公表した感染症の影響による解雇及び解雇見

込みが、9月4日現在、124事業所で828人となっ

ており、また、7月の有効求人倍率は0.93倍と3

か月連続で1倍を下回っております。 

 このように、県内中小企業の経営環境は依然

として厳しい状況にあるものと認識しており、

今後とも、個人消費や企業生産の動向、雇用環

境など、県内中小企業に与える影響を注視して

まいりたいと考えております。 

 次に、県内中小企業に対して、どのような振

興策を講じていくのかとのお尋ねでございます。 

 これまで、感染拡大防止と経済活動の両立を

図るため、業種別ガイドラインの遵守に向けた

事業者の取組を支援するとともに、制度融資の

融資枠の拡大を図るなど、事業継続に向けた資

金繰り支援を行ってまいりました。 

 また、サービス産業における新たな販売手法

への転換や、飲食店の換気・空調設備の整備な

ど、再起に向けた取組に対する支援のほか、製

造業のサプライチェーン強靭化に努めておりま

す。 

 さらに、今後は、本格的な経済活動の回復・

拡大を見据え、これまでの施策に加え、新たな

対策を講じてまいりたいと考えております。 

 特に、飲食店については、事業者が行う施設
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改修や、換気設備導入にかかる支援を実施し、

安心・安全に買い物や飲食ができる環境整備に

より、誘客を促進してまいりたいと考えており

ます。 

 また、影響の拡大が懸念される製造業につい

ては、航空機、半導体等の分野において、地域

経済や雇用を下支えしながら、今後の成長に向

けた基盤整備強化を図るため、県内企業が行う

研究開発や設備投資等を支援してまいりたいと

考えております。 

 今後とも、新型コロナウイルス感染症が中

小・小規模事業者に及ぼす影響を注視しながら、

適時適切に必要な対策を講じてまいりたいと考

えております。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 「ＧｏＴｏト

ラベルキャンペーン」の県内旅行への活用につ

いてのお尋ねでございますが、県民の皆様には、

ぜひ「ＧｏＴｏトラベルキャンペーン」を活用し

て県内を周遊し、ふるさとの魅力を再発見して

いただきたいと考えており、本キャンペーンが

県内旅行にも活用できることをテレビＣМや広

報誌等を通じて発信してまいります。 

 また、観光ポータルサイト「ながさき旅ネッ

ト」でも、県内の対象宿泊施設の情報や、民間

事業者が造成する県内を巡るツアーなどの情報、

また、県内事業者による感染防止対策を紹介す

るなど、わかりやすい発信に努めているところ

でございます。 

 11月からは、県内を楽しみながら周遊してい

ただく「宝探しイベント」の実施により、さら

なる県内旅行の需要喚起を行うなど、「ＧｏＴｏ

トラベルキャンペーン」の効果を、広く県内に

波及させてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） クルーズ船の集

団感染に関する検証作業の現在の状況と今後の

対応についてのお尋ねでございます。 

 県と長崎市が共同で行っているクルーズ船

「コスタ・アトランチカ号」での集団感染事案

の検証につきましては、本事案に対応いただい

た全ての関係者からご意見をいただき、外部有

識者を含めた検証評価委員会による評価をいた

だいたうえで、今回、検証報告書の素案を作成

したところであります。 

 この素案では、国に対し、集団感染への対応

に主体的に関わる体制を構築することを求める

ほか、県内の感染管理体制の状況などに応じた

船の受け入れにかかる運用指針の作成や、官民

で新たな組織を設置し、情報共有を図ることな

どを盛り込んでおります。 

 今議会におきまして、ご意見をいただいたう

えで、速やかに最終報告書として取りまとめ、

国に対する要望や、県が行うべき取組を進めて

いきたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 今後のクルーズ船の

受け入れについてのお尋ねですが、県としては、

「コスタ・アトランチカ号」の検証結果を踏ま

え、国が進めている感染予防の安全対策とも整

合を図り、受け入れの可否や、受け入れる際の

条件の付し方など、港湾管理条例の改正等を含

めた検討や、関係者との情報共有の場を設ける

など、受け入れ体制の強化を進めてまいりたい

と考えております。 

 クルーズ船の運航再開に備え、県民の皆様に

安心していただけるよう、万全の対策を講じて

まいります。 

 次に、松浦佐々道路の進捗状況と予算確保に

向けた取組についてのお尋ねですが、平成26年
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度より、国において事業化されました松浦佐々

道路については、今年度の当初予算80億円が確

保され、松浦市側より、トンネルや橋梁工事な

どが鋭意進められるとともに、佐々町側では、

今年度より用地買収が行われるなど、事業が全

面的に展開されているところです。 

 県としては、当路線の早期完成に加え、コロ

ナ禍における地域経済の回復を図るうえでも、

来年度以降も安定した予算確保が重要であるこ

とから、去る6月には、中央官庁での要望活動

が制限される中、関係市町とともに、国土交通

省道路局長に対し、Ｗｅｂ会議を活用した初の

要望を行っており、さらに、7月には、知事が、

佐世保市長、平戸市長とともに、財務省、国土

交通省などに、令和3年度道路予算の確保並び

に当該道路の整備促進にかかる要請を行ったと

ころです。 

 今後も、引き続き、松浦佐々道路の早期完成

に向けて、国に対し積極的に働きかけてまいり

ます。 

 次に、東彼杵道路の事業化に向けた県の取組

についてのお尋ねですが、国道205号の交通渋

滞対策や、県北地域と県央地域とのアクセス強

化のためには、東彼杵道路の早期整備は重要で

あると考えており、これまでも沿線自治体を含

む地元期成会とともに、国に要望を行ってきた

ところです。 

 このような中、今年度より、国において事業

化の前段階となる計画段階評価に着手されるこ

ととなり、学識経験者をはじめとした有識者委

員会の意見を聞きながら、概略ルート帯や構造

の検討が審議される予定となっています。 

 ＩＲのハウステンボス周辺地域への誘致を目

指す本県においては、東彼杵道路の重要性がま

すます高まることから、引き続き、有料道路事

業の活用も含め、早期事業化が図られるよう、

関係市町と一体となって地域の実情や事業の必

要性を国に訴えてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 私の方から、2点お

答えをさせていただきます。 

 まず、コロナ禍で大きな影響を受けている和

牛と花卉の現在の状況はどうかとのお尋ねです

が、和牛については、「緊急事態宣言」による

外食産業の営業自粛やインバウンド需要の落ち

込みなどにより、佐世保食肉市場におけるＡ4

等級の和牛枝肉価格は、5月に1キロ当たり

1,867円と、前年同月比で24％下落したところ

です。その後、8月には2,182円まで回復しつつ

ありますが、まだ前年同月比で10％低い水準に

あります。 

 また、花卉については、冠婚葬祭の延期や規

模縮小による需要の落ち込みにより、長崎花市

場における輪菊の価格は、4月に1本当たり39.4

円、バラについては、1本当たり57.6円と、前

年同月比で約30％下落したところです。 

 その後、8月に入り、輪菊については、お盆

の需要により66.6円と、前年同月と同水準まで

回復してきましたが、バラについては、依然と

して前年同月比で8％低い水準にあります。 

 次に、コロナ禍における農業分野でのこれま

での支援策の取組状況はどうかとのお尋ねです

が、県としましては、農業団体や市町と連携し、

影響を受けている農業者の経営継続に向けて、

資金繰り対策をはじめ、国の補正予算や地方創

生臨時交付金を活用し、各種支援策に取り組ん

でいるところです。 

 特に、生産対策として優良な肥育牛生産に向

けた経営体質強化や、野菜や花卉などの高収益

作物を生産する農家の次期作への取組、経営を
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継続する農家の機械、設備の導入等への支援を

行っているところです。 

 また、消費拡大対策として、県内の学校給食

に対し、8月末現在で県産牛肉を355校、県産地

鶏を145校に提供したほか、県庁や各市町、長

崎駅における県産花卉の装飾などに取り組んで

おり、引き続き、和牛や果実等の学校給食への

提供や、県内量販店での長崎和牛等県産食材の

販売促進、県内小学校への花の展示などを行う

こととしております。 

 新型コロナウイルス感染症拡大の収束が見通

せない中、生産者の皆さんが安心して経営を継

続できるよう、今後とも、これらの取組、支援

策について、市町、関係団体と一体となり、

しっかりと取り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） 県として、これから

の養殖業の振興について、どのように取り組ん

でいくのかとのお尋ねでございますが、まず、

取引価格の低下というふうなことで、県といた

しましては、漁業の収入安定対策でございます

「積立ぷらす」への加入促進を図ることが非常

に重要と考えております。この加入要件でござ

います漁場改善計画の策定指導といったものを

進めてきたところでございます。 

 本年度につきましては、加入が進んでいな

かった8水域で新規の計画を認定したというふ

うなことでございます。 

 また、売り先の確保につきましては、県内に

滞留いたします養殖魚を学校給食へ提供する、

あるいは消費者へ直接購入していただくための

ネット通販、こういった取組を実施してきたと

ころでございます。 

 今後につきましては、国内外市場のニーズに

対応いたしました供給安定体制づくりといった

必要な対策を、「養殖産地育成計画」の方に盛

り込みながら、養殖業者の実践活動といったも

のを支援してまいりたいと考えております。 

 さらに、国の方で「養殖業成長産業化総合戦

略」といったものを公表したところでございま

すが、こちらの方は今後の予算措置といったも

のも見込まれることから、これらの国の対策を

活用しつつ、関係者とも連携しながら、本県養

殖業の成長産業化、こちらの方に取り組んでい

きたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） 私から、長崎県立大

学についてのご質問について、2点お答えを申

し上げます。 

 県立大学において、どのような新型コロナウ

イルス感染症対策を実施しているのか、また、

発生した場合、どのように対応するのかとのお

尋ねでございます。 

 県立大学におきましては、感染防止対策とい

たしまして、講義は、原則遠隔授業ということ

にしてございます。ただ、教育効果の観点から、

演習ですとか、語学といった直接的に指導する

ことが必要な科目につきましては、定期的な換

気や座席間の距離を取るといった「3密」を回

避する対策を行いまして、対面での授業を実施

しているという状況でございます。 

 また、学生に対しましては、「新しい生活様

式」の実践のほか、「行動記録表」ですとか、

「健康チェックシート」といったものを配布い

たしまして、日頃から健康管理に努めるよう注

意喚起を徹底してございます。 

 さらに、感染者が発生した場合、学内で発生

した場合の対応につきましては、対応方針と

いったものをあらかじめ策定いたしまして、発

生時には、理事長を本部長とする対策本部を設
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置をいたしまして、保健所と相談のうえ、大学

を閉鎖するなどの適切な対応をとるということ

にしております。 

 また、9月4日より夏季休業期間に入っており

ますけれども、夏季休業期間におきましては、

「3密」が起こる場所への出入りを避けるなど、

学生に対して、改めて周知徹底を行ったという

状況でございます。 

 次に、県立大学での学生の就職活動の状況及

びどのような支援を実施しているのかとのお尋

ねでございます。 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴いまして、

企業の採用活動にも変化が見られておりまして、

Ｗｅｂを活用した選考ですとか、採用活動の一

時中止、また、航空会社ですとか、旅行会社に

おきましては、今年度の採用を中止するといっ

たことなどが起こりまして、学生の就職活動に

も影響が及んでいるという状況でございます。 

 県立大学においては、大学の求人件数は対前

年度比で県外・県内企業とも減少しておりまし

て、内定状況につきましても、昨年度同期と比

較して減少していることから、学生の就職活動

は例年に比べて遅れているという状況でござい

ます。 

 大学におきましては、採用活動の変化に対応

いたしまして、Ｗｅｂを活用した面接指導を実

施しているほか、学生に対してはメールにより

まして、Ｗｅｂ個別相談の案内…。 

〇議長(瀬川光之君） 時間です。 

 溝口議員―42番。 

〇４２番(溝口芙美雄君） 引き続き、答弁をお

願いします。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） 学生に対しましては、

メールにより、Ｗｅｂの個別相談の案内ですと

か、企業の説明会の情報といったものを積極的

に提供しながら、活動状況の把握ですとか、就

職支援に努めてございます。 

 個々人に寄り添ったきめ細かい就職支援を、

今後とも行ってまいりたいというふうに考えて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 溝口議員―42番。 

〇４２番(溝口芙美雄君） ご答弁、いろいろと

ありがとうございました。 

 まず、新幹線の整備促進についてですけれど

も、先ほども環境影響評価ということで、大変

佐賀県との隔たりがあるわけです。在来線につ

いても知事が触れられたと思っておりますけれ

ども、やはりこの九州新幹線西九州ルートにつ

いては、在来線や財源確保などの課題解決に向

けて、県も努力しておられますけれども、特に、

在来線問題については、新鳥栖～武雄温泉間は、

佐世保線と直結しておりまして、県北地域に

とっても非常に重要な路線であると思っており

ます。 

 また、佐賀県においても、在来線が大事だと

いうことを主張されており、昨日の新聞等でも

南里部長から、在来線についての考え方が述べ

られておりましたけれども、ここの区間をフル

規格で整備した場合、利便性の確保を懸念して

いるものと考えております。 

 知事は、先ほども触れましたけれども、ＪＲ

九州の社長とも会いまして、一歩踏み込んだ提

案をしていただきたいというそういう話をされ

たと聞いているんですけれども、そのことにつ

いて、社長の方から特別な答えがあったのかど

うか。 

 そしてまた、新鳥栖～武雄温泉間がフル規格

により整備された場合の、この在来線の鳥栖～

武雄温泉間について、県としてどのように考え
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ていくのか、お尋ねしたいと思っております。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） この新鳥栖～武雄温泉間

は、新幹線がフル規格で整備されますと、並行

在来線としての取り扱いが検討される可能性が

出てくる路線であります。 

 しかしながら、この区間は、佐世保線と直結

しているところでありまして、住民生活を支え

る路線、あるいは都市間ネットワークを形成す

る路線として大変重要な路線であると認識をし

ているところであります。 

 したがいまして、長崎県としても、引き続き、

ぜひＪＲ九州により経営を継続していただく必

要があると考えているところであり、先ほど申

し上げましたように、佐賀県においても在来線

は重要視されておりますことから、先般、ＪＲ

九州の社長に対しましても、そうした長崎県の

思いを直接お伝えしてまいりますとともに、在

来線について、一歩踏み込んだ提案ができない

かということを訴えてきたところであります。 

 具体的な前向きの回答はいただけませんでし

たけれども、「今後の話し合いの協議の中で、

真摯に対応していく」というお答えをいただい

たところであり、また、国においても、先般、

佐賀県に地元負担額を示されたところでありま

すが、その地元負担額の算定根拠となっている

考え方については、この並行在来線は、そのま

ま経営が維持されるという前提で地元負担額が

試算されているという事情もありますので、引

き続き、在来線の経営維持については、関係機

関に、ＪＲ九州を含めて働きかけてまいりたい

と考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 溝口議員―42番。 

〇４２番(溝口芙美雄君） ありがとうございま

す。 

 今日の新聞等で、佐賀県の自民党県議団が、

アセスについても取り組むようにというそうい

うお願いをしていくということで出ておりまし

たけれども、長崎県としても、先ほどなかなか

話し合いの場は持てないということでしたけれ

ども、できる限り話し合いの場を設けるような

形で交渉をしていただきたいと思いますので、

その点については要望にとどめておきたいと

思っております。 

 次に、ＩＲ整備促進ですけれども、先ほど交

渉に当たって、公募に当たっては、まだ今のと

ころ、全事業者が今はコロナ禍の中では無理で

はないかというそういうお話が出たんですけれ

ども、大阪府と市、それから和歌山県について

は、事業者の公募をもう開始しているという報

道がなされているわけです。政府のスケジュー

ルを待って、それでやっていけるのかどうか、

遅くならないのかどうか、それがちょっと懸念

されるんですけれども、このことについて、知

事の考え方をお尋ねいたしたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 政府は、新型コロナ

ウイルス感染拡大を踏まえて、関係自治体等の

ヒアリングを行うなど、自治体や事業者の状況

を丁寧に確認しながら対応することとされてお

りまして、申請スケジュールについても、それ

ほど遠くない時期に示されると考えております。 

 一方、申請期間が変更されない場合には、10

か月の限られた期間で、事業者の公募・選定と

区域整備計画の作成を行う必要があるため、

様々な工夫を行いながら準備を進めているとこ

ろであり、公募・選定に向けては、募集要項や

審査基準など、公募に必要な書類は既に作成済

みであるほか、審査委員会も設置済みであり、

いつでも公募に着手できる状況にあります。 
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 また、区域整備計画についても、行政が主体

となる部分の作成や、事業者と締結する基本協

定案、実施協定案の作成など、事前に実施可能

な作業を先行して進めております。 

 併せて、作業工程の圧縮や期間の短縮につい

てもシミュレーションを行い、他地域に遅れを

とらず、申請期限に間に合うよう、しっかりと

準備を進めておりますが、政府に対しても、早

期にスケジュール案を示していただくよう要請

をしているところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 溝口議員―42番。 

〇４２番(溝口芙美雄君） 政府のスケジュール

が変更になるかもわからないというそういう考

え方に立っていることと、事業者が今のところ、

公募についてもなかなか難しいということです

けれども、やはり政府がもしスケジュールを変

えなかった場合でも、すぐに公募して、その対

策にのれるように努力していただきたいと思っ

ております。 

 また、恐らく2026年以降になってくるのかな

と思うんですけれども、その頃には新型コロナ

ウイルスのワクチンなんかも開発されているん

じゃないかと思うんですけれども、私たちが今

進めている観光産業の回復の起爆剤とするため

にも、やはりこのコロナ収束を見据えたＩＲ誘

致について、引き続き、全力で取り組んでいた

だきたいと思いますが、改めて知事の考え方を

お願いしたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） このＩＲについて、海外

のＩＲでは、新型コロナウイルス感染症で様々

な影響が生じたところでありますが、順次営業

が再開され、業績回復に向けた取組が進められ

ていると伺っております。 

 また、先ほどもご指摘いただきましたけれど

も、我が国のＩＲの開業目標を2020年代半ばか

ら後半とされているところでありますので、今

後の感染症の収束を見据えながら、我が国への

参入に意欲を持っておられる事業者が多いもの

と受け止めているところであります。 

 我が国におけるこのＩＲの導入の意義といた

しまして、世界中から観光客を集め、そのおい

でいただいた観光客を国内各地に送り出すとい

うことで、国際競争力の高い滞在型観光を実現

しようということでありますので、こうしたこ

とは本県についても絶好の機会であると受け止

めているところであり、何としても、本県のみ

ならず、九州の観光振興にも寄与するようなこ

の事業を積極的に推進してまいりたいと考えて

いるところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 溝口議員―42番。 

〇４２番(溝口芙美雄君） わかりました。 

 何しろ、私たちとしては、長崎県だけのＩＲ

誘致ではないということを認識しながら、九州

の各県の皆さん方から了解を得て、「九州・長

崎ＩＲ」ということでやっていると思いますの

で、ぜひ長崎県は、せっかく九州の皆様方から

応援してもらっていますので、誘致できるよう

に、しっかりとした取組を行っていただきたい

と思っております。 

 それから、石木ダム建設促進についてですけ

れども、事業を推進していくためには、やはり

機運を高めていかなければいけないと思うんで

す。やはり反対派の方々のことばかり報道関係

にも載ってくるんですけれども、やはり佐世保

市、また川棚町が一体となってダム建設促進に

向けた機運を高めるためにも、どのようにして

いけばいいか、また、県がどのように取り組ん

でいくのかをお尋ねしたいと思っております。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 
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〇土木部長(奥田秀樹君） 県としては、ダム建

設促進の機運を高めるためには、何より県民の

皆様のさらなる事業へのご理解が最も重要だと

考えています。 

 そのため、全世帯広報誌や県政広報番組など

を通じて、石木ダム事業の必要性を広くお伝え

しているところですが、今後は、佐世保市や川

棚町との連携を深めるとともに、ダムの早期完

成を望む方々のご支援もいただきながら、県民

の皆様の事業への理解が深まるよう、全力で取

り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 溝口議員―42番。 

〇４２番(溝口芙美雄君） 先ほどの説明の中で、

予算執行ベースでは61％の進捗状況だというこ

とで、ダム本体の一部に着工するということで

ございますけれども、このことについて、本体

の着工をいつ頃から考えているのか、お尋ねを

したいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 現在、整備を進めて

います付け替え県道等の進捗状況を見ながら、

総合的に勘案して判断してまいりたいというふ

うに考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 溝口議員―42番。 

〇４２番(溝口芙美雄君） それでは、観光振興

についてですけれども、先ほど官民一体となっ

た組織をつくりながらということでしたけれど

も、クルーズ船の受け入れについては、先の新

聞報道で、今後の条例改正を含めて検討すると

のことでした。 

 受け入れの可否の判断については、県・市の

医療部局を含めた全体としての判断が必要と思

われますけれども、県としてどのように考えて

いるのか、お尋ねをしたいと思っております。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 具体的には、これか

ら仕組みづくりを検討することとしていますが、

受け入れ可否等については、寄港の目的をはじ

め、船内の感染管理体制や健康状態、地域の感

染状況、医療提供体制の逼迫度などを踏まえ、

総合的に判断する必要があると考えています。 

 このため、クルーズ船の受け入れに関する関

係機関の意見を踏まえ、港湾管理者として受け

入れの可否等について判断できるような仕組み

を構築してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 溝口議員―42番。 

〇４２番(溝口芙美雄君） 養殖業の振興につい

てですけれども、先ほど部長より答弁いただき

ましたけれども、養殖業の経営維持には「積立

ぷらす」の活用が必要であるとのことですが、

国はコロナ禍において、どのような対策を講じ、

また、今後、県においては、どのような活用促

進に取り組まれていくのか、お尋ねをしたいと

思っております。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） 国の方は、いろいろ

基金の積み増しですとか、早期の払い戻し、こ

ういったものを行っております。 

 県の方も、今後、加入率の促進に向けて、先

ほども申しましたとおり、取組を進めていきた

いと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 溝口議員―42番。 

〇４２番(溝口芙美雄君） 終わります。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、11時15分から再開いたします。 

─ 午前１１時 ２分 休憩 ─ 

― 午前１１時１５分 再開 ― 
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〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 外間議員―36番。 

〇３６番(外間雅広君）（拍手）〔登壇〕 自由民

主党、佐世保市・北松浦郡選出、外間雅広でご

ざいます。 

 まず、質問に入ります前に、このたびの新型

コロナウイルス感染症により、お亡くなりにな

られた方々に対しまして、謹んでお悔やみを申

し上げます。 

 感染拡大により日常生活に影響を受けられて

いる全ての皆様方に、衷心よりお見舞いを申し

上げます。 

 また、今般の台風被害、大雨被害、特に7月6

日、7日に大変な被害をもたらした「令和2年7

月豪雨」災害につきましては、お亡くなりにな

られた方々、そして被害を受けられた方々に、

お悔やみとお見舞いを申し上げ、一日も早い復

興をお祈りするものでございます。 

 また、同僚議員と同じく、内閣総理大臣安倍

信三自民党総裁におかれましては、7年8か月の

長きにわたり国家、国民のためにご尽力をいた

だきましたことに、心から感謝と敬意を表する

次第であり、新しく総裁に誕生いたしました菅 

義偉自由民主党総裁の、ますますのご活躍をお

祈り申し上げます。 

 それでは、通告に従いまして一般質問をさせ

ていただきます。 

 知事、関係部長のご答弁を賜りますよう、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

 1、九州新幹線西九州ルートの財源確保につ

いて。 

 九州新幹線西九州ルートについては、高い整

備効果が得られるとともに、災害に強く、安定

的な輸送が確保できる、全線フル規格による整

備を実現する必要があると考えております。 

 西九州ルートの武雄温泉－長崎間は、令和4

年度に対面乗換方式によって開業いたしますが、

全線フル規格整備が決まっていた鹿児島ルート

の暫定開業時とは異なり、このままでは新鳥栖

－武雄温泉間の整備方式の見通しがつかない状

態で開業することになり、あくまでも暫定とし

て受け入れたはずの対面乗換が長期化、固定化

してしまうのではないかと大変心配していると

ころであります。 

 現在、国土交通省と佐賀県との間で、5つの

整備方式に係る幅広い協議が行われており、も

ちろん佐賀県の理解を得ることが大前提ではあ

りますが、フル規格による整備を実現するため

に最も重要なことは、財源をいかに確保するか

ということであります。 

 先日、国土交通省幹線鉄道課長の講演を聞く

機会があり、その中で、「財源確保には相当な

政治的エネルギーを要するために、これまでも

複数線区がまとめて議論されてきたという経緯

があり、西九州ルート単独では、そのエネル

ギーが小さくなるため確保が難しくなる」との

お話がございました。 

 6月に国土交通省が示した、「5つの整備方式

の全てに対応できる環境影響評価の手続」の提

案については、地元の費用負担はなく、また、

何らかの整備方式を決めるといったリスクがな

いにもかかわらず、佐賀県の同意がまだ得られ

ておりません。 

 改めて国土交通省は、9月2日の佐賀県議会新

幹線問題対策等特別委員会において、「9月末に

は回答をいただかないと、令和5年度の着工は

難しい」との認識を示されたとのことでありま

すが、引き続き厳しい状況にあり、北陸新幹線

との一体的な財源議論に間に合うのか、焦りと
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不安をぬぐうことができないところであります。 

 北陸新幹線では、昨年度から環境影響評価調

査が進められており、今後、令和5年度の着工

に向けて財源議論が行われることとなりますが、

このような時間軸を踏まえて、どのように考え

ておられるのか、知事のお考えをお尋ねいたし

ます。 

 2、石木ダムについて。 

 近年、毎年のように大雨による自然災害が頻

発しており、さきの熊本県における「令和2年7

月豪雨」では、記録的な雨量により球磨川が氾

濫し甚大な被害が発生したことから、今後、ダ

ムを含めた治水対策を検証するとの報道がなさ

れているところであります。 

 いつ、どこで発生するかわからない豪雨に対

して、川棚川下流域の住民の安全・安心を確保

するためには、石木ダムの建設は喫緊の課題で

あり、早期に進める状況にあるとともに、住民

の不安を一日も早く解消することは、行政の責

務であると考えます。 

 また、県北地域の中核である佐世保市におい

ては、長年、水源不足に悩まされてきた歴史が

あります。特に、平成6年から平成7年にかけて

の給水制限は、日常生活において大変苦労した

ことは、今でも脳裏に焼きついているところで

あります。 

 さらには既存ダムの老朽化も進み、問題はよ

り深刻な状況となっている中に、石木ダム建設

は、市民の皆様の悲願であるということは言う

までもありません。 

 昨年5月の収用委員会裁決により、ダム建設

に必要な用地全ての収用が認められ、また、現

在、反対住民が起こした事業認定取消訴訟では、

長崎地裁、福岡高裁とも国側が勝訴しておりま

す。 

 このように、本事業の必要性が認められてい

るとともに、既に54世帯の方々が事業に協力を

し移転されたことに対しての思いにも報いる必

要があると考える中に、依然として一部地権者

の方々の強固な反対が続いておりますが、石木

ダム建設の推進に取り組んでいく必要があると

考えております。 

 そこでお尋ねいたしますが、現在行われてい

る工事の状況と、今後、県として、ダムの早期

完成に向け、どのように事業を推進していくの

か、知事の考えをお尋ねいたします。 

 3、ＩＲ誘致の推進について。 

 私は、昨年6月定例会の一般質問において、

九州地方知事会議や九州地域戦略会議における

九州としてのＩＲ誘致に向けた合意形成が図ら

れたことについてお尋ねをいたし、知事から力

強い答弁をいただきました。 

 この九州地方知事会と九州地域戦略会議の決

議は、非常に重要なものであると重く受け止め

ております。 

 また、九州各県議会議長会議においても同様

に、本県のＩＲ誘致に関し、我が国の成長戦略

及び地方創生を推進する観点から、「九州・長

崎ＩＲ」を認定するよう決議を行っているとこ

ろであります。 

 先月、熊本県で開催されました九州各県議会

議長会議においては、昨年に引き続き決議をい

ただいております。 

 先般、一部報道で、福岡市の海ノ中道周辺を

候補地として、地元の方々が、福岡市議会議長

などへＩＲ誘致を求める上申書を提出したとの

ことでしたが、我々は10年以上前からＩＲ誘致

を検討し、懸念される様々な事項に対して、関

係者の皆様と丁寧に意見交換を行いながらＩＲ

に対する理解を深めていただき、今日に至って
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いると自負をいたしております。 

 また、先ほど申し上げましたが、九州地方知

事会議や九州各県議会議長会議、九州地域戦略

会議において、九州が一体となったＩＲ誘致を

行うという大変重要な決議を得ているというこ

とも、我々の大きな強みであります。 

 そこでお尋ねいたしますが、ＩＲの誘致が実

現をして、様々な施設の建設工事が始まって、

やがてＩＲが開業となるわけですが、現時点に

おいて国内にＩＲが存在をしないために、ＩＲ

がもたらす経済効果がどのようなものか、いま

一つ実感がわかないというのが地元経済界の皆

様のご意見ではないかと思うわけです。 

 地元である佐世保市や長崎県内、あるいは九

州各地の事業者の皆様が、ＩＲのもたらす経済

効果をしっかりと享受するために、県としてど

のように取り組まれているのか、お尋ねをいた

します。 

 また、ＩＲ誘致を勝ち取るためには、交通イ

ンフラの整備も重要なポイントの一つであると

認識をいたしております。 

 空港があります大村市と佐世保市を結ぶ道路

として国道205号がありますが、ハウステンボ

スから東彼杵町までは、片側1車線の道路であ

るために交通渋滞が発生しやすいポイントが多

くて、また、交通事故や災害発生時等の緊急時

においては、交通遮断となることが懸念されま

す。 

 ＩＲは、国内外から多くのお客様をお迎えす

ることから、お客様がストレスなく、安全・安

心、快適に移動できることが求められます。現

在計画されております高規格道路の東彼杵道路

については、ＩＲの開業を見据えた早期着工、

早期完成が求められているわけです。 

 そこで、長崎空港からＩＲ地区までの交通ア

クセスの改善について、どのように考えている

のかお尋ねいたします。 

 4、新型コロナウイルス感染拡大による県財

政への影響について。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、我

が国の社会、経済に大きなマイナスの影響を及

ぼし、景気はリーマンショック時よりさらに悪

化していると言われておりますが、もちろん本

県の地域経済も例外ではなく、各分野で極めて

厳しい状況にあると考えております。 

 そのような中、県では、本議会に約211億円

のコロナ対策を盛り込んだ補正予算を提案され

るなど、それぞれの担当部局において様々な対

策を講じていただいており、その取組は大変評

価するところですが、一方で、その財源は、国

が創設した総額3兆円の「地方創生臨時交付金」

を最大限に活用している状況となっております。 

 しかしながら、ワクチンが開発されるまで感

染症と共存していくために、今後も医療体制の

整備をはじめとした各種対策が必要だと思いま

すが、「地方創生臨時交付金」は、今年度限り

の措置であり、現状のような社会経済情勢を考

えた時に、財源となるべき法人2税、地方消費

税等の県税等は、相当減少するのではないかと

危惧するところであります。 

 そこで、新型コロナウイルス感染拡大により、

本県の財政、特に歳入面において、どのような

影響が見込まれるのか、お尋ねいたします。 

 5、新型コロナ感染拡大による誹謗中傷対策

について。 

 新型コロナウイルス感染症については、全国

的に感染の終息が見られない状況にあります。 

 本県におきましては、去る7月3日に、およそ

2か月半ぶりに18人目の感染者が確認されて以

降、昨日までに200人を超える感染者が発生し
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ております。 

 国内において初めての感染者が確認されてか

らおよそ8か月が過ぎ、県民の皆様にも新型コ

ロナウイルス感染症に関する知見が深まりつつ

ありますが、感染された方や医療従事者及びそ

のご家族に対する誹謗中傷や差別、そして偏見

などが依然として発生しております。 

 このようなことから、このたび県議会におい

て、新型コロナウイルスへの感染を理由とした

誹謗中傷や差別、偏見等の根絶を目指し、「新

型コロナウイルス感染症感染者等に対する人権

配慮等に関する決議」を行ったところでありま

す。 

 この決議でも言及していますように、誹謗中

傷等をおそれて、症状が出た方がＰＣＲ検査を

拒んだり、感染された方が行動歴等必要な情報

を提供しないこととなれば、さらなる感染拡大

を招くことになります。 

 誹謗中傷等をなくすためには、県民の皆様に

新型コロナウイルス感染症を正しく理解してい

ただくことが重要であり、今回の決議において

も、市町や民間団体との連携、また、報道機関

の協力も仰ぎながら、感染に対する正しい知識

を県民の皆様と共有していくことを表明してお

ります。 

 新型コロナウイルス感染症を正しく理解して

もらいながら、誹謗中傷等を行わないよう啓発

を行うとともに、実際に誹謗中傷や偏見、差別

に遭われた方をしっかりと支援する体制の整備

が必要であります。 

 そこで、県として、誹謗中傷等について、ど

のような対応を行おうとしているのか、お尋ね

をいたします。 

 6、道路行政について。 

 佐世保市内の道路整備の進捗状況について、

お尋ねをいたします。 

 （1）一般県道俵ヶ浦日野線について。 

 佐世保市中心部と俵ヶ浦半島を結ぶ一般県道

俵ヶ浦日野線は、地域住民の生活を支える重要

な幹線道路であるとともに、観光ルートとして

も注目されているところであります。 

 昨年、佐世保市より、動植物園「森きらら」

の俵ヶ浦半島への移設構想が表明され、今年度

は、俵ヶ浦半島に佐世保市で整備が行われてい

る観光公園の完成が予定されるなど、ますます

の交通の増加が見込まれます。 

 しかしながら、本路線の一部区間においては、

道幅が狭く、急カーブが連続し、大型バスの離

合もしにくい状況にあることから、佐世保市及

び地元自治会から道路整備の要望活動が行われ、

今年度から県において、赤崎工区として事業に

着手しております。 

 そこで、現在の進捗状況と今後の見通しにつ

いて、お尋ねをいたします。 

 （2）都市計画道路春日瀬戸越線について。 

 国道204号及びその他の幹線道路が集中する

大野地区については、瀬戸越交差点や佐世保工

業高校前の踏切などの箇所において、朝夕の渋

滞により通勤・通学にも不便を感じておられる

状況が続いております。 

 このため、現在、県で進められている都市計

画道路春日瀬戸越線の早期整備が求められてい

るところです。 

 そこで、現在の進捗状況と今後の見通しにつ

いて、お尋ねします。 

 また、一部で建物移転等の事業に対する不安

を抱えた方もおられると聞いていますが、地元

の理解を得るための取組についても併せてお尋

ねをいたします。 

 7、本県独自の被災者生活再建支援制度につ
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いて。 

 近年、集中豪雨など多くの自然災害が発生し、

国内各所で甚大な被害をもたらしていることは、

皆様ご承知のとおりと存じます。 

 九州では、昨年8月に発生した九州北部での

豪雨によって、佐賀県を中心に多大な被害が発

生したほか、本年7月も梅雨前線に伴う豪雨に

よって、熊本県や福岡県を中心に甚大な被害が

もたらされました。 

 県内各所では、全壊1棟をはじめ、多くの家

屋で床上浸水などの被害が発生したところです。 

 先般7月の梅雨前線に伴う豪雨災害におきま

しては、佐世保市でも継続的な豪雨により多く

の被害が発生をしました。 

 また、梅雨前線に伴う線状降水帯が通過した

後も、土砂災害の危険性が懸念されることから、

佐世保市内の一部地域において、佐世保市によ

る警戒区域の設定により長期避難を余儀なくさ

れている世帯が27世帯にも上っています。 

 こうした被災された方々に対しましては、国

の制度であります「被災者生活再建支援制度」

がありますが、被災状況によっては支援を受け

られない市町があるなどお聞きしております。 

 まことに起こってほしくないことではありま

すが、万一、自然災害が発生し、県民が被災し

た際の「被災者生活再建支援制度」のあり方に

ついて、県の考え方をお伺いいたします。 

 併せて、国の制度の適用とならない災害につ

いて、本県独自の支援制度が必要かと思います

が、どのように考えておられるのか、お尋ねを

いたします。 

 8、古民家再生について。 

 本県には、各地に伝統構法で造られた古民家

が多数あり、中には歴史的資産並びに観光資源

となっている例もありますが、様々な課題があ

り活用が進んでいないと聞いております。 

 古民家を活用することは、移住者の住まいや

空き家対策としても有効であります。 

 そこでお尋ねですが、古民家の活用を進める

ためには、現在の耐震基準で造られていない古

民家を、耐震安全性の診断をしたり、耐震改修

を行い、地震に対して安全な建物とすることが

必要となります。 

 古民家の耐震化を進めるためには助成制度の

普及は重要なことですが、全国的には各県の取

扱いが異なっていると聞いております。 

 県では、従来から耐震安全性の助成支援に取

り組まれているところですが、住まいとしての

古民家の耐震安全性の助成はどのようになって

いるのか、お尋ねをいたします。 

 9、たばこ税を活用した分煙環境の整備につ

いて。 

 平成30年7月に、「望まない受動喫煙」を防止

するために「健康増進法」が改正され、本年4

月から全面施行されております。 

 この改正により、第一種施設である行政庁舎

や病院、学校については、屋外で必要な措置が

とられた喫煙所の設置が認められているものの、

原則、敷地内禁煙となっており、それ以外の第

二種施設についても屋内禁煙とされるなど、喫

煙される方々にとっては厳ししい状況になって

いるのではないかと感じております。 

 今回の法改正の趣旨は、喫煙する人と受動喫

煙を受けたくない人、双方の立場を尊重し、共

存できる社会の実現を推進していくことが本来

の目的で、そのためには禁煙の推進ではなく、

分煙環境の整備、推進が極めて重要であると考

えます。 

 昨年12月に与党が取りまとめた「令和2年度

税制改正大綱」においても、「地方たばこ税の
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活用を含め、地方公共団体が積極的に屋外分煙

施設等の整備を図るよう促すこととする」とさ

れております。 

 本県のたばこ税は、県税で約15億円、市町村

税で約92億円となっており、貴重な財源となっ

ておりますが、受動喫煙対策として、たばこ税

も活用して公共施設における分煙環境の整備に

努めるべきと考えますが、県の見解をお尋ねい

たします。 

 10、女性登用について。 

 女性が、その個性と能力を十分に発揮できる

環境を整備し、女性登用を推進していくことは、

人口減少対策の観点からも重要な取組でありま

す。 

 県では、「行財政改革推進プラン」において、

さらなる女性登用に向けた人材育成を項目とし

て掲げており、知事部局においては、これまで

の取組の結果、管理職に占める女性の割合が、

平成27年の5.0％から、令和2年には13.4％まで

増加しております。 

 目標とする14％の達成までには至らなかった

ものの、ここまで増加してきた結果については、

一定評価に値するものであり、今後に活かして

いくことが大切であると考えます。 

 また、現在、新型コロナウイルス感染症対策

として、テレワークやオンライン会議の活用な

ど、多様で柔軟な働き方が普及してきており、

女性活躍をさらに進めやすくなっているのでは

ないかと思います。 

 今後とも、管理職に限らず、女性が一層活躍

できるよう、働き方改革などにより環境整備を

進めながら女性登用を推進していくことが重要

と考えますが、県として、これまでの女性登用

の取組の成果をどのように捉え、今後どのよう

に取り組んでいくのか、お尋ねいたします。 

 11、一般廃棄物の処理について。 

 生活ごみやし尿については、県民の公衆衛生

の維持向上を図るために、新型コロナウイルス

が蔓延する状況下にあっても、市町の許可また

は委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者が、環

境省の示す「業界のガイドライン」に沿って、

マスク、手袋、アルコール消毒など、現場作業

員の感染防止対策を図りながら、生活に欠かす

ことのできない業務と認識して職務を遂行され

ている現状があります。 

 また、収集する生活ごみには、新型コロナウ

イルス感染症に感染した方のごみが含まれてい

るかどうかわからないために、収集運搬業者は、

感染の不安を抱きつつ、環境省の示す「業界の

ガイドライン」に沿って、マスク、手袋、アル

コール消毒など、現場作業員の感染防止対策を

図り、業務を遂行しておられます。 

 県では、感染症拡大防止対策の取組に要する

経費として、消毒液、非接触式体温計、マスク

等を購入する場合に、「長崎県新しい生活様式

支援補助金」による支援制度を設けていますが、

一般廃棄物収集運搬業は、店舗等において不特

定多数の顧客と接する機会の多い業態ではない

ことから、対象となっていません。 

 また、一部の市町においては、マスク等を購

入して配布するなどとされていますが、十分な

対応が図られていないと事業者から聞いており

ます。 

 一般廃棄物の処理は、市町の固有の事務であ

りますが、今後、県内において当該ウイルスの

蔓延が拡大するおそれもあり、県におかれまし

ては、市町に対し、収集運搬業者への感染防止

に係る対策などの支援の働きかけも必要と思わ

れますが、どのように対応されているのか、お

尋ねいたします。 
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 また、収集運搬を行う現場作業員等が当該ウ

イルスに感染した場合、当該事業者は相当の期

間、業務を中断する可能性もありますが、県民

の生活、公衆衛生の維持のために業務の継続が

必要と考えますが、この場合の収集運搬体制に

ついて、県は市町に対して、どのように指導さ

れているのか、お尋ねいたします。 

 以上で、檀上からの質問を終了し、再質問に

つきましては、対面演壇席で行わせていただき

ます。 

 ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 外間議員のご質

問にお答えいたします。 

 九州新幹線西九州ルートのフル規格に向けた

財源確保について、どのように考えているのか

とのお尋ねでございます。 

 全国の新幹線整備計画路線のうち未着工区間

は、北陸新幹線と西九州ルートの2つの区間の

みであり、そのうち北陸新幹線の敦賀－新大阪

間は、令和5年度の着工を目指して財源論議を

始めようとされております。 

 西九州ルートが、この財源議論に後れを取れ

ば、対面乗換が長期化するとともに、全線開業

に伴う経済効果の発現が、10年単位で大きく遅

れるという大変深刻な事態を招くおそれがある

ため、北陸新幹線との一体的な財源議論ができ

るよう、一刻も早く環境影響評価調査に着手す

ることが重要であります。 

 このため、8月26日、27日の両日、政府・与

党に対して、令和5年度に着工できるよう、早

急な環境影響評価調査への着手や北陸新幹線と

の一体的な財源確保の議論等について要望を

行ってきたところであります。 

 その際には、西九州ルートについて、本県の

考えをご理解いただくとともに、しっかり取り

組んでいきたいとの心強い発言もいただいたと

ころであります。 

 県としては、政府・与党には、北陸新幹線に

後れることがなく、財源を一体的に議論してい

ただけるよう、また、佐賀県には、環境影響評

価調査に早期に着手していただけるよう、引き

続き働きかけを行うなど、フル規格による整備

の早期実現に向けて全力で取り組んでまいりま

す。 

 次に、石木ダムについて、現在の工事の進捗

状況と早期完成に向けて、どのように事業を推

進していくのかとのお尋ねでございます。 

 近年、「令和2年7月豪雨」をはじめ、全国各

地で甚大な洪水被害が頻発する中、防災・減災

対策の必要性は、より一層高まっているものと

考えております。 

 川棚川流域においても、いつでも起こり得る

豪雨災害から住民の皆様の生命や財産を守るこ

とは、行政の重要な責務であると考えておりま

す。 

 また、佐世保市に安定した水道水源を確保し、

県北地域全体を発展させるためにも、石木ダム

の建設は必要不可欠であると考えております。 

 現在、現場の安全を確保しながら、付替え県

道工事及び迂回道路工事の進捗に全力を尽くし

ているところであり、今年度内にはダム本体工

事の一部にも着手したいと考えております。 

 しかしながら、事業に反対されている方々は、

工事現場内にテーブルや椅子などの私物を持ち

込み、座り込みを行っておられるところであり、

付替え県道工事に支障を来しておりますため、

早期に私物を撤去していただくよう強く要請し

ているところであります。 

 反対住民の皆様には、過去の洪水や渇水で大
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変な思いをされた方々や、大切な土地をお譲り

いただいた8割以上の地権者の方々のお気持ち

もご理解いただき、事業にご協力いただきたい

と考えております。 

 今後とも、令和7年度末のダム完成に向けて、

佐世保市及び川棚町と一体となって事業の推進

に全力を注いでまいります。 

 次に、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う

今年度の県財政への影響について、どのように

考えているのかとのお尋ねであります。 

 我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症

の影響により依然として厳しい状況にあり、本

県の経済についても、改善に向けた動きが見ら

れるものの、引き続き厳しい状況にあるものと

認識しております。 

 こうした中、今年度の県税等の主な歳入につ

いて、直近の実績等を用いて試算いたしました

ところ、現時点では当初予算と比べ、法人県民

税及び法人事業税の法人2税が約24億円、都道

府県間等との調整後の地方消費税が約19億円、

法人事業税の一定割合が各県に再配分される特

別法人事業譲与税が約28億円、それぞれ減収と

なることが見込まれております。 

 このうち法人2税及び特別法人事業譲与税の

減収については、交付税措置が講じられる特例

的な県債の発行により対応ができますが、地方

消費税については、制度の対象外でありますこ

とから、そのまま減収した場合、本県の財政は

厳しい状況に直面するものと考えております。 

 そのため県としては、国に対し、減収補填制

度のさらなる拡充など地方税財源の緊急的な確

保について、全国知事会とも連携しながら強く

要請するとともに、感染防止対策を講じつつ、

観光振興対策や中小・小規模事業者の資金繰り

支援、雇用の確保、県産品の消費拡大など、本

県経済の回復にも力を注いでいるところであり

ます。 

 今後とも、税収等の動向を十分見極めながら、

危機感を持って財政運営に取り組んでまいりた

いと考えております。 

 また、県として、コロナウイルス感染者等に

対する誹謗中傷等について、どのような対応を

行おうとしているのかとのお尋ねであります。 

 コロナウイルス感染者などに対する誹謗中傷

等は、県としても、憂慮すべき重大な問題であ

ると考えており、このため県民の皆様には、感

染者やそのご家族等の人権に配慮し冷静に行動

していただくよう、機会あるごとにお願いして

まいりました。 

 また、8月下旬からは、テレビやラジオによ

り、県民の皆様に重ねて呼びかけているところ

であります。 

 さらに8月26日には、新型コロナウイルスに

関連する専門の相談窓口を開設し、関係機関と

の連携による解決に向けた対応や弁護士による

法律相談、ネットパトロールの実施など支援対

策に取り組むとともに、様々な広報媒体を活用

し県民の皆様に広く周知を図っているところで

あります。 

 引き続き、各市町や関係機関とも連携しなが

ら、誹謗中傷等に対する支援に積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 私から、ＩＲ誘致に

ついて、2点お答えをいたします。 

 佐世保市や県内、九州の事業者がＩＲの経済

効果を享受するために、どのように取り組んで

いるのかとのお尋ねでございますけれども、Ｉ
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Ｒは、建設時の工事発注や運営時における多種

多様な物品並びにサービスの発注、広域周遊に

よる観光消費など、関連する業種が多岐にわた

るすそ野が広い産業であり、本県のみならず九

州の経済活性化の起爆剤となるものと考えてお

ります。 

 こうしたＩＲの高い経済効果を県内、さらに

は九州へ広く波及させるためには、官民が連携

し、あらかじめ準備を進めることが重要であり

ます。 

 このようなことから、昨年6月、九州地域戦

略会議のもとに、九州・山口各県並びに経済団

体の実務者による「九州ＩＲ推進プロジェクト

チーム」が設置され、本県を幹事県として、九

州各地からの食材調達による地産地消の推進や、

九州ならではの魅力的な観光資源を活かした広

域周遊の促進など、ＩＲがもたらす高い経済効

果を地域の皆様にしっかりと享受していただく

ための方策について、具体的に検討を進めてい

るところであります。 

 次に、長崎空港からＩＲ候補地までの交通ア

クセスの改善について、どのように考えている

のかとのお尋ねでございます。 

 ＩＲ整備を見据えた交通アクセスの改善につ

きましては、国の基本方針案において、重要な

評価基準の一つと位置づけられておりますこと

から、県として、区域整備計画の作成に向け最

優先で取り組んでおります。 

 このうち国内外からのゲートウェイとなる長

崎空港からＩＲ候補地へのアクセスにつきまし

ては、海上輸送強化を図るため、港湾施設整備

の検討や船舶の大型化、高速化に向けた航路事

業者との意見交換などを進めております。 

 また、陸路につきましては、鉄道やバスなど

の公共交通機関の充実に向け交通事業者と調整

を行っているところであり、さらには、移動時

間の大幅な短縮など高い効果が期待される地域

高規格道路の整備が必要であると考えているこ

とから、東彼杵道路の早期事業化について、沿

線自治体とともに、国に対し強く働きかけてい

るところであります。 

 今後とも、庁内関係部局はもとより、国や交

通事業者とも緊密に連携しながら、交通アクセ

ス改善に向けた検討を深め、区域整備計画に

しっかりと反映をさせていきたいと考えており

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 一般県道俵ヶ浦日野

線赤崎工区の進捗状況と今後の見通しについて

のお尋ねですが、一般県道俵ヶ浦日野線は、地

域の生活道路としてのみならず、佐世保市の観

光振興においても重要な幹線道路と認識してい

るところです。 

 そのため、幅員が狭く、急カーブが連続し通

行に支障を来たしている赤崎町から船越町間の

約2.7キロメートルを赤崎工区として今年度事

業化したところであり、道路概略設計を実施す

るとともに、ルート沿線の用地に関する調査を

併せて進めているところです。引き続き、早期

に事業計画についての地元説明や測量調査に着

手できるよう、佐世保市の協力を得ながら進め

てまいります。 

 次に、都市計画道路春日瀬戸越線の進捗状況

と今後の見通しについてのお尋ねですが、国道

204号の瀬戸越交差点周辺や国道498号の渋滞解

消を図るための都市計画道路春日瀬戸越線につ

いては、8月に開催された県の都市計画審議会

を経て、9月11日に都市計画決定の告示を行っ

たところです。 

 今後は、事業着手に必要な国の認可を受ける
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ため、協議を進めてまいります。 

 また、円滑に事業を推進するためには、地元

のご理解、ご協力が必要不可欠であることから、

地元の方々には、丁寧に説明を行うなど、佐世

保市と協力して取り組んでまいります。 

 次に、古民家の耐震安全性確保のための助成

はどうなっているのかとのお尋ねですが、本県

では、昭和56年以前の旧耐震基準で造られた戸

建住宅については、耐震診断や改修工事に対し

て支援を行っているところです。 

 議員お尋ねの伝統構法で造られた古民家の耐

震安全性の確保については、一般的な基準が使

えず、特殊な診断、改修を行う必要があること

から支援の対象としておりませんでしたが、国

と協議を行い、既存の事業において助成ができ

ることを確認したところです。 

 なお、具体的な制度の運用につきましては、

窓口である市町と調整のうえ、支援できるよう

に定めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 私から、2点お

答えいたします。 

 まず、被災者生活再建支援制度のあり方及び

本県独自の支援制度について、どのように考え

ているのかとのお尋ねでございます。 

 近年多発する自然災害による被災者支援につ

きましては、積極的に取り組む必要があると認

識しております。 

 被災者生活再建支援制度は、自然災害により

生活基盤に著しい被害を受けた方の生活の再建

を支援するため、10世帯以上の住宅全壊被害な

どの大規模災害が発生した市町におきまして、

住宅が全壊、大規模半壊した世帯等に支援金を

給付するものでございますが、全壊世帯が10世

帯未満の場合や半壊世帯に対しては支援ができ

ないといった課題がございます。 

 県といたしましては、被害の程度に応じた同

様の支援が受けられるよう、国に対し、制度の

拡充や見直しの要望を全国知事会を通じて継続

して行っており、引き続き要望していきたいと

考えております。 

 また、近年頻発する災害の状況等も踏まえ、

市町のご意見もいただきながら、本県独自の制

度の構築についても検討したいと考えておりま

す。 

 次に、受動喫煙対策として、たばこ税も活用

して公共施設における分煙環境の整備に努める

べきと考えるが、県の見解はとのお尋ねでござ

います。 

 平成30年7月に、「望まない受動喫煙」をなく

すことを目的として「健康増進法」が改正され、

本年4月から全面施行されております。 

 行政機関の庁舎、学校、病院、児童福祉施設

等の公共施設は、第一種施設として、原則、敷

地内禁煙となっておりますが、屋外で受動喫煙

の防止措置がとられた場合に、喫煙所を設置す

ることができます。 

 また、公民館や体育館、美術館などは、第二

種施設として、原則、屋内禁煙となっておりま

すが、喫煙専用室を設けることができます。 

 本県の第一種施設のうち、一般の方も利用さ

れる行政機関の庁舎では、全体の291施設のう

ち敷地内禁煙が132施設、屋外分煙施設の設置

が159施設となっており、学校等の子どもへの

配慮が必要な施設は574施設で、全て敷地内禁

煙となっております。 

 また、第二種施設では、公民館など全体で

1,426施設のうち敷地内禁煙が539施設、分煙対

応は887施設となっております。 

 なお、「屋外分煙施設等の整備を図るために、
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積極的に地方のたばこ税の活用を検討していた

だきたい」との総務省通知もあることから、

「望まない受動喫煙」をなくすという法律の目

的に沿って、市町及び関係部局の意見も伺いな

がら、既存施設の更新や、さらなる分煙環境の

改善が必要な場合に、たばこ税を活用した対応

について検討していきたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） 私から、女性登用に

ついて、ご答弁を申し上げます。 

 これまでの女性登用の取組の成果をどのよう

に捉え、今後どのように取り組んでいくのかと

いうお尋ねをいただいております。 

 県では、女性活躍推進に向けまして、意欲・

能力のある女性職員の登用に積極的に取り組ん

できたと考えております。 

 若い時から多様な経験ができる人事配置とか、

女性職員向けの研修会の開催などに取り組みま

して、管理職候補となります課長補佐級や係長

級への登用を進めながら、管理職への登用を

図っております。 

 対象となる年代層の女性職員の割合が徐々に

増加している中で、こうした取組が進められる

ことによりまして、女性職員が就任できる管理

職ポストの幅も徐々に広がってきておりまして、

管理職の割合が増加してきているものと認識を

しております。 

 また、女性活躍の推進には、仕事と家庭の両

立に向けた働きやすい職場環境の整備というこ

とが大切だというふうに考えておりまして、Ｒ

ＰＡとかＡＩの技術の導入などによりまして働

き方改革を進めるほか、在宅勤務制度とかフ

レックスタイム制度の導入、男性の育児休業の

取得推進といったことに取り組んでいる状況で

ございます。 

 引き続き、計画的な人材育成と働きやすい職

場づくりを推進しながら、女性職員の登用に積

極的に取り組んでまいりたいと存じます。 

〇議長(瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長(宮﨑浩善君） 廃棄物収集

運搬業者の感染防止対策の市町への働きかけと、

緊急時の収集運搬体制について、市町への指導

はどうなっているのかとのお尋ねでございます。 

 廃棄物の処理は、新型コロナウイルス感染症

が流行している中にあっても、県民生活におい

て必要不可欠な業務であります。 

 そのため、廃棄物の処理における感染防止の

徹底について、これまで市町及び関係団体に対

しまして周知を行ってきたところでございます。 

 しかしながら、処理業者の方々におかれては、

自主的に感染防止対策を講じてきたものの、資

材の確保が困難であるとして、資材の提供等に

ついて市町の支援を促すよう、関係団体を通じ

て県に対して要望がなされたものでございます。 

 市町においては、県からの要請を受け、一部

では資材の提供がなされるとともに、他の市町

でも今後の支援について検討がなされていると

ころでございます。 

 また、処理業者が休業した場合には、他の業

者が業務を代行する体制がとられておりますが、

個別住宅等の便槽や浄化槽の位置などの情報が

共有されておらず、業務に支障を来すことから、

市町に対しまして、早急に情報を収集し共有が

図られるよう要請したところであります。 

 県といたしましては、コロナ禍においても関

係団体や市町と連携しながら廃棄物の処理が滞

りなく継続できるよう努めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 外間議員―36番。 

〇３６番(外間雅広君） ご答弁ありがとうござ

いました。 
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 九州新幹線西九州ルートの財源確保につきま

して、知事よりご答弁を賜りまして、8月25日、

26日における状況を含め、様々な新幹線に関す

る知事の着実な活動に敬意を表しますとともに、

結果を出していくこの県政のあり方で、新幹線

については、間違いなく前に進んでいるものと

確信をいたしておりますけれども、何せ相手が

あっての新幹線対策でありますから、特に、佐

賀県、佐賀県議会、こういった方々に寄り添い

ながら、これからの新幹線について、どのよう

に進めていけば、全国の新幹線のネットワーク

の構築につながっていくものか。 

 例えば、鹿児島県の経済同友会の津曲代表幹

事が、わざわざ長崎までお越しいただいて、新

幹線の経済効果を存分にお話をいただいたとこ

ろでありますけれども、地価は高騰し、間違い

なく地域は盛り上がり、そして在来線について

も従来どおり特急も走っているというふうなこ

とで、しっかりと財源の確保や在来線の確保に

ついて、地域で話し合いを進めて、鹿児島ルー

トのようにしっかりやっていけば、本県も間違

いなく全国の新幹線のネットワークに結びつけ

ていくものと。 

 この津曲代表幹事が、水道管に例えて、新鳥

栖と武雄温泉間が枝管というところで、この枝

管さえつなげば、全国のネットワークにつな

がっていくわけでありますから、そういった意

味で蛇口は駅舎、蛇口をひねれば多くの観光客

やお客様がどんどんお見えになって経済効果が

発揮できるものと、それを信じながら進めてい

かなければいけない。 

 その佐賀県議会が、ここ最近、大変活発に論

議を交わしておられまして、「フリーゲージト

レインの開発などの在来線の利用を模索しなが

ら、フル規格で整備した場合を想定して議論を

進める」という方向性を取りまとめられました。 

 また、9月4日には、佐賀県知事に対して、

「国土交通省から提案された5つの整備方式の

全てに対応できる環境影響評価の手続に同意す

る、再考を求める」ことを決議を決められたと

いうことで、この件についても大変心強いもの

でありますし、昨日も県議会におきまして、自

民党の佐賀県連が、このアセスの手続に同意す

るよう決議を提出されるというふうにお伺いを

して、大変心強い動きをいただいております。 

 このように佐賀県議会としても議論を前に進

めようとする動きがある中にありまして、長崎

県としても、佐賀県が考える課題について、寄

り添って、解決に向けて一緒に取り組むことも

大事であると思いますが、どのようにお考えに

なるのか、お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） この新幹線西九州ルート

の整備につきましては、昨年1月までは継続的

に山口佐賀県知事と直接面談をし、様々な協議

を重ねてきたところであります。 

 1月には、現在のような事態に至ったのは、

フリーゲージトレインの導入断念が要因であり、

国においては、責任があるお立場として検討を

進め、整備の方向性を示していただくとともに、

諸課題の解決に向けた方策も示していただくと

いうことで、意見の一致をしたところでありま

す。 

 これを踏まえて、本県としては、政府・与党

に対して、地方負担あるいは並行在来線等想定

される課題については、地元の意向も十分踏ま

えて解決を図っていただけるよう要請を重ねて

きたところであります。 

 また、佐賀県からは、課題として、地元負担、

在来線の問題、ルート、地域振興の問題などが
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あるとお聞きしているところであり、それぞれ

の項目について、具体的にどのような問題意識

をお持ちであるのか、ぜひともお聞かせいただ

いて、そうした課題の共有を図る中で、本県と

しても一緒に考え、ともに国やＪＲ九州に対し

て働きかけを行うことで、課題の解決につなげ

ることができるのではなかろうかと考えてきた

ところであります。 

 このため、県としては、今後の国土交通省と

佐賀県との協議の状況を踏まえつつ、また、佐

賀県との協議の機会を継続して求めてまいりた

いと考えているところであります。 

 先ほどもお話を申し上げましたけれども、腹

蔵なくお互いの思いを共有しながら、力を合わ

せて取り組んでいくということが何よりも必要

になってくるものと考えているところでありま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 外間議員―36番。 

〇３６番(外間雅広君） ありがとうございまし

た。 

 新幹線のネットワーク構築の実現に向けては、

佐賀県の意向が大変重要であり、佐賀県におか

れましては、今まさに同時進行で、高速交通体

系の整備と拡充により将来の発展を見据えて、

佐賀県議会で活発な議論を展開していただいて

いるところであります。 

 国土交通省と佐賀県との幅広い協議につきま

しては、フリーゲージトレイン断念の経緯を踏

まえて、国の責任で解決策を示すべきとの本県

との共通認識を、ただいま中村知事からもおっ

しゃっていただきましたけれども、一緒に考え

ていければ、地方の負担の問題であるとか在来

線、あるいはルート、地域振興などについて、

国等と議論することは可能でありますので、両

県で力を合わせて課題解決に向け働きかけてい

くことができるのではないかというふうに、知

事の答弁からも感じるところであります。 

 佐賀県議会において、今後さらに議論が深め

られますことを期待しておりますが、本県にお

いても、知事はもちろんのこと、瀬川議長や

我々議会も一体となって、この高速交通体系の

整備の拡充、実現に取り組む必要があると考え

ており、引き続き、長崎県としてでき得る限り

の協力をし、誠意を持って議論を前に進めてま

いりたいと考えておりますので、どうぞよろし

くお願いをいたします。 

 次に、ＩＲ誘致の推進について、ご答弁をい

ただきました。 

 九州地域戦略会議のもとに「九州ＩＲ推進プ

ロジェクトチーム」が設置をされて、九州各県

や九州経済団体の皆さんと、広域周遊観光や農

水産品をはじめとした様々な物品の調達につい

て、具体的に協議がなされているということで

すが、地元佐世保の経済界、県内の経済界、そ

して九州の経済界が一体となってＩＲの誘致に

関わり、「九州・長崎ＩＲ」をビジネスチャン

スと捉え、積極的に関わりを持っていくために

どのような取組が必要と考えているか、当局の

見解をお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） ＩＲは、関連する業種が

広範にわたり、すそ野が広い産業でありまして、

その経済効果を最大化させるためには、官民を

挙げて誘致に向けた機運を盛り上げてまいりま

すとともに、その経済効果をしっかりと地域に

波及させる体制づくりが重要であると考えてお

ります。 

 そのようなことから、本県では、九州地域戦

略会議のもとに設置された「九州ＩＲ推進プロ

ジェクトチーム」の発展形として、ＩＲの実現
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に向けた機運醸成はもとより、ＩＲ施設内で使

用される多種多様な物品やサービスの調達に関

するビジネスマッチング等を担う民間団体の設

立に向け、九州経済界並びに県内経済界の皆様

とともに検討を進めているところであります。 

 県としては、経済界の皆様方が、このＩＲ誘

致を大きなビジネスチャンスとして捉えていた

だき、その整備効果を具体的なビジネスに結び

つけていただく、この枠組みに積極的に参加し

ていただきたいと考えているところであり、経

済団体のトップの皆様方に働きかけを行いなが

ら、推進体制の構築を目指してまいりたいと考

えております。 

〇議長(瀬川光之君） 外間議員―36番。 

〇３６番(外間雅広君） ありがとうございまし

た。 

 次に、古民家再生について、再質問をさせて

いただきます。 

 人口減少対策に、歯止めをかける様々な施策

を企業を中心に展開しておりますけれども、そ

の中の移住政策の施策で、古民家というものを

ぜひ取り入れて、まちづくりに活かしながら移

住政策を、そして人口減少対策の一端を担って

いただいたらいかがなものかということで質問

をしたいと思います。 

 実は、小値賀町にある古民家宿泊施設が生ま

れ変わっておりまして、お客様が1棟まるごと

貸し切る「古民家スティ」として取り組んでい

る例でありまして、利用者から、大変静かな風

景として心にしみ込み、訪れてみたいなど多く

の感想が寄せられており、都会暮らしの方々の

琴線に触れて、大変好評を得ているようであり

ます。 

 伝統的な建物以外にも、明治、大正、昭和初

期に建てられた古い民家も多く見られることか

ら、これらを活用することは、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大に伴って地方回帰の意識が高

まっている都会に暮らす方々に非常に魅力的な

ものであり、移住を考えるに当たって大きな

きっかけとなるのではないでしょうか。 

 そこで、移住を促進するに当たって、古民家

を活用してどのような取組が行われているのか、

お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長（浦 真樹君） 県内におけま

す古民家を活用した移住促進策といたしまして

は、明治時代の古民家を改修して、「おためし

住宅」として移住希望者に提供している事例、

あるいは、空き家バンクに登録をいたしまして、

古民家として情報発信をすることで移住につな

げている事例などがあります。 

 また、移住者の方が古民家を活用してゲスト

ハウスやカフェを運営するなどの事例も見られ

るところでありまして、移住の促進だけではな

く、地域の活性化の観点からも古民家の活用は

有益であると考えております。 

 移住された方が地域資源を活かして地域活性

化に取り組む際の支援策といたしましては、古

民家の活用だけに限ったものではありませんけ

れども、有人国境離島法に基づく創業支援制度、

あるいは国の移住支援策を活用いたしまして昨

年度から取り組んでいる創業支援制度などがあ

りまして、移住の後押しにもつながっているも

のと考えているところであります。 

 今後も、こうした支援制度を積極的にＰＲを

いたしますとともに、県内市町とも連携しなが

ら、地域の魅力的な資源である古民家を活用し

た移住促進に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 外間議員―36番。 
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〇３６番(外間雅広君） ありがとうございまし

た。 

 古民家を地域の魅力ある資源としてしっかり

と活用していくことも重要であって、移住して

きた方々に古民家を活用した地域の活性化に取

り組んでいただくことも必要なことで、その支

援策について、ただいまの部長の答弁を了とし

たいと存じます。 

 最後に、女性の登用について、知事部局にお

尋ねをいたしましたけれども、県教育委員会に

おける女性登用の取組について、お尋ねをいた

します。 

 先ほど、知事部局の取組について確認をいた

しましたが、「行財政改革推進プラン」で、「さ

らなる女性登用に向けた人材育成」として女性

管理職の割合の目標を掲げ、その目標は達成な

さっておられないようであります。 

 今後、女性職員が一層活躍できるように推進

していくことが必要と考えられますが、県教育

委員会として、女性登用をどのように進めてお

られるのか、お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 県教育委員

会におきましても女性登用に努めておりますけ

れども、目標にまだ到達しておりません。 

 そのため、女性教職員を対象とした研修会と

か、また、早い段階からのミドルリーダーとし

ての昇任等を、市町村教育委員会にも働きかけ

ております。 

 また、制度として、管理職への昇任を家庭の

状況等に合わせて実施できる制度とか、転居を

伴う人事異動を原則として行わないなどの制度

整備にも努めているところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 午前中の会議はこれにて

とどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１６分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君）（拍手）〔登壇〕 自由民

主党・県民会議の中山 功でございます。 

 質問通告に基づいて、一問一答方式で質問い

たします。 

 知事をはじめ関係理事者の明快な答弁を期待

いたします。 

 1、知事の政治姿勢について。 

 （1）新型コロナウイルス感染症について。 

 ①新型コロナウイルス感染者の状況について。 

 社会の中で立場の弱かった人たち、高齢者、

ひとり親世帯、非正規雇用者、派遣社員、アル

バイト学生、外国人労働者があえいでいます。

既に起きた変化が、コロナによって劇的にあら

われているに過ぎないとも言われております。

一日も早くコロナ感染防止対策に成功し、終息

宣言を出すことができるならば、長崎県人も質

の高い暮らし方を証明することになり、このこ

とを長崎県の新しい魅力の発現、発信する絶好

の機会にできるのではないかと考えています。 

 コロナウイルスとは何ものなのか、コロナウ

イルス感染症を正しくおそれないといけないと

思います。このことをどのように受け止めるべ

きなのか、また、これを日常生活の中でどのよ

うに活かせばいいのか、知事にお尋ねをいたし

ます。 

 あとは、対面演壇席より再質問をさせていた

だきます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 
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〇知事(中村法道君）〔登壇〕 中山議員のご質

問にお答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症についてのお尋ね

でございます。 

 新型コロナウイルスは、未知のウイルスであ

り、現時点においても不明なところが多く、有

効なワクチンや治療薬がないことから、一般的

な風邪や季節性のインフルエンザ以上に強い不

安やおそれを感じる面があるのではないかと考

えております。 

 その一方で、これまでの感染事例に対する知

見の積み重ねにより、いわゆる「3密」の環境

下で感染が広がりやすいこと、小まめな換気、

手洗いや咳エチケット等といった通常の感染予

防対策や、業種別の感染予防ガイドラインの徹

底が有効であることが示されているところであ

ります。 

 したがって、新型コロナウイルスに対しては、

不確かな情報やうわさなどに惑わされず、確実

な情報をもとに、お一人おひとりが感染予防を

心がけることが「正しくおそれる」ということ

ではないかと考えております。 

 県といたしましては、引き続きあらゆる機会

を通して、県民の皆様へ「新しい生活様式」の

実践や「感染予防ガイドラインの徹底」をお願

いするとともに、検査体制や医療体制の充実に

力を注いでまいりたいと考えております。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席からお答

えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 今、知事から、コロナ

ウイルスとは何ものかというような説明があり

ましたけれども、今よりは少しは理解すること

ができましたけれども、もう少し明確に説明で

きれば大変ありがたかったなと思っております。 

 この新型コロナウイルスは、今も変化をし続

けておると考えておりますし、「コロナとは何

ものなのか」、「正しくおそれる」、このことを

根底に置いて取り組む必要があると考えておる

ことを申し上げておきたいと思います。 

 次に、知事の記者会見には、コロナ感染拡大

防止への抑止力があると考えています。2月17

日に定例記者会見をはじめてから定例7回、臨

時16回の合計23回を実施されております。 

 その内容は、「県民の皆様へ」、「企業・事業

者の皆様へ」、「県の今後の取組等について」、

お願いをしています。 

 その効果の一つは、感染者数にあらわれてい

ると思いますが、それぞれのお願いに対する県

民等の実践度について、どのように捉えている

のか、また、その検証はどのように実施してい

るのか、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 県民の皆様方への呼びか

けについては、これまで「新しい生活様式」の

実践や「不要不急の外出自粛」、「業種ごとのガ

イドラインの徹底」など、感染者の発生状況等

を踏まえ、適宜、記者会見のほか県のホーム

ページ、ＳＮＳ等を通して行ってまいりました。 

 また、その結果については、客観的なデータ

や個別の調査に基づき、効果等の把握に努めて

いるところであります。 

 具体的には、外出自粛については、公共交通

機関の利用状況や携帯電話の位置情報分析等に

より、昨年との人の動きを比較するとともに、

事業者のガイドラインに沿った感染防止対策の

遵守状況等については、飲食店等、あるいは観

光振興に向けた誘客キャンペーンに参加してお

られる宿泊施設等を直接訪問し、現地確認等を

行っているところであります。 
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 なお、呼びかけた項目によっては、例えば感

染拡大地域への訪問自粛等もお願いをしてきた

経過がありますが、そういった項目の実践度合

いをはかるということはなかなか難しい面もあ

り、詳細な検証を行っていないものもあるとこ

ろであります。 

 しかしながら、9月に入ってからは、感染者

の数も一定落ち着きが見られるところであり、

県民の皆様にはご理解、ご協力をいただいてい

るものと認識をしているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 詳細な検証までは至っ

ていないとの答弁でありましたが、記者会見の

効果の一つである、「新しい生活様式」を県民

がどの程度実践しているかについて、詳細な検

証は必要ないと考えているのか、お尋ねいたし

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 先ほどもお答えいたしま

したように、最も感染リスクが高いと言われて

おります、接待を伴う飲食等の場、あるいはス

ナック、そしてまた、県外からお客様をお迎え

する旅館・ホテル等については、直接現地に確

認し、その遵守状況等を調査させていただいて

いるところであります。 

 ただ、先ほど申し上げましたように、感染拡

大地域、全国に複数の県、地域があるわけであ

りますけれど、その地域にお越しいただいた県

民の皆様方が、お願いの前と後でどのように変

わったかというのは、これはなかなか把握が難

しい状況でありますので、そういった項目につ

いては調査ができていないという状況でありま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） ぜひ、県民等に対して

本格的な検証をお願いしたいなというふうに思

います。 

 記者会見は、戦略的に広報活動がなされてい

ると思いますが、内容、時間帯、回数、また、

キャッチフレーズなど、例えば「ストップ・

ザ・コロナ感染」、「私は感染させない、感染し

ない」、このように戦略的に広報活動を展開す

ることを要望しておきたいなと思います。 

 次に、3月14日に壱岐市で感染者が出てから

今日まで、行政、医療従事者の懸命な努力にも

かかわらず、感染者は236人、死亡者は3人と増

加しておりますが、想定内、想定外を含めて、

このことをどのように評価しているのか、お尋

ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 県内の感染者数につきま

しては、国内で1月中旬に初めて感染者が確認

されて以降、全国各地で感染者が発生していた

ことから、3月14日に県内1例目を確認し、その

後、4月17日までに17名の感染者が散発的に発

生いたしました。 

 その後、2カ月以上にわたり、県内での感染

者の発生はなかったことから、第2波の到来は、

当初は秋以降ではないかと推測をしていたとこ

ろでありましたけれども、7月に入り、感染症

指定医療機関でクラスターが発生し、第1波以

上のペースで感染者が増加しはじめ、8月1日に

は、過去最高となる23名の感染者が発生するな

ど、この夏場に200名を超える感染者が発生し

たことは、想定を超えるものであったと考えて

おります。 

 一方、死亡者数につきましては、本県は高齢

化率が高いことから、感染者が重症化し、命に

関わる事例が相次ぐのではないかと危機感を強

くいたしておりました。死亡者が出たことはま
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ことに残念なことではありますが、これまでの

ところ、全国的に見ますと、低い割合に収まっ

ているものと考えているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 想定外のものが8月に、

感染者が出たということでありましたけれども、

私は、県民医療従事者はよく頑張っていると考

えておりますが、ただ、いま一度、行政も含め

て、お互い当事者意識を強く持って取り組んで

いこうではありませんかと呼びかけをしたいな

というふうに思います。 

 ②新型コロナウイルス感染拡大防止対策につ

いて。 

 医療供給体制の充実について。 

 医療機関は、コロナ感染症から、県民の命と

健康を守るために懸命な努力をしていることに

ついては、評価いたします。 

 今後、コロナ感染の拡大、さらには、インフ

ルエンザ等の流行が考えられます。重症患者・

病棟等の施設設備面、また、医師・看護師等の

質・量の確保の現状と今後の取組について、お

尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 医療体制につき

ましては、これまで長崎大学、県医師会などの

関係団体、医療機関等からなる「県新型インフ

ルエンザ等対策会議」の医療部会や各医療圏に

設置した「ワーキンググループ会議」におきま

して協議、調整を重ね、国が示した「流行シナ

リオ」では、ピーク時で286名が入院するとの

推計でありますが、本県の病床確保の目標を

290床とし、感染ピーク時には、最大395床を確

保することとしております。 

 また、医師・看護師等の人材の確保につきま

しては、新型コロナウイルス患者に対応する場

合、感染防護を確実に行う必要があるため、一

般の入院患者に比べて多くの医療スタッフが必

要となりますが、それに見合うスタッフを確保

できるよう、一般病棟を縮小して対応すること

となるため、直ちに不足するようなことはない

と考えております。 

 なお、対応が長期化して、より多くの医療ス

タッフの協力が必要となる場合も想定し、あら

かじめ一般の医療スタッフに対して、感染症に

関する研修を行うことで、必要な場合には対応

できる体制を確保したいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 病床数を290床確保す

る体制を遵守しているということでありますか

ら、それは非常にいいことだと思います。 

 その反面、マンパワーですね、マンパワーの

増員というより、どっちかというと配置転換を

して、そこに重点的に配置するのではないかと、

こういうふうに推測するわけですね。そうなる

と、やはり実質的に医師・看護師の質と量の確

保が今以上に求められてくると思いますので、

ぜひ、その辺についても強く要望しておきたい

なと思います。 

 次に、感染指定医療機関から感染者が出たこ

とは、改めて感染症対策の難しさを思い知らさ

れました。医療機関、また、当事者に深刻な風

評被害が出ているとも聞いておりますが、その

原因について、どのように捉えているのか、お

尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 新型コロナウイ

ルスは、現時点では有効な治療薬はなく、社会

生活の中で100％感染を予防する方策はないこ

とから、多くの方が過剰に不安やおそれを抱き、

リスクに対する過剰な反応として、感染者だけ
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でなく、医療従事者やその家族を避ける対応を

取ったり、感染者本人を非難するなどの偏見や

差別を引き起こすものと考えております。 

 当初は、有効な感染予防対策はわかりません

でしたが、現時点では、換気に留意して「3密」

を避ける行動や、業種別の「感染予防ガイドラ

インの徹底」により、感染リスクはかなり下げ

られることが示されております。 

 また、感染しても、若い世代ではほとんど軽

症であることもわかってきており、現時点の正

確な情報をわかりやすく啓発して、冷静な対応

を促してまいりたいと考えております。 

 併せて、医療従事者など、県民の命を守るた

め、日々懸命に新型コロナウイルス感染症に立

ち向かっていただいている全ての方々に対して、

嫌悪や偏見ではなく、一人でも多くの県民の皆

様にねぎらいと敬意の気持ちを持っていただけ

るよう、県民の皆様に訴えてまいりたいと考え

ております。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） この対策については、

かなりやっておるなという感じがしますけれど

も、ただ、私が質問したように、要因は何かと

いうことについては、明確な答弁はなかったと

考えております。感染者に対する偏見と差別が

芯にあるのではないかなと私は推測しています

が、ここのところを正す、そして、これの対策

をやはりもう少し深堀りしてやっていただくこ

とを要望しておきたいなと思います。 

 次に、国、県の「緊急事態宣言」による不要

不急の外出自粛要請、さらなる感染防止対策に

よって医療資源の周知が進む一方、診療体制が

脆弱になっているところがあるのではないか。

そのことが患者さんの行動に影響を与え、通

院・入院者が減少し、病院経営を圧迫している

のではないかと思います。病院経営の現状と支

援策について、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 医療機関の経営

への影響につきましては、厚生労働省による全

国調査によりますと、4月から6月の対前年比医

療収入が、コロナ患者受入れ病院で約11.4％の

減収、受入れ医療機関以外の病院で約6.7％の

減収となっております。 

 本県におきましても同様の傾向であると認識

しており、感染拡大が長期化すれば、一般診療、

医療機関の経営、地域医療提供体制にも大きな

影響を与えるものと考えております。 

 県におきましては、受入れ医療機関の空床確

保によって生じる減収に対する支援や、マスク

やガウン等の資材の提供を行っておりますが、

受診抑制等による医療機関全体の経営支援につ

きましては、国の支援が必要と考えております。 

 8月28日の政府対策本部の決定といたしまし

て、「受入れ医療機関の安定的な経営を確保す

るためのさらなる支援」、また、「地域の医療提

供体制を維持・確保するための支援」を行う方

針が示されたところであり、県といたしまして

も、国に対して、特に、感染者を受入れる医療

機関に対する経営支援策を早急に講じていただ

くよう要望してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 病院経営の厳しさは、

改めて理解しましたけれども、県民の命と健康

を守るためには、各医療機関の健全経営が不可

欠であります。 

 先ほど、国の方に支援についてはお願いする

ということでありましたけれども、県医師会等

の要請に応えて、強力な財政出動も含めて取組

を要望しておきます。 
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 検査体制の強化について。 

 県は、ＰＣＲ検査等について、環境保健研究

センターと長崎市の保健環境試験所の2カ所を

手始めに、感染症の指定医療機関等を15カ所に

拡大するとともに、地域外来検査センターを3

カ所開設し、その推進に努めています。 

 現時点での検査可能数とこれまでの検査実施

数、また、検査内容について、お尋ねいたしま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 本県における現

時点の1日当たりの検査可能件数は約1,200件と

なっており、本年中に約2,500件に拡充する予

定であります。 

 また、検査実績といたしましては、9月12日

時点での累計で1万6,425件となっており、1日

平均73件、1日最大として497件となっておりま

す。 

 また、その内訳といたしまして、感染症の疑

いや濃厚接触者に対して行った行政検査として

約2割、医師が必要と判断して医療機関、また

はドライブスルーでの検査として実施したのが

約8割となっております。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 検査体制は、かなり充

実してきているわけですね、1,200件程度とい

うことでありましたけれども。 

 ただ、1日の検査数を見ますと、最近は、14

日が67件、15日が179件で、100件を超えた検査

をやっているわけですね。かなり余裕が出てき

たような感じがするわけですよね。 

 そこで、県民の不安解消のために、ＰＣＲ検

査等を希望する方々に、希望どおりに実施する

ための県の積極的な取組について、お尋ねいた

します。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大を防止するためには、大

規模なクラスターの発生を抑制することが重要

と考えております。 

 そのためには、感染が疑われる方をはじめ、

医師が必要と判断した方や濃厚接触者等と特定

された方をいち早く検査し、早期に感染の連鎖

を断ち切ることが重要であることから、感染拡

大防止のための行政検査等を優先的に取り組ん

でいるところであります。 

 なお、8月28日の政府対策本部の決定といた

しまして、「社会経済活動の中で、本人等の希

望により、全額自己負担で実施する検査ニーズ

に対応できる環境を整備する」との方針が示さ

れており、県といたしましても、そのニーズが

あることは認識しておりますことから、県が支

援した検査機器を活用して、自己負担による検

査を行うことを認めており、県内の2つの医療

機関で実施できる体制となっております。 

 また、自己負担に対する個人への支援につき

ましては、例えばリスクの高い方を優先するの

か等の具体的な運用方法について慎重な検討が

必要であり、国の動向も踏まえながら、検討し

てまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 希望者に対して、長崎

大学病院、日赤諫早病院で実施しているようで

すけれども、その実施件数について、お尋ねい

たします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 詳細な件数につ

いては承知しておりませんが、行政検査に比べ

て、今のところ少ない数にとどまっているもの

と認識しております。 
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〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） ぜひ掌握してほしいな

と思いますし、まだまだ少ないんだろうと思い

ます。そこで、希望者がＰＣＲ検査をしやすい

ための自己負担の軽減のための県の支援を要望

しておきます。 

 次に、発生源、感染経路特定は、感染者のプ

ライバシーの観点から、難しい点があると思い

ますが、特定の現状とその課題について、お尋

ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 本県におきまし

ては、これまで200名を超える感染事例が発生

しているところでございますが、感染経路とし

て、おおむね40％が不明、もしくは調査中と

なっております。 

 感染経路の推計につきましては、保健所職員

が本人等から、潜伏期間である2週間前までの

行動歴について調査を行いますが、本人の記憶

も不鮮明な場合があり、必ずしも全ての行動歴

を把握できない場合がございます。 

 また、仮に感染源の可能性のある者を特定で

きても、検査した時点で既に治癒している場合

には、ＰＣＲ検査を実施しても陰性となり、感

染源として確認できない場合もございます。 

 県といたしましては、疫学調査には限界があ

り、感染経路を追えない中でも濃厚接触者を特

定して、感染拡大を防ぐことが重要であると考

えております。 

 そのため、国の接触確認アプリ、COCOA

（ココア）では、本人が気づいていなくても濃

厚接触者となった場合に通知される仕組みと

なっていることから、県といたしましても、県

民に対し積極的にアプリの導入を働きかけてま

いりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 積極的に、県は疫学調

査を確実に実施したいと考えておりますが、保

健所職員の負担も大きいし、感染者もかなり出

てきているわけですね。 

 そういうことを考えれば、やはり要因分析、

発生源の解明が万全に進んでいるとは言えない

と考えていまして、ＰＣＲ検査等が必要な人、

行動歴調査等を万全に進めるためには、疫学調

査に協力を義務づける条例の制定が必要と考え

ますが、部長の見解をお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 保健所が疫学調

査を実施する際は、その目的が感染の蔓延防止

である旨を丁寧に説明し、感染者との信頼関係

を構築しながら聞き取りを行っているところで

ございます。 

 しかしながら、一部には、行動歴の全てを明

らかにしない場合もあり、その背景といたしま

して、感染者に対する嫌悪や偏見、差別が存在

している側面があるものと考えております。 

 感染症法では、「感染症の患者等の人権が損

なわれることがないようにしなければならない」

と、人権への配慮が規定されており、また、患

者等は、「質問または必要な調査に協力するよ

う努めなければならない」との努力規定もござ

います。 

 県といたしましては、感染者に対する人権侵

害に対して毅然として対応し、感染者のプライ

バシーに十分に配慮したうえで、正確な情報に

基づく疫学調査を進めていくことが重要である

と考えております。 

 本議会の冒頭でも、「新型コロナウイルス感

染症感染者等に対する人権配慮等に関する決議」

がなされていることも踏まえ、県議会と連携し
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て、まずは県民のご理解を得ながら、感染者が

行動歴の調査に安心して協力できる環境の確保

に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 疫学調査をスムーズに

行うためには、全国には4県が条例の制定を

やっているわけでありますので、この辺を参考

にしながら、県民の不安の解消に貢献する条例

の制定の検討を求めておきたいなと思います。 

 ③国、県の社会経済対策について。 

 4月30日から事業化している、国民一人10万

円の特別定額給付金について。 

 これは13兆円を超える巨費をかけて、国民に

幅広く消費拡大を期待したものと考えています。

県と21市町の執行状況について、お尋ねいたし

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長（浦 真樹君） 本県におきま

す特別定額給付金の給付予定額は、9月11日時

点で約1,343億1,600万円となっております。 

 このうち給付済額でございますが、約1,340

億4,300万円となっておりまして、全体の給付

率は99.8％という状況でございます。 

 市町別の給付率でございますけれども、最も

高いところにおきましては99.9％、それから、

最も低いところでも99.7％の支給状況というこ

とでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 県の執行率が99.8％と

いうことでありますから、よく市町が頑張って

くれたというふうに考えております。 

 先ほど総額については聞いていませんでした

けれども、総額の話がありましたが、それを受

けて、1,340億円程度ということでありました

けれども、県民の消費効果について、どのよう

に捉えておるのか、お尋ねいたしたいと思いま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長（浦 真樹君） 特別定額給付

金の本県におけます消費増加に対する効果につ

いては、現在、県の方では把握はしておりませ

ん。 

 参考までに申し上げますと、民間の調査機関

におきましては、全国ベースでありますけれど

も、この特別定額給付金の給付額の2割から3割

程度が消費の押し上げに効果があったとすると

いうような調査結果も一部公表されているとこ

ろでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 県民の消費額について

は、出すことはできないということでありまし

たが、私は、知事の政治姿勢の中で質問してい

るわけでありますので、知事に確認したいと思

いますが、県民に1,340億円超の税金が支給さ

れている中にあって、国の事業とはいえ、その

消費効果、使い途などについて検証することは

できないのか、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 県内地域に限定して、こ

の特別定額給付金のうち、どれだけが消費拡大

に使われたのかというのは、なかなか難しい調

査になり、また、調査にも所要の経費が必要に

なってくるものと考えているところであります。 

 今回の特別定額給付金の支給目的というのは、

やっぱり第一義的には、こういった難しい状況

の中での生活支援、そういった趣旨で支給され

ているものと考えておりますので、一定そう

いった目的は達成されているのではなかろうか

と受け止めているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 
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〇４３番(中山 功君） 知事、額が違うんです

よね。県税は1,000億円ちょっとですよ。それ

を超える税金が県民に支給されたわけでありま

すから、ぜひそれを踏まえて、消費効果とか使

い途について詳細に検証することを求めておき

たいなと思います。 

 新しい生活様式対応支援補助金について。 

 6月15日から、新しい生活様式のガイドライ

ンに沿った取組をした県内事業者に、マスク等

の購入を対象にしておりましたが、8月25日か

ら、飲食店向けに換気扇等の更新・増設に必要

な経費、1事業者当たり上限200万円を支援する

としています。これまでの申請件数、支払い件

数、その事業効果等について、お尋ねいたしま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

○産業労働部長(廣田義美君） 「新しい生活様

式」実践のためのガイドラインに沿った事業者

の取組に対して支援をする、「新しい生活様式

対応支援補助金」、いわゆる10万円を上限とす

る補助金でございますけれども、10月30日を申

請期限としておりまして、9月14日現在の申請

件数は1万642件、うち交付決定を行ったものが

1,576件となっております。 

 また、飲食店の換気設備の更新等について支

援をいたします、「飲食店向け新しい生活様式

対応支援補助金」につきましては、9月14日現

在、申請件数は38件、うち交付決定をしたもの

は17件となっております。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 申請対象が約3万件と

聞いているんですよ。それからすると、申請件

数が非常に少ないという問題と、交付決定の話

がありましたけれども、私が聞いたところによ

ると、支払い件数は、9月10日時点で640件程度

と、これは非常に遅れているんですよね。 

 そういうことも含めて、10月30日まで、今後

量を含めて、どのような取組をして、8割から9

割程度までこれを押し上げることができるのか、

お尋ねしたいと思います。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

○産業労働部長(廣田義美君） 今、ご指摘がご

ざいましたように、申請件数につきましては、

1万1,000件程度というところでございまして、

予算を計上した件数の約3割でとどまっており

ます。 

 ただ、この補助金でございますけれども、実

績に基づいて申請をするという形をとっており

ます。事業者が一旦物品等を購入し、その購入

代金を払った後に、その領収書等を添付して申

請を行っているところでございます。そういう

ことから、現時点では、まだ申請されていない

事業者が多いものと認識しております。 

 そういうことで、この申請件数でございます

けれども、9月に入り、申請件数は徐々に増え

てきております。申請の期限が10月30日までと

いうことで、あと1カ月半程度残されておりま

すので、今後、多くの申請がなされるものと考

えております。 

 今回の補助金は、県内の事業者の方々の新し

い生活様式実践を促進するために設けた補助制

度でございますので、少しでも多くの事業者に

この制度を活用いただく、そういったことを念

頭に置きまして、今後の制度の周知に努めてま

いりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） これは事業を開始して

から、もう3カ月になるわけですよね。支払い

件数が非常に少ない。10月30日まで頑張ってい

くと思いますけれども、私はこれはなかなか難
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しいなと考えているんです。そういう場合は、

ぜひ、今年いっぱいというか、12月末までに再

度延長して、やはり事業目的というか、9割以

上の達成をするように、強く求めておきたいな

と思います。 

 次に、国は、8月17日に2020年4月～6月期の

国内総生産額の速報値が、実質で、前期比

7.8％の減、これは新型コロナウイルス感染拡

大で個人消費が激減し、戦後最悪のマイナス成

長と発表いたしておりますが、この影響を受け

ている県のＧＤＰ4月～6月期の前期比と、それ

に伴う経済的損失額について、お尋ねいたしま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） お答えいたします。 

 県内総生産の関係でございますけれども、こ

の県内総生産の平成29年度のデータが、今、最

新のものでございまして、本年の4月～6月期の

経済損失等の算出というのは非常に難しいもの

と考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） それではお尋ねします

が、国の速報値には、長崎県のＧＤＰも入って

いると思うんです。国が出せて、県が出せない、

その点を伺います。それと、このＧＤＰを把握

する必要について、どのように考えているのか、

お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） お答えいたします。 

 今ご指摘いただきましたところで、私がお答

えいたしました、県内総生産という形でありま

して、こちらは一定の推計をして数字をはじい

ているというものでございます。 

 こちらにつきましては、前回、平成29年度の

推計ということで、令和2年3月31日に公表した

ものが最新という形になっております。 

 恐らくでございますけれども、国内総生産の

中には、当然、国内でありますので、長崎県の

ものも含まれているということは考えておりま

すけれども、そこをちょっと抽出して持ち得る

データがないという状況でございます。 

 また、それを把握する必要性ということでご

ざいますけれども、今般、新型コロナウイルス

にかかる対策というのを終始講じておりますけ

れども、こちらは県内経済の需給ギャップを埋

めるものというよりは、厳しい経済状況を踏ま

えまして、企業支援ですとか、あるいは農業・

漁業等の生産者支援、こういったものに緊急的

に対策に取り組む必要ということで講じてきて

おります。 

 そういった意味では、各分野における様々な

事業者の方々ですとか、県議会をはじめまして

市町、あるいは関係団体のご意見もしっかりと

お伺いしながら、施策の構築に努めているとい

う状況でございます。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） このＧＤＰは、経済動

向を示す指標の最たるものですよ。県内のデー

タがどうなっているのかについて、今、経済的

に非常に危機的な状況にあることを考えると、

より実体経済の把握に努める、速やかに国と相

談して、県のＧＤＰの推移を把握して公表する

ように要望しておきたいなと思います。 

 ④小、中、高のコロナ感染症防止対策につい

て。 

 教育委員会等は、安倍首相の「休校要請」に

続く「緊急事態宣言」を受けて、小、中、高校

を長期間休校する等、異例の対応をしてこられ

たと思います。児童生徒の保護者も大変なご苦

労を強いられておりますし、先生方の戸惑いが
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続いていると考えております。 

 これらの取組とその評価について、お尋ねい

たします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） このたびの

コロナ禍に対応するための学校休業についてで

ありますけれども、議員ご発言がありましたと

おり、まず、安倍前総理の全国一斉休業の話、

それから、「緊急事態宣言」に伴う休業がござ

いました。 

 いずれも突然のことでございましたので、学

びをどう保障していくかということについて、

学校現場、市町教育委員会、県教育委員会、非

常に悩んだところでありますけれども、いわゆ

る感染症の予防対策ということを第一義的に考

えまして、それぞれ学校の規模、地域性に応じ

て学びの保障をしながら休業に入っていったと

いうことであります。 

 その後、その休業の分を取り戻すために、夏

休み等の短縮、それから行事の精選等を踏まえ

て、県立、市町の小中学校ともに、現時点では

遅れを取り戻したという判断をしております。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 教育機関としては適切

に対応しておるというような、私はそういう感

じを受けているわけでありますが、ただ、県立

高校2校に感染者が出ている事実と、非公開と

なっている小学校、中学校、私立学校等の実態

ですね、承知していると思いますけれども、含

めて取組の強化を要望しておきたいなと思いま

す。 

 次に、世界に比べて大きな遅れが露呈したオ

ンライン授業の優位性と、この間の実践状況に

ついて、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） まず、オン

ライン授業の優位性でございますけれども、こ

れは教師と児童生徒が異なる場所にいても授業

ができるというところにあります。 

 議員ご指摘のとおり、学校休業等が続いた際

にも、登校日の対面授業とオンライン授業とを

組み合わせることによって、児童生徒の学びを

より充実できるものと捉えているところでござ

います。 

 しかしながら、県内では、さきの臨時休業中、

家庭に持ち帰らせる端末を準備できた学校にお

いてオンライン授業に取り組んだ事例はありま

すが、ほとんどの学校では、その実施に至って

いないという状況でございます。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） ぜひ、対面授業を基礎

としながらも、やはり先ほど言ったように、異

なる場所で授業ができるということであります

から、オンライン授業も組み合わせてベスト

ミックスという形に、ここを探し出すことが大

変大事だと思いますし、そのためには、やはり

何といっても、教師に研修する時間の確保が必

要と考えておりますので、ぜひ、それも含めて

取組を強化していただくことを要望しておきた

いなと思います。 

 次に、高校生の県内就職・進学向上対策は、

県政の最重要戦略の一つであります。 

 このたびのコロナ感染症拡大の影響で、県内

のこれらの環境は悪化している一方、郷土のよ

さを再認識した生徒・保護者もいるのではない

かと考えています。ここをチャンスに捉えて、

教育委員会、総務部の今後の取組について、お

尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 議員ご指摘
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のとおり、今回のコロナ禍において、保護者の

方も含めて、いわゆる県内回帰という動きがあ

ることは、私も現場を回りまして、各学校にお

話を聞いております。 

 そういった意味では、いい傾向ではあるんで

すが、現実問題として、採用計画等への影響等

も、若干ではございますが、出てきております

ので、県教育委員会といたしましては、その影

響を見越しまして、例年以上に面談回数を増や

すなど、生徒の不安を払拭するとともに、企業

情報を提供しながら、県内定着に向けた取組に

努めてまいりました。 

 また、県教育委員会の職員が専門高校を訪問

して、県内就職に向けた指導のあり方等につい

て教員等に指導し、担任が生徒面談の中で地元

企業の魅力や県内就職のメリットを伝えており

ます。 

 一方、進学者の多い高校におきましても、進

路学習や担任による面談を通して、県内の大学

の情報や魅力等について生徒に伝えているとこ

ろであります。 

 いずれにいたしましても、細かい情報を担任

等も通じて、生徒、保護者に伝えることによっ

て、県内定着を図っていきたいというふうに考

えているところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 昨年度の県内就職率に

ついては65.8％、過去最高で、よく頑張ってい

ただいたと思いますが、これをさらに高めてい

くためには、原点に立ち返って、やはり生徒と

保護者と、先ほど教育委員会教育長から話があ

りましたように、特に担任の先生が中心になっ

て、就職担当の先生と就職、進学、人生観等に

ついて徹底して話をすることに尽きると思いま

す。 

 先ほども話ましたように、そのためには、や

はり十分な時間の確保ですね。この辺について、

特段の努力を要望しておきたいなというふうに

思います。 

 ⑤対策本部の在り方について。 

 「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設

置して、対策を練りあげていると考えています。

元来、我が国は自然災害列島とも言われていま

す。いつ、何時にも備えなければなりません。

コロナと自然大災害が同時に、長期間発生した

場合の本部体制の在り方について、お尋ねいた

します。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 対策本部が複数、

同時に長期間設置されるなど、必要な人員が大

幅に不足する場合は、業務継続計画（ＢＣＰ）

に基づき、通常業務のうち優先度の高い業務は

継続して実施しながら、それ以外の業務は休止

することとしております。 

 そのうえで救助活動や被災者支援など、非常

時における優先業務の実施に必要な人的、物的

資源について、全庁横断的に調整を行うととも

に、国や知事会等の支援を仰ぎながら必要な体

制を確保することとしております。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 一定理解せんわけじゃ

ないわけですけれども、こういう2つも3つも長

期化した場合を想定して、やはり2つ、3つの連

携をどういうふうにするのか、ここに危機管理

監の取扱いが一つのポイントになってくると考

えておりますので、その辺を含めた十分な対策

を考えていってほしいなと思います。 

 次に、長崎県○○対策本部と言われると、県

と21市町が一体となっている組織を連想します。

その点から考えても、対策本部には各首長の参
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画が望ましいと思いますが、その考え方はでき

ないか、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 大規模な災害等が

発生した場合、県として的確な対応を行うため

には、被災した市町の状況や、求める支援など

を迅速に把握することが大変重要であると考え

ております。 

 このため、毎年の防災訓練等において、関係

首長とテレビ会議を活用した情報共有や意見交

換など、その連携について確認をしているとこ

ろであり、発災時においても、必要に応じ、テ

レビ会議等で関係首長と迅速な意思疎通を行い、

被害の最小化を図ってまいりたいと考えており

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 今、危機管理監から、

必要に応じて関係首長が県の対策本部にテレビ

会議等、また、出席などをしていただき、情報

共有、連携を強化して、被害の最小化を図ると

いう趣旨の答弁でありましたので、了といたし

ます。 

 ⑥緊急事態宣言について。 

 コロナ感染拡大防止の切り札として、4月17

日から5月15日まで「緊急事態宣言」が発信さ

れました。これによって人の都市間の移動、外

出の自粛要請、さらには、遊興施設等に休業要

請と協力金の支払いが実施されました。 

 その結果として、宣伝の効果、また、課題に

ついて、どのように考えているのか、知事にお

尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 4月に発令されました全

国一律の「緊急事態宣言」に伴いまして、ほと

んどの都道府県において、本県と同様に休業要

請や外出自粛要請等の措置がとられたところで

あります。 

 そうした結果、「緊急事態宣言」の初日と最

終日で比較いたしますと、全国の新規感染者数

は約20分の1に減少したところであります。 

 また、本県におきましても、県民の皆様のご

協力の結果、人の流れが抑制されたことで、

「緊急事態宣言」発令の翌日であります4月17

日を最後に、約2カ月半にわたり、新規感染者

が発生しない状態が続いたところであり、大き

な効果があったものと考えております。 

 その一方で、全国的に実施された外出自粛要

請等により、個人消費が大幅に減少し、とりわ

け観光関連産業をはじめとしたサービス産業に

おいて大きな影響が生じるなど、景気の落ち込

みにつながったところであります。感染防止拡

大の面では大変効果が得られたものの、経済面

での影響は極めて大きかったと考えているとこ

ろであります。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 知事の答弁では、拡大

防止には効果があったと、私もそういうふうに

思いますし、経済的損失が残ったというわけで

あります。 

 そういう中で、県独自の「緊急事態宣言」の

選択肢の一つとして残しておく必要があると思

いますし、私は、宣言の基準を設定すべきと考

えておりましたけれども、先日、9月8日に宣言

の目安を県は公表しておりますが、そのいきさ

つと内容について、少しお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 今回の目安の策定につい

ては、7月以降、感染経路が不明な感染やクラ

スターの発生が確認されるなど、従前と比べて

感染状況が変化していること、また、冬の時期



令和２年長崎県議会・９月定例会（９月１６日） 

 ― 57 ―

の感染拡大の可能性もあること等を踏まえなが

ら、本県の医療提供体制の状況を勘案し、感染

状況の変化に応じて講ずべき対策を整理させて

いただいたところであります。 

 一方、先ほども申し上げましたけれども、

「緊急事態宣言」の発令では、感染拡大防止の

面で効果が大きい反面、社会経済への影響が大

きいことから、目安の策定に当たっては、経済

への影響を最小限に抑えるための視点も極めて

重要であると認識をしているところであります。 

 そのため、「業種別ガイドライン」や「新し

い生活様式の徹底」に加えて、前回の緊急事態

宣言時にはなかった「健康管理アプリの導入」

や、包括的な検査の実施などによって、可能な

限りステージ3までにとどめるとの強い思いで

取り組んでいきたいと、こう考えているところ

であります。 

 それでもなお、感染拡大が止まらないような

状況であれば、県下全域にわたっての緊急事態

宣言の発令前に、ステージ4として、特定の医

療圏域、あるいは特定の業種に絞った対策を先

行して行い、県内経済への影響を最小限にとど

めてまいりたいと考えているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 知事の答弁はよくわか

りました。そのことを県民にわかりやすく周知

するために、さらなる取組を要望しておきたい

なと思います。 

 次に、「緊急事態宣言」、または、今後戦略を

練り直すためにも、県民の理解と協力が必至で

あると思います。コロナ感染者発生から半年が

経過しようとしておりますが、この間の県民意

識の変化、先ほど私が言いましたように、国の

事業効果の検証、さらには、地域経済動向等を

包含した緊急長崎県民調査の実施が必要と思い

ますが、その考え方はないか、お尋ねいたしま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 県独自の「緊急事態宣言」

は、「県民の命と健康を守るという視点」、そし

てまた、「経済活動と生活を支えるという視点」、

この双方の視点に立って、それぞれの専門家の

ご意見等も伺いながら、総合的に判断し、この

宣言の発令をすべき性格ではなかろうかと考え

ているところであります。 

 これまで、それぞれの状況に応じて、県民の

皆様方に様々な協力要請を行ってきたところで

ありますが、県民の皆様方をはじめ県議会、各

市町、経済団体など多くの提言や、あるいは厳

しいご意見などをいただき、そうした思いを把

握しながら、コロナ感染症にかかる対策として

施策を推進してきたところであります。 

 一方、また、この「緊急事態宣言」は、経済

活動に極めて大きい影響を及ぼすものでありま

すので、その発令に当たっては、より一層総合

的な視点から慎重に判断しなければならないと

考えております。 

 なお、具体的な各施策の効果の把握でありま

すけれども、全てを検証することは難しいこと

は、先ほどもお答えをさせていただきましたけ

れども、県が予算等を計上して推進している諸

対策等については、例えば観光客の動向、県産

品の売れゆき状況など、個別の調査等に基づき、

可能な範囲で、適宜把握、検証を行ったうえで、

今後の対策に活かしていかなければならないと

考えているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 従来の手法というのが、

今後通用するのか、非常にその辺を心配してい

るわけです。 
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 今は、まさに社会が大きな変動、変革期にあ

ると思います。そのためには、実態把握のため

には、やはり調査、検証が必要なんですよ。も

う一回、やれる範囲が、全てとは言いませんけ

れども、やはり県民の意識であるとか、事業効

果であるとか、ちまたの経済状況はどうなのか、

的を絞ってやはり私は調査すべきと思いますけ

れど、再度、知事にお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 先ほどお答えをさせてい

ただきましたように、県で推進しております

個々の政策については、できる限りその施策効

果の把握、検証に努め、次の施策の中に活かし

ていかなければならないと考えております。 

 しかしながら、先ほどご議論をいただきまし

たように、国で行ってまいりました給付金の支

給、それが国内経済にどれほどの影響を与える

のか、例えば国内総生産の動向がどうであるの

かといった状況、実は、これは国の単位では把

握ができます。ところが、地域単位では把握が

できないような仕組みなのであります。 

 例えばサービス業がありますけれども、その

サービス業、トータルとして特定の業種につい

ては、国全体では把握できる仕組みがあります。

ところが、それぞれの地域で、一体そのサービ

ス業が幾らの総生産になっているのか、その数

字が出てこないのであります。結果として、そ

ういった数字は、人口、従業員数等で案分して

各県に配分される。そういう結果として、経済

計算等がなされている状況でありますので、最

新の情報については、国の動向等を参考数値と

して見比べながら、様々な判断のもと施策を推

進していく必要があるものと考えているところ

であります。 

〇議長(瀬川光之君） 中山議員―43番。 

〇４３番(中山 功君） 先ほど言ったように、

国のＧＤＰという中には、長崎県の分も入って

いるんですよ。だから、それを含めて、一回国

と相談したらどうですか。 

 私が言いたいのは、コロナの減少、えらい減

少が出ている。これは、やはり徹底的に検証と

分析をして、プラスに、県政の推進に活かした

らどうかと、そういう観点で質問しているわけ

ですよ。知事には、そこはわかってもらいたい

と思うんですよ。あまりに皆さん方は、コロナ

に対してはまだまだ守りで、防御、防御じゃな

いですか。コロナによっていい面もたくさんあ

るんですよ。それを検証して、いいものを伸ば

していく、そのための検証はしてないです。 

 最後になりましたけれども、独自の「緊急事

態宣言」は、今は出す時期ではないと思います

し、「終息宣言」は、もっと出せない状況にあ

ると思います。ならば、中道である「コロナと

の共生宣言」を発信して、県政を力強く推進す

ることはできないか、知事の見解を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 長期化するコロナ禍にお

いて、社会経済への影響を最小限にとどめてま

いりますためには、県民が一丸となって感染の

予防、拡大防止に取り組んでいただくことが極

めて重要であると考えております。 

 そのため、「新しい生活様式」の実践、「ガイ

ドラインの徹底」などをお願いするとともに、

そのために必要な支援策等についても、具体策

を講じてきているところであります。 

 併せて、県内経済回復に向けてもさまざまな

キャンペーン等を展開し、さらに、県内経済の

活性化に向けて努力していかなければならない

と考えております。 

 また、コロナの感染拡大に伴いまして、国民
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の生活自体のありようも大きく変わろうとして

いる面もありますので、そういった動きをしっ

かりとチャンスとして捉えながら、次の経済活

動の拡大のために有効に活用していくという視

点も重要であると考えております。 

 いずれにしても、この感染拡大防止と経済の

再生拡大、両立を図っていくということは極め

て重要な視点であると思いますので、県民の皆

様方と共有しながら努力してまいりたいと考え

ております。 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、14時45分から再開いたします。 

― 午後 ２時３２分 休憩 ― 

― 午後 ２時４５分 再開― 

〇副議長(松本洋介君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君）（拍手）〔登壇〕 改革21、

佐世保市・北松浦郡選挙区選出、山田朋子でご

ざいます。 

 まず、質問に入ります前に、このたびの新型

コロナウイルスにより、お亡くなりになられた

方々に謹んでお悔やみを申し上げます。 

 罹患された方々及びそのご家族、関係者の皆

様、感染拡大により日常生活に影響を受けてい

らっしゃる全ての皆様に衷心よりお見舞いを申

し上げます。 

 また、医療の最前線で、日夜、新型コロナウ

イルス感染症に立ち向かっていただいている医

師や看護師をはじめとする医療従事者の皆様に、

改めて心から深く感謝を申し上げます。 

 今後は、誰もが感染する可能性があることを

認識のうえ、県民が一丸となって「新しい生活

様式」の定着を進めていくなど、引き続き感染

拡大防止対策に取り組んでいくことがますます

重要であると考えております。 

 そこで、我が会派改革21では、去る8月5日に、

3回目となる県への新型コロナウイルス感染症

に関しての政策要望を行いました。 

 それを受けて、早速県は、誹謗中傷対策とし

ての相談窓口の設置や弁護士の配置、ＰＣＲ検

査体制の充実とフェーズごとの行動制限を定め

ていただきました。このことを高く評価し、感

謝を申し上げます。 

 それでは、通告に従い、順次、質問を行わせ

ていただきます。知事をはじめ、部局長におか

れましては、前向きな答弁をお願いいたします。 

 1､新型コロナ禍における県民のいのちを守る

取り組みについて。 

 （1）県内のＰＣＲ検査の体制について。 

 新型コロナウイルス感染症については、現状

では、ワクチンや治療薬がなく、できるだけ早

期に発見して積極的な疫学調査を行い、感染を

拡大させないことが重要であると考えておりま

す。感染者の早期発見のためには、ＰＣＲ検査

体制を充実させ、検査が必要な方を迅速に検査

できる体制を整備していく必要があると考えて

おります。 

 新型コロナウイルス感染症に係る検査につい

ては、これまでのＰＣＲ検査だけではなく、Ｌ

ＡＭＰ法検査、抗原検査などが保険適用になる

とともに、検体についても、唾液による検査が

認められてきたところであります。 

 これからの冬に向けては、毎年、多数の発熱

患者が発生していることから、さらなる検査体

制の拡充、整備を図り、検査を必要とされてい

る方々を漏れなく検査につなげていくことが重

要であると考えております。 
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 こういった状況を踏まえ、県においては、今

後どのような方針で検査体制の拡充、整備に取

り組まれていくのかをお尋ねいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 山田朋子議員の

ご質問にお答えいたします。 

 県内のＰＣＲ検査体制についてのお尋ねであ

りますが、これから冬場にかけては、多数の発

熱患者が発生することが想定されますことから、

検査体制の充実は重要な課題であると考えてお

ります。 

 現在、具体的には、離島の医療機関を含む県

内26施設で、1日約1,200件の検査を実施できる

体制を整備しており、年内には、県内37施設で、

1日約2,500件の検査を実施できる体制とする予

定であります。 

 また、唾液によるＰＣＲ検査等の有効性が認

められたことを踏まえ、県医師会や長崎大学と

の連携の下、地域のかかりつけ医でも検査がで

きる体制の整備を進めております。 

 引き続き、検査が必要な方が確実に検査を受

けることができるよう、関係機関と連携して体

制づくりを進めてまいりたいと考えております。 

 以後のご質問については、自席の方からお答

えをさせていただきます。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 感染防止対策のために

は、検査体制の拡充が最も重要だと思います。

引き続き、体制整備をよろしくお願いいたしま

す。 

 また、本県では、ＰＣＲ検査のほか、長崎大

学が開発したＬＡＭＰ法による検査体制を整備

したとお聞きしましたが、国は、短時間で検査

が可能な抗原検査の導入を進めていくという方

針を示しています。 

 そこで、本県のこれまでの検査実績について、

検査方法ごとの割合と今後の抗原検査キットの

活用について、伺います。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 9月12日時点に

おけます検査実績は1万6,425件となっており、

そのうち約7割をＰＣＲ検査、約2割をＬＡＭＰ

検査法、約1割を抗原検査が占めております。 

 国におきましては、季節性新型インフルエン

ザ流行期を踏まえ、地域の医療機関で簡易、迅

速に検査を行えるよう、抗原簡易キットによる

検査を大幅に拡充する方針を示していることか

ら、本県といたしましても、今後、県医師会等

のご協力を得ながら、抗原簡易キットの拡充に

努めていきたいと考えております。 

 具体的には、抗原簡易キットは、現場で速や

かに判定できますので、救急医療機関での検査

フローを作成いたしまして、それぞれ適切な活

用方法を明確化するなど、各医療機関での導入

を促進し、必要な検査体制を確保してまいりた

いと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 引き続き、それぞれの

検査方法のメリットを活かした検査体制の整備

をお願いします。 

 （2）誹謗中傷対策について。 

 感染者やそのご家族、関係者などへの誹謗中

傷対策として、私ども改革21会派より県に要望

を行い、早速に、8月26日に専門の相談窓口が

開設され、法律の専門家である弁護士による支

援体制を整備いただきました。 

 そこで、この弁護士による支援体制の状況に

ついて、伺います。 

〇副議長(松本洋介君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長(宮﨑浩善君） 弁護士によ
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る支援体制につきましては、ＳＮＳなどイン

ターネット上での誹謗中傷等の書き込みの削除

依頼や投稿者を特定するための開示請求の支援

とともに、誹謗中傷する張り紙や投石などの被

害に遭われた場合、警察に対する被害届の作成

や提出などの支援を行うことといたしておりま

す。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 今、様々テレビ広報の

スポットＣＭとかも入っておりまして、この相

談窓口の件がよく県民に届くのではないかと非

常に期待をしているところでございます。 

 今日、新型コロナウイルス感染症に関する偏

見や差別をなくそうと、愛媛県から全国に広

まっています「シトラスリボンプロジェクト」

です。私と、松本副議長をはじめ、数名の県議

の胸に今、ついていると思いますが、このリボ

ンですが、県議会では、ごうまなみ議員が、そ

れを広げるためにご尽力をいただいております。 

 なお、このリボンは、大村市の障害者授産施

設で作られております。 

 福岡県古賀市では、市の職員が名札とともに

もつけております。 

 長崎県では、このたび、相談窓口などのハー

ド整備はいただきましたので、ぜひ、このシト

ラスリボンで優しさの輪を広げるソフト面の取

組もご検討いただきたいということを申し上げ

ておきます。 

 （3）エクモ（ＥＣＭＯ）の配置状況につい

て。 

 今後、新型コロナウイルス感染症が増加した

場合、県内でも重症患者への対応が必要な場合

が発生することが想定されます。 

 新型コロナウイルス感染症が重症化し、肺の

機能が著しく悪化した場合、肺の代わりに酸素

と二酸化炭素の交換を行うＥＣＭＯと呼ばれる

医療機器が必要になるとお聞きをしております。 

 県内では、新型コロナウイルス患者のうち、

重症患者に対応する医療機関として4つの病院

があるとお聞きをしておりますが、県内で、こ

のＥＣＭＯを使用したことがあるのか、また県

内には何台配備されているのかを伺います。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 新型コロナウイ

ルス感染症が重症化し、肺の機能が悪化して酸

素吸入が困難な場合、体内から血液を取り出し、

人工肺で血液に酸素を与え、二酸化炭素を除去

して体内に戻すＥＣＭＯと呼ばれる医療機器が

必要となる場合がございます。 

 県内では、新型コロナウイルス重症患者を受

け入れる長崎大学病院など4病院を中心に、全

ての県本土の医療圏に25台のＥＣＭＯが配置さ

れておりますが、これまで新型コロナウイルス

患者に対してＥＣＭＯを使用したことはないと

のことでございます。 

 新型コロナウイルス患者にＥＣＭＯ使用する

場合は、専門の技術を有する医師や看護師等が

24時間対応する必要があることから、長崎大学

病院などと連携し、医療スタッフの養成研修を

実施し、県内の体制を強化することとしており

ます。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 今、ご答弁の中で、離

島も含めて、全ての医療圏に配備をされている

という理解でよろしいですか。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 離島には配備し

ておりませんが、本土の医療圏全てでございま

す。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 
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〇３４番(山田朋子君） 理解をいたしました。 

 このＥＣＭＯですけれども、報道等によりま

すと、動かすのに、医師、看護師2名、臨床検

査技師4名、4～5名の人員確保が必要というこ

とで、なかなか動かすことが難しいという実態

があるようでございます。ただし、現状におい

ては、長崎県で使用事例はないようであります

が、これから万が一、重症患者が増えた場合は、

このＥＣＭＯを動かしていただかざるを得なく

なると思っております。 

 その場合に備えて、そういった方々の実習と

いいますか、研修、そういったものとか、体制

づくりに、ぜひ県も医療機関と一緒になって働

きかけていただきたいということをご要望申し

上げておきます。 

 （4）医療的ケア児（者）の実態調査につい

て。 

 ①医療的ケア児（者）の数の把握と避難計画

について。 

 今回の台風10号は、人的・建物被害とともに、

県内各地に停電や断水の被害をもたらしました。 

 このような状況の中、医療的ケア児を抱える

お母様から、停電で人工呼吸器のバッテリーが

切れるのではないかとの不安があり、各方面に

問合せを行い、幸い、医療機関から電源を借り

ることができて何とかしのげたというお話をお

聞きいたしました。医療的ケア児にとっては、

電源の確保は命につながる大切な問題です。 

 そこで、まず県内に医療的ケアが必要な方々

がどのくらいいらっしゃるのかを伺います。 

 また、数の把握とともに、災害時に支援が必

要なお一人お一人に事前に避難場所と避難手段

などを定める個別支援計画が重要となりますが、

県内の各市町においては、まだまだ策定が進ん

でいない状況にあります。 

 今後、どのような計画策定を進めていくのか

も併せてお尋ねをいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 医療的ケアが必

要な方々につきましては、統一的な調査がなさ

れていないため、正確な人数の把握はできてお

りませんが、国の研究事業によりますと、本県

は、概ね170名と推計されます。 

 現在、医療、保健、福祉、保育、教育関係機

関、当事者団体、市町で構成する「長崎県自立

支援協議会医療的ケア児等支援部会」におきま

して実態を把握し、災害時の支援体制の構築等

に資する調査の方法について検討しており、来

年度に調査を開始したいと考えております。 

 また、災害時の個別支援計画につきましては、

今後実施する実態調査の結果も踏まえまして、

全ての方に対して早期に策定がなされるよう、

市町に対しまして支援したいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 今、部長の答弁の中で、

医療的ケアが必要なお子さんが170人ぐらいと

いうことが出てまいりました。 

 もちろん、医療的ケアが必要な方は、子ども

だけじゃなくて、成人の大人の方もいらっしゃ

います。なかなか数の把握が、訪問看護ステー

ションの利用状況とか、様々、ちょっと子ども

よりも取りにくい部分はあるかと思いますが、

しっかりと大人の方の分も把握をいただき、そ

して併せて、避難計画の策定に向けて、やはり

市町でマンパワーが不足しているところもあり

ますので、県として、しっかりとご協力をいた

だきたいというふうにお願いを申し上げます。 

 ②在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業

について。 

 県では、令和元年度から、訪問診療が必要な
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在宅人工呼吸器を使用する患者を診ている医療

機関に対して、患者に貸し出せる簡易自家発電

装置等の整備に必要な経費の一部を補助する制

度を設けております。しかしながら、補助の実

績をお聞きすると、まだまだ少ない状況にあり

ます。医療的ケアが必要な方々の安全・安心の

ために、補助制度の活用をもっと促す必要があ

ると思っております。 

 さらに、補助の対象を医療機関ではなく、個

人へ広げることは可能ではないかと思いますが、

見解を伺います。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 県におきまして

は、昨年度から、在宅で人工呼吸器を使用して

いる患者を訪問診療している医療機関が無償で

簡易自家発電装置を貸与する場合に、その費用

を補助しておりまして、これまでの実績は、3

施設となっております。 

 なお、本事業は、国の医療施設の整備に係る

補助制度を活用しているため、補助対象は医療

機関とされており、個人に対して補助すること

はできないこととなっております。 

 県といたしましては、まずは、「かかりつけ

医」に対して、本事業に理解をいただけるよう

周知に努めて、非常用電源の普及につなげてい

きたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 本年度は、申込み実績

がなかったと伺っております。 

 これは大体12万円ぐらいです。保護者の方で

も、台風とかを経験して、自分で買おうかなと

思われる方もいらっしゃると私は思うので、今

後、国の方ともお話をいただきたいと思います。 

 （5）非常用電源のリスト化について。 

 令和2年5月に改定された国の「防災基本計画」

において、都道府県は、大規模停電発生時に、

電源車の配備など、電気事業者などから円滑な

支援を受けられるよう、あらかじめ、病院、要

配慮者に関わる社会福祉施設や災害応急対策に

関わる重要施設の非常用電源の設置状況につい

て、リスト化を行うよう努めるものとされてお

りますが、本県のリスト化の対応状況について、

伺います。 

〇副議長(松本洋介君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 令和2年5月に改定

された国の「防災基本計画」では、都道府県は、

大規模停電発生時に、電力事業者等から円滑な

支援を受けられるよう、病院や要配慮者に関わ

る社会福祉施設等の重要施設及びそれらの機関

が保有する非常用電源の設置状況を収集、整理

し、リスト化に努めることとされております。 

 本県では、自治体の災害対策本部が設置され

る庁舎や輸送拠点、災害拠点病院等の重要施設

等のリスト化を進めているところであり、今回

の台風10号の際には、現時点までに整理した暫

定リストを九州電力に提示し、電力の優先復旧

をお願いしたところであります。 

 今後も、台風等による大規模停電が想定され

ますので、県としましては、県内市町のほか、

医療、福祉等の関係機関と調整のうえ、一刻も

早く重要施設等の非常用電源リストを完成させ

るよう努力してまいります。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 引き続き、よろしくお

願いをいたします。 

 （6）保健所の人員体制とコロナ禍での働き

方について。 

 ①過去数十年と比べての人員の状況について。 

 保健所は、「帰国者・接触者相談センター」

や感染者が発生した場合の疫学調査など、新型
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コロナウイルス感染症への対応に中心的な役割

を担っていると考えております。しかしながら、

全国的な行政改革などによる見直しにより、保

健所の職員数は減少しているとお聞きをしてお

ります。 

 本県においては、どのような状況になってい

るのかを伺います。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 県の保健所につ

きましては、市町に大幅に権限が移譲されまし

た平成9年度の「地域保健法」の改正以降、人

口減少に加え、結核の検査業務等民間で可能な

業務につきまして委託などを実施いたしまして、

人員の見直しを行ってまいりました。 

 本年4月1日現在におきまして、保健所の職員

数は214名であり、ピークである平成13年度の

287名と比較しまして73名、約25％の減少と

なっております。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） このような形で、かな

り人員が減っているという状況にあります。 

 ②コロナ禍における業務時間の状況について。 

 保健所の人員は減っており、時間外勤務の状

況は昨年と比較して2倍、またクラスターの発

生などで感染者が増加した4月や7月には、月45

時間を超える職員も複数おられたとお聞きをし

ております。 

 直近の時間外の状況はどうなっているのか、

また職員の業務負担を減らしながら新型コロナ

ウイルス感染症にしっかりと対応していくため、

人員を増やすべきと考えますが、県としての考

えをお聞きいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 保健所職員の時

間外勤務につきましては、8月までの実績で、

昨年度の1人当たり月4.3時間と比較いたしまし

て、10.1時間と、約2倍以上となっております。

また、45時間を超えた者は、感染者が増加した

4月に8人、7月に6人、8月は27人となっており

ます。 

 そのため、技術専門職でなくても対応可能な

業務につきましては、各振興局の事務職員で対

応するなど、組織内での業務調整を行っており

ます。 

 また、クラスター発生時においては、保健師

等の技術職員によって感染範囲を確認するため

の疫学調査を迅速に実施する必要があり、その

場合には、本庁や地方機関、他の保健所の保健

師を応援として派遣する体制を構築しておりま

す。 

 さらに、退職した保健師等への声かけや会計

年度任用職員として、保健師、看護師13名、臨

床検査技師3名を採用したほか、県看護協会か

らの応援として看護師4名を派遣していただく

など、保健所の体制の強化を進めております。 

 なお、今後も保健所の役割が増大することが

見込まれることから、正規職員の採用について

も、保健師、臨床検査技師について、3名の中

途採用を行うほか、今後も追加して採用を行う

こととしており、さらなる人員の確保に努めて

まいります。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 引き続き、積極的な採

用をお願いしたいと思います。 

 ③保健所の患者搬送用車両について。 

 新型コロナウイルス感染者を搬送する際に、

保健所に配備している救急車を活用していると

聞いておりますが、新型コロナウイルス感染者

を搬送する際には、その都度、飛沫感染を防止

するために、後部座席と運転席をビニールなど
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で間仕切りする必要があるとお聞きをしており

ます。 

 一方、山口県においては、あらかじめ後部座

席と運転席の間に仕切りが設置をされ、患者が

乗る後部座席の気圧を下げて、運転席に空気が

流れ込まないように施された感染者を搬送する

専用の車両を導入しているとお聞きしておりま

す。 

 こういった専用車両は、保健所職員の感染リ

スクを軽減するとともに、感染者が増加した際

の職員の省力化にも寄与するものと考えており

ます。 

 そこで、現在の保健所に配備している公用車

を更新する際には、こうした専用車両の更新が

できないか検討いただきたいと思いますが、県

の考えをお伺いいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 県におきまして

は、今年度、「新型コロナウイルス感染症緊急

包括支援交付金」を活用し、あらかじめ感染対

策が施された患者搬送用の救急車を2台導入す

る予定であり、既存の2台と合わせると、計4台

が県立保健所に配備されることとなります。 

 こうした専用車両の導入は、医療機関等への

感染患者の入院、搬送を円滑かつ安全に実施す

るうえで有効な手段の一つと考えられることか

ら、今後も、保健所の公用車を更新する際には、

感染防止機能を含めて検討してまいりたいと考

えております。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） ④帰国者・接触者相談

センターについて。 

 これから冬に向けて、多数の発熱患者が発生

することが想定をされることから、国は、従来

の新型コロナウイルス感染症に関する相談、受

診、検査の流れを見直す考えであるということ

をお聞きしております。 

 具体的には、これまでは、まず保健所に設置

している「帰国者・接触者相談センター」に相

談をし、そこでの判断を踏まえて「帰国者・接

触者外来」を設置している医療機関につなげて

いくという流れでしたが、今後は、身近な医療

機関であるかかりつけ医に直接電話をし、相談、

受診、検査を受けられる体制に改めていくとい

うものであります。 

 つまり、今後、「帰国者・接触者相談セン

ター」が担ってきた相談業務の一部が医療機関

へ移行されることになると思われますが、その

場合は、「帰国者・接触者相談センター」は、

どのような役割を担うことになるのか、お尋ね

します。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 次のインフルエ

ンザ流行期には、発熱の症状を訴える方が多数

発生することが見込まれるため、国は、地域の

医療機関に直接電話相談し、受診する仕組みに

見直す方向性を示しており、現在、本県で導入

する場合に混乱を来さないよう、各地域の医療

関係者と具体的な運用方法について協議、調整

を行っております。 

 この見直しによりまして、保健所に設置され

た「帰国者・接触者相談センター」では、新型

コロナウイルス感染症の疑いがある場合に、具

体的に検査を受けられるよう受診調整を行って

おりますが、今後は、主に、相談対応や診療、

検査の対応が可能な最寄りの医療機関を紹介す

る「受診・相談センター」として運営すること

を想定しております。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （7）新型コロナ患者
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等の消防による救急搬送の状況と救急隊員の感

染防止対策について。 

 新型コロナウイルス患者等の消防救急車によ

る搬送件数はどうなっているのか、また救急車

と救急隊員については、どのような感染防止対

策を講じているのかを伺います。 

〇副議長(松本洋介君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 新型コロナウイル

ス感染症の患者などの搬送は、「感染症法」等

に基づき、都道府県知事または保健所を設置す

る市長が行うこととされておりますが、厚生労

働省から消防庁に対する協力要請を受け、本県

におきましては、保健所と市町消防の協定等に

基づき、保健所において対応が困難な場合には

市町消防が搬送を行っており、本年4月から8月

末までの間に、患者やその疑いのある傷病者に

ついて、756件の搬送を行っております。 

 また、搬送に当たっては、消防庁が定めた

「感染防止対策のマニュアル」等に基づき、手

袋やＮ95マスク、感染防護衣、ゴーグルなどを

着装するとともに、救急車についても、ビニー

ルシートでの養生や使用後の消毒などの徹底に

より、感染防止に努めております。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 救急隊員の9割が、自

分や家族が感染する不安を感じているというア

ンケート結果も出ています。 

 現在、県内の消防本部で、当該搬送によって

不安を抱えるなど、精神的な不調を訴える隊員

はいないのか、また、この対応策をどのように

考えているのかを伺います。 

〇副議長(松本洋介君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 現時点では、精神

的な不調を訴える隊員についての報告はありま

せんが、市町消防においては、新型コロナウイ

ルス感染症に限らず、メンタルヘルスの相談窓

口を設置するとともに、消防職員が精神的に大

きなストレスを受けた場合に、ミーティングや

上司による面談、専門家によるカウンセリング

などを行う体制を整えております。 

 また、国におきましても、市町消防からの要

請に基づき、緊急時メンタルサポートチームを

派遣し、ケアの支援に当たることとなっており

ます。 

 一方、県におきましても、感染防止対策の徹

底が不安解消につながると考え、搬送事例の多

い長崎市の感染防止対策を各市町消防に紹介す

るとともに、救急救命措置における感染防止の

ガイドラインの周知、円滑な搬送体制の調整な

どを行っておりますが、引き続き、市町消防の

意見を聞きながら、感染防止対策に努めてまい

ります。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （8）新型コロナウイ

ルス感染症対策「長崎県民手帳」について。 

 長野県においては、県民に新たな日常におい

て活用してもらう目的で、新型コロナウイルス

感染症に関する情報が掲載され、日々の体調や

行動を記録できる県民手帳を作成し、配布を

行っております。 

 この県民手帳は、感染を防止するために実践

いただきたい内容や日々の体調や行動を記録で

きるページなどがあり、ホームページなどで情

報入手が困難な高齢者にとっては非常に有用で

あり、この手帳に記載した内容は、保健所が実

施をする疫学調査にも活用できるのではないか

と考えます。 

 本県においても、ホームページやツイッター、

広報誌など、様々な媒体を通じて新型コロナウ

イルス感染症に関する啓発等を行っていただい
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ておりますが、感染した場合のリスクが高い高

齢者には、必要な情報を発信し、感染防止対策

を実施してもらうために、長野県と同じような

取組ができないかを伺います。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 新型コロナウイ

ルス感染症は、未知のウイルスであり、これま

でも、相談の目安や検査の方法、退院の基準等

が数度にわたり見直されるなど、日々の知見の

積み重ねにより、その情報も更新され続けてい

るところでございます。 

 一方、感染防止のためには、「密閉」、「密集」、

「密接」といった「3密」を避けることが有効

であることなどが判明しており、こうした確実

な情報は、あらゆる機会を通じて県民の方々へ

周知する必要があるものと認識しております。 

 これらのことから、紙媒体により新型コロナ

ウイルス感染症の情報を発信する場合には、慎

重に掲載する情報を選別する必要がありますが、

長野県が作成した県民手帳には、日々の体調や

主な行動歴を記録できるページもあり、疫学調

査の際には有用な情報となります。 

 県といたしましては、有識者や高齢者団体等

のご意見も伺いながら、高齢者に対して有効な

周知方法等について、検討してまいりたいと考

えております。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） ぜひ紙媒体での情報発

信にも努めていただくことをお願いしたいと思

います。 

 2、県民のいのちを守る取り組みについて。 

 （1）性被害のワンストップサービスの充実

について。 

 ①サポートながさきの相談等について。 

 性犯罪・性暴力被害を受けた方々に医療、相

談、カウンセリング等の心理的支援、公的支援

等を可能な限り1か所で提供し、被害直後から

総合的支援を行う性暴力ワンストップサービス

の窓口として、本県においては、平成28年4月

に「サポートながさき」が開設されましたが、

現在の相談体制と昨年度の相談状況をお尋ねし

ます。 

 また、先般、国の「性犯罪・性暴力対策の強

化の方針」が公表され、その工程表も示された

ところであります。国は、本年10月から、全国

共通短縮ダイヤルを導入する方針であり、さら

に、今後は夜間、休日に電話受付可能なコール

センターの設置についても検討をいただくとい

うことであります。 

 短縮ダイヤルが導入され、性犯罪・性暴力被

害者への支援制度の存在が広く国民に周知をさ

れれば、相談者が増えることが予想されます。

加えて、コールセンターの設置により、緊急時

対応も必要となることが考えられますが、「サ

ポートながさき」は、現在の体制で対応できる

のでしょうか。 

 国の対策強化に合わせ、人員を増やすことな

ど、体制を強化する必要があると思いますが、

県の見解を求めます。 

〇副議長(松本洋介君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長(宮﨑浩善君） 現在、「サ

ポートながさき」では、専門相談員1名を配置

し、電話・面接相談のほか、医療機関等への付

添い支援を行っており、昨年度の相談対応件数

は延べ347件で、内訳は、電話等による相談が

318件、付添い等の支援が29件であります。 

 本年10月からの全国共通短縮ダイヤルの導入

につきましては、現時点では、相談件数がどの

程度増加するか推測することは困難であるため、

まずは現在の体制で対応し、状況に応じ、体制
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の強化を検討してまいります。 

 また、24時間相談を受け付ける目的で国にお

いて設置が検討されておりますコールセンター

の機能に関しまして、現時点で県の役割が示さ

れていないことから、体制につきましては、今

後の国の動きを見据え、判断をしてまいりたい

と考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） ②急性期の対応につい

て。 

 被害後間もない急性期と言われる段階での性

犯罪・性暴力被害者が適切な医療措置を受けら

れるよう、県と「サポートながさき」、産婦人

科医会が協定を結び、連携が図られていると

伺っております。 

 ただ、性被害については、女性だけではなく、

男性が被害に遭うこともあり、被害者支援は、

産婦人科医会との連携だけではフォローできな

い部分があると思います。 

 そのように、性別にかかわらず急性期の性犯

罪・性暴力被害者を救うためには、医療機関と

の支援体制が確実に機能するように連携が必要

だと考えておりますが、現在どのような連携を

図っているのか、伺います。 

 また、「サポートながさきで」は、急性期の

性犯罪・性暴力被害者への医療支援として、緊

急避妊措置などの医療措置を行った場合の医療

費を公費負担するといった制度がありますが、

性被害に遭われた方々は、このような制度があ

ることをご存じない方が多いのではないかと

思っております。この制度があることを知るこ

とによって、相談をためらう人の背中を押すこ

とになるのではないかと思います。 

 急性期における性犯罪・性暴力被害者の身体

的被害に対して、早期の対応と早期の回復のた

めに、この制度の周知を図る必要があると思い

ますが、県の考えをお聞かせください。 

〇副議長(松本洋介君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長(宮﨑浩善君） 県及び「サ

ポートながさき」では、急性期の医療相談をは

じめとした医療支援に適切に対応するため、離

島を含む各地区の16医療機関と協定を結び、連

携・協力体制を構築しております。 

 また、性犯罪・性暴力被害者の支援につきま

しては、現在、男性被害の場合も、女性被害と

同様に、病院への付添い支援等を行うこととい

たしております。 

 さらに、協力医療機関以外につきましても、

直接、被害者が医療機関を訪問した場合に、

「サポートながさき」につないでもらえるよう

な体制づくりに努めております。 

 医療支援助成制度につきましては、医療機関

における診察料や緊急避妊措置医療などの費用

を助成するものであります。また、臨床心理士

によるカウンセリングや弁護士による法律相談

の費用も助成する制度を設けており、被害者の

経済的負担を軽減することといたしております。 

 これらの制度に関しましては、「サポートな

がさき」のホームページなどに掲載していると

ころでありますけれども、今後、シンポジウム、

街頭キャンペーンなど、あらゆる機会を捉え、

さらなる周知を図ってまいります。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） ③相談体制の充実につ

いて。 

 ＳＮＳでの相談受付について、性犯罪、性暴

力の被害者を年齢別で見てみますと20歳以下が

多く、「サポートながさき」でも、20代以下の

若い世代の相談が多いと伺っております。 

 今、「サポートながさき」では、メールによ
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る相談を受け付けておりますが、最近は、若い

方を中心に、メールよりもＬＩＮＥなどのＳＮ

Ｓを利用する方々が多いと思いますので、新た

に、このＳＮＳを利用した相談受付ができない

かどうか、伺います。 

〇副議長(松本洋介君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長(宮﨑浩善君） 昨年度の

「サポートながさき」の相談者の年齢別では、

20代以下が6割を占めている状況でございます。 

 若い世代の多くがコミュニケーションの手段

として用いておりますＳＮＳを活用することは、

相談のハードルを下げることとなり、早期の対

応や潜在化の防止につながることから、ＳＮＳ

など、新たな受付の手段を検討してまいります。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （2）ネット119の実施

状況について。 

 言語や聴覚に障害のある人がスマートフォン

等からインターネットを使って119番通報がで

きる「ネット119緊急通報システム」の県内で

の実施状況と今後の取組について、伺います。 

〇副議長(松本洋介君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 「ネット119緊急

通報システム」は、音声により電話が困難な障

害者の方が円滑に消防への通報が行えるシステ

ムで、スマートフォンなどから通報へのＷｅｂ

サイトにアクセスし、画面をタッチすることで、

「救急」や「火事」の別、「自宅」、「外出先」

などの情報を消防本部に送信するシステムであ

り、消防庁が導入を推進し、県内では、これま

で4消防本部が導入して、現在、106名の方が登

録しておりますが、今年度中に、さらに1消防

本部が導入する予定であります。 

 また、このほかの消防本部においても、電子

メールやファクシミリなどによる通報手段を活

用しております。 

 県としましては、簡単な操作で通報ができる

ネット119は、外出先でも使えることから、聴

覚・言語機能障害者の方には便利なツールであ

り、また音声によらない通報手段でも複数を準

備しておくことも必要なことであると考えてお

りますので、引き続き、ネット119の導入とシ

ステムへの登録を市町消防に働きかけてまいり

ます。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （3）分散避難の状況

について。 

 コロナ禍において、災害時の避難については、

指定避難所のほか、知人・友人宅への避難、旅

館、ホテル等の宿泊施設への避難、車中避難、

自宅内における垂直避難などの分散避難が求め

られております。 

 今回の台風10号では、県内全域で742か所の

避難所を開設し、5万444人が指定避難所に避難

をされました。私自身も、「長崎大水害」以来

38年ぶりの避難を経験しました。指定避難所以

外の分散避難をされた方も多くいらっしゃった

ものではと想像しております。 

 そのような中、県は5月に、長崎県旅館・ホ

テル生活衛生同業組合と、災害時におけるホテ

ル、旅館等の宿泊施設の利用に関する協定を締

結しておりますが、今回台風における協定の活

用状況について、伺います。 

〇副議長(松本洋介君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 台風9号、10号に

関して、県では、市町連絡会議等を開催し、事

前の備えに万全を期するよう依頼するとともに、

分散避難として、旅館、ホテル等の宿泊施設の

活用についても検討をお願いしたところであり

ます。 
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 台風10号の接近に伴い、一部の市から、協定

の活用について申入れがあり、県旅館・ホテル

生活衛生同業組合と調整を行いましたが、台風

に伴う特別警報の発表も危惧され、早い段階か

ら分散避難を呼びかけていたため、既に多くの

自主避難者が県内の宿泊施設を予約し、満室で

あったことや要請を行った市において、他の避

難場所を確保されたことにより、申入れの撤回

があり、結果として、協定の活用には至りませ

んでした。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （4）立体駐車場の避

難場所としての活用について。 

 今回の台風では、車の損壊を避けるため、立

体駐車場へ車を避難させる方々が多くいらっ

しゃいました。 

 そのような中、神奈川県小田原市では、自家

用車車中における一時避難施設として、商業施

設を使用する協定を締結しています。内容とし

ては、市と地区自治会、商業施設の運営事業者

が協定を締結し、市または自治会長からの要請

があった時、事業者は、商業施設の立体駐車場

及びトイレ、洗面所、ラウンジを住民に開放し、

またペットの同伴避難をする人のために、ペッ

ト用のトイレエリアも整備をするとのことであ

ります。 

 分散避難の一つとして車中避難も考えられま

すが、小田原市のように、立体駐車場を避難場

所として活用することは有効であると思います

が、県の見解をお聞かせください。 

〇副議長(松本洋介君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 車中避難は、避難

者の「3密」を避けるため有効であると認識を

しておりますが、一方で、エコノミークラス症

候群を発症したり、豪雨災害では、車が流され

る危険性が高まることから、県ホームページ等

において、十分に注意するよう呼びかけている

ところであります。 

 県としましては、車中避難を推奨するもので

はありませんが、やむを得ず車中避難を行う場

合には、エコノミークラス症候群防止のため、

ストレッチや水分補給を行うこと、豪雨災害が

想定される場合には、早めに移動して安全な場

所に避難を完了させることなどをお願いしてお

ります。 

 議員ご提案の立体駐車場を避難場所として活

用することについては、避難所開設の主体とな

る市町の考え方や実施する場合の課題等につい

て検討する必要がありますので、まずは先進事

例を調査してまいりたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （5）届け出避難所に

ついて。 

 コロナ禍における避難については、分散避難

が求められております。また、高齢者は、遠く

の指定避難所に避難をするより、より近く、避

難者の顔が見える関係が構築をできる地元の公

民館などに避難することが望ましいと考えられ

ます。そのような中、住まいの身近にある公民

館や自治会館を避難場所として自治会等が自主

的に開設する届出避難所の取組が有用であると

考えております。 

 県内市町で届出避難所の取組が進むように、

市町に情報提供などをいただきたいと思います

が、ご見解をお聞かせください。 

〇副議長(松本洋介君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 届出避難所は、開

設、運営を自治会等が行うため、市町職員の人

手不足の問題がなく、また身近にある地区公民

館等を活用するため、避難移動の利便性や安全
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性が高いほか、コロナ禍における新たな分散避

難先としての受皿になるものと考えております。 

 全国の一部の市町で先進的に取り組まれてお

り、本県では、五島市が本年度から取組を開始

したとお聞きしておりますので、県としては、

市町に先進事例を紹介するなど、市町の取組を

支援してまいります。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （6）台風10号に伴う

福祉避難所の開設状況と母子避難所指定につい

て。 

 災害時に、高齢者や障害者など要支援者が避

難をする福祉避難所が各市町において指定をさ

れておりますが、要支援者数に対して、現状の

指定数とは大幅な乖離があります。 

 そこで、まず今回の台風10号での福祉避難所

の開設状況と、昨年11月定例会で、災害時に要

支援者となり得る乳幼児を連れた母親や妊産婦

が周りに気遣いをせずに安心して避難ができる

母子避難所の確保について質問をいたしました

が、その後の状況について、伺います。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 台風10号の接近

に伴いまして、県内10市町で27施設の福祉避難

所が開設され、要支援者とそのご家族を含め、

244人の方々が避難されましたが、収容の不足

はなく、適切な開設、運営がなされたものと考

えております。 

 なお、本年度は、福祉避難所として428か所、

7,124人分を確保されておりますが、県全体の

要支援者は6万8,123人であり、依然として不足

しております。 

 県といたしましては、引き続き、確保に向け

て市町の支援に努めるとともに、今年5月に長

崎県旅館・ホテル生活衛生同業組合と提携した

災害時における宿泊施設の提供に関する協定に

基づき、必要な場合には、ホテル等についても

有効に活用していく必要があると考えておりま

す。 

 また、母子避難所の確保の状況につきまして

は、母子ともに安心して避難できる施設の確保

は重要であることから、関係部局と連携いたし

まして、母子避難所として協力いただける施設

の確保について協議を行っておりましたが、本

年は、島原市の児童養護施設が「母子避難所」

として指定されることとなりました。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 今後は、入所施設だけ

ではなくて、特別支援学校や日中支援型の施設

など、新たな施設もご検討いただきたいと思い

ます。 

 しかしながら、既に市町の指定避難所に指定

をされている特別支援学校もあります。市町の

実情に応じて、福祉避難所のさらなる指定に向

けて、取組をお願いしたいと思います。 

 （7）避難所における外国人や性的少数者、

妊産婦ら要配慮者への対応について。 

 市町は、避難所運営マニュアルを作成するこ

ととされておりますが、県内には、未作成の市

町があると聞いております。 

 未作成の市町は、国の手引や6月に県がコロ

ナ対策として策定した「避難所開設・運営に関

する新型コロナウイルス感染症対策チェックリ

スト」をもとに避難所を開設、運営すると思い

ますが、外国人や性的少数者、妊産婦など、

様々な要配慮者がいる中、県のチェックリスト

では、要配慮者を一括りとされております。他

県の事例を見てみても、配慮が必要な方を細か

く記載をして、その方が活用する際に有用であ

ると思っております。 
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 配慮者に関しての修正を検討いただきたいと

思いますが、ご検討をお願いします。 

〇副議長(松本洋介君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 県では、毎年、

「市町避難行動要支援者担当者会議」を開催し

ており、その中で、避難所における要配慮者へ

の支援や性的少数者への配慮等について周知を

図っております。 

 ご質問のチェックリストは、コロナ禍におい

て市町が開設する避難所の感染症対策を徹底す

るため、実際の避難所開設・運営時に、担当者

がその場でチェックできるよう、実施すべき対

策を項目ごとに、わかりやすく簡潔に作成した

ものでありますが、議員ご指摘のとおり、要配

慮者に対する配慮も多様なものとなりますので、

県としましては、より適切に対応できるよう、

内容を見直してまいります。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （8）災害医療コー

ディネーターについて。 

 厚生労働省は、東日本大震災の経験から、災

害時における医療体制の充実強化を目指し、各

都道府県に対し、医療チームの派遣調整などの

コーディネート機能を十分に発揮できる体制の

整備を求め、災害医療コーディネーターの養成

を行っているとお聞きしておりますが、本県の

体制はどのようになっているのか、また先般の

台風10号では、どのような活動を行ったのかを

併せてお聞きいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 災害医療コー

ディネーターは、被災地の医療ニーズを的確に

把握し、医療チームの派遣先の調整など、災害

医療活動を総合的に支援する役割を担っており、

本県では、16名の医師を災害医療コーディネー

ターとして養成しております。 

 先般の台風10号の際は、災害対策本部の設置

に合わせて、災害医療コーディネーターを招集

し、延べ5人のコーディネーター及びＤＭＡＴ

隊員により、迅速に被災地の医療ニーズや被害

状況に関する情報収集を行い、停電による医療

機関の応急措置等の支援を行ったところでござ

います。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （9）災害時小児周産

期リエゾンについて。 

 東日本大震災では、災害時において、乳幼児

や妊産婦など配慮者に対する医療的支援が問題

視をされ、厚生労働省は各都道府県に対して、

災害時小児周産期リエゾンの配置を求めている

とお聞きしておりますが、本県の体制はどう

なっているのか、また先般の台風10号での活動

状況について、伺います。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 災害時小児周産

期リエゾンは、災害医療コーディネーターと連

携して、乳幼児や妊産婦などの要配慮者に対す

る医療的支援や調整を行う役割を担っており、

本県では、産科7名、小児科7名の医師を災害時

小児周産期リエゾンとして養成しております。 

 先般の台風10号の際は、災害対策本部設置と

ともに、産科医1名、小児科医1名のリエゾンに

対して待機要請を行いましたが、同リエゾンに

よる調整が必要な事態には至りませんでした。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （10）県警における台

風10号の対応について。 

 災害現場では、多くの警察官や消防士が身の

危険を顧みず活動いただいております。しかし

ながら、現状では、これらの警察や消防など現
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場を支える方々の活動に注目が集まっていない

ように思われます。 

 台風10号の災害警備において、警察が、どれ

だけの体制で、どのような活動を行ったのかを

しっかり評価し、県民に伝えていくことで、現

場の方々にさらに誇りを持ってもらうとともに、

県民の安心感の醸成につながると思っておりま

す。 

 今回の活動状況について、伺います。 

〇副議長(松本洋介君） 警察本部長。 

〇警察本部長(早川智之君） お答えをいたしま

す。 

 県警察におきましては、9月6日、警察本部長

を長とする「災害警備本部」を設置し、最大約

1,600人体制で災害警備に当たりました。 

 具体的には、事前に各地域に機動隊を派遣す

るとともに、被害情報の収集や自治体と連携し

た早めの避難の呼びかけ、避難誘導、交通規制、

信号機の減灯等に伴う交通整理などを行いまし

た。 

 今後とも、災害危険箇所の実態把握や訓練を

行うとともに、今回の台風の教訓を踏まえまし

て、装備資機材の充実、早期の体制の確立を図

るなど、不断に災害対処能力の向上に努めてま

いりたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （11）消防における台

風10号の対応について。 

 台風10号における消防の対応について、お伺

いをいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 台風10号につきま

しては、9月6日から7日にかけて、県内10の消

防局・本部において、通常の体制に加え、延べ

585人を増員し、管内一円の警戒活動や21件の

救急出動、71件の危険排除出動、35件の自動火

災報知設備通報に伴う調査などのための出動を

行っております。 

 また、消防団員も、「令和2年7月豪雨」を上

回る約5,000人が出動し、消防局・本部と連携

しながら警戒や倒木除去、避難誘導、ＬＩＮＥ

による被害情報の収集などに当たっております。 

 県といたしましては、台風10号に対する各市

町消防団の活動について、市町に対し情報提供

などを行い、県民の安全・安心の向上につなげ

てまいります。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 消防も警察も、県民の

命を守るために、本当にありがとうございまし

た。 

 3、子どもを産み育てやすい環境をつくる対

策について。 

 （1）多胎児の実態と支援策について。 

 厚生労働省の人口動態統計によると、出生数

に占める多胎児の割合は、1980年の1.2％から、

2018年は2.0％に増加をしており、その要因と

して、晩婚化に伴う不妊治療の増加等が挙げら

れております。 

 多胎妊婦や多胎育児中の家庭は、同時に2人

以上の妊娠、出産、育児をすることに伴う身体

的、精神的な負担の大きさなどから、多胎児な

らではの困難さがあり、また外出のしづらさな

どにより地域から孤立をする傾向にあることか

ら、虐待のリスクも指摘をされております。 

 このような状況がある中で、多胎家庭に特化

をした負担感や孤立感を軽減するために支援が

必要であると思っておりますが、県内の多胎児

の実態はどのようになっているのか、支援の状

況を含めてお伺いいたします。 

〇副議長(松本洋介君） こども政策局長。 
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〇こども政策局長(園田俊輔君） 本県における

昨年度の多胎分娩件数は88件、多胎児出生数は

182名であります。また、出生数に占める多胎

児の割合は1.9％であり、1980年の1.0％から、

全国と同様に増加しております。 

 市町における多胎妊産婦に特化した負担感や

孤立感を軽減するための支援事業としては、今

年度、4市町で、多胎育児中の方の情報交換及

び交流の場となる教室などを実施している状況

であります。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 多胎分娩件数が88件と

いうことであります。出生数が少ない市町にお

いては、多胎件数も少ないために、多胎家族に

特化した事業を取り組みづらい傾向にあるので

はないかと思います。 

 そのような状況を踏まえ、岐阜県では、県事

業として、妊娠、出産、育児の不安を軽減する

ため、多胎妊婦やパートナーを対象に、専門家

の講演や先輩ママとの交流会などを多胎児プレ

ママ教室として実施しており、パートナーの理

解や育児参加を促す観点からも、効果的な取組

がされております。 

 岐阜県と同様の取組を本県でも実施できない

か、伺います。 

〇副議長(松本洋介君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 国においては、

今年度から、多胎妊産婦の負担感や孤立感を軽

減するため、市町を実施主体とした多胎児育児

経験者との交流会や相談支援事業を開始したと

ころです。 

 本県におきましても、市町の母子保健担当者

会議において、事業実施の検討を促したところ

であり、今後は、市町と協議しながら、助産師

等の派遣講師の紹介や複数市町での共同実施に

向けた調整など、市町が実施するに当たり課題

となる点について支援し、事業推進に努めてま

いります。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 一人でも子育ては大変

であります。双子や三つ子となると、なおのこ

とであります。睡眠も取れず、外出も制限をさ

れ、社会とも孤立をし、産後うつになったり、

様々な心配がされます。ぜひ、しっかりと取組

をお願いしたいと思っております。 

 （2）障害のある人もない人も共に楽しむこ

とができる遊具の設置について。 

 障害のある子もない子も一緒に遊べるインク

ルーシブともユニバーサルデザインとも言われ

る公園が東京都内で次々と誕生をしようとして

おります。都内砧公園では、車椅子の子どもが

緩やかなスロープを上って大型遊具で遊び、体

が安定しない子どもは、背もたれのついたブラ

ンコでゆらゆら、地面にはクッション性のある

ゴムチップ舗装がされており、転んでも安全な、

安心な公園に来年4月には生まれ変わるという

ことであります。 

 本県においても、県立公園の遊具の更新時に

は、このような誰もが安心して使える遊具の導

入を進めていただきたいと思いますが、ご見解

をお聞かせください。 

〇副議長(松本洋介君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 県では5か所の都市

公園を管理しておりますが、これまで、議員ご

提案の「障害のある人もない人も共に楽しむこ

とができる」との観点からの施設整備は行って

おりませんでした。 

 現在、長寿命化計画に基づく遊具の更新に取

り組んでいるところでありますので、今後は、

関係団体との意見交換やアンケート等による情
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報収集、ニーズの把握に努め、子どもたちの誰

もが共に楽しめる遊具の設置について、検討し

てまいります。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） 4、子どもたちの学び

を応援する取り組みについて。 

 （1）ヤングケアラーの実態について。 

 ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定

されるような家事や家族の世話などを日常的に

行っている18歳未満の子どもとされております。 

 ヤングケアラーの子どもたちは、長時間にわ

たり家族の介護や兄弟の世話、家事などを行う

ことにより、遅刻や欠席など、学校生活への直

接的な影響に加え、その後の人格形成や将来の

夢、希望にも影響を及ぼすなど、子ども自身の

権利が侵害されている可能性があります。 

 このようなヤングケアラーについて、どのよ

うに把握をし、どのような支援を行っていくの

か、伺います。 

〇副議長(松本洋介君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） ヤングケア

ラーの把握については、学校を休みがちになっ

ていたり、様子の異変等が見られた児童につい

ては、学校から市町の要保護児童対策地域協議

会につないだケースや、虐待等による協議会の

要支援ケースの児童について、実情を確認する

中で、ヤングケアラーにも該当することが判明

したケースなどがあります。 

 ヤングケアラーと判明したケースについては、

市町の協議会においてケース登録し、本人の負

担軽減を図るため、ケアを受けている家族を保

育や介護等の福祉サービスの利用につなげるな

どの支援を行っております。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） ヤングケアラーは、市

町の要対協で支援をしていくということであり

ますが、実際に本県ではどのくらいのケースが

登録をされているのか、また全ての市町で把握

をされているのか、本県の状況について、お聞

かせください。 

〇副議長(松本洋介君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） ヤングケア

ラーへの対応については、昨年7月に、国から、

適切な対応を図るよう通知されたところであり

ます。 

 本年8月に、昨年度のヤングケアラーの状況

について、市町に対してアンケート調査を実施

いたしましたところ、6市町で33ケースを登録

し、5市町ではケースの登録がなく、また10市

町ではヤングケアラーについての把握をしてい

ないという状況でありました。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） ヤングケアラーの問題

は、最近になって顕在化したものであり、全国

的にも、その取組は緒についたばかりでありま

す。本県においても、把握していない市町が10

もあるなど、その取組は十分と言える状況にな

いと感じております。 

 このような状況を踏まえて、県として、どの

ように取り組んでいくのかをお伺いいたします。 

〇副議長(松本洋介君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） ヤングケア

ラーの早期発見、ニーズ把握について、今年の

6月に国からガイドラインが示され、より適切

な対応が求められているところであります。 

 県としては、県内全ての市町において適切に

対応がなされるように、市町との連携会議を開

催し、ガイドラインの活用に加え、学校をはじ

めとする関係機関との連携強化や研修会の実施

など、協議しながら、しっかりと取り組んでま
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いります。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） ヤングケアラーについ

ては、家庭内のことのため悩みが表面化しにく

く、また家族や本人自身がヤングケアラーとい

う問題認識をしていない問題があります。その

ため、学校の先生をはじめとする周りの大人た

ちでは気づかない場合も多いと思います。 

 私は、このような子どもたちを早期に発見し、

必要な支援につなげていくために、ヤングケア

ラーが子どもの権利侵害であることを子どもた

ちにしっかり教え、子どもたち一人ひとり、悩

んでいないかを確認することが必要だと考えて

おります。 

 そのために、学校が定期的に行っている、い

じめアンケート調査や個別面談等の中で、虐待

やヤングケアラーについても確認していただき

たいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

〇副議長(松本洋介君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） ヤングケア

ラーに関する子どもたちの理解を深め、家庭内

における悩みについて個々人に確認を行うこと

は、大変重要であると考えております。 

 実施に向け、関係部局と連携しながら、市町

とも協議を行ってまいります。 

〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） （2）コロナ禍におけ

る子どもたちの学びの保障について。 

 ①公立学校における学びの保障について。 

 新型コロナウイルス感染症を目的とした学校

休業による学習の遅れは改善をできているのか、

また、これから予想されます秋冬のインフルエ

ンザ流行期になれば、再び学校が休業になり、

授業が実施されず、学びの保障が困難になるの

ではないかと心配をしております。 

 特に、小中学校における学びの保障について、

現在の状況と今後の対応をお聞かせいただきた

いと思います。 

 併せて、特に、大学進学を希望する高校3年

生にとっては、大学入試センター試験から、今

年度から大学入学共通テストに変わるなど、新

しい大学入試が実施されるといううえで、非常

に心配が多くある生徒がいると思いますが、各

学校においては、どのように取組を考えている

のかを伺いたいと思います。 

〇副議長(松本洋介君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） まず、今般

の学校休業による授業の遅れは、行事の精選や

夏季休業中の授業実施等により、小中学校、高

校におきましても、取り戻している状況でござ

います。 

 また、小中学校ですが、今後、新型コロナウ

イルスの感染拡大があった場合は、感染リスク

の高い学習活動の停止や分散登校の実施など、

最大限の感染対策を講じ、休業が必要な場合に

おいても、学校や地域を限定するなどの工夫に

より、可能な限り学校の教育活動を継続して、

学びを保障していくものと考えております。 

 その際、国の方針に基づき、小学校6年生及

び中学校3年生の学習を最優先し、進学を目前

に控えた児童生徒が不利益を被ることがないよ

う指導しているところです。 

 また、新しい大学入試制度に関しましては、

随時、学校を通じて生徒や保護者へ情報を提供

し、不安を払拭するように努めております。 

 今後、感染が拡大し、臨時休業が生じた場合

には、特に、受験を控えた3年生を優先して分

散登校させるなど、不測の事態が生じても、安

心して受験に臨める環境を整えておくよう学校

を指導してまいります。 
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〇副議長(松本洋介君） 山田朋子議員―34番。 

〇３４番(山田朋子君） ②生活に困窮する生

徒・学生への支援について。 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い解雇や

雇い止めなどが増加をし、県民の家計や生活に

大きな悪影響を及ぼしております。 

 県としては、このような経済的困窮した世帯

の県内高校生について、どのような支援を行う

のか、また同様のケース、県立大学の学生につ

いて、どのような支援を行うのか、伺いたいと

思います。 

〇副議長(松本洋介君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） お答えいたします。 

 県といたしましては、これまでも家計急変に

より保護者等の収入が急減した県内の私立高校

の生徒に対しましては、「授業料軽減臨時補助

金」で支援しているところでありまして、今回

のコロナの影響を受けた学生につきましても、

その対象としているという状況でございます。 

 また、家計急変によりまして、生活保護です

とか、住民税の所得割が非課税となった世帯に

つきましては、「奨学給付金」の対象に今回新

たに追加されたという状況でございます。 

 また、大学生でございますけれども、家計急

変した世帯の大学生につきましては、国等にお

けます修学支援新制度によります授業料の減免

ですとか、給付型の奨学金、こういったもので

支援しているところでありまして、県立大学に

おきましては、6月補正におきまして、独自の

授業料の減免制度を取り入れたという状況にご

ざいます。 

 今後とも、前途ある学生、生徒が学業を断念

することがないよう、必要な支援を講じてまい

りたいと存じます。 

〇副議長(松本洋介君） 本日の会議は、これに

て終了いたします。 

 明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を

続行いたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

─ 午後 ３時４７分 散会 ─ 
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人事委員会委員長 水 上 正 博 君

公安委員会委員 川 口 博 樹 君

警 察 本 部 長 早 川 智 之 君

監 査 事 務 局 長 下 田 芳 之 君

人事委員会事務局長

(労働委員会事務局長併任) 
大 﨑 義 郎 君

教 育 次 長 林 田 和 喜 君

財 政 課 長 早稲田 智 仁 君

秘 書 課 長 石 田 智 久 君

選挙管理委員会書記長 大 塚 英 樹 君

警察本部総務課長 川 本 浩 二 君

議会事務局職員出席者 

局 長 松 尾 誠 司 君

次長兼総務課長 柴 田 昌 造 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政 務 調 査 課 長 太 田 勝 也 君

議 事 課 長 補 佐 永 田 貴 紀 君

議 事 課 係 長 梶 谷   利 君

議事課主任主事 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 これより、昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。 

 近藤議員─21番。 

〇２１番(近藤智昭君）（拍手）〔登壇〕 おはよ

うございます。 

 自由民主党、南松浦郡選出の近藤智昭でござ

います。 

 本日は、傍聴席に私の高校の時の同級生の夫

妻が応援に駆けつけていただき、ちょっと緊張

しているんですけれども、通告に従いまして質

問をさせていただきます。 

 1、行財政改革について。 

 これまで長崎県では、昭和60年の「行財政改

革大綱」以来、平成28年度から取り組んでいる

現在の「行財政改革推進プラン」までの6次に

わたる改革を進めてきたところであります。 

 平成27年度までの過去の行革は、その時々の

時代の変遷の中で、市町村合併や地方分権の進

展などを踏まえた「行政のあり方の見直し」な

どを進めつつも、財政状況が非常に厳しい中、

どちらかと言えば「無駄をなくす」、「行政コス

トの削減を進める」という収支改善の側面が色

濃かったのではないかと考えております。 

 そういった中で、全国よりも著しい速さで人

口減少が進行してきた本県では、ここ数年は、

人口減少対策を県政の喫緊の重要課題として

真っ正面から取り組む姿勢を打ち出し、その実

現のための「総合戦略」や「総合計画」を策定

し、具体的な成果を県民の皆様に還元していく

という知事の強い思いの中で取組が進められて

きたものと認識しております。 

 これまで、我々県議会としましても、人口減

少に歯止めをかけるため、理事者の皆さんとも、

時には厳しいやりとりなども行いながら、一緒

になって取組を進めた結果、依然、厳しい状況

は続いています。しかし、五島市では社会減に

歯止めがかかるなど、明るい兆しも出はじめて

いると考えております。また、本県の行財政改

革の取組も一定の成果もあるのではないかとも

考えています。 

 しかしながら、私の地元の上五島地域をはじ

め、各地域では人口減少はまだまだ歯止めがか
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からない状況にあるのも事実です。 

 ここで、本県の状況を見返した時に、全国よ

りも著しい速さで人口減少が進行してきており、

また、新型コロナウイルス感染症を受け、社会

情勢や地方行政が求められることも変わってき

ているところであり、まさに時代が大きく変

わっている中で、県の行政改革は、このような

情勢や環境変化も考慮しながら、これまでとは

違った視点も加え、県庁の改革を進める必要が

あるのではないかと考えています。 

 現在の「行財政改革推進プラン」の計画期間

は、今年度までとなっており、今後、来年度か

ら新たな行政の計画を作成していくことになる

と思いますが、次期計画の策定に当たっては、

そういった観点で、長期的な視点で将来を見据

え、大胆に県の行政改革を進めていただきたい

と思っております。 

 そこで、新たな計画を策定することにより、

今後の県庁をどう改革したいのか、知事の考え

や思いをお尋ねします。 

 2、学校給食における県産農水産物の提供に

ついて。 

 今回の新型コロナウイルス感染症は、国内だ

けではなく、世界各地で感染が拡大し、既に

2,500万人以上の感染者が発生しており、これ

まで都市封鎖や入国制限をはじめ、様々な感染

予防策が実施されているところです。 

 このため、インバウンドや外食産業の需要が

大幅に縮小し、本県の農林水産業においても大

きな影響を与えております。 

 農業では、和牛の枝肉価格が2月以降、急激

に落ち込み、8月は、やや持ち直しを見せたも

のの、肥育農家の皆さんの経営は、引き続き、

非常に厳しい状況にあります。 

 水産では、当初の需要を見込み、時間をかけ

て育ててきた養殖魚の出荷取引が止まってしま

うという深刻な状態に陥り、生産者からは、

「魚の出荷が止まってしまい、生けすの中には

ブリ、マダイがたくさん泳いだままになってい

る」、「次の養殖に向けて稚魚を受け入れる生け

すが空かないので困っている」、「今後、事業が

継続できるのか、大きな不安を抱えている」等

の苦労や不安を伺っております。 

 そのような中、大きな影響を受けている県内

生産者を支援するため、長崎和牛などの高級食

材や、養殖ブリ、マダイ等を無償で学校給食に

提供する学校給食活用推進事業が実施されてい

ます。 

 小中学校等の学校給食にこれらの食材を提供

することは、確実に需要確保や価格回復につな

がるとともに、児童生徒に対しても、おいしさ

や魅力を伝えることで、今後、長期にわたる消

費拡大につながるものと考えており、生産者か

らも高い評価をいただいております。 

 この実施状況に当たっては、関係団体の協力

もいただきながら、関係課が協力し、学校現場

においても、既に予定されていたメニューを変

更するなど積極的に取り組んだことから、6月

には提供することができたと聞いております。 

 そこで、具体的な学校での実施状況や提供さ

れた給食を食べた児童生徒の反応について、お

聞かせください。 

 また、この事業を教育現場でどのように活用

されたのか、お尋ねします。 

 3、長崎県における再生可能エネルギーの推

進について。 

 地球温暖化対策として国際的に脱炭素の動き

が加速化する中、長期的に安定した持続的で自

立的なエネルギー供給による我が国と世界の持

続的な発展を目指したエネルギー政策として、
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一昨年7月に「第5次エネルギー基本計画」が策

定されております。 

 その中で、2030年の温室効果ガス26％削減に

向けたエネルギーミックスとして、化石エネル

ギーや原子力等の電源比率を抑え、再生可能エ

ネルギーの比率を高めるための取組と、再生可

能エネルギーの主力電源化への方針が示されて

います。 

 その中でも特に洋上風力発電については、広

大な海域を有し、発電に適した風況に恵まれた

我が国においては、導入のポテンシャルが非常

に高く、温室効果ガスの大幅な削減やエネル

ギー自給率の向上に資するものと期待していま

す。 

 これまで風力発電は、発電量が天候に左右さ

れることから、電力需給の動向に応じて調整が

可能な火力発電などの電源との併合が欠かせな

いことや、インフラ整備の高コストによる経済

への負担増、送電網の容量不足による接続問題

など、導入促進に向けての課題がありましたが、

特に欧州では、技術開発が先行してコスト低減

が図られたことから導入が拡大しております。

近年では、台湾をはじめとするアジアにおいて

も大規模な導入計画が進められています。 

 今後、海域の利用において、漁業者との共存

が図られることを前提とした洋上風力発電の導

入が促進されれば、大型鉄鋼構造物の製造など

において、本県造船業を中心とした地場企業の

振興に寄与するとともに、離島地域においては、

運転開始後のメンテナンス基地港など、関連産

業による地域振興が期待できるものであります。 

 洋上風力発電が計画されている地元市町にお

いては、再生可能エネルギーを活用した漁業振

興や地域振興について、産学官が連携した取組

を検討されています。 

 こうした中、県において新たな基幹産業の創

出に向けたロードマップを策定し、海洋エネル

ギー関連産業の重点的な振興を図る方針を示し

たところであり、また、昨年度から、五島市沖、

西海市沖に次ぐ、新たな洋上風力発電導入可能

な海域を選定するためのゾーニング事業を実施

しているところですが、県として海洋再生エネ

ルギーの導入促進について、今後、どのような

取組を実施していくのか、お尋ねします。 

 4、国土強靱化に対する県の考え方について。 

 近年、豪雨災害が激甚化しておりますが、今

年度も九州や中部地方などを中心として「令和

2年7月豪雨」が発生し、本県を含め、全国で80

名を超える方々が犠牲になられました。犠牲に

なられた方々に心よりご冥福をお祈りするとと

もに、一日も早い復旧を切に願っております。 

 さて、本県においては、平成30年度以降、3

年連続で4回、「大雨特別警報」が発令されてお

ります。 

 今年の「令和2年7月豪雨」では、7月6日に4

市3町に「大雨特別警報」が発令され、記録的

な大雨になり、佐世保市で発生した地すべりや、

県道平戸生月線の斜面崩壊などにより、各地の

道路が通行止めになったほか、大村市で河川護

岸の決壊による家屋の浸水や国道34号が冠水す

るなど、県内各地で多くの被害が発生しており、

その被害額は86億円に上ると聞いております。 

 また、離島では、昨年7月の台風5号による大

雨により、五島市や新上五島町、対馬市におい

て、のり面崩壊や地すべりによる幹線道路の通

行止めが多発しました。 

 特に、新上五島町奈摩郷で発生した県道の斜

面崩壊は、延長100メートル、高さ60メートル

と崩壊規模が非常に大きく、約8か月間の全面

通行止めとなり、地域住民の日常生活に多大な
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る支障を来すことになりました。 

 さらには、昨年8月の大雨や一昨年の「平成

30年7月豪雨」でも、松浦市や新上五島町にお

いて、地すべりや土砂崩れによる通行止め、県

内各地で多くの被害が出ております。 

 毎年のように発生する災害は、県民生活の安

全・安心を脅かすものであり、今後想定される

大規模自然災害から県民生活や地域社会を守り、

活力ある地域づくりを進めるため、頻発化、激

甚化する災害に強い強靱な県土づくりをさらに

推進していく必要があります。 

 道路、河川、砂防等の防災のための重要イン

フラの機能強化を図り、県民の安心・安全を早

急に確保するべきだと考えておりますが、今後

の国土強靱化に対する県の認識をお伺いします。 

 5、離島への観光客誘致について。 

 （1）滞在型観光事業のこれまでの成果につ

いて。 

 昨日、安倍前首相が辞任されました。平成24

年12月に就任されて以来、歴代最長となる約7

年8か月にわたり、日本のかじ取り役という重

責を担われ、経済対策や人口減少対策をはじめ、

数多くの重要施策を強力に推進してこられたご

功績に対し、この場をお借りしまして改めて深

く敬意を表す次第であります。 

 この間を振り返りますと、本県の最重要課題

の一つである離島振興関係においては、非常に

重要な2つの出来事がありました。 

 平成29年4月の「有人国境離島法」の施行と、

平成30年7月の「長崎と天草地方の潜伏キリシ

タン関連遺産」の世界遺産登録の実現でありま

す。 

 中でも、自由民主党離島振興特別委員長の谷

川衆議院議員をはじめ、関係国会議員の皆様の

多大なるご尽力により、議員立法で制定された

「有人国境離島法」については、法施行と同時

に、雇用機会の拡充や航路・航空路運賃の低廉

化など、国境離島地域の地域社会の維持に取り

組むため国の手厚い交付金制度が創設され、50

億円もの国費が毎年度、当初予算で措置される

ことになっております。 

 全国の特定国境有人国境離島地域の約半分の

人口を占める本県においては、この予算を市町

と一体となって有効に活用したことで、法施行

後、人口の社会減が大きく改善したほか、この

3年間で850人を超える新たな雇用の場が創出さ

れ、昨年度の離島地域への移住者も平成28年度

の約4倍に増加するなど、有人国境離島法関連

施策の具体的な成果が表れているものと認識し

ております。 

 新たな首相の下でも、こうした国の手厚い支

援が継続されることと確信していますが、その

ためにも本県が全国の先頭に立って成果を出し

続けることが何より重要であると思います。 

 県におかれましては、今後とも、市町と十分

に連携しながら、さらなる島の活性化に取り組

んでいただきたいと考えています。 

 そこで、質問をさせていただきますが、この

国境離島の交付金を活用した取組の一つに、島

を訪れる観光客に「もう一泊したい」と思わせ

るような魅力ある観光メニューの提供によって、

島の観光客の受入体制の充実等を図ることを目

的とした滞在型観光促進事業がありますが、こ

の事業における法施行後3年間の成果について、

お尋ねします。 

 （2）新型コロナウイルス感染症の離島での

影響と対策について。 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

我が国の景気は悪化が続いており、本県におい

ても個人消費が大幅に減少するなど、大変厳し
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い状況にあります。 

 県内の主要宿泊施設の宿泊客数について、本

県の観光動向調査によると、離島地域は本土よ

り一層厳しい状況となり、特に観光産業は大き

な影響を受けました。 

 「緊急事態宣言」の解除により、段階的に移

動自粛が解除され、去る6月19日からは全国的

な移動が可能となりましたが、7月以降、大都

市圏を中心に感染が拡大したことにより、お盆

時期の帰省自粛などもあり、本県、とりわけ離

島地域への観光客については、回復までにはか

なり時間がかかるものと思われます。 

 また、離島地域では医療体制が脆弱であるこ

とに加え、重症化しやすい高齢者の割合が高い

ため、一たび感染症が蔓延すると医療崩壊につ

ながる危険性もあり、島外からの観光客の受入

れには慎重にならざるを得ず、各首長さんも感

染症が持ち込まれないよう、細心の配慮をなさ

れ、現在も感染症防止対策と経済との両立に大

変頭を悩まされております。 

 この間、県においては、4月からの国の「新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金」を活用し、感染予防、拡大予防対策の強化

や、県民生活、地域経済への影響対策など、感

染予防と経済活動の両立に向けた様々な緊急対

策を実施され、事業者からは、「おかげさまで

何とか倒産を免れた」、「従業員を解雇すること

もなく続けられた」などの声が聞こえておりま

す。 

 現在も多くの業種で厳しい状況が続いており

ますが、厳しさが続く観光事業者、特に離島地

域の観光事業者に対して、これまでどのような

支援策を講じてこられたか、その結果どうなっ

たのか、お尋ねします。 

 6、企業誘致について。 

 企業誘致は、人口減少対策として大学生や高

校生の県内定着や本県から出て行かれた方、本

県への移住を検討されている方の働く場を創出

し、本県の産業基盤を強化するために重要な施

策であると考えております。 

 県におかれましては、基幹産業である造船業

が苦戦を強いられる中、産業構造の転換を目指

し、「航空機関連産業」、「ロボット・ＩｏＴ関

連産業」、「海洋エネルギー関連産業」の3分野

の企業の誘致、育成に力を入れるとともに、こ

れらの分野で活躍していただける人材の育成に

ついても、県立大学のセキュリティ学科の増員、

産学官共同センターの整備を進めるなど、企業

誘致について、知事を先頭に積極的に取り組ん

でおられます。 

 こうした前向きな取組の中、結果として、現

総合計画における企業誘致の昨年度までの実績

は、雇用計画は2,959人と最終目的の2,700人を

上回り、立地環境が厳しい本県において成果を

上げているものと評価しているところでありま

す。 

 こうした企業誘致が好調に進む中、今般、新

型コロナウイルス感染症のパンデミックが発生

し、世界的な経済活動の停止や急激な企業収益

の悪化による企業心理が冷え込み、企業誘致に

とっては非常に厳しい状況となり、企業誘致は

なかなか進まないのではないかと考えていまし

た。 

 しかしながら、こうした中、先般、パーソル

ワークスデザイン株式会社が、佐世保に450人

規模の事業拠点を新たに整備するとの発表があ

り、本県にとっては喜ばしいニュースでありま

した。現下のコロナの厳しい経済状況下におい

て、今回の立地が決まった要因はどのようなも

のであったのか、お尋ねします。 
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 併せて、コロナ禍における企業誘致の現状、

今後の見通しについて、お尋ねします。 

 7、サイバー犯罪の現状と被害防止に向けた

県警の取り組みについて。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対

策として、「新しい生活様式」の実践が提唱さ

れ、人と人とが直接接触する機会を回避するた

めの取組が推進されている中において、事業活

動ではテレワークやＷｅｂ会議が積極的に活用

され、また、一般の家庭ではビデオ通話やイン

ターネットを通じた通信販売の利用が拡大する

など、インターネットの利活用が一層の広がり

を見せているものと思います。 

 これを機に、自宅にインターネット回線を引

かれる家庭も増え、また、離れて暮らす家族と

の連絡手段等として、スマートフォンやタブ

レットなどのモバイル端末を購入されるなど、

これまでインターネットに関心が薄かった方々

によるインターネットの利活用は、ますます増

えてくると思います。 

 こうした生活環境の変化が進む中において、

私が心配しているのは、今般、ますますサイ

バー犯罪が増加していくのではないかと思いま

す。インターネットを初めて利活用される方の

中には、サイバーセキュリティ対策に関する知

識が十分でない方もおられ、このような状況に

つけ込んで不正アクセス、フィッシング詐欺な

ど犯行しようとする者が出てくるなど、イン

ターネットを悪用したサイバー犯罪がますます

増えてくるのではないかと危惧しております。 

 そこで、本県内におけるサイバー犯罪の現状

がどのような状況になっているのか。 

 また、本県警察において、これらの被害を防

止するためにどのような取組を行っているのか、

警察本部長にお尋ねします。 

 以上で、壇上からの質問を終了し、再質問に

つきましては、対面演壇席で行わせていただき

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 近藤議員のご質

問にお答えいたします。 

 新たな行財政改革に取り組む方針をどう考え

ているのかとのお尋ねでございます。 

 今日、ＡＩや Ｉ ｏ Ｔ技術の進展に伴い、

Society5.0時代の到来を迎えようとする中、本

県では、人口減少や高齢化が進み、「2040年問

題」の対応が急がれております。 

 他方、新幹線やＩＲをはじめとする大小様々

なプロジェクトの進展によって、県内各地にお

いて街のたたずまいは大きく変わろうとしてお

り、また、産業構造も造船関連産業中心の構造

から、航空機、半導体、ロボット、海洋エネル

ギーなど、多様な産業によって支えられる構造

へと変わっていこうとしております。 

 このように、時代や街、産業が変わろうとし

ている中、人の働き方や、その意識も、これを

変えていく必要があるものと考えており、厳し

い財政状況や限られた人的資源を最大限に活用

しながら、こうした変化をチャンスと捉え、県

民の皆様に、これまで以上に具体的な成果を還

元していかなければならないと考えております。 

 そのためには、ＩＣＴなど新たな技術の有効

活用、ＮＰＯや企業等の地域社会を支える多様

な主体との連携、全ての職員がその能力を発揮

できる環境づくりなど、県庁のあり方そのもの

も変わっていく必要があるものと考えておりま

す。 

 そこで、新たな計画では、県民の皆様方の幸

福の最大化を図るために、県民と職員の意識共

有を図りながら、「挑戦する県庁」、「持続可能



令和２年長崎県議会・９月定例会（９月１７日） 

 ― 87 ―

な県庁」、「スマートな県庁」、「多様な人材が活

躍する県庁」、「連携する県庁」を目指し、働き

方や、その仕組みを変えていきたいと考えてお

ります。 

 特に、コロナウイルスの影響で喫緊の課題と

なっております「行政のデジタル化」について

は加速度的に進め、県民の皆様への行政サービ

スの向上はもとより、業務効率化や生産性の向

上につなげてまいりたいと考えております。 

 今後、県議会のご意見もお伺いしながら、新

たな計画を策定し、全庁一丸となって県庁改革

を進めてまいりたいと考えております。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 私の方から、

学校給食活用推進事業について、2点お答えを

させていただきます。 

 まず、具体的な学校での実施状況や児童生徒

の反応についてのお尋ねでありますが、学校給

食活用推進事業につきましては、公立学校504

校において、年間約5,700回の実施を予定して

おります。8月までに358校において約770回実

施し、肉類はサイコロステーキやハヤシライス、

鶏ごぼう汁などで、また、魚は照り焼きやマリ

ネ、和風あんかけなどで提供いたしました。 

 児童生徒からは、いずれのメニューについて

も、「おいしかった」との感想や、「食べ残しが

なかった」、「普段おかわりしない子もおかわり

をした」など、大変好評であったと聞いており

ます。改めて県産食材のすばらしさを子どもた

ちも認識したのではないかと考えております。 

 次に、この事業を教育現場でどのように活用

したのかとのお尋ねですが、これまでも学校給

食におきましては、地場産物を活用し、児童生

徒が地域の食文化や産業等について理解できる

よう、各学校が特色を活かした取組を実施して

まいりました。 

 とりわけ、今回は本事業を通して、長崎和牛

やブリ、マダイなど、価格の面から通常使用す

ることが難しい高級な食材を提供していただい

たことで、長崎和牛が「全国和牛能力共進会」

で内閣総理大臣賞を獲得したことや、身近で養

殖されているブリが、世界各国に出荷されてい

ることなどについて、学ぶ機会がつくられ、地

域産業への理解が深まり、生産者に対する感謝

の心がより一層育まれたのではないかと考えて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 私の方から、2

点についてお答えいたします。 

 まず、海洋再生エネルギーの導入促進に向け、

今後どのように取り組んでいくのかとのお尋ね

でございます。 

 我が国において、再生可能エネルギーの導入

促進が図られる中、本県におきましては、海洋

再生エネルギー関連産業を新たな基幹産業とし

て育成することを目指し、産学官連携の下、国

の実証事業への参画や地場企業による共同受注

体制構築などに取り組んできたところでござい

ます。 

 また、海洋エネルギー関連産業の拠点形成に

向けて、洋上風力発電の実施可能エリアを選定

するためのゾーニング調査を実施するとともに、

関係団体や県内大学と連携して長崎大学内に

「長崎海洋アカデミー」を創設し、専門人材の

育成に取り組むこととしております。 

 洋上風力発電事業は、調査計測、設計製造、

据付け施工、メンテナンスの各分野において地

場企業の参入が期待でき、県内への大きな波及
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効果が見込まれることから、引き続き、事業推

進に注力してまいりたいと考えております。 

 次に、企業誘致に関しまして、今回のパーソ

ルワークスデザイン株式会社の立地決定の要因

は何か。また、コロナ禍における企業誘致の現

状、今後の見通しについてのお尋ねでございま

す。 

 パーソルワークスデザイン株式会社の業務形

態であるＢＰＯサービスにつきましては、リー

マンショックや東日本大震災をきっかけに需要

が拡大しており、コロナ禍におきましても成長

が見込まれる分野とされております。 

 同社は、平成29年3月、佐世保市に立地し、

現在、約190名の雇用がなされており、今回の

事業拡大におきましても、新たに450名の雇用

が計画されているところでございます。今回の

事業拡大に当たりましては、これまで優秀な人

材を確保できたことに加え、県、市の手厚いサ

ポートがあったことなどが決定の要因となった

とお伺いしているところでございます。 

 今般のコロナ禍により、企業の経営状況が急

激に悪化し、事業環境の不透明感が高まってい

ることから、設備投資計画は見直しや延期の動

きが見られるところでありますが、一方で、自

動車の次世代技術開発やデジタル化、医療機器

など、投資の増加が見込まれる分野もあり、ま

た、生産拠点の国内回帰や地方への拠点分散の

動きも出ております。 

 企業誘致の環境は、厳しい状況になっており

ますが、こうした社会経済情勢を的確に捉え、

引き続き、市町、関係機関と連携しながら企業

誘致に積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 防災のための重要イ

ンフラの機能強化を図り、県民の安心・安全を

早急に確保すべきではとのお尋ねでありますが、

「令和2年7月豪雨」で被災した大村市の郡川本

川では、萱瀬ダム再開発の効果に加え、国土強

靱化予算を活用した河床掘削により、河川の水

位上昇が抑えられ、国土強靱化の効果が着実に

発揮されています。 

 しかし、本県は、土砂災害警戒区域の指定数

が全国で2番目に多く、また、毎年のように

「大雨特別警報」が発令され、県内各地で土砂

崩れや地すべりによる通行止めや河川護岸の決

壊が発生するなど、国土強靱化に向けた県土づ

くりは、道半ばの状況です。 

 このように、県民の安全・安心を守るための

対策は、まだまだ不足しており、避難対策など

のソフト面はもちろん、ハード整備と両面で十

分な対策を講じていく必要があると考えていま

す。 

 このため、今年度限りとなっている防災・減

災、国土強靱化のための3か年緊急対策後も、

引き続き、別枠として国土強靱化を強力に推進

するための予算を確保できるよう、これまでも

政府施策要望や7月の道路予算確保要望の際に

強く働きかけており、今後も機会あるごとに国

に要望してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 私の方から、

2点お答えさせていただきます。 

 まず、有人国境離島法施行後3年間の観光関

係の成果についてでございますが、国境離島地

域の延べ宿泊者数は、事業の対象外である韓国

からの直接入国者を除きますと、令和元年は59

万7,000人で、法施行前の平成28年の約7.6％増

と順調に増加しているところであります。 

 制度開始以降、市町や観光協会等と連携し、
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宿泊、交通、体験を組み込んだ「しま旅旅行商

品」の企画・販売に取り組んでおり、令和元年

度は対前年度比約2倍の4万9,000人泊の実績と

なっています。 

 また、個人旅行を対象とした体験プログラム

に利用できるクーポンをセットにした「長崎し

ま旅わくわく乗船券」につきましても、昨年度

は目標を上回る約4,000枚の販売実績となって

おります。 

 さらに、体験プログラムにつきましても、平

成29年度の65種類から今年度は約200種類に増

加するなど、地元の受入体制も整備されており

ます。 

 今後も関係機関と連携し、島を訪れる観光客

の拡大を図ってまいります。 

 次に、感染症の影響で厳しい状況が続いてい

る離島地域の観光事業者に対する支援について

のお尋ねでございます。 

 まず、雇用の確保及び今後の反転攻勢を見据

えた環境整備を推進する観光地受入態勢ステッ

プアップ事業では56件を採択いたしております。 

 また、宿泊者が衛生的で快適に過ごせるため

の体制整備を支援する宿泊施設、安全・安心・

快適化促進事業で12件の支援を行っております。 

 さらには、6月1日から7月末まで実施した県

単独の「誘客キャンペーン」では、離島地域の

宿泊者実績が約2万1,300人泊となっておりまし

て、一定の効果があったものと考えております。 

 これらの支援に加えて、8月1日からコロナ対

策としてのクーポン事業を実施しておりまして、

「長崎しま旅わくわく乗船券」につきましては、

8月末時点で既に昨年度実績を超えるほど好調

な売れ行きになっております。 

 引き続き、市町や観光事業者と連携しながら、

国境離島地域の魅力を発信し、観光需要の回

復・拡大を図ってまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 警察本部長。 

〇警察本部長(早川智之君） サイバー犯罪の現

状と県警察の取組のお尋ねにつきまして、お答

えいたします。 

 県警察における不正アクセス禁止法違反、

ネット利用詐欺などのサイバー犯罪の検挙状況

は、平成29年に61件、平成30年に95件、令和元

年には109件と増加している状況にあります。 

 また、サイバー犯罪に関連する相談につきま

しても、ここ数年、2,000件を超えている状況

にあります。 

 こうした状況の中、県警察におきましては、

昨年4月に「サイバー犯罪対策課」を新設し、

捜査と犯罪の未然防止の両面で対策を推進して

いるところであります。 

 具体的には、産学官の14機関・団体で「長崎

県サイバーセキュリティに関する相互協力協定」

を締結し、相互に協力してサイバーセキュリ

ティ対策を推進することとしており、例えば、

高校生らが行う小学生に対するサイバーセキュ

リティに関するボランティア授業を支援するな

どしております。 

 また、捜査能力を強化するため、専門的知識

を有するサイバー犯罪特別捜査官の採用試験を

本年度予定しているほか、警察官1名を県立大

学大学院に派遣して情報セキュリティの研究に

従事させるなどしております。 

 今後とも、捜査能力の向上に努めるとともに、

被害防止のための各種取組を推進し、県民の安

全・安心の確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長(瀬川光之君） 近藤議員─21番。 

〇２１番(近藤智昭君） 幾らか再質問をさせて

いただきます。 



令和２年長崎県議会・９月定例会（９月１７日） 

 ― 90 ―

 最初の行財政改革について、ウィズコロナや

将来を考えると、今後、重要になってくるのは、

限られた人員の中で職員にしかできない質の高

い政策立案と行政サービスの提供であります。 

 そのためには、やはり積極的にＡＩなどの新

たなＩＣＴ技術を活用していくことに尽きると

考えています。 

 そこで、先ほど、知事からも「次期行革でも

行政のデジタル化」と「働き方改革」を進めて

いく旨の答弁があり、今後、どのように進めて

いこうと考えておられるのか、再質問させてい

ただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） 再質問について、お

答えいたします。 

 電子申請などを含めました行政のデジタル化

につきましては、新型コロナウイルスの影響で

すとか、あるいは「2040問題」、こういったも

のへの対応が求められる中にありまして、県民

の利便性の向上と業務の効率化のためにも積極

的に進めていく必要があると考えております。 

 このため、新たな計画におきましては、ＩＣ

Ｔ技術等の有効活用に加えまして、押印の見直

しなど、デジタル化の前提となる行政手続の抜

本的な見直しを進めていきたいと考えておりま

すとともに、まさに職員の研修等といったこと

を通じまして、ＩＣＴの活用に関する計画的な

人材活用を進めてまいりたいと考えております。 

 また、行政のデジタル化に当たりましては、

電子申請を推進することも重要だと考えており

ます。 

 ただ、電子申請につきましては、例えば、パ

ソコンとかインターネットの接続環境がない方

もいらっしゃると思います。そういった課題も

想定されますので、その場合におきましては、

例えば、紙による手続も併用したうえで、受付

後の庁内手続をデジタル化するといったことを

考えていくといった形で、それぞれの実態に応

じた工夫もしながらデジタル化を進めていきた

いと考えております。 

 今後とも、関係部門とも連携いたしまして、

行政のデジタル化の推進に向けまして積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 近藤議員─21番。 

〇２１番(近藤智昭君） 時代が大きく変わって

いく中で、将来をしっかりと見据えながら、次

期行革では、その礎となるよう、県庁の改革に

取り組んでいただきたいと思っております。 

 次に、学校給食ですけれど、はじめに今回の

学校給食の実施につきましては、教育委員会教

育長をはじめ、関係各位のご理解とご協力に感

謝申し上げます。 

 学校給食の実施状況について、今し方、教育

委員会教育長から答弁をいただきましたが、牛

肉や養殖ブリ、マダイの迅速な供給について、

関係者間でのご協力もあったものと思いますが、

具体的な供給方法や供給量について、お尋ねし

ます。 

 また、今後の見込みについても併せてお尋ね

します。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 県産牛肉につきまし

ては、長崎県学校給食会が一括して調達してお

り、各学校の要望に応じてカット処理された製

品を県内食肉卸売業者より購入し、各給食セン

ター、学校へ提供いたしているところでござい

ます。 

 6月10日の島原市を皮切りに、8月末までに約

7万食、3.7トンの県産牛肉が提供されたところ

であり、今年度末までに私立学校等を含めた学
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校給食を実施している全ての県内小中学校等

518校に、合計で約35万食、約20トンを提供す

ることとしております。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） 養殖魚につきまして

は、県漁連が加工して長崎県学校給食会に納品

しておりますが、魚の場合は、鮮度が低下し、

品質に影響するため、短時間で指定された規格

に処理して、骨の取り残しにも注意しながら、

各学校に提供してきたところでございます。 

 これまでの実績といたしましては、8月末時

点で228校、約3万9,000食を提供したところで

あり、今後の見込みでございますが、年度末ま

でに県内のほぼ全ての小中学校等515校に合計

約68万食、約34トンを提供していくこととして

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 近藤議員─21番。 

〇２１番(近藤智昭君） 学校給食事業では、本

県の水産物について、他県の学校給食への提供

もできると聞いております。また、ブリやマダ

イのほかにも対象となる魚種が広がったと聞い

ております。 

 それぞれ県の実施状況について、お尋ねしま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） 本県の水産物の消費

拡大を図るため、他県の学校給食関係者への働

きかけを実施した結果、8月末時点で埼玉県や

群馬県などから約33万食の受注を受けていると

ころでございます。引き続き取組を進めたいと

考えております。 

 併せて、国による対象魚種の拡大や食材費の

上限が100グラム当たり500円から1,000円に引

き上げられたことを受け、現在、地域の特産魚

介類を地元の学校給食に提供する地産地消の取

組について、市町とともに推進を図っていると

ころでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 近藤議員─21番。 

〇２１番(近藤智昭君） 先日、孫が遊びに来て、

「じいちゃん、昨日、給食で牛肉が出ておいし

かった」という意見をもらいました。 

 そこで、長崎和牛のような高級な食材が学校

給食で利用される機会を得たことは非常に喜ば

しいと考えています。牛肉の提供回数は3回と

なっているようですが、回数を増やす予定はな

いのですか。 

〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 本事業は、国の事業

でございまして、上限が一人当たり1回100グラ

ムまでの最高3回までというふうに定められて

おります。 

 県としては、この3回というものを現在最大

限活用しておるところでございますが、さらな

る需要喚起を図るため、回数に関係なく、一人

300グラムまで提供できるよう回数制限の見直

しについて、現在、国に対し、九州各県と連携

して要望しているところでございます。 

 県としましては、今回の学校給食への提供を

契機として、家庭での購入機会の増加につなげ

るよう、長崎和牛指定店の拡大や、指定店、量

販店でのキャンペーン等の実施などについて消

費拡大対策にも取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 近藤議員─21番。 

〇２１番(近藤智昭君） 次に、長崎県における

再生可能エネルギーの推進についての再質問で

すが、先ほど、「長崎県における再生可能エネ

ルギー導入促進については、海洋エネルギー関

連産業が新たな基幹産業となるように、県内企

業の参入支援強化や専門人材の育成など積極的
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に推進していく」旨の答弁がありました。 

 洋上風力発電の促進は、他県でも取組が進ん

でいますが、そういったほかの地域の先頭を走

るよう、しっかりと取り組んでいただきたいと

思います。 

 さて、先ほど触れました国の「第5次エネル

ギー基本計画」の中に、産業競争力強化につな

げるエネルギー転換、脱炭素化ということが言

われていますが、国においては、来年度、この

エネルギー基本計画の見直しに着手予定となっ

ております。 

 本県は、先ほど答弁いただいた海洋エネル

ギーなど再生可能エネルギーの推進を図る一方

で、石炭火力発電所も実施しています。 

 県として、この計画の見直しについて、どの

ように考えているのか、お尋ねします。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 石炭火力発電は、

適切な出力調整機能を有し、安定供給性に優れ

たエネルギー源として、本県では松浦市と西海

市等に発電所が立地しており、地域の重要な雇

用の場であるなど、地域経済の活性化に寄与し

ているところでございます。 

 今後、国において、エネルギー基本計画の見

直し検討が予定されておりますけれども、見直

しに当たっては、地域の実態を踏まえたうえで、

再生可能エネルギーの導入拡大と併せ、非効率

な石炭火力のリプレイスによる高効率化の推進

など、エネルギーの安定供給と脱炭素社会の実

現に資する計画となるよう、他県とも連携しな

がら、国に対し、要望してまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 近藤議員─21番。 

〇２１番(近藤智昭君） 次に、国土強靱化につ

いてですが、建設業は、災害時には最前線で地

域の安心・安全の確保を担い、さらには災害に

強いインフラを整備するなど、地域の守り手と

して国土強靱化を行ううえで非常に重要な役割

を担っております。 

 今回の「令和2年7月豪雨」においても、県内

の道路や河川が被災し、土砂崩れによる道路の

通行止めや護岸の決壊などの際に土砂や流木の

撤去、土のうの設置など、昼夜を問わず地元建

設業が献身的に作業を行ったことから、早期の

通行止めの解除や護岸の応急処置の迅速化が図

られたと聞いております。 

 また、建設業は、県内総生産の就職者数の約

1割を占める地域の基幹産業であるとともに、

国土強靱化を推進するうえでなくてはならない

存在だと思います。 

 建設業の高齢化が進行する中、将来的に建設

業の担い手が不足していくと、地元建設業の迅

速な支援が難しくなり、災害現場の被災が大き

くなるおそれがあります。担い手不足は避けな

ければならないと考えております。 

 このため、県として建設業の維持に対する取

組を推進していく必要があると考えていますが、

県の見解をお聞かせください。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 地元建設業者は、

「令和2年7月豪雨」で被災した佐奈河内川にお

いて、いち早く現場に駆けつけ、決壊した護岸

を早期に応急復旧し、また、昨年の台風で被災

した新上五島町の県道では、崩れた土砂を迅速

に撤去し、集落の孤立化を防ぐなど、地域の守

り手として不可欠な存在であると再認識したと

ころです。 

 しかしながら、本県の建設業は、他産業に比

べ高齢化が進行していることから、建設業に若

者が入らない状況が続くと、近い将来、地域に
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とって欠かすことのできない建設業そのものの

存続が困難な状況に陥ることが懸念されます。 

 このため、人材確保対策として、将来の担い

手である小中高生を対象に職場体験や建設業の

魅力発信のための座談会を開催するほか、女性

が働きやすい職場環境づくり、完全週休二日制

の促進による就労環境の改善などに取り組んで

います。 

 さらに、今年度は県内建設業をＰＲする動画

の制作やオンライン企業説明会のための大学と

企業のマッチングなど新しい取組を始めていま

す。 

 県としては、地域の守り手としての機能を継

続的に維持していくため、今後も若者や女性か

ら建設業が魅力ある就職先として選択してもら

えるよう、担い手確保に向けた取組を積極的に

展開してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 近藤議員─21番。 

〇２１番(近藤智昭君） よろしくお願いします。 

 次に、離島への観光客誘致についてですけれ

ど、先ほど、文化観光国際部長の答弁にもあり

ましたが、国境離島地域の延べ宿泊者数が平成

28年から増加していること、そして、このコロ

ナ禍においても、「長崎しま旅わくわく乗船券」

が多くの旅行客に買われて好評だということに

ついて、大変うれしく、関係者の皆さん方のご

努力に厚くお礼申し上げます。 

 県民の皆さんが県内での宿泊キャンペーンも

大好評だと聞いておりますので、引き続き、県

民の皆さんに「しま旅わくわく乗船券」を使っ

て県内の島へ旅行していただくとともに、島に

ゆかりのある方の帰省時には、ぜひ「しま旅わ

くわく乗船券」を活用し、改めてふるさとのす

ばらしさを再発見していただきたいと考えてお

ります。 

 さて、部長の答弁で、県では事業者の雇用確

保と収束時の反転攻勢を見据えた事業に取り組

まれるということですが、離島地区は、どれく

らいの事業者が取り組んでおり、その中で将来

につながる新しい取組があるのか、お尋ねしま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） ご質問にあ

りました観光地受入態勢ステップアップ事業に

おきましては、離島地域で採択している56件に

つきまして81の事業者が参画しており、416人

の雇用維持につながっております。 

 この中で様々な取組が生まれているところで

ございますけれども、中でも平戸と新上五島町

を結ぶ新たなチャーター航路の開発を目指す取

組につきましては、これは世界遺産と食の魅力

を組み合わせたものでございますけれども、今

月には初のツアーが催行されるなど、地域から

も大きな期待が寄せられているところでござい

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 近藤議員─21番。 

〇２１番(近藤智昭君） もう一つ、再質問が

あったんですけれども、時間がぎりぎりですの

で、一つ、皆様に紹介したいと思います。 

 これは、「新上五島町広報誌」の表紙の下に

しっかり新上五島町民の方へ訴えがあっており

ます。 

 それは、「新型コロナウイルス感染症が拡大

する中、感染者や濃厚接触者、治療に従事する

医療関係者の方々に対する差別、偏見、誹謗中

傷は決して許されません。感染のリスクは誰に

でもあり、私たちが闘うべき相手は、人ではな

くウイルスです。相手を思いやる気持ちを持ち、

冷静に行動しましょう」という、早めにこれが

出たものですから、私もこれは納得して、県民
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もこういう気持ちの中に普段の生活をいろんな

形で冷静にやっていければと思っております。

（発言する者あり） 

 先ほど、国土強靱化に関するコメントがあっ

たんですけれども、今月の2日の台風9号、また、

7日の台風10号と長崎県には立て続けに2つの台

風が襲来しました。今回の台風では、「特別警

報級」により、県民の防災意識の高まりから早

めの避難を行ったところであり、幸い、県内に

は人命に関わることはありませんでしたが、県

内各地で被害が発生しておりますので、早急に

復旧していただきたいと思います。 

 聞くところによると、地球温暖化の影響など

により、日本近海の海水温度が上昇しているこ

とから台風の勢力が衰えることなく、日本に接

近している傾向にあるとのことです。 

 今後も特別警報級の勢力で長崎県に接近して

くることが十分に想定されますが、特別警報が

発令される災害は、いつ起きても不思議ではな

くなってきています。災害はコロナ禍と同様、

日常にあるものという認識のもと、共存してい

くことが重要ではないかと思います。 

 暴風や大雨によって、防波堤、護岸、道路、

河川などのインフラ施設が損壊することがない

よう、施設機能の強化に十分配慮していただき

たいことをお願いしておきます。 

 これで私の質問を終わります。 

 どうもありがとうございました。 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、11時15分から再開いたします。 

― 午前１１時２分 休憩 ― 

― 午前１１時１５分 再開 ― 

〇副議長(松本洋介君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君）（拍手）〔登壇〕 皆さん、

おはようございます。 

 質問に入ります前に、新型コロナウイルス感

染症によりお亡くなりになられた方に謹んでお

悔やみを申し上げますとともに、罹患された

方々、そのご家族、関係者の皆様方、感染拡大

により日常生活に影響を受けられている全ての

皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。 

 私と同期当選でありながら、随分と出世され

ました議長代理の松本副議長のもと、（笑声）

通告に従い質問させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 1、島原半島の道路整備について。 

 （1）島原半島幹線道路網の建設・整備につ

いて。 

 ①地域高規格道路「島原天草長島連絡道路

（深江町～口ノ津港）の早期事業化について。 

 地方創生を支える幹線道路、地域高規格道路

の整備促進について、県下では、地域高規格道

路として、島原道路、西彼杵道路、東彼杵道路、

有明海沿岸道路、島原天草長島連絡道路、国道

では、34号大村諫早拡幅、205号針尾バイパス

道路など、国へ予算の確保、早期事業化などを

提案、要望されているところであります。 

 都市部での渋滞緩和のための道路、災害時の

代替道路、救急医療体制の必要性から、必要と

される道路があるようでございます。 

 島原半島におきましては、県をはじめ地元国

会議員ほかのご尽力により、島原道路が、南島

原市深江町から雲仙市愛野町間において、順調

に事業が進んでいるところですが、毎回、私の

一般質問で発言させていただいたとおり、島原

半島西部においては、交通体系から取り残され
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ている状況であり、災害、医療、産業面、観光

等において、地元からの要望が長い間続いてい

る状況でございます。 

 8月6日、令和2年度の南島原市からの長崎県

の施策に関する要望・提案時に、中村知事から

は、「重要な道路であり、早期に事業に着工で

きるよう、観光面においても、団体と協議しな

がら取り組んでまいりたい」との回答をいただ

いたところでございます。 

 まずは、現在取り組まれておられる島原道路

の早期完成が望まれるところでございます。 

 深江町から口ノ津港の区間においても、現道

を一部バイパスとして必要な箇所もあると考え

ます。 

 そこで、将来、規格の高い道路を建設するこ

とを踏まえて、先行して、道路事情が悪く、現

在必要とされている一部区間を高い規格の道路

に見合うようなバイパスを進めていくことも可

能ではないかと考えますが、今後の取組につい

て、知事にお尋ねいたします。 

 あとの質問につきましては、対面演壇席より

質問させていただきます。 

〇副議長(松本洋介君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 中島浩介議員の

ご質問にお答えいたします。 

 島原天草長島連絡道路の整備についてのお尋

ねでございます。 

 島原半島の観光振興や地域活性化を目指すう

えで、交流人口の拡大や企業立地の促進、物流

の効率化などに大きく貢献する幹線道路の整備

は重要な課題であり、そのためにも、まずは高

速道路に接続する島原道路を早期に完成させる

ことが重要であると考えております。 

 一方、島原天草長島連絡道路のうち深江から

口ノ津港間の整備については、南島原市の観光

や産業の振興を図るうえからも大変重要である

ことは認識をしているところであり、島原道路

の事業進捗を見極めながら、今後、整備の方向

性について、国や地元と協議してまいりたいと

考えております。 

 以後のお尋ねについては、自席からお答えを

させていただきます。 

〇副議長(松本洋介君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 以前、南島原市の方で

も、渋滞緩和と事故防止という観点から、一定

区間をバイパスにしたらどうかという議論がご

ざいました。これを、今後どういう形で進めて

いくかという協議の中では、一定、将来の高規

格道路に見合うような形でそこを整備して、こ

こを起爆剤として、一定この道路を計画してい

こうじゃないかという協議もあったわけなんで

すね。 

 そういった形で、私としても、今後、市とそ

ういった協議をしながら県の方に提案をしてい

きたいというふうに考えておりますけれども、

その辺の方向性としては、どうお考えでしょう

か。 

〇副議長(松本洋介君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 将来の規格の高い道

路としての整備については、様々な整備手法も

ございますので、将来的にそのあたりについて

は検討していく必要があろうかと思っています

が、まずは、島原道路の整備を優先して取り組

んでいきたいというふうに考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） これは完成を待ってと

いうことの話によるんですけれども、今回の話

もそうなんですけれども、多方面から協議して

いただいて、完成して、その後、計画道路とい

う道筋になるんでしょうけれども、前段階で、
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何かアクションとして加えられないかというこ

とも、今後協議の中に組み入れていただければ

と思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 ②雲仙市愛野小浜バイパスについて。 

 愛野小浜バイパス建設促進期成会、8月3日の

雲仙市要望におきましても、1番項目に愛野か

ら小浜間の幹線道路整備についての要望がなさ

れております。 

 ここも、島原半島においては非常に災害が起

きやすい、そしてまた、一定事故等起きると迂

回路がないという道路でございますので、今後、

雲仙市としましても、早急にこのバイパス道路

に着手したいということで、県あるいは国の方

にお願いにあがってらっしゃる状況でございま

すが、県におきまして、今後どのような取組を

なされるのか、お伺いいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 愛野から小浜間につ

いては、地域の皆様が交通事故や災害発生時な

どにおける救急活動に対して不安を抱えておら

れると認識しています。 

 しかし、バイパス整備は、地形的制約により

多額の費用を要することから、国道57号の管理

者である国においては、現道機能の強化を優先

することとし、富津線形改良や小浜歩道整備な

どの交通安全対策を事業化されてきたところで

あります。 

 このような状況の中、今年度は国も含めて、

愛野小浜間の議論を進めているところであり、

実施可能な整備のあり方や手法の検討について、

県としても積極的に取り組んでまいります。 

〇副議長(松本洋介君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 国も国土強靱化という

ことで、こういった災害に対して非常に危惧さ

れる箇所については、今後、目を向けていただ

けるものと思っておりますので、ぜひ国に対し

て強い要望を、市と一緒になって取り組んでい

ただきたいと思います。 

 ③国道251号赤間～権田間の整備について。 

 この区間は、大規模な法面崩壊があり、対策

として法面補強、ロックシェッド、排水対策、

法面の遠隔監視、大雨時の通行止めや波消しブ

ロックの設置も含め、この区間にはあらゆる面

において対策を講じていただいている状況でご

ざいます。 

 しかしながら、現在においても、先日の台風

9号・10号においては、高潮により道路等へ砂

や石等が吹き上がり、交通の妨げとなっている

ようですし、法面上からの畑等からの国道への

土砂の流出も、大雨時は発生することもありま

す。 

 法面補強においては、アンカー工法と吹き付

け工法があるようですが、古い吹き付け工法に

おきましては、今後、経年劣化が予想されます

し、ロックシェッドにおいても経年劣化により

補修、場合によっては更新が必要と考えます。 

 今後、10年、50年、100年先を考えますと、

半永久的に法面崩壊を心配しながら多額の維持

費をかけて、大雨のたびに通行止めをする、こ

ういう道路は後世に汚点を残すものではないか

と考えるところでございます。 

 そこで、権田公園横から津波見バス停までを

トンネルにして、一定区間、津波見バス停から

の平地部を現状通りとして、双子岩から赤間間

までをトンネルとして、区間住民の方の地域交

通を妨げないような国道の切り替えをしてはど

うかと考えますが、部長のお考えをお聞かせく

ださい。 

〇副議長(松本洋介君） 土木部長。 
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〇土木部長(奥田秀樹君） 国道251号の雲仙市

南串山町赤間から、南島原市加津佐町権田間の

4.6キロメートル区間については、昭和58年以

降、防災対策を重点的に実施してまいりました

が、大雨などの際には通行止めを行うこととし

ており、今年も7月豪雨や台風9号接近時に、そ

して、今朝も早朝に2時間、通行止めを余儀な

くされたところです。 

 議員ご提案の、集落間をトンネル構造とした

バイパス整備については、道路計画として参考

になるものですが、多大な事業費を要すると想

定され、現時点では実現が難しいと考えていま

す。 

 このため、国道251号の防災対策と老朽化対

策を引き続き計画的に実施し、地域の安全・安

心の確保に努めてまいります。 

〇副議長(松本洋介君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 通行する市民の方々、

県民の方々においては、私もそうなんですけれ

ども、通行止めにならずとも、一定雨が何日か

続く場合は、やはり恐怖感がございまして、今、

整備されている広域農道を使った迂回路を通る

わけなんですね。これが半永久的に続くのかと

いうと、やはり何らかの、トンネルは費用的に

という話ですけれども、将来的には何らかの方

策を講じないと、ここは一定どうなのかなとい

う思いもございますので、ここはあらゆる、私

はトンネルも重要と思うんですけれども、予算

がつくような国の施策があれば、ぜひ活用して

いただきたいと思いますし、ここは、やはり今

後しっかりと協議をしていただきたいと思いま

す。 

 2、農林水産業の振興について。 

 （1）農林業振興について。 

 ①人材確保について。 

 農の雇用事業の研修期間の延長や就業希望者

へのトライアル的な支援制度、あるいは定年退

職者向けの研修への支援等が各団体から要望さ

れました。このことは委員会等を通じて協議し

ていきたいと思いますが、我が国におきまして

は、全国的な人口減少や少子・高齢化等、大き

な社会構造の変化が予測されております。 

 本県は、全国的に見ても早いスピードで人口

減少が進んでいることから、自由民主党長崎県

連におきましては、様々な課題が見込まれると

の考え方から、「人材確保に関する部会」を開

催しました。様々な分野の課題を検討してまい

りましたが、私が農林水産部門の担当でござい

ましたので、農林水産業について質問をさせて

いただきます。 

 まず、農業についてですが、本県の農業産出

額は、増加傾向にあるものの、労働力が不足し

ていることから、産地を拡大するためには、特

に外国人の確保が重要と考えております。 

 現在は、コロナの影響で一旦ストップしてい

る状況ですが、これから日本国内の都道府県間

並びに産業間において人材確保競争が発生する

と考えます。 

 長崎県としては、最低賃金が全国平均を下回

ることが大きな課題の一つであると考えますの

で、本県の優位性を示すため、他県に負けない

ような、外国人が安心して就業できる環境を整

えていくことなどが必要であります。 

 このことを踏まえまして、今後どのような取

組をなされていくのか、お伺いいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 外国人材の確保につ

きましては、農業の生産現場へ外国人材等の派

遣を行う農業サービス事業体「株式会社エヌ」

において、現在、15名の外国人材を派遣してい
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るところです。 

 県といたしましては、外国人材が安全で安心

して暮らし、就業できる環境を整備するため、

地域段階に、自治会をはじめ市町等関係機関、

団体が参加する「外国人受入協議会」を設置し、

外国語による農作業マニュアルの作成のほか、

地域の清掃活動や町内運動会への参加を呼びか

けるなど、外国人材を地域ぐるみで温かく受入

れる取組を進めているところでございます。 

 また、島原地域では、県の遊休公舎を活用し

まして住居として貸し出すなど、外国人材の経

済的な負担軽減を図っているところです。 

 こうした取組によりまして、派遣された外国

人材からは、「地域の住民の方からも親しく声

をかけてもらっている」、「仕事も生活も楽しい」

といった声を伺っているところでございます。 

 今後とも、外国人材が安心して暮らし、就業

できる環境づくりに、関係機関と一体となって

取り組むことで、外国人材をはじめとした人材

の確保につなげ、労力不足を解消し、農家の所

得向上を図ってまいりたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 答弁のとおり、確かに

地域文化を理解していただき、地域に溶け込む

ことも、受入れ地域においては必要なことと考

えます。 

 受入れ団体におきましては、住居の要件、優

良な実習実施者を育てれば、受入れ人数も拡大

可能となることや、逆に、受入れ側が人権侵害

行為等を行った場合の罰則も設けられているよ

うですので、しっかりとした受入れ体制となる

よう取り組んでいただきたいと思います。 

 また、農繁期以外の仕事の確保におきまして

は、農作業以外に農畜産物を使用した加工作業

も、関連業務を行うことができますし、販売作

業も可能となっているようでございます。 

 農林水産省の資料の例によりますと、果物を

材料としたジュース、ジャムの製造、牛乳を原

料としたチーズ等の製造、製造した商品の販売

作業等があるようでございます。 

 農閑期にこのような仕事ができるような体制

づくりがあれば、一年中通して仕事があるとい

うことで、他県にとっても、長崎県はこういう

状況ですという強いアピールになるんじゃない

かと思いますので、この作業についても、今後、

しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 次に、林業についてですが、戦後造成されて

きました県内の杉やヒノキの人工林が本格的な

利用期を迎えており、この豊富な森林資源を活

用して雇用を創出し、農山村地域の活性化に大

きく貢献することが期待できます。 

 そのためにも、林業の現場を担う人材の確保

を一層強化することが重要でございまして、雇

用者所得向上や労働環境の改善、林業に関する

情報発信などに取り組み、若者などに選ばれる

魅力ある林業にすることが必要と考えます。 

 関係者からは、仕事はあるんですよとの話も

伺っております。今後、どのような取組をなさ

れるのか、お伺いいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 林業の担い手の確保

のためには、林業事業体の労働生産性の向上に

より、事業量を拡大し、林業専業作業員の所得

向上につなげ、さらなる民間の参入や作業員の

確保を図っていくという好循環を生み出すとと

もに、安心して働ける労働環境を整備すること

が重要と考えております。 

 このため、労働生産性向上に資する高性能林

業機械の導入支援、労働環境改善に向けた社会

保険料の助成や労働安全研修の開催などに取り
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組んでいるところであります。 

 また、小中学生による植樹活動や体験学習を

はじめ、高校生を対象としたインターンシップ

や就業相談会、おためし林業体験などを通じて、

林業への理解を醸成し、魅力を伝えることで、

さらなる就業意欲の喚起を図っているところで

す。 

 今後とも、関係機関と連携し、林業が若者に

選ばれる産業となるよう、しっかりと取り組ん

でまいりたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 先ほどご紹介がござい

ました高性能林業機械とか、ＩＣＴなどを活用

して、昔は非常にきつい仕事だったと認識して

おりますけれども、こういった設備を活用する

ことによって、昔と違って、今は、非常に仕事

も、楽とは言いませんけれども、非常にやりや

すい仕事だと思います。このことを特に、今後、

広告等、人材確保においてのアピールをするう

えでは必要ではないかと思いますので、ぜひこ

ういったことを、今後アピールしていただけれ

ばと思います。 

 （2）水産振興について。 

 ①温暖化に対応したワカメ養殖について。 

 昨今の水温の上昇、大雨による海水の淡水濃

度の上昇等、養殖業を取り巻く環境は厳しく

なってきていると考えます。 

 南島原市におきましても、令和元年度はワカ

メの種苗が育たないという事態が生じました。 

 これから、地元漁業者はもとより、県、市が

一丸となって水質や水温、生育状況等を定期的

に観察する体制づくりが必要と考えますが、今

後どのような対策をなされるのか、お伺いいた

します。 

〇副議長(松本洋介君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） ご指摘のとおり、昨

年度の有明海のワカメ養殖では、11月から12月

の成長初期において、水温が高めに推移したこ

とによりまして、その影響と考えられる生育不

良により、生産量が、平成30年度の約6割に減

少したところでございます。 

 そのため、今漁期においては、県南水産業普

及指導センターと総合水産試験場が連携して、

調査体制を強化いたしまして、養殖開始の10月

下旬から翌年1月にかけて、定期的に生育状況

を調査し、生育不良の発生等について監視して

いくこととしております。 

 併せまして、新たに記録式の水温計をワカメ

養殖漁場に設置いたしまして、定期的な水温の

把握と関係者への情報提供を実施し、適切な養

殖管理について助言、指導を行うこととしてお

ります。 

〇副議長(松本洋介君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） そういった協力体制が

既にできて、今、対応されているということで

ございます。 

 これから10月ごろが、ちょうど種苗を設置す

る時期となります。ここ1カ月ぐらいしっかり

とそういう取組をしていただいて、昨年度のよ

うに、大きな被害があって大幅な所得減になっ

た方たちも非常に心配されていると思っており

ますので、しっかりと取り組んでいただければ

と思います。 

 ②人材確保について。 

 水産業の人材確保につきましては、県内の高

校生に就業してもらうことも重要でございます。

また、漁業就業研修においも、就業後の定着化

を図るために研修内容の充実が必要と考えます

が、県としてどのような取組をされているのか、

お伺いいたします。 
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〇副議長(松本洋介君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） 高校生の県内水産業

への就業促進を図るため、平成28年度からは、

体験研修の対象を県立鶴洋高校だけではなく、

普通高校等にも広げたほか、昨年度、開始した

県主催の「水産業就業者支援フェア」について、

今年度からは高校生だけに特化したフェアも開

催するなど、内容の充実を図っているところで

ございます。 

 漁業研修においては、市町と連携して、漁家

子弟コースの新設やＵＩターン者向けの研修期

間の延長などの支援策を講じているほか、若者

向けにＳＮＳによる研修情報等の発信なども行

い、県独自に総合的な就業対策の促進に取り組

んでいるところでございます。 

 今後は、このような取り組みを安定的に実施

できるよう、国に対しましても予算の十分な確

保や、制度上不足する部分については、拡充の

要望を行っていきたいと考えているところでご

ざいます。 

〇副議長(松本洋介君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 早速、他の高校にも働

きかけをしていただいているということでござ

います。 

 研修期間の延長というんですかね、トライア

ル的な研修ができれば、割と簡単にといいます

か、就業をしたい方たちが取組やすいのかなと

いうご意見もいただきました。そういった中で、

市においてもしっかりと延長の支援をなされて

いるということでございます。 

 それと、併せてですけれども、今課題となっ

ている外国人の活用についても、これはしっか

りと国の制度に組み込まれるような形の要望を

今後行っていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 3、教育振興について。 

 （1）県立高校改革の推進について。 

 「第二期長崎県立高等学校改革基本方針」で

は、学校の機能と教育水準の維持を図りながら、

生徒の通学環境など、地域の実態に配慮し、通

学上の不便さを抱える学校については、できる

だけ維持していくという考えで進めてこられま

して、離島留学制度や新たな学科の新設等取り

組んでこられ、一定の成果があったようでござ

います。 

 これから取り組まれる「第三期長崎県立高等

学校改革基本方針」におかれましては、高等学

校の再編整備の基準を改められたようですが、

県内の中学校卒業者は、平成31年3月で1万

2,437人であったのが、令和12年3月には1,600

人の減、クラスで言うと、約40クラスの減とな

る見込みのようでございます。この状況を踏ま

えるとなると、県内で統廃合の対象となってく

る高校も出てくるものと思われます。 

 私の地元にある南島原市の島原翔南高校、雲

仙市の小浜高校においては、近年、定員割れの

状況のようですが、この2校におけるこれまで

の取組と状況を踏まえた今後の取組について、

お伺いいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 議員からご

指摘がございました、少子化の影響に加えまし

て、他校への進学者の増加等もあり、今お尋ね

があった両校につきましては、共に定員割れの

状況が長期間続いておりました。 

 そのため、島原翔南高校におきましては、来

年度から「公務員・ビジネスコース」や「福

祉・保育コース」など、生徒の多様な進路希望

や地域のニーズを踏まえた4つの学びの系列を

設け、よりきめ細やかな学習指導を行うことと
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しております。 

 また、小浜高校におきましては、平成31年度

にビジネスに関連する知識やスキルをより専門

的に学べる「総合ビジネス科」を新設し、各種

資格取得に加えて、韓国語の習得を図り、異文

化理解を深めるなどの特色ある教育活動を展開

しております。 

 今後とも、現在進めている特色ある教育活動

を中学生や保護者の方々に十分に理解していた

だくための広報活動を一層充実させるとともに、

地域に根差した教育活動によるさらなる魅力化

を推進してまいりたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） ちょうどその小浜高校

と翔南高校の間の、私の母校であります口加高

校におきましては、英語の特別教室をつくられ、

そしてまた、グローカルコースを新設されまし

て、このグローカルコースが、当初はあまり評

判がよくなかったわけなんですけれども、学校

の方針で、学力に特化した、進学に特化した

コースということで、最近では、中学生の親御

さんたちからも好評でございまして、一定希望

者が増えている状況でございまして、定員も一

時期、1学年80人を切るぐらいの規模でしたけ

れども、100人を超すぐらいの規模まで増えて

おります。それで、相乗効果によって、クラブ

活動も最近は充実してきたように思います。 

 こういったことで、小浜高校におきましても、

観光、ビジネスの方に当初から取り組んでいた

だいたわけなんですけれども、なかなか応募が

少なかったようでございます。 

 今後、こういった様々なコースをつくるうえ

におきましては、ここ2～3年の実証結果を見て、

それで、今後どうなるのか、このまま続けてい

くものなのか、新たな手を加えなければいけな

いのかということを短いスパンで判断されなが

ら、今後進めていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 4、災害対策について。 

 （1）河川災害対策について。 

 ①河川の防災対策について（護岸整備・河床

浚渫）。 

 7月豪雨では、県央地区をはじめ多大な河川

災害がございました。 

 老朽化した護岸などの整備におきましては、

限られた予算の中で、危険性の高い順から取り

組まれていると伺っておりますが、昨今の予想

を超える豪雨によって護岸が崩壊し、大規模な

災害になるのではないかと心配されています。 

 また、河床浚渫におきましても、今年度から、

県内の要望がきている河川において、5年間の

計画で河床掘削を進められているようでござい

ますが、掘削しても、一定期間にまた堆積する

ことを考えますと、事業費の継続が望まれます

が、今後の護岸の老朽対策、堆積した土砂の撤

去に対する取組方針と県単独予算確保について

の考え方をお伺いいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 県が管理する河川の

護岸整備及び河道内の堆積土砂の浚渫について

は、これまで治水安全上支障となる箇所につい

て、自然災害防止事業や河川維持修繕費などの

予算で対応してきています。 

 護岸整備については、国の「防災・減災、国

土強靱化のための3か年緊急対策」に合わせて

創設された、「緊急自然災害防止対策事業債」

を令和元年度から活用するとともに、浚渫につ

いても、本年度新たに創設された「緊急浚渫推

進事業費」を積極的に活用し、集中的に実施し

ているところです。 
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 今後も、治水安全上、河川の適切な維持管理

に努める必要があり、必要な予算につきまして

は、有利な起債事業の活用による県単独事業の

確保や、国に対しても予算の継続、拡充を働き

かけ、県民の安全・安心な暮らしと命を守るこ

とができるよう努力してまいりたいと考えてい

ます。 

〇副議長(松本洋介君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 答弁をいただきました

ように、これはやっと、河床浚渫におきまして

は、ここ数年来、地元から強い要望がございま

して、我々も、恐らく振興局の方も、予算がな

いんですよという返事しかできなかった状態な

んですけれども、やっとこういう事業がはじま

りまして、皆さんほっとされている状況でござ

います。この予算につきましては、今後、しっ

かりと確保できるような体制づくりをお願いし

たいと思います。 

 要望なんですけれども、先日、河川の件で、

地域の方々から、市役所へ尋ねて行かれたそう

なんです。そうしたら、市役所の方が、「ここ

は県の管理なんですよ」ということで、そこで

終わってしまったそうなんですね。できれば、

今後ですけれども、県と市と人事交流もされて

おりますけれども、そういった案件があれば、

市の方がすぐ直接県の方に連絡していただいて、

状況をお伝えできるような交流というんですか、

そういうのができるよう、県の方からも市の方

に声をかけていただくようよろしくお願いした

いと思います。 

 （2）被災時・被災後の対策について。 

 ①避難所について。 

 新型コロナウイルス感染症の中、市町におか

れましては、避難場所を密にしないための対策

として、施設を増やすなどの対応がなされてい

るようでございます。 

 ある避難所では、たくさん施設がある中で、

設備が整っている施設に人気が集まり、定員を

大幅に超えた避難者が殺到し、他の避難所に

移ってもらったり、トイレ等でも行列ができて、

逆に密になる悪い状況になった事例もあってい

るように聞いております。 

 一方、今回の台風で避難所の外壁が破損した

事例もありましたが、このような老朽化した避

難施設等においては、住民の方も敬遠されるの

ではないかと推測されます。 

 もちろん、避難所の運営に関しましては、市

町が取り組まれるものとなっているようでござ

いますけれども、避難所の指定や環境整備はど

のように行われているのか、お伺いいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 指定避難所につき

ましては、災害対策基本法等により、施設の必

要かつ適切な規模等の基準が定められており、

市町は、指定避難所の状況を調査し、基準を満

たさなくなった施設や老朽化した施設の指定を

解除するなどの見直しを行っております。 

 また、防災基本計画では、「避難生活を良好

に保つための施設整備に努める」こととされて

おり、市町は、必要に応じて避難所における空

調設備やトイレ、簡易ベッド等の整備、備蓄に

取り組んでおります。 

 台風10号では、避難所における設備の被害や

停電、資材の不足等も報告されておりますので、

県としましては、今回生じた課題等を把握、整

理し、市町へ情報提供を行うとともに、市町が

実施する避難所の良好な環境整備について働き

かけてまいります。 

〇副議長(松本洋介君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） どうしても各地域内に



令和２年長崎県議会・９月定例会（９月１７日） 

 ― 103 ―

何カ所か、特に、コロナ禍の中で施設が増えた

と思うんですけれども、例えば体育館であれば、

ちょっと寒いのかなとか、暑いのかなと、今回、

そこは福祉センターみたいなところで、冷暖房

完備で、ましてや風呂もついているという建物

となると、そこに集中してしまうんじゃないか

なという思いもございます。 

 ある一定、最低限必要な設備の充実というの

は、今後、市町の方にとっていただくような形

で、県としてもぜひ指導していただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 ②災害ごみについて。 

 大規模な災害が頻発する昨今におきましては、

大量の災害廃棄物が発生した場合、その処理の

遅れが復旧・復興の足かせになるようでござい

ます。 

 災害廃棄物を迅速に処理するためには、仮置

き場の設置、処理法等を定めた災害廃棄物処理

計画の策定が重要だと考えております。 

 昨年、11月定例会の一般質問におきまして、

県内各市町における災害廃棄物処理計画の策定

状況をお聞きしておりましたが、その後の策定

状況はどうなっているのか、お伺いいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 県民生活環境部長。 

○県民生活環境部長(宮﨑浩善君） 市町災害廃

棄物処理計画につきましては、昨年11月の時点

で2市において策定しておりましたが、現時点

では20市町が策定しております。残り1市につ

きましては、早急に計画を策定していただくよ

う要請をしているところでございます。 

〇副議長(松本洋介君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） その場所の確保もなん

ですけれども、熊本の豪雨の時に、仮置き場ま

での周辺道路が、車が通れない状況だったとか、

そういったものや有毒な物質が出て、この処理

をどうしたらいいのかということもございまし

たけれども、こういう案件についても、しっか

りと計画の中には組み込まれていると認識して

よろしいんでしょうか。 

〇副議長(松本洋介君） 県民生活環境部長。 

○県民生活環境部長(宮﨑浩善君） そのとおり

でございます。 

〇副議長(松本洋介君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 残るところあと1市と

いうことでございますので、早急に計画がなさ

れて、万全な体制をとっていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 5、地域振興について。 

 （1）南島原市自転車歩行者専用道路整備に

ついて。 

 ①南島原市自転車歩行者専用道路整備事業の

予算確保について。 

 平成20年3月、かつて南島原市民の暮らしを

支えた島原鉄道南線が、非常に残念ながら廃線

となりました。この跡地の有効利用を進めるた

めに、南島原市では、10年余りにわたり検討が

なされてこられました。平成30年3月末に、島

原鉄道から廃線の跡地を譲り受けられました。

南島原市では、市民の日常生活を支え、健康増

進にも利用できるよう、安全・安心な自転車の

利用環境を構築するとともに、交通安全の推進、

自転車の防災施設への活用、自転車でつながる

広域的な連携を見据えた交流人口の拡大などの

地域振興を図るため、令和元年11月に、「南島

原市自転車活用推進計画」を策定し、約32キロ

メートルの島原鉄道廃線跡地を自転車歩行専用

道路として活用することとなりました。 

 早期事業着工に向けて、令和2年2月には、県

とともに国土交通大臣へ要望され、令和2年度

より新規事業として着手されたところでござい
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ます。 

 南島原市としましても、令和5年度の完成を

目指し、財源確保に向けて鋭意努力されている

と聞いております。計画どおり事業を推進する

ためには、令和3年度から3年間で30億円の予算

が必要と聞いております。これから財源確保が

喫緊の課題となっておりますが、県としてどの

ような支援を考えておられるのか、お伺いいた

します。 

〇副議長(松本洋介君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 南島原市の自転車歩

行者専用道路は、自転車を活用した地域活性化

を図るうえで大変有効な事業であると認識して

います。 

 予算の確保については、国の補正予算の積極

的な活用や、様々な補助制度の活用を視野に入

れながら、南島原市と一体となって取り組んで

まいります。 

〇副議長(松本洋介君） 中島浩介議員―30番。 

〇３０番(中島浩介君） 今の補助事業以外の財

源確保の道もあるような話も伺っておりますの

で、その辺の予算の確保に向けてしっかりと取

り組んでいただきたいと思います。 

 あと3問ぐらい質問ができたようなんですけ

れども、ここで終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長(松本洋介君） 午前中の会議はこれに

てとどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午前１１時５５分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 浦川議員―10番。 

〇１０番(浦川基継君）（拍手）〔登壇〕 皆さん、

こんにちは。 

 自由民主党、長崎市選出、3倍頑張る浦川基

継でございます。 

 本日は、一般質問の機会をいただき、感謝申

し上げます。 

 質問に入る前に、去る7月27日に、私が新型

コロナウイルスに感染し、本来ならば新型コロ

ナウイルス感染症の拡大防止に努めるべき県議

会議員でありながら、自ら感染したことで、多

くの県民の皆様及び長崎県、並びに長崎県議会、

さらには復旧・復興が急がれる大村市の被災地

関係者の皆様や関係地域の方々に、多大なるご

迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申

し上げます。 

 現在コロナウイルスに罹患された方々には謹

んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早

いご回復を心よりお祈り申し上げます。 

 また、長崎大学病院の感染症医療スタッフの

皆様の献身的な看護に、改めて感謝申し上げま

す。 

 それでは、質問通告に沿って質問させていた

だきますので、知事並びに関係理事者の建設的

な答弁を求めます。 

 1、新型コロナウイルス対策について。 

 今議会の一般質問では、多くの同僚議員から

新型コロナウイルス感染症についての関連質問

も多く、質疑されていますので、私は、感染者

の立場から質問させていただきます。 

 （1）医療・看護・福祉従事者へのＰＣＲ検

査の実施について。 

 本県における新型コロナウイルス感染症の発

生状況については、4月までに17例の感染者が

確認され、一旦収まったかに思えましたが、7

月以降、私も含め新たな感染者が断続的に確認
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され、9月14日時点で236例となっております。 

 この間、医療や看護、福祉の最前線において

従事されている方々は、既に長期にわたり新型

コロナウイルス感染症に感染するリスクが高い

環境下において勤務しております。心身ともに

相当疲弊されていると思われます。 

 特に、新型コロナウイルス感染症の特徴の一

つは、感染しているにも関わらず、症状が出現

しない方々が一定数いらっしゃることであり、

私も無症状だったため、ＰＣＲ検査を受け、結

果が出るまでとても不安になりました。 

 医療や看護、福祉の現場で従事されている

方々の、「自分も感染しているのではないか」

という不安と、「自分が感染して高齢者の方々

に感染させてしまうのでは」という責任の重圧

が、日常生活の中でのしかかっていると想像さ

れます。 

 そこで、こういった医療や看護、福祉の最前

線で従事されている方々全員に対し、ＰＣＲ検

査等を実施することは、精神的な負担軽減の一

助ともなり得ると思われますが、県として実施

する考えはないのか、ご見解を伺います。 

 （2）新型コロナウイルス感染者等への誹謗

中傷・風評被害対策（こころのケア）について。 

 知事は、8月7日の臨時記者会見で、誹謗中傷

対策として、8月26日に専門の相談窓口を開設

し、相談内容に応じ、市町、関係機関と連携し

解決に向けた対応を行うほか、弁護士による相

談対応、調査実施などの支援を行い、相談料や

調査にかかる費用の一部を県が負担するとして、

確固たる決意のもと実行されました。 

 県議会においても、10日の本会議で、議員発

議による「新型コロナウイルス感染症感染者に

対する人権配慮等に関する決議」を、全会一致

で可決していただき、私も誹謗中傷を受けた一

人として、ありがたく感謝申し上げます。 

 また、ＳＮＳなどのインターネット上での悪

質な誹謗中傷の投稿等について監視する「ネッ

トパトロール」を実施し、広く県民の皆様に周

知を図ると説明されました。 

 これまで新型コロナウイルス感染症に感染さ

れた方は、ネット上に、デマも含め多くの方々

に何かの犯人のように追い詰められ、自宅はも

とより職場においても、どこの誰なのか突き止

められるような仕打ちを受けてきました。 

 私の場合は、報道機関やネットのニュースに

取り上げられ、さらにはＳＮＳやツィッターで

広く拡散されましたので、子どもたちの学校な

どまでも特定される書き込みがあったり、電話

があったりと、どうなるか心配になりました。 

 特に、子どもたちを残して入院したため、そ

ばにいてやれなかったことで、深夜の電話等の

嫌がらせもあり、子どもたちの不安は大きかっ

たものと思います。 

 特に、8月からの感染拡大する前に感染され

た方々においては、誹謗中傷の度合いは想像を

絶するものであったと感じております。 

 長崎県の対策等により、今でこそ、誰もが感

染する可能性があるものとして認識されるよう

になり、誹謗中傷も少なくなっていると感じて

おります。 

 しかし、感染された方やご家族並びに事業所

や従業員の方々は、ネットの書き込み、周辺の

方々などのうわさによる犯人探しによって特定

され、誹謗中傷の対象になってきたことも事実

であります。 

 このように新型コロナウイルス感染症は、人

の心も壊してしまうところが、恐ろしい感染症

です。 

 このような状況を踏まえ、もっと県民の皆様
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へ、新型コロナウイルス感染症が誰でもかかり

得る病気であること、誹謗中傷がこのような結

果につながることを念頭に置いて、誹謗中傷を

しないよう広く周知する必要があると思います

が、ご見解を伺いたい。 

 また、誹謗中傷を受けた結果、心のケアが必

要な状態になる方もおられることを心配してお

ります。このような方への支援は、どのように

考えているのか、伺います。 

 （3）医療機関への減収に対する財政支援に

ついて。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、新

型コロナウイルス感染症の患者を受け入れた医

療機関では、専用の病床確保や一般の患者の受

入れ制限などによる減収により経営が悪化して

おり、新型コロナウイルス感染症の患者を受け

入れていない医療機関においても、受診控え等

による減収が生じていると聞いております。 

 コロナ禍において、コロナ患者を受け入れる

医療機関はもちろんのこと、コロナを疑われる

患者の対応にご尽力いただいております医療機

関関係者の皆様には感謝を表するものでありま

すが、このままでは、新型コロナウイルス感染

者の対応だけでなく、一般の診療の継続すら困

難な状況になる可能性もあるのではないかと考

えます。 

 私も、定期的に受診している病院には、コロ

ナウイルスに感染後、行っておりませんし、病

院に行きにくいと感じております。 

 このような状況の中、新型コロナウイルス感

染者への対応だけでなく、地域医療体制を確保

するためには、受診控え等により経営が悪化し

ている医療機関への経営支援が必要であると考

えますが、県としてどのように考えているのか、

ご見解を伺います。 

 （4）薬局薬剤師への慰労金支給について。 

 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクに

伴う厳しい環境の中、強い使命感を持って医療

機関等で業務に従事していた方々に対して支給

するものです。 

 現在は、感染症のリスクがないとして、薬局

薬剤師には慰労金が支払われておらず、日々の

感染リスクに対応し業務を行っている薬局薬剤

師の方々は、疲弊していると思われます。 

 現に、私は、新型コロナウイルスに感染して

いたものの無症状であったため、かかりつけ医

の病院からかぜ薬を処方していただき、調剤薬

局へ行っております。 

 用法用量を説明していただき、体調等も聞い

て親身に対応していただける薬局薬剤師の方々

は、感染リスクがないとは言い切れないと思い

ます。 

 新型コロナウイルスに感染している無症状の

患者は、感染していることに気づかず、他の病

気の治療等も含め、何度もかかりつけ医と調剤

薬局に行ってしまいます。 

 このような実情を勘案すれば、常に感染のリ

スクの中、業務を行っていることは明白であり、

病院内の薬剤師と同様に感染防止の対応をとっ

て、強い使命感のもと従事していると感じてい

ます。 

 このような実情をご理解いただき、薬局薬剤

師に対しても慰労金の支給を早急に行うべきと

考えますが、ご見解を求めます。 

 2、水産業活性化について。 

 （1）漁業ストックの有効活用と地域振興に

ついて。 

 本県には、陸揚げ、集出荷機能等を拠点漁港

に集約するなど、漁港機能の再編、集約化、高
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度化を進めております。 

 そのような中、平成29年3月に閣議決定され

ました「漁港漁場整備長期計画」では、「漁港

ストックの最大化の活用と漁村の賑わいの創出

に重点的に取り組む」とされております。 

 また、平成30年6月に決定されました「農林

水産業・地域の活力創造プラン」では、「養殖

業発展の環境整備の取組として、漁港の水域や

陸域を養殖場として有効活用することを積極的

に進める」とされております。 

 これを受け水産庁は、平成31年4月に、漁港

施設の占用許可の期間延長、原則10年以内や、

貸付対象の拡大、陸上養殖施設及び漁港の取扱

い水産物の数量100トンへの引下げや直売所等

の規制緩和を行っております。 

 平成30年度に全国39の臨海都道府県の漁港管

理者を対象に、漁港水域や漁港施設用地におけ

る増養殖の利用状況についてアンケート調査を

実施しております。 

 その結果、漁港水域における増養殖に関する

取組については542漁港、全国の漁港の20％に

おいて増養殖が行われていることが明らかにな

りました。 

 このようなことから、水産県長崎として、こ

の規制緩和に後れることなく活用し、漁港ス

トックの活用と地域振興を図る考えはないのか、

ご見解を伺います。 

 （2）磯焼け対策について。 

 藻場は、沿岸生態系の底辺をなし、多くの生

物を育む「海のゆりかご」として海辺の一部で

あります。この藻場は、餌場、産卵場、保育場

として重要な漁場として水産業に大きな恵みを

もたらすばかりでなく、沿岸環境の安定にも寄

与しております。しかし、近年、磯焼けの影響

は全国的に見られ、多くの藻場が消失しており

ます。 

 そのような中、本県のアワビの漁獲高は、平

成26年には4位だったものが年々順位を落とし、

平成30年には全国8位まで転落しております。 

 全国的な海水温の上昇による環境変化もある

とは思いますが、全国屈指の海岸線を有してい

るにもかかわらず、この海岸の藻場がすっかり

衰退していることが影響していると考えること

から、水産資源の回復のために磯焼け対策が必

要と感じます。 

 特に、本県においては、藻場回復実験や工法

開発の実績があることを勘案すれば、県として

もっと大々的に対策を講じ、予算を増額するな

どして、しっかりと藻場回復を目指すべきであ

ると考えますが、県としてのご見解を伺います。 

 （3）くじらの食文化と環境（海岸漂着物）

対策について。 

 私は、平成26年7月に「世界自然遺産」に登

録された小笠原諸島を訪問することができまし

た。東京よりフェリーで25時間半かけてたどり

着く、豊かな独自の自然と海に囲まれた海洋島

です。小笠原諸島では、固有の植物や独自の文

化を育んでいました。その中で、絶滅危惧種で

ある「アオウミガメの食文化」が残っているこ

とを知りました。 

 小笠原諸島では、年間135頭の捕獲が東京都

によって許可されております。一方で、捕獲さ

れたメスのウミガメが受精卵を持っていた場合

は、その卵を海洋センターで人工ふ化し育成し

たり、海岸に産卵するウミガメを観光客から

守ったり、保全活動にも力を入れ、ウミガメの

産卵数は年々増加し、長年の活動を通し「世界

自然遺産」として登録され、世界が認める食文

化の一つになっているとのことでした。 

 長崎の伝統である食文化といえば、鯨の料理
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ではないでしょうか。江戸時代になると、壱岐、

対馬、五島、平戸の各地に古式捕鯨の鯨組が組

織され、浜を潤し、昭和40年代まで五島近海等

で捕鯨を行っていたと聞いています。 

 鯨は、地域経済を潤すだけでなく、祭りや食

文化など地域に密着しており、長崎市において

も、「長崎くんち」の演し物として「鯨の潮吹

き」が、230年もの歴史の中、今もなお伝統的

に受け継がれております。 

 また、鯨料理は、お正月のおせち料理や祝い

の席、学校給食や県内の居酒屋など、独自の食

文化が継承され、県民一人当たりの鯨肉消費量

は日本一とも言われております。 

 国においては、昨年6月にＩＷＣから脱退し、

7月から、国際機関と連携し捕鯨管理に貢献し

ながら日本周辺での商業捕鯨を再開しておりま

すが、鯨をはじめとした日本の伝統的な魚食文

化を守り、これからも伝承していくことは極め

て重要であると考えます。 

 そこで、本県において鯨の食文化をこれから

も継承するために何ができるか、ご見解を求め

ます。 

 次に、海岸漂着物対策ですが、近年、海洋を

漂流する大量のごみが社会問題として大きく取

り沙汰されており、毎年約800万トンに及ぶプ

ラスチックごみが海洋に流出しているとも言わ

れております。 

 本県は、全国2位の海岸線を有し、黒潮から

派生する対馬暖流による海流の影響を受けやす

いという地理的な特徴から、毎年繰返し多くの

海洋ごみが漂着し、回収し処理を行っていると

聞いております。 

 海外からの漂着物も多いようですが、鯨など

の海洋生物への影響も考えられることから、

しっかりと対策を講じることが鯨を守る環境保

全につながるものと思いますので、本県におけ

る漂着ごみの処理状況と発生抑制対策について、

ご見解を伺います。 

 3、汚水処理の普及について。 

 （1）合併浄化槽の整備促進について。 

 本県の汚水処理施設は、離島半島地域で合併

浄化槽による整備が進められているものの、本

土地域と比べると汚水処理人口普及率が低迷し

ております。 

 令和元年度末の都道府県別汚水処理人口普及

状況では全国39位、81.7％で、九州管内では7

位と低い状況にあります。 

 また、県内の普及率が60％以下の市町は8市

町あり、未処理人口は24万5,839人となってお

り、環境衛生上の課題と思います。 

 今般のコロナ禍において地域経済が衰退し、

仕事もなくなっている状況も聞こえております。 

 特に、地域のコミュニティを支える地元業者

が衰退することは、さらなる人口流出につなが

ることから、地元業者への経済対策の一環とし

て浄化槽の整備を加速させることで、県民の衛

生環境を改善し、さらには普及率の向上にも寄

与することが可能だと思われます。 

 そこで、県として、浄化槽の整備が進むため

にどのような対策を進めていこうとお考えなの

か、ご見解を求めます。 

 4、Society5.0の推進について。 

 （1）スマート自治体の実現に向けた取組み

について。 

 Society5.0は、情報化社会Society4.0に続く

経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中

心の社会を目指すものとして、「科学技術基本

計画」が平成28年1月に閣議決定されておりま

す。 

 本県においても、平成28年から平成32年まで
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の5カ年計画において取り組んでいると聞いて

おります。 

 今、新型コロナウイルス感染拡大防止に対す

る環境整備に、補助、支援によって大きく産業

が動き、テレワークやリモート化など大きく広

がりを見せております。 

 全国的には、ＡＩを活用した総合案内や飲食

店舗、コンビニ等の無人化など、いろいろなテ

クノロジーを活用し業態の変革がなされている

ように感じております。 

 本県の産業労働部においても、次世代を見据

えた事業として、「無人キャッシュレス店舗経

営支援事業・補助金」として取組の検証を進め

ており、新たな付加価値、新サービスの創造に

期待しているところです。 

 このように大きく産業が動き出している中、

情報の共有、連携、または必要な情報の探索、

分析において、行政としてもＡＩなどの先端技

術の活用によるスマート自治体の実現について、

県はどのように考えているのか、ご見解を伺い

ます。 

 （2）パソコン保有率の向上策について。 

 県が発行している「統計は未来の指針」と書

かれた平成29年の「長崎100の指標」によれば、

本県のパソコンの保有率は54.3％となっており、

全国で46位となっております。 

 パソコンは、現代のノートや鉛筆のようなも

のであり、デジタル読解力に必要な文房具であ

ります。 

 学校では、今年度からＧＩＧＡスクール構想

の中、プログラミング授業も始まり、高校生へ

一台のパソコンを整備する議案も9月補正予算

として計上されております。 

 このような時代の流れを勘案すれば、教育の

機会、子どもたちの可能性を芽吹かせるために

パソコンは必要と思います。 

 また、所得によるＩＴ格差是正のため、さら

には不登校の児童生徒に対してもオンライン授

業が可能になれば学習意欲の支えともなり、パ

ソコンの必要性は上がっているものと思われま

す。 

 このような状況を勘案すれば、低所得者や非

課税世帯を対象として、家庭へパソコン購入補

助や支援が必要と感じますし、「統計は未来の

指針」からすれば、パソコン保有率の向上を目

指すことも重要と感じますが、ご見解を伺いま

す。 

 （3）ドローンの活用について。 

 経済産業省にて2019年6月に示されました

「空の産業革命に向けたロードマップ2019」で

は、2022年度までに有人地帯への目視外飛行を

実現するとして、セキュリティの観点を含め総

合的な検討、制度整備を推進しております。 

 現在の活用はレベルの「目視内の自立飛行」

として、保守点検、農業、建設、防災、有害鳥

獣対策など数多くの活用により実証実験が行わ

れております。将来は、より高度なレベル4と

なる「無人地帯での目視外飛行」に向けて、規

制緩和が進むと想定されております。 

 しかし、規制の内容や利用手続についての周

知や相談、あるいは講習に関する情報提供など、

利用者が安心してドローンを利用していく仕組

みが必要です。そのような仕組みを県が構築す

れば、さらに活用が進み、物流などの産業にも

つながっていくのではないかと感じます。 

 そこで、ドローンの規制に関する県民への周

知や活用について、県の考えをお伺いいたしま

す。 

 以上、本壇からの質問とし、以後は対面演壇

席より再質問させていただきます。 
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 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 浦川議員のご質

問にお答えいたします。 

 ＡＩなどの先端技術を活用したスマート自治

体の実現についてのお尋ねでございます。 

 県においては、今年度から、Society5.0の実

現に向けた取組を推進し、ＩＣＴを利活用した

地域課題解決による地域活性化や、新サービス

の創出などによる産業振興、行政のデジタル化

を図ることとしており、ＡＩ等の技術を駆使し、

効果的かつ効率的に行政サービスを提供する

「スマート自治体」への転換についても積極的

に取り組む必要があると考えております。 

 そのため県では、行政が保有する様々な情報

やビッグデータの活用が重要であるとの認識の

もと、行政データのオープン化を積極的に推進

することとしており、今後とも関係市町、民間

の方々とともに協議、検討を進め、情報の共有

と利活用促進に力を注いでまいります。 

 また、ＡＩ等の活用につきましては、現在、

ＲＰＡによる定型業務の自動化の取組を進めて

いるところでありますが、今後の技術の進展や

先進事例も参考にしながら、導入が想定される

業務の洗い出しや導入効果の研究を進めるとと

もに、「ながさきSociety5.0推進プラット

フォーム」において、市町との連携などについ

ても議論を深め、「スマート自治体」の実現に

向けた取組を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 私から、4点お

答えさせていただきます。 

 まず、医療や看護、福祉の最前線で従事され

ている方々全員に対し、県として検査を実施す

る考えはないのかとのお尋ねでございます。 

 ＰＣＲ検査につきましては、感染初期には陰

性となる場合もあり、その時点で陰性の結果で

あったとしても、その後に発症しないことを証

明するものではないものと認識しております。 

 ＰＣＲ検査で陰性であっても、濃厚接触者が

14日間の外出自粛となるのはそのためでありま

して、精神的な負担については大変重要な課題

だと考えておりますが、精神的な負担軽減のた

めにということでＰＣＲ検査を実施するのは、

適当ではないと考えております。 

 なお、8月28日の国の政府対策本部決定では、

「感染者が多数発生している地域やクラスター

が発生している地域においては、その期間、医

療機関、高齢者施設等に勤務する者、入院・入

所者全員を対象に、いわば一斉・定期的な検査

の実施」との方針が示されております。 

 県といたしましては、あくまでも多数の方が

感染している可能性のあるリスクの高い地域等

におきまして、一斉検査をすれば陽性者が見つ

かる可能性があり、クラスターを防止するため

に実施するものと理解しておりますが、国の動

向を踏まえて、具体的な方策について検討して

まいりたいと考えております。 

 次に、誹謗中傷を受けた結果、こころのケア

が必要な状態になった方々への支援をどう考え

ているのかとのお尋ねでございます。 

 こころのケアにつきましては、県内10か所の

保健所及び「長崎こども・女性・障害者支援セ

ンター」に相談窓口を設け、新型コロナウイル

スに感染された方々やご家族の抱える様々な不

安や体調の変化などに対して、専門医と保健師

が電話や面接などの相談に応じる体制を整えて
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おります。 

 この相談窓口に関しましては、県のホーム

ページ上で周知するほか、新型コロナウイルス

感染症により入院または宿泊療養施設に入所さ

れている方々に、「新型コロナウイルス感染症

関連人権相談窓口開設」のお知らせと併せまし

て保健所窓口一覧を配布し、一人で悩まずにご

相談いただくよう呼びかけております。 

 今後とも、誹謗中傷等によりこころのケアが

必要となった方々について、人権相談窓口と連

携しながら、一日も早く日常の生活が戻るよう

に適切な支援に取り組んでまいります。 

 次に、医療機関への減収に対する財政支援に

ついてのお尋ねでございます。 

 県といたしましては、これまで新型コロナウ

イルス患者を受け入れる医療機関に対し、専用

病床の確保に伴う空床補填や、人工呼吸器等の

高度な医療機器の導入支援、院内感染を防止す

るための施設・設備整備等の支援を行っている

ほか、県内全ての医療機関等に対しまして、院

内感染防止のための支援金を支給しているとこ

ろでございます。 

 新型コロナウイルス感染症による医療機関の

減収につきましては、厚生労働省による全国調

査では、コロナ患者受入れ病院で約11.4％、受

入医療機関以外の病院で約6.7％の減収となっ

ており、患者を受け入れている病院の減収が大

きくなっております。 

 8月28日には、国から、新型コロナウイルス

感染症に関する今後の取組として、「受入医療

機関の安定的な経営を確保するためのさらなる

支援」、「地域の医療提供体制を維持、確保する

ための支援」を行う方針が示されたところであ

り、県といたしましては、国に対し、特に影響

が大きい受入れ医療機関への経営支援策を早急

に講じていただくよう要望してまいりたいと考

えております。 

 最後に、国の慰労金制度では対象外となって

いる薬局薬剤師に対しても慰労金を早急に支給

すべきではないかとのお尋ねでございます。 

 国の慰労金制度におきましては、医療施設、

介護施設、障害福祉施設の患者等に接する職員

を対象としておりますが、薬局については対象

となっておりません。 

 国の説明では、薬局については調剤など医療

に不可欠な役割を担うものですが、薬局ではク

ラスターが発生していないなど、クラスター発

生のおそれは相対的に低く、患者に直接、処置

や治療を行う医療機関の医療従事者等とは性質

が異なると考えられることから、慰労金の対象

とはならないとのことでございます。 

 県といたしましては、これまでも様々な医療

関係者から慰労金の対象とするよう要望があり

ますが、リスクが高い患者との接触の程度をど

のように評価するかなど課題もあることから、

慰労金の対象を拡大するのは困難であると考え

ております。 

 なお、県といたしましては、感染拡大防止対

策等に要する費用を支援するための事業を実施

しており、薬局に対しましても70万円を上限に

助成できるため、本事業を十分に活用し感染拡

大防止を進めていただきたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長(宮崎浩善君） 私からは、

3点お答えさせていただきます。 

 まず、新型コロナウイルス感染症は誰もがか

かり得る病気であり、心も壊してしまうことを

念頭に、誹謗中傷をしないよう広く県民に周知

する必要があると思うが、県の見解はとのお尋

ねでございます。 
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 県といたしましても、新型コロナウイルスに

感染するリスクは誰にでもあり、お互い思いや

りの心を持って冷静に行動するよう啓発してい

くことが重要であると考えております。 

 そのため、これまでのホームページや全世帯

広報誌などに加え、8月下旬からはテレビやラ

ジオ、県のインターネット放送局やユーチュー

ブチャンネルにおいて、感染者やそのご家族等

の人権に配慮するよう、広く県民の皆様に呼び

かけております。 

 今後とも、誹謗中傷等の根絶に向け、相談窓

口等による支援の実施とともに、県民の皆様へ

の周知啓発に努めてまいります。 

 次に、本県における漂着ごみの回収処理の状

況と発生抑制対策についてのお尋ねでございま

す。 

 本年6月の環境省報告によりますと、鯨類の

56％、アオウミガメの62％が海洋プラスチック

ごみを誤食していることなどから、海洋生物な

どへの影響を低減することが重要であるとして

おります。 

 また、環境省が平成29年度に実施いたしまし

た五島での調査結果によりますと、ペットボト

ル、漁具等のプラスチック類が漂着ごみ全体の

約7割を占める状況にあります。 

 本県におきましては、平成22年度から、「長

崎県海岸漂着物対策推進計画」に基づきまして、

県及び10市5町で、毎年約2,000トンの漂着ごみ

を回収し、再流出の防止に努めております。 

 また、発生抑制対策につきましては、本県に

漂着するごみの多くが外国由来であることから、

釜山広域市と県内離島の高校生等による回収事

業を行うとともに、県内各地域におけるボラン

ティア清掃を通じ、発生抑制の重要性について

理解を深めているところでございます。 

 今後は、2050年までに海洋プラスチックごみ

による追加的な汚染をゼロとする国の方針を踏

まえまして、プラスチックごみの削減につなが

るマイバック持参等の普及啓発を行うとともに、

県内市町、ＮＰＯ等と連携しまして、ポイ捨て、

不法投棄による海洋への流出防止などをさらに

推進してまいります。 

 最後に、浄化槽の整備促進のため、県はどの

ような対策を進めていくのかとのお尋ねでござ

います。 

 県内の浄化槽は、毎年2,000基程度が設置さ

れ、汚水処理人口普及率も確実に向上しており

ますが、建物ごとに設置いたします浄化槽は、

個人の意向に左右されること、また、敷地が狭

く設置場所の確保が難しいことなどの理由で普

及が遅れている地域もございます。 

 浄化槽につきましては、設置工事やその後の

点検、清掃など関連する業務のほとんどを地元

の業者が担っており、地域に根差した仕事を生

み出す、地域経済にとって大切な分野だと認識

しており、その経済効果をうまく活かしていく

ために安定した設置基数を維持することが必要

だというふうに考えております。 

 そのため、これまでも個人負担を軽減するこ

とで安定した整備が進むよう、市町が国の制度

を利用して補助を行う場合には、県も国に準じ

た額の補助を行ってまいりました。 

 さらに複数の市町では、国の制度にプラスし

て上乗せ補助も行っており、その効果もあって、

人口減少が進む中でも一定の基数の整備水準が

維持されております。 

 今後も、市町に対しまして、上乗せ補助の創

設、拡充や、個人設置型に比べ国からの交付金

が手厚く、複数戸の共同処理も可能な市町村設

置型の導入を働きかけ、浄化槽の整備促進に取
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り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） 私の方から、3点回

答させていただきます。 

 まず、漁港ストックを活用し地域振興を図る

考えはないのか、見解を伺いたいとのお尋ねで

ございます。 

 漁港は、漁村の基幹的なインフラであり、用

地をレストランや直売所など地域活性化の場と

して、また、水域を増養殖や蓄養の場として有

効に活用していくことは、地域経済の好循環を

促す重要な取組であると認識しております。 

 漁港水域を漁場や増養殖場として活用してい

る割合は、議員ご指摘のとおり、全国では約2

割となっておりますが、本県では約4割と全国

に比べますと活用が進んでいる状況にございま

す。 

 漁港ストックの活用の取組を加速するため、

水産庁では、占用許可の対象者や対象物件の拡

大等の規制緩和を進めてきており、本県におい

ても、本年3月、「長崎県漁港管理条例」を改正

し、長期の事業計画が立てられ、民間事業者が

投資しやすくなるよう占用許可期間の上限を3

年から10年に延長したところでございます。 

 今後とも、漁村の活性化に向け、規制緩和の

趣旨や内容を周知していくとともに、全国の取

組事例を地域と共有していくことなどを通じま

して、一層の漁港の有効活用を促進してまいり

たいと考えております。 

 次に、藻場を回復させるためにはどのような

対策を考えているのかとのお尋ねでございます。 

 ご指摘のとおり、アワビなどの磯根資源が減

少しているのは、温暖化の影響等を受け藻場が

衰退したことによるものと考えており、県では、

その回復を目指して対策に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 海水温の上昇に適応するためには、南方系の

海藻、ホンダワラ類でございますが、この増殖

に力を入れていくことが効果的と考えており、

その種苗生産の技術開発を進めるとともに、海

藻に対する魚やウニの食害に強い増殖施設の工

法開発にも取り組んでいるところでございます。 

 県では、これまでも増殖場整備や藻場を守る

ための地元活動を支援してまいりましたが、新

たな技術や工法を積極的に活用しながら、藻場

回復に向けた取組をさらに加速させていきたい

と考えております。 

 そのため、引き続き必要な予算の確保に努め

ながら、官民一体となって磯焼け対策に力を注

いでまいります。 

 最後に、鯨の食文化を継承するため、県とし

てどのような取組を行っているのかとのお尋ね

ですが、本県には、鯨を水産資源として活用し

てきた歴史があり、現在も県内には伝統的な鯨

の食文化と、それに関連する流通業、飲食業な

どの関連産業が多くあります。 

 県では、鯨の消費拡大を通じて、鯨の食文化

を次の世代につないでいくため、「長崎さかな

祭り」や「ながさき魚博」などのイベントにお

いて鯨料理を味わう機会を設けるとともに、鯨

に関する文化や優れた栄養価などを紹介する講

演会の開催に対して支援を行っております。 

 今後とも、関係市町と連携を図りながら、鯨

の食文化を守る取組を行ってまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 私から、Society5.0

の推進のうち、パソコンの保有率の向上策とド

ローンの活用について、お答えをさせていただ

きます。 

 まず、低所得者や非課税世帯のパソコン購入
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に対する補助や支援にかかる県の見解はとのお

尋ねでございます。 

 本県におけるSociety5.0の実現において、パ

ソコンをはじめとする情報機器は重要なツール

であると認識をしております。 

 しかしながら、厚生労働省における「国民生

活基礎調査」を参考に、本県における住民税の

非課税世帯数を推計しますと約13万世帯となり、

ご指摘のパソコンの購入に対する補助について

は、多くの財源を要することとなり、本県の厳

しい財政状況の中で、県独自の支援は困難であ

ると考えているところであります。 

 一方で、所得により生じる情報格差について

は、全国的に共通する課題でもあり、国におい

てもSociety5.0の実現に向けた取組を積極的に

推進している状況にありますことから、今後、

国や県内各市町とも問題を共有し、意見交換な

どを行ってまいりたいと考えております。 

 次に、パソコン保有率の向上にかかる県の見

解はとのお尋ねでございます。 

 本県におけるパソコンの保有率は、令和元年

9月末時点の最新データでは59.5％で、全国39

位となっておりますが、近年、情報機器として

スマートフォンやタブレット型端末の普及も進

んでおり、本県におけるスマートフォンの保有

率は82.2％で全国23位、タブレット型端末保有

率は39.7％で全国10位となっているところであ

ります。 

 パソコンの保有率が低位にある要因としまし

ては、本県における高齢化の進行や光ファイ

バー整備の遅れなども影響しているものと考え

ております。 

 そのため、県といたしましては、Society5.0

の実現に向けたＩＣＴの利活用にも必要不可欠

となる光ファイバーの未整備地区について、市

町と連携し、国の令和2年度2次補正予算を活用

した早期解消に取り組んでいるところでござい

ます。 

 さらに、超高速大容量、超低遅延、多数同時

接続が可能となります５Ｇを見据えた新たな

サービスの充実などについて広く情報発信を行

うなど、県民の皆様の理解の促進にも努め、パ

ソコンをはじめとした情報機器の保有率向上に

つなげてまいりたいと考えております。 

 最後に、ドローンの規制に関する県内への周

知や活用について、県の考えはとのお尋ねでご

ざいます。 

 ドローンにつきましては、近年、様々な分野

での利活用が進むとともに、さらなる研究開発、

実証実験も行われているところであります。 

 ドローンの飛行については、国において、

「航空法」及び「重要施設の周辺地域の上空に

おける小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」

により、飛行区域や飛行方法などが規制されて

おりますが、航空法違反事案や事故が頻発した

ため、国においては、航空法等の改正が行われ、

さらなる規制等の強化の準備が進められており

ます。 

 ドローンの活用に関しては、航空法をはじめ

とした関係法令や関係機関が多岐にわたり、わ

かりにくくなっている状況にあり、県といたし

ましては、県内における適切なドローンの利活

用を促進するため、ドローンに関する規制の概

要や手続などに関する情報などについて、県の

ホームページや様々な機会を捉え、広く県民や

県内事業者の皆様方に周知を図ってまいりたい

と考えております。 

 また、「ながさきSociety5.0推進プラット

フォーム」においても、ドローンの利活用の検

討を進めていくとともに、規制等の周知・徹底
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も図ってまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 浦川議員―10番。 

〇１０番(浦川基継君） 丁寧なご答弁ありがと

うございました。 

 それでは、理解を深めるために、ちょっと再

質問というか、要望をさせていただきたいとい

うふうに思います。 

 今回、ＰＣＲ検査等の実施についてというこ

とで質問させていただきましたけれども、ご回

答では、検討を行う対象者やその時期を含めて

必要な対策を検討していくということで、これ

からの課題というふうに思いますので、そこは

一定理解したいと思います。 

 医師の総合判断ということですけれど、私も

そうであったように無症状者ですので、一日前

に熱が出たとしても、病院に行った時にはもう

既に熱が下がっていて、症状が全く健康な方と

変わらない状況の中できているのを考えれば、

いつ、どこで感染したのかわからないというの

は、不安はあるのかと思います。しかし、答弁

の中で、そういった精神的な部分に対するＰＣ

Ｒ検査はできないということでしたけれども。 

 まず、私が今こうして県議会議員をしており

ますけれども、こういうふうに続けられるのは、

今回コロナウイルスに感染して入院等をしまし

たけれども、同僚議員の皆様、また、支援いた

だいている方々の熱い心によって守っていただ

いたんじゃないかなというふうに思います。 

 一方で、もし、私の濃厚接触者の方が重症化

したり、また、高齢者の方で亡くなったりして

いたら、それがあって、なおかつ、まだ今この

ようにしていけるかどうかと言われれば、やは

り亡くなったりしてしまえば。 

 今では、誰でもかかるとか、かかることはし

ようがないとかという世論のそういったご意見

はありますけれど、やっぱり当事者としたら、

私がもし高齢者の方に、濃厚接触者というのは

わかっていますから、うつした場合であると、

その方が亡くなったら、自分が感染させたと、

それは検査の中でもというか調査の中でもはっ

きりしますし、そうなるとその責任というのは、

周りの人は言わないかもしれないけれど、家族、

その親族の方とか、そういった方からの言いた

い思いというのは自然と心に伝わってくるん

じゃないかなと思うんです。 

 そういう重圧の中で、今言った医療、看護、

また福祉に従事している方々は、そういう重圧

に耐えながら感染しないように、感染しないよ

うに、でも、何かこう調子が悪いというか、症

状自体がはっきりわかりませんから、何か調子

が悪いと思った時に、どうすればいいのかとい

う部分は、今まではあったと思います。 

 これからは、かかりつけ医に相談したり、か

ぜの症状も今から増えていく中で、そういう相

談を受けた時には、かかりつけ医あたりが保健

所に電話することでＰＣＲ検査を行政検査とし

て受けることも可能であるような形ですけれど

も、これまでのそういった中で耐えてきた中で

の、ご要望も含めて意見を聞きましたけれども、

そういう思いというのは、だめと言われた精神

的なものじゃなかったかなと思います。 

 特に、コロナウイルスに関しては、まだ感染

というか感染源の特定も含めて、いろんな形で

初めてのことばかりです。だから、そういう不

安な時に手を差し伸べられる長崎県であるよう

に、今後、そういった何か新たなことがあった

場合は、そういうふうにできればというふうに、

これはもう感情的なものになるかと思いますけ

れど、私は感染者として、また、そういった人

に対して何もなかったから言えたんじゃないか
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なと思いますけれども、そういうふうに思いま

すので、ぜひ、今後、何か制度が変わる時、ま

た、こういった対応が長引く時とか、制度が足

らない時には県としての対応をお願いしたいと

思います。 

 次に、誹謗中傷対策について、意見をさせて

いただきます。 

 確かに現在の取組体制は、状況を考えますと、

ネット上で書き込むところがなくなって、報道

機関も含め慎重に対応されているように感じて

おります。 

 一つ要望としては、今、退院された方にも周

知しているということで、安心はできると思う

んですけれども、これまで、この体制が整う前

になっていた方は、いろんなところから誹謗中

傷を受けて、やっぱり精神的に悩んでですね。

相談してくださいとか言われても、相談するこ

と自体、思いつかない。ずっと悩んで、ずっと

中に入り込んでしまうような状況ではなかった

かなと思うんです。 

 私も、やっぱりそういうふうにですね。病院

に初めて入院しましたけれども、一日が長くて

ですね。その中で、例えばネットだったり、携

帯電話とかをのぞくと、そういったことを書い

ていると、やっぱりそれに感情が入ってしまっ

て、何か目をつぶっていても、そういうことが、

書いてあった言葉がどんどん心に刺さる。 

 自分でも今考えれば、もっと早く、例えば自

分の状況とかを皆さんの方に伝えて、こういう

ふうにした方がいいんじゃないかということを

言えればよかったんですけれど、その時は、

ちょっとやっぱり内面、内面というか、内に内

にと考えてですね。 

 退院して、ちょっと落ち着いて戻った状態で

考えた時に、マスコミが挙げた部分が、例えば

ヤフーニュースに挙がって、そのヤフーニュー

スの中には書き込みができるところがあるから、

掲示版とか、そういったものがなくなればいい

んじゃないかということで話した時もありまし

たけれど。 

 落ち着いて考えれば対応できたんですけど、

こういったことがどういうふうになっていたの

かというのが、私も頭の中ではわかっていたん

ですけれど、やっぱりそういったことを心の中

で感じることができていなかったのかなという

ふうに、そこの部分がちょっと申し訳なかった

というか、もっと早く気づけばよかったなとい

うふうな形で思っております。正直言って、今

の対応は本当によかったというふうに思ってい

ます。 

 昨日、私も、自分の名前とコロナという部分

で検索しましたけれども、確かにヒットももう

なくなっています。事実として報道されている

部分は残っていますけれども、そういった書き

込みもできなくなっていますし、書き込みを探

しても、コロナで見つからずに、ほかの昔の件

で書き込みがあったのが見つかったりとかしま

すけれど、実際、本当に目に触れなくなりまし

たから、その部分に関すると、今回のコロナの

中で誹謗中傷に対する国民の考えも、県民のそ

ういった対応も含めて変わったので、今後はそ

ういった誹謗中傷も含め、私は少なくっていく

というふうに思いますので、ぜひこういった部

分に関しては、3月までの対応もあるかと思い

ますけれども、何かあった場合は早急に、また

同じような態勢で、確固たる決意をまた知事に

も言っていただいて、そういうふうになってい

ただきたいというふうに思いますので、今後と

もよろしくお願いしたいと思います。これは要

望にとどめたいと思います。 
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 次に、医療機関への減収に対する財政支援で

すけれども、薬局薬剤師の慰労金支給について

も同じですけれども、9月15日に閣議決定をな

されて、2020年度の第2次補正予算についても

予備費からコロナ対策として1.6兆円使えると

いうことになっておりますので、多分、またい

ろんな要望の中から精査していくかとは思いま

すけれども、今何が必要なのか、もう一度よく

検討していただいて、こういった全ての要望も

含め、一番いい最善の事業を採択していってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 次に、漁港ストック有効活用と地域振興につ

いてですけれども、4割活用しているというこ

とで喜びたいとは思います。 

 ただ、今回制度が見直しになって、特定第3

種漁港においても漁港整備の施行規則の改定も

なされておりますし、陸上養殖の活性化、増養

殖、そういったものに対してもできるという部

分と、返還の請求とかが緩和されているという

ふうに聞いておりますので、今回の漁港漁場整

備長期計画には盛り込んでいない部分もござい

ますので、次期の計画では、さらにそういった

ものを、何年かかけて協議していかないといけ

ないと思いますので、さらにそういったものを

活用できて、賑わいのある漁港、漁場になるよ

うにご要望したいと思います。 

 次に、鯨の食文化についてですが、私が小笠

原諸島に行った時に、確かにウミガメを食べる

文化もあるんですけれど、ウミガメを保護した

り、産卵を助けたりして増やす取組もしており

ます。だから、ウミガメが、例えば200増える

から153匹獲っていいんですよと言ったのかは、

詳細は調べておりませんけれども、そういう中

で増えていくから食べるんだよというところで、

世界から認められたと思います。 

 鯨は私も、いつもというわけじゃないけれど、

そういった祝い事の時には食べますけれども、

そういった食文化が、長崎は食べているからい

いんだよ、食べる文化を守っているからいいん

だよじゃなくて、その鯨そのものを守る取組も

今後、ＳＤＧｓの考えもそうかもしれませんけれ

ども、やっぱり守る取組。 

 今、漂着ごみの清掃をしています。それはす

ばらしいことだと思いますし、今後もしていっ

ていただきたいと思います。しかし、それに対

しても、鯨も守るんだよという部分もどこかに

加えてもらうことがですね。 

 今後、世界の食文化という中で、長崎の文化

はこれだという時に、鯨を守る取組をしている

ということは世界から見たら評価できると思い

ますので、ぜひそういうふうな対応をお願いし

たいと思います。こちらも要望にかえさせてい

ただきます。（発言する者あり） 

 次に、Society5.0については、今、コロナ禍

の取組でリモート化、テレワーク化が民間事業

所では大いに進んでおります。県においてもＩ

Ｔ等の進捗が図られたと思いますので、そうな

ると、当初予定した部分と若干の乖離があると

思いますけれど、進んでいると思われます。 

 だからこそ、もう一歩踏み出したような対応

を今後求めていきたいと思いますので、ぜひ、

今のビッグデータ、オープン化ということで進

めていく、また、つくっていくという話は聞き

ましたけれども、そこの部分に関してもしっか

り取り組んでいってもらいたいというふうに思

いますので、よろしくお願いします。 

 まだ時間はありますけれども、以上で、私の

質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。（拍手） 
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〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、2時45分から再開いたします。 

― 午後 ２時３１分 休憩 ― 

― 午後 ２時４５分 再開― 

〇副議長(松本洋介君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君）（拍手）〔登壇〕 皆様、

こんにちは。 

 自由民主党・県民会議の大久保潔重でござい

ます。 

 私自身、県議会での一般質問は、通算9回目

の登壇になりますが、今回は、これまでとは違

う状況の中での質問になりました。 

 こちらから眺める議員席や傍聴席の景色が明

らかに違います。高温多湿の日本で、マスクを

して夏を乗り切ることは至難の業だったでしょ

う、皆さん。新型コロナウイルス感染症の発生

で、世界は大きく変わりました。東京オリン

ピック・パラリンピックはじめ、様々なイベン

トが今年は取りやめになり、また国内における

冠婚葬祭などの自粛は、日本古来の伝統文化ま

で変えようとしております。 

 コロナ禍で失ったもの、取り戻すべきものは

何なのか、ウィズコロナ、アフターコロナで何

をなすべきかとの観点から質問をさせていただ

きます。 

 1、コロナ禍での県内経済と対策について。 

 （1）緊急経済対策についての基本的な考え

方。 

 2020年4月から6月期の実質国内総生産（ＧＤ

Ｐ）の改定値は、前期比年換算で28.1％減と、

1955年以降最大の落ち込みとなりました。 

 東京五輪の延期、中国経済の低迷、インバウ

ンドや国内消費の低下などの要因を考えれば、

当然の結果かもしれません。 

 仮に、新型コロナウイルス感染症の世界的流

行が2020年後半に収まったとしても、国内外の

経済が停滞するだろうと言われております。 

 そこで、まず本県がこれまでに講じてきた緊

急経済対策と今後の取組についての基本的な考

え方を知事にお尋ねいたします。 

 以降は、一問一答方式により、対面演壇席か

ら質問をさせていただきます。 

〇副議長(松本洋介君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 大久保議員のご

質問にお答えいたします。 

 緊急経済対策についての基本的な考え方につ

いてのお尋ねであります。 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

我が国の景気は依然として厳しい状況にあり、

本県の経済においても、雇用や所得環境など、

引き続き厳しい状況が続いております。 

 そのため、県としては、感染症の予防、拡大

防止と社会経済活動の回復、拡大との両立を

図っていくことが重要であるとの考えの下、県

民の皆様の「新しい生活様式」の実践と事業者

の方々によるガイドラインへの対応を推進しな

がら、切れ目ない経済対策を積極的に講じるこ

ととしております。 

 具体的には、「地方創生臨時交付金」等の財

源を最大限に活用しながら、本議会への提案分

を含め、約1,072億円の感染症対策予算を編成

し、検査体制の充実・強化や医療提供体制の整

備をはじめとした感染予防・拡大防止対策とと

もに、観光振興や事業者支援、県産品の消費拡

大等の経済対策に力を注ぐほか、その対策の効

果をできるだけ早く発現できるよう、迅速な執
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行に努めているところであります。 

 また、感染症に有効なワクチン開発等には一

定期間を要する見込みでありますことから、今

後も、県民生活の安全・安心確保をはじめ、コ

ロナ社会と向き合っていくための環境整備、さ

らなる地域経済の活性化、雇用の確保など、必

要な対策の構築強化に力を注いでまいりたいと

考えております。 

 以後のお尋ねにつきましては、自席の方から

お答えをさせていただきます。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） 昨日から一般質問が

はじまりまして、多くの議員の方も質問をされ

ましたけれども、今日まで長崎県も、臨時交付

金を活用しながら、1,000億円を超える緊急対

策を打ってきたということであります。 

 この数字、それからそれによって、どれぐら

い効果があったのかということの検証、さらに

は国庫支出が49兆円とも言われておりますけれ

ども、そういう中で、先々、臨時交付金に頼ら

ずとも、例えば、県単独の真水の予算を投入し

てでも、やはりこのコロナが終息するまでは、

財政支出をやるべきだというふうに考えており

ます。 

 また、昨日は、このコロナ禍の中で、県税収

入が著しく減っているというような答弁もあり

ましたけれども、財政出動をしながら県内の経

済を立て直していく、そのことが将来の県税収

入増にもつながってくるというふうに思ってお

りますので、そこはしっかりお願いをしたいと

思います。 

 （2）各産業への影響と対策について。 

 過去のリーマンショックでは、製造業が一番

打撃を受けたんです。そして、その経済の落ち

込みから緩和してきたのが、実は、商業とか

サービス業だったんです。ところが、今回、こ

のコロナ禍では、飲食業、小売業とか、そうい

うサービス産業というのが一番打撃を受けたわ

けであります。 

 製造業においても、将来の先行き不安という

ことで、今後の影響拡大を懸念する声がありま

す。 

 一方で、私の地元諫早市におきましては、半

導体大手のソニーなどは、今、拡張工事をどん

どん進めているわけであります。 

 コロナ禍でも新たな設備投資を行う企業もあ

るということで、こういう地域経済の下支え、

雇用の下支えをするために、サービス産業、そ

れから県内の製造業における対策について、お

伺いしたいと思います。 

〇副議長(松本洋介君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 飲食や小売等の

サービス産業につきましては、これまで、営業

継続や新たな販売手法への転換など、再建に向

けた取組を支援してきており、さらに今後は、

安全・安心に買物や飲食ができる環境整備のた

め、商店街の事業者が取り組む「3密」対策に

係る施設改修等への支援を開始することとして

おります。 

 一方、製造業においては、県内中小企業の衛

生向上対策等に対する支援を感染症対応型サプ

ライチェーン強靭化支援事業により実施してい

るところでございます。 

 また、コロナの流行の長期化による影響の広

がりを受け、今後、県では、航空機・半導体な

どの分野において、研究開発や設備投資等を行

う県内中小企業を支援するほか、コロナ禍に

あっても規模拡大等を行う県内企業の設備投資

を支援するなど、対策の強化を図ってまいりた

いと考えております。 
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 今後とも、新型コロナウイルス感染症による

影響を注視し、必要な対策を講じることにより、

地域経済の活性化、雇用の維持・確保に努めて

まいりたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） 今の県の政策を大変

評価しておりますので、しっかり取り組んでい

ただきたいと思います。 

 中小飲食・サービス産業の皆さんたち、資金

繰りの悩みというのを多く抱えておられます。

また、これまで国、県、市、いろんな補助金、

制度もありましたけれども、手続が非常に煩雑

だというような声も聞いております。できる限

り簡素化を目指していただきたいと思います。 

 それから、製造業の皆さんたちも、なかなか

このコロナ禍の中にあって商談ができないとか、

展示会、イベントができないというような声も

聞きますので、ここは「新しい生活様式」を実

践しながら、緩やかにそういったものの機会も

増やしていっていただくような取組を後押しし

ていただければというふうに思います。 

 次に、宿泊業についてです。 

 これは長崎県観光動向調査では、本年4月か

ら6月期の県内主要宿泊施設の宿泊数が対前年

同期比で76.3％と大幅に減少をしております。 

 このようなかなり厳しい状況の県内宿泊業の

支援について、お伺いしたいと思います。 

〇副議長(松本洋介君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 県では4月

以降、観光事業者の雇用を守り、収束後の速や

かな回復と反転攻勢を見据えた環境整備を推進

するため、宿泊事業者等が実施する受入れ体制

の強化や、あるいは宿泊事業者が取り組む衛生

面の対応強化に対して支援を行ってまいりまし

た。 

 また、6月1日からは、県民の県内宿泊を促進

する「ふるさと再発見の旅」を実施し、6月19

日からは、これを全国向けに拡大した「ながさ

き癒し旅」を展開してきたところでございます。 

 7月22日からは、国の「ＧｏＴｏトラベルキャ

ンペーン」が実施されておりますので、県民の

皆様の県内利用促進など、各種プロモーション

を展開してまいります。 

 全国的な感染状況の推移については予断を許

さない状況ではありますが、今後、新たな旅行

ニーズに対応したサービス充実を支援するなど、

県内観光業界が速やかに回復できるよう、全力

を傾注してまいります。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） 今、ご答弁いただき

ましたけれども、6月1日から県も政策を打たれ

ておりますが、6月1日に最初にスタートした

「ふるさと再発見の旅」というのは非常に評判

がよくて、当初の予算の倍近い利用があったと

いうことでありますけれども、こういったとこ

ろも検証していただいて、県内の「ふるさと再

発見」という制度は非常によかったと思います

ので、また復活も含めて検討していただければ

と思います。 

 次に、建設業について、お伺いします。 

 リーマンショックでは、製造業と同じく建設

業も大きな打撃を受けました。 

 今回のコロナ禍における県内の建設業への影

響、不安解消に向けた取組について、お尋ねし

たいと思います。 

〇副議長(松本洋介君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 本県では、コロナの

影響が出はじめた頃の建設資材等で発生したサ

プライチェーンの問題は解消し、また公共工事

は、一時中止することなく順調に進捗が図られ
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ています。 

 それに加え、コロナ禍においても、例年どお

り発注手続を進め、公共工事の8月時点におけ

る手持ち工事量は、件数、金額ともに、昨年を

上回る規模が確保されており、現時点で、コロ

ナによる建設業への影響はないと考えています。 

 今後も、計画的な発注を行うことにより、引

き続き安定した工事量を確保して、建設業の不

安解消に努めるとともに、公共事業に必要な予

算の確保を国に訴えていくことにより、経済の

下支えに貢献してまいります。 

 なお、土木部では、現場での感染拡大防止

チェック体制を構築するとともに、接触の機会

を極力減らしたＩＣＴ技術の導入を進めるなど、

今後も、コロナ禍において工事を確実に進める

ための対策を講じてまいります。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） 建設業は、受注動向

に左右されるということで、実は、半年とか1

年遅れて業績が表面化する業種とも言われてお

りまして、しかし、今、土木部長から非常に力

強い答弁をいただきましたので、公共事業の安

定的な継続ということで、業者の皆さんも不安

を持っておられますが、しっかりと継続してい

ただきたいと思います。 

 （3）2040年問題と絡めた対応について。 

 団塊の世代の皆さんたちが全て後期高齢化し

ていくのが2025年ということで、もう目の前で

あります。そして、この団塊の世代のご子息の

皆さん、いわゆるロストジェネレーションの世

代が高齢化していくのが「2040年問題」という

ことで、社会に様々なひずみをもたらすのでは

ないかということで、本来、我が国において、

中長期的な課題として、その問題は横たわって

おります。コロナ禍にあっても、この「2040年

問題」にはしっかり取り組んでいかなければい

けません。 

 私は、実は、むしろ、このようなコロナ期、

こういう時こそ、コロナが社会の様々な仕組み

に影響を与える、まさにその社会変革を迫る時

こそ、適切に対応していくことが「2040年問題」

の解決につながると思っておりますが、県の認

識をお尋ねしたいと思います。 

〇副議長(松本洋介君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 「2040年問題」には、

高齢化の進行による諸問題や生産年齢人口の減

少、それからインフラの老朽化など、様々な問

題がございますけれども、ＡＩ・ＩｏＴなどの新

技術を積極的に活用することによって、これら

の課題への対応が一定図られるものというふう

に考えております。 

 こうした中、新型コロナウイルスへ対応する

ための社会のデジタル化が加速しており、県と

しましても、介護事業所への介護ロボットなど

の導入をはじめ、建設工事における工事確認な

どのリモート化やサービス業などにおける

キャッシュレス化の推進など、ＩＣＴなどの技

術を活用した取組を積極的に支援することとし

ておりまして、こうした取組が「2040年問題」

に向けての対応にもつながっていくものと考え

ております。 

 今後はさらに、先般立ち上げました産学金官

連携による、「ながさきSociety5.0推進プラッ

トフォーム」において、幅広くＩＣＴの利活用

について検討を進め、「2040年問題」への対応

を着実に進めてまいりたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） Society5.0というの

は、私の中では、仮想空間と現実空間が融合し

た世界ということでありまして、しかし、その
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ことによって、また新たな産業というのも育成

をされるでしょうし、もちろんデジタル化の推

進で、行政や企業のサービスを高めるための効

率を上げるということも考えられるでしょうし、

また長崎県内においては、地域による格差、い

ろんなハンディがあります離島・半島、中山間

地域を抱えて、そういったところの地域格差を

解消するような活用というのができれば、これ

はまさに「2040年問題」に取り組むことになる

のではないかというふうに思いますので、期待

をしながら、県の政策を応援したいと思います。 

 2、コロナ禍と「地方創生」について。 

 （1）ひとをどう創るか。 

 地方創生についても、本県は、人口減少が歯

止めがかからない状況の中にあって、どうやっ

て人、仕事、まちをつくるかということが大き

な課題であります。もちろん、コロナ禍であっ

ても、それはやらなければいけません。 

 「2040年問題」にも絡めて、昨年9月の定例

会で私が質問した際に、知事から、「各分野に

おける人材不足問題に積極的に対策をしていく」

という答弁がありました。 

 先ほど述べましたロストジェネレーション世

代というのは、まさにバブル崩壊後に世の中に

出ていこうとした人たちです。世の中が非常に

買い手市場で、まさに就職氷河期世代の方々な

んです。やっぱりこの問題もこれからしっかり

対応していかないと、大変な様々な社会問題が

起きるだろうというふうに思います。 

 今現在、就職氷河期世代の雇用支援について、

県の取組を伺いたいと思います。 

〇副議長(松本洋介君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 県では、本年4

月に設置いたしました「人材活躍支援センター」

におきまして、県内企業の人材確保に向けた支

援として、企業の採用力を強化するための伴走

型支援のほか、就労への意欲や能力がある方を

雇用につなげる人材マッチングなどに取り組ん

でおります。 

 このような中、就職氷河期世代の雇用支援に

つきましては、去る6月29日、長崎労働局を中

心に、県、経済団体、労働団体等で構成する

「ながさき就職氷河期世代活躍支援プラット

フォーム」が設立され、関係機関が連携して支

援を進めていくことになっております。 

 さらに、県におきましては、今年度から、国

の交付金を活用した人材マッチング事業を行う

こととしておりまして、支援対象者の就労状況

等を把握するためのアンケート調査を行うとと

もに、就職氷河期世代向けの求人開拓などの就

労支援を通じて、企業の人材確保を図ってまい

りたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） ぜひよろしくお願い

したいと思います。 

 次に、人を育てるということで、大学教育の

あり方について、質問をいたします。 

 昨今のコロナ禍で、大学では、遠隔授業を中

心に行われているのが全国的な傾向であります。

前期にとどまらず、後期もオンライン講義の実

施を決定している大学も多いと聞きますが、感

染を恐れるあまりに遠隔授業のみでやると、教

育の質が低下して、社会人として必要な資質が

育成できずに、就職にも影響があるのではない

かとの懸念があります。私自身も、県内の大学

生から、遠隔授業だけでは限界があるとの不満

の声を聞くわけであります。 

 長崎の県立大学は、県内大学の模範となるべ

く、ウィズコロナの大学教育を進めるべきと考

えますが、教育の質を維持するための取組につ
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いて、お尋ねいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） 県立大学の教育のあ

り方について、ご質問をいただきました。 

 新型コロナウイルスの感染拡大防止と学生の

修学機会の確保、こちらを両立するために、県

立大学におきましては遠隔授業を実施している

という状況でございます。 

 教育効果の観点から、直接的に指導すべきと

ころ、例えば、演習ですとか、実習、語学と

いったところにつきましては、感染防止対策を

徹底しながら対面授業を実施しているという状

況にございます。 

 遠隔授業におきましても、学生の理解度を高

めるための取組といたしまして、例えば、

チャット機能を利用してリアルタイムでのやり

とりをしたりだとか、あるいはゼミにおいて同

時双方向の授業を取り入れたり、そういった工

夫をいたしまして、学生との意見交換の機会の

確保に配慮しながら実施をしているという状況

にございます。 

 おっしゃるとおり、遠隔授業、様々な声をお

聞きしておりまして、やはり対面授業でやりた

いという声もある一方で、学生のアンケートに

よりますと、「復習が何度もできるといったメ

リットです」とか、あるいは「通学の時間が減

らせる」といったことも声としてあらわれてい

るという状況でございます。 

 このコロナ禍におきましては、学生の声もよ

くお聞きをしながら、遠隔授業の方法の充実と

いうのを図る一方で、対面授業も効果的に併用

することのバランスを取りながら、教育の質の

向上に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） 今、総務部長から、

バランスを取りながらということでありました。

それぞれ遠隔のいいところもあるでしょうし、

対面のいいところと、こう学生さんから聞きま

すと、先生の雑談、脱線講義などで先生の人と

なりを知ったり、あるいは雑談から、また別の

新たな分野に興味を持って、学びを深めるきっ

かけにもなるということも聞いておりますので、

しっかり感染防止対策に努めながら、少しずつ

バランスよく対面も導入、また戻していくとい

うようなことでやっていただきたいと思います。 

 次に、公立小中学校、県立高校のＩＣＴ教育

の推進について、お尋ねをいたします。 

 国のＧＩＧＡスクール構想ということで、生

徒一人一台の端末整備というのが前倒しになり

まして、今議会でも、補正予算案が計上をされ

ております。 

 ＯＥＣＤの「2018年学習到着度調査」では、

我が国は、学校授業におけるデジタル機器の利

用時間が加盟国中で一番短いとの報告がありま

すけれども、生徒一人一台端末保持というのは、

教育環境が個別最適化され、資質、能力の一層

の教育が期待できるものと思います。 

 今後、デジタル教材の活用が求められますが、

教育委員会として、どのように対応していくの

か、お尋ねしたいと思います。 

〇副議長(松本洋介君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 議員ご指摘

のとおり、教育のＩＣＴ化に伴う児童生徒の資

質、能力を育成するためには、デジタル教材を

活用することが今後重要になってくるというふ

うに考えております。 

 小中学校におきましては、すぐに実践できる

こととして、「新学習指導要領」に基づいた教

科書の活用があります。新しい教科書には、随
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所にＱＲコードがつけられておりまして、児童

生徒が各自の端末で読み取ることで、図形を立

体的に捉えたり、実験方法を動画で確認したり

しながら理解を深めることができるようになっ

ております。 

 また、県教育委員会では、英単語や英会話を

Ｗｅｂ上で学ぶことができるデジタル教材等を

整備しておりまして、これらが一層活用される

よう働きかけてまいりたいと考えております。 

 一方、高校におきましては、学習内容や生徒

の実情等が学科によって異なるため、実態に応

じた民間のデジタル教材の活用を考えています。

生徒一人ひとりの学習を支援するものや授業で

活用できるものなど、様々なタイプのデジタル

教材がありますので、どのような教材を活用す

ることが有効であるのかなど、まずは実証研究

を進めていかなければならないと考えていると

ころでございます。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） 我々の青少年時代か

ら考えれば、随分と学びができる機会が多くの

学生に与えられているのかなという気もいたし

ますし、ぜひ、しっかり取り組んでいただきた

いというふうに思います。 

 （2）しごとをどう創るか。 

 自然災害、あるいは未知の感染症というのは、

世の中の生産、物流に非常に混乱を来しますけ

れども、地域の自立を目指すには、やはり生存

に必要な農業、漁業など第一次産業の復権とい

うのは大事であると思います。 

 昨日からも多くの議員が質問もされました。

食の地産地消、食料自給率向上を目指しながら、

私自身も、過去何度も質問してきましたけれど

も、食品産業と連携した6次産業化や本県の農

産物や水産物の付加価値向上に向けた取組を

しっかり応援していきたいというふうに思いま

す。 

 そこで、先ほど言いましたように、コロナ禍

で飲食店というのは極めて深刻な経営状況にあ

りますが、独自の工夫で、新たにテイクアウト

やデリバリーなど、新しい生活様式に対応した

事業展開が今、創出をされております。 

 さらには、もう一歩踏み込んで、消費者ニー

ズを捉まえて、自分の店の料理を加工品として

広く売り出したいとの声も聞こえます。 

 ちょうど今議会に上程されている長崎県食料

品製造業ニュースタイル支援事業では、どのよ

うな支援ができるのか、これまでの支援も併せ

て、お伺いしたいと思います。 

〇副議長(松本洋介君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 県におきまして

は、「3密」の回避や巣ごもり需要など、コロナ

禍における消費者の動向やニーズの変化を捉え、

事業継続や新分野進出を図る県内の中小・小規

模事業者を支援してきております。 

 まず、飲食店等が新たにテイクアウトやデリ

バリーに取り組む場合につきましては、非接触

サービス対応普及支援事業において支援をして

きております。この事業によりまして、80事業

者に対し、容器等の開発や広告宣伝等の経費を

補助しているところでございます。 

 また、食品製造業者が商品開発や自社ＥＣサ

イト構築等に取り組む場合につきましては、先

ほど、議員お話がございました食料品製造業

ニュースタイル支援事業により支援することと

しており、飲食店が食品製造分野に新たに進出

する場合におきましても、この補助事業の対象

としたいと考えております。 

 今後とも、ウィズコロナ時代に対応し、新た

な成長を目指す事業者をしっかりと支援してま
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いりたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） 非常に力強いご答弁

だったと思います。ぜひ、しっかり地域で操業

されている皆さんたちの支援をお願いしたいと

思います。 

 次に、県内産業を支える外国人材の受入れに

ついてということで質問をいたします。 

 特定技能をはじめとする本県の外国人材は増

加傾向にありましたけれども、しかし、コロナ

禍で外国から入国できない、あるいは現在長崎

県にいても本国に帰れないという状況が続いて

おります。 

 このことが、まさに県内産業に大きな影響が

出ているのではないかとの危惧をしております

が、現状について、お尋ねしたいと思います。 

〇副議長(松本洋介君） 産業労働部政策監。 

〇産業労働部政策監(貞方 学君） 議員ご指摘

のとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大に

より、外国人材が出入国できない状況が続いて

いるところです。 

 このような中、県内の監理団体や外国人を受

け入れる企業におきましては、在留期間の延長

や技能実習から特定技能への転換など、様々な

対策が講じられておりまして、現時点では、事

業を進めるうえで大きな影響は出ていないもの

とお聞きをしております。 

 一方、受入れ人数が最も多いベトナムにおけ

る新規査証の申請受付が開始されるなど、入国

に向けた手続の一部が再開されつつあることか

ら、これらの動向を注視するとともに、今後の

経済活動の回復も見据え、ベトナム国クァンナ

ム省をはじめとする外国人材の受入れ促進につ

いても取組を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） 今、航空機の状況も、

なかなか飛ばないというようなこともあります

けれども、長崎県においては、例えばベトナム

にしても、非常に多くの皆さんが来たり、来よ

うとしたりしておりますので、そういう意味で

は、ぜひ状況、情勢を見ながら、しっかり対応

していただきたいと思います。 

 先日、農業分野で特定技能で受け入れる、長

崎県が先駆けてつくった「株式会社エヌ」が、

特定技能人材を農閑期に長野県へリレー派遣し

ているというような報道がありましたけれども、

こういう取組というのは、両県の農家にとって

もいいことだし、外国人材にとっても非常にい

いこと、まさにウィン・ウィンでありますから、

こういうようなことは、ぜひ適用を広げて活用

していただければというふうに思います。 

 （3）まちをどう創るか。 

 大都市というのは、自然災害だけでなく、感

染症にももろいということが、まさにこのコロ

ナ禍で証明されたのではないかと思います。今

こそ東京一極集中から地方分散というのは、先

日の自由民主党総裁選でも大きな争点でありま

した。 

 そして、来年、2021年3月には「過疎法」が

終わるということで、それにかわる新法案がつ

くられるということで、その内容も報道がされ

ましたけれども、まさにコロナ後の分散型社会

というのは大きな流れだと思います。 

 その流れを捉えて、積極的に人や企業を呼び

込む政策が必要であると考えますが、知事のご

見解をお尋ねしたいと思います。 

〇副議長(松本洋介君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 感染症の拡大によって、

都市部における人口集中への警戒感が高まり、
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企業のＢＣＰ対策の動き、あるいは働き方や都

会での暮らしに対する意識が変化する中で、都

市部から地方への人の流れが拡大する可能性が

指摘されているところであります。こうした機

会を逃すことなく、積極的に対応していくこと

が極めて重要であると考えております。 

 このため、移住施策については、地方回帰の

機運の高まりを受け、新規の相談件数も増加傾

向で推移しているところから、この10月を「オ

ンライン移住相談会強化月間」として集中的に

開催するなど、移住相談の質、量両面の充実に

取り組むほか、本県の魅力、あるいは変わりゆ

く姿などを盛り込んだ動画を制作し、ＳＮＳ等

を活用して大都市圏を中心に発信し、さらなる

移住の促進につなげていくことといたしており

ます。 

 また、働き方の多様化への流れを捉えるリ

モートワーク、ワーケーションを呼び込むため、

本県の取組事例を紹介しながら、関心の高いＩ

Ｔ企業等への誘致活動に取り組むとともに、地

域の特徴を活かした市町の受入れ環境の整備へ

の支援を進めていくことにいたしております。 

 また、企業誘致については、コロナ禍におい

て設備投資を見送る企業がある一方で、一部の

産業分野では、投資の増加も見込まれていると

ころであり、生産拠点の国内回帰、あるいは地

方への拠点分散の動きを注視しながら、誘致活

動を積極的に展開していかなければいけないと

考えているところであります。 

 こうした大きな環境変化を踏まえ、市町と一

体となって施策を推進し、地域の活性化を目指

してまいりたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） ぜひ、この移住政策、

質から量ということで、知事からも、これまで

とはまた一歩踏み込んだ答弁があったかなとい

うふうに思います。 

 ワーケーションについても、長崎県というの

は最適の環境があると思いますから、ぜひそこ

らあたりを強くＰＲをしていただいて、また東

京脱出を図る人、あるいは企業もあるというよ

うな報道もありますので、できれば長崎県にゆ

かりのある方が都市圏におられて、そういった

ところの経営をされていて、一部機能あるいは

本社機能を移転する、こちらで待ち受けて迎え

入れるというような、そういう総合的な政策を

しっかりと取り組んでいただきたいというふう

に思います。 

 3、新型コロナウイルス感染症対策について。 

 （1）保健所機能の充実について。 

 実は、私の地元諫早市を含む2市3町を管轄し

ている県央保健所では、さきのクラスターが発

生した折に、電話が非常につながりにくいなど

の市民の皆さんの苦情があり、我々も、ちょっ

と業務過多になっているのではないかとの懸念

をしておりました。 

 今、少し落ち着いているような状況でありま

すけれども、諫早市内におきましては、新幹線

駅周辺整備、さらには地域高規格島原道路、民

間工場の先ほどの増設など、大規模工事に県外

から多く来県をし、従事をされているため、集

団感染や市中感染が起きるのではないかという

不安が常に市民の皆さんの中にはあるわけであ

ります。 

 今後の新たな感染拡大の兆候を把握した時の

保健所の対応について、お尋ねしたいと思いま

す。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 県央保健所にお

きましては、7月から8月にかけまして、管内で
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の感染者の増加やクラスターへの対応のため、

本庁や地方機関、他の保健所の保健師を応援と

して派遣し、疫学調査等の対応を行ったところ

でございます。 

 現在、県央保健所におきましては、看護師や

臨床検査技師等の会計年度任用職員の配置に加

え、県看護協会から3名の看護師の応援をいた

だくなど、体制を強化しております。 

 また、クラスターが発生した際には、市町に

対しまして、感染拡大防止のために必要な情報

の提供に努めることとしており、住民への周知

や感染予防等にご協力をいただいております。 

 市町との協力体制につきまして、引き続き、

市町と十分に協議しながら、連携を図ってまい

りたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） 当時、諫早市から、

あるいは市民の皆さんから、私もですけれども、

特に、先輩議員であります八江議員のところに

も多くのそういう声が寄せられまして、一度当

局とやりとりをさせていただきましたけれども、

まさに今、部長から答弁がありましたように、

まず長崎市や佐世保市以外の市町というのは保

健所を持たないわけですから、県から出てくる

情報が本当に頼りなんです。その情報の量とタ

イムラグというのがあって、対応を迫られた際

に、市民からすごい突き上げを市町が受けたと

いうことがあります。それから、行政機関だけ

ではなくて、地元の関係機関、医師会とか看護

協会との連携がどうなのかということもありま

したけれども、早速、しっかりその対応をして

いただいたということでありますので、ぜひそ

の連携体制、協力体制というのは維持していた

だいて、今後に備えていただきたいというふう

に思います。 

 （2）季節性インフルエンザが流行る時期の

対策について。 

 いよいよ、これから秋から冬ということで、

季節性のインフルエンザの流行時期に差しか

かってきます。新型コロナとインフルエンザが

同時に流行った時にどう備えるかというのは、

恐らく、これは現場でも、これからいろんな対

策が打たれると思うんですけれども、新型コロ

ナウイルス感染症というのは、現在、国の感染

症の分類でいいますと、結核やＳＡＲＳ、ＭＥ

ＲＳなどと同じ2類相当ですから、これは発覚

をしたら、全ての感染者が入院勧告の対象に

なっているわけであります。 

 しかし、これからダブルで流行るとなると、

いろんな医療資源を圧迫するだろうとか、万が

一、パンデミックが起きたら医療崩壊が起きる

かもしれんということもあってですか、感染法

上に基づく指定感染症の措置のあり方の見直し

を検討しているというふうに聞いております。 

 このことについて、これまでの対応実績を踏

まえて、長崎県として、どのような方向性で見

直していかれようとしているのか、お尋ねいた

します。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 多数の発熱患者

の発生が見込まれます季節性インフルエンザの

流行期におきましては、引き続き、新型コロナ

ウイルス感染症の蔓延防止を図りつつ、保健所

や医療機関の負担軽減や医療資源の効率的な運

用が必要になってくるものと考えております。 

 そのため、指定感染症に対する措置のあり方

の見直しに当たりましては、軽症者や無症状者

につきましては、宿泊療養施設等での対応を徹

底し、医療資源を重症者等に重点化していく必

要があるものと認識しております。 
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 ただし、仮に、入院勧告や医療費の公費負担、

積極的疫学調査等の適用が一律になくなること

になれば、新型コロナウイルスの感染拡大対策

に大きな影響を与えることから、県といたしま

しては、全国知事会等を通じまして、実態に即

した慎重な検討を行っていただくよう、国に対

して要望を行ってまいりたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） 検討されている分類

が2類相当から、5類とかというふうなことも報

道がありますけれども、5類となると、インフ

ルエンザとコロナは同じ扱いになると考えます

と、医療資源の圧迫、医療機関あるいは保健所

の負担の軽減にはなるかもしれませんけれども、

今まさに部長が言われたような公費負担はどう

なるのか、あるいは積極的な疫学調査はどうな

るのかとかという、そういう不安は拭えません

ので、まさに全国知事会を通して、しっかりと

そこは国の手だてはやっぱり必要だということ

で訴えていただきたいというふうに思います。 

 感染防止と経済再生を目指すということで、

知事も大きな方針で臨まれていると思います。

ところが、これは地元の長崎大学熱帯医学研究

所の山本太郎教授の言葉をお借りしますと、

「今の状況というのはゴールのないマラソンを

走っているようなものだ」というふうに言われ

ておりました。ゴールがないマラソンですから、

県民の皆さんも大変きついと思うんです。 

 そういう意味では、ゴールって何なのかとい

うことを考えた時に、いずれワクチンあるいは

抗ウイルス剤もできるでしょうけれども、重症

化のリスクを減らしながら、パンデミックを抑

えながら、私は、集団免疫という考え方も一つ

あるのではないかというふうに思っております

が、そこは専門家であります福祉保健部長のご

見解を、どのようにお考えか、お尋ねしたいと

思います。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） ただいまご指摘

いただいたとおり、新型コロナウイルスのワク

チンや治療薬の開発がまだ明確に定まっていな

いというところでございますので、県といたし

ましては、感染拡大防止の対策は、しっかり対

応していく必要があると思います。 

 特に、今般の様々な検証を行う中で、特に、

重症化のリスクが高い方、高齢者や基礎疾患を

お持ちの方が非常に重症化になるという傾向が

あるとわかっておりますので、県といたしまし

ては、そういった方が多くいる施設のクラス

ターを何としても防ぐと、そういったことが非

常に重要だというふうに考えていますので、そ

ういった観点で、重症化を防ぐ必要があると考

えております。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） 私は、決してコロナ

を軽んじているんじゃなくて、当然、コロナ前

のある意味、ああいう無防備なライフスタイル

には、もう戻ることはないと私は思っているん

です。 

 そのうえで、やはり感染症対策をしながら、

特に、重症化リスク、パンデミックを抑える、

重症化の治療に医療資源を重点的に投入しなが

ら、何とかかんとかやりながら、最終的には、

集団免疫を獲得という、こういう一つゴールが

あれば、県民の皆さんも、用心をしながら、注

意をしながらやると、そういう何かゴールがな

いと、本当にゴールが見えないので、経済が

ずっとその都度、流行れば自粛し、また流行っ

て自粛しということをずっと繰り返していくの

で、そういったことも一つ大きな考え方として
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あるのではないかと思いますけれども、知事に

もご見解を求めてよろしゅうございますでしょ

うか。 

〇副議長(松本洋介君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 医療的には全く素人であ

りますので、いわゆる免疫を獲得するまで、ど

のくらいの期間がかかるのか、まだまだ県内の

感染者も二百数十名ということでありますので、

時間がかかるものと考えておりますので、今、

私どもが待ち望んでおりますのは、効果の高い

薬剤の開発、そしてまたワクチンの開発、一刻

も早くこれが実現するように祈っているところ

であります。それまでは、現在の対策を継続し

ていく必要があるものと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） 知事の立場では、な

かなか集団免疫をという感じにはならないで

しょうからですね。しかし、やはりこれは未知

のウイルスと人間との闘いでありますし、その

ウイルスの種類によって、どういった特性を

持っているのかというのはわかりませんけれど

も、長崎県には感染制御の専門の先生も多いし、

長崎大学熱帯医学研究所という長崎県の非常に

貴重な財産もありますので、そういった我が国

の公衆衛生とか医療のレベルを信じて、将来的

には集団免疫の獲得という考えもあると、そう

いうことで少し明るく、元気に社会活動、経済

活動を再生していただきたいというふうに思っ

ております。これは私の個人的な思いでありま

す。 

 4、地域振興について。 

 （1）九州新幹線西九州ルート開業効果の拡

大について。 

 いよいよ九州新幹線西九州ルートというので、

長崎から武雄間が、もう2年後に開業を控えて

おります。その後のことは、種々、これまでも

たくさん議論に上がりました。ぜひ我々として

も、武雄から新鳥栖までも全線フル規格を目指

して、一丸となって頑張っていきたいというふ

うに思っております。 

 そういう中で、特に、新幹線開業、開通に

よって、どれぐらい地域に効果があるのか、ま

さに効果の拡大について、これから開業に向け

て、どのような取組を県としてなされているの

か、お尋ねしたいと思います。 

〇副議長(松本洋介君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） 令和4年度の新

幹線開業効果を最大限に発揮するためには、ま

ずは行政や経済団体などが一体となって開業の

機運を高めていくとともに、来県者の満足度向

上やリピーターの獲得に向けて、地域の魅力づ

くりやまちづくりを進めていくことが重要であ

ると考えております。 

 このため、県民の機運醸成につきましては、

10月末に、大村市で「新幹線開業フォーラム」

を開催する予定としているほか、県内各地の既

存のイベント等も活用しながら、開業に向けた

機運を盛り上げてまいりたいと考えております。 

 また、来県者の受入れにつきましては、観光

関係団体などが実施する地域の魅力づくり、あ

るいは心のこもったおもてなし等の取組を市町

と連携しながら支援するとともに、新幹線駅か

ら離れた地域への二次交通の充実に向けて、長

崎駅や諫早駅と島原半島を結ぶ予約制乗合タク

シーの実証運行等により、新幹線を利用して本

県を訪れた方々のスムーズな県内移動を可能と

するなど、受入れ体制の整備を進めてまいりま

す。 

 さらに、令和4年秋には、ＪＲグループや佐

賀県と共同で「ディスティネーションキャン
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ペーン」を開催し、市町や観光関係団体、民間

企業等と連携して、沿線地域だけではなく、広

域的な誘客を図るなど、開業効果の県内各地へ

の波及拡大を目指してまいりたいと考えており

ます。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） やはり効果の拡大と

いうことは全線フル規格しかないのかなと思い

ますけれども、それを言ってはおしまいなので、

とりあえず2年後に控えた開業に向けて、今の

県の取組をしっかり我々も応援をさせていただ

きたいと思いますし、とにかく機運を盛り上げ

ていって、地域が活性化するというようなこと

ができれば非常にありがたいなというふうに

思っております。 

 それから、特に、私は地元県央諫早でござい

ますので、やはり島原半島と諫早市を結ぶ二次

交通、周遊対策というのをぜひ力を入れて、県

央、県南を結ぶ地域の交わりといいますか、よ

り連携が深まるような取組を進めていただきた

いというふうに思います。 

 昨年も私が質問しました諫早駅東口、この北

側に、元経済連跡地約2.6ヘクタール、これを

諫早市が先行取得した土地に、県は、新庁舎建

設をやるという公表を昨年12月にされました。 

 今後の諫早駅周辺の新たなまちづくりもあり

まして、諫早市は早期建設を県に要望しており

ますが、現在の進捗状況について、お尋ねいた

します。 

〇副議長(松本洋介君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） お答えいたします。 

 新庁舎の建設に向けては、現在、諫早市との

間におきまして、市の先行取得用地のうち、県

が具体に取得する面積ですとか、あるいはその

建設の位置といった具体的な協議を行っている

という状況にございます。 

 また、県におきましては、建設手法として、

民間活力の導入可能性といったことにつきまし

て、調査、検討に取り組んでいるという状況に

ございます。 

 今後、当然、諫早市の都市計画との関係もご

ざいますので、諫早市のご協力も十分にいただ

きながら、できる限り早期の建設を目指してま

いりたいというふうに考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） しっかり諫早市とも、

我々も連携をしておりますので、頑張っていた

だきたいと思います。 

 （2）地域交通について。 

 地方バス路線の維持について、質問をしたい

と思います。 

 県内のバス路線事業は、人口減少などの利用

者減で、非常に交通事業者も厳しいけれども、

交通事業者へ補助をしている自治体の費用負担

も大変大きくなっております。新型コロナ感染

症の影響で、さらに利用者が落ち込んでいると

いう状況であろうかと思います。 

 一方で、高齢者をはじめとして、運転免許証

返納者という方が増えておりまして、そういう

意味では、地域住民の移動手段の確保というの

は重要であります。 

 今年6月に「地域公共交通活性化再生法」が

改正されまして、各自治体は、地域公共交通計

画の策定が努力義務化をされました。地域交通

に係る市町の役割は重要でありますけれども、

県として、路線バスをはじめとする地域公共交

通の維持、確保にどのような取組をされるのか、

お尋ねします。 

〇副議長(松本洋介君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） 路線バスにつき
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ましては、人口減少や高齢化等により利用者の

減少が続いておりますけれども、今回の新型コ

ロナウイルス感染症の影響によりまして、さら

に減少幅が大きくなっており、各交通事業者の

経営は大変厳しい状況であると認識をしており

ます。 

 このような中、国や県、市町における路線バ

ス事業者への補助金につきましても、年々増加

傾向にありますことから、今後は、利便性の向

上を図りながら、運行の効率化によって各自治

体の負担を軽減させるなど、将来的な地域公共

交通の維持、確保のための対応が必要であると

考えております。 

 また、国の法改正に伴いまして、自治体にお

ける「地域公共交通計画」の策定が努力義務化

されることから、県といたしましては、持続可

能な公共交通ネットワークの構築に向けて、今

後、市町や各交通事業者との意見交換を行いま

すとともに、路線バスと予約制乗合タクシーな

どの役割分担も踏まえながら、地域の実情に応

じた市町の計画策定、あるいは計画の見直しを

支援してまいりたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） この場をお借りしま

して、諫早市は、特に県内でも県交通局あるい

は島鉄に対して、国、県の補助に加えて、市単

独で毎年約2億円補助をしております。非常に

負担感があります。市の方からも、県の補助制

度について、採択要件の輸送量、収支比率等の

下限引下げを見直してほしいというような要望

もありますので、これは答弁を求めませんが、

要望ということで、しっかり聞きおいていただ

いて、対応していただければというふうに思い

ます。 

 次に、地域の道の駅についてです。 

 県内では、現在、11か所の「道の駅」が整備

をされておりますが、県央に位置して交通の要

衝であります諫早市には、今現在、「道の駅」

がないという状況であります。 

 目ぼしい場所があって、これは国道251号、

諫早市飯盛地区に農産物直売所がありまして、

そこを拠点として「道の駅」の整備ができない

かということで、諫早市においては、第2次総

合計画に位置づけて、今、この整備計画の策定

作業に着手をしております。 

 諫早市飯盛地区というのは、周辺はまさに県

の大型の畑総事業で大規模な区画整理、かんが

い事業を行った成果も出ていて、地元生産者の

皆さんの期待は非常に高いということでありま

す。 

 どうでしょうか、この地区の県市一体型の

「道の駅」整備について、道路管理者でありま

す県の意見をお伺いしたいと思います。 

〇副議長(松本洋介君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 「道の駅」は、地域

振興や安全で快適な道路交通環境を提供するう

えで大変有効と認識しています。 

 国は、これまでの取組を踏まえ、「道の駅」

の第3ステージとして、「地方創生・観光を加速

する拠点」をコンセプトに、観光、防災など、

さらなる地方創生に向け、官民の力を合わせて

加速することとしており、新たな魅力を持つ地

域づくりに寄与できるものと考えています。 

 県内の「道の駅」は、南島原市の「みずなし

本陣ふかえ」など、8市1町に11か所あり、道路

管理者と市町が一体となって整備したものが5

か所、市町が単独で整備したものが6か所あり

ます。 

 諫早市が要望されている農産物直売所フレッ

シュ251を取り込んだ道路管理者と一体となっ
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た「道の駅」の整備については、市の計画と周

辺にある道路利用者の休憩施設の配置状況など

を勘案しながら、必要性について検討してまい

ります。（発言する者あり）前向きに検討させ

ていただきます。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） 前向きに検討をして

いただきたいと思います。 

 国道251、これは長崎を出まして、実は、深

江町の「みずなし本陣ふかえ」まで、24時間型

の休憩施設はないんです。特に、この道路とい

うのは災害時の第1次緊急輸送道路にも指定を

されておりますので、道路管理者として、一体

型の整備にぜひ支援をしていただきたいという

ふうに思います。 

 それから、昨今の異常気象に伴う災害に対し

ても、広域的な防災拠点として活用する「防災

道の駅」というのが、国の政策の方向性として

示されました。これは今後のことでありますけ

れども、やっぱり長崎県内にも数か所の「防災

道の駅」の拠点というのが必要じゃないかと私

は考えておりまして、これは答弁要りませんけ

れども、ぜひ前向きに検討していただきたいと

いうふうに思います。 

 （3）有明海の再生、諫早湾の水産振興につ

いて。 

 諫早湾の水産ということで、地域の特性を活

かしながらアサリやカキの養殖に取り組んで、

まさに地域ブランド品を今、生産をして、流通

をしているような状況でありますが、なかなか

水産業というのは自然環境に影響を受けやすく、

漁業経営も不安定になりやすいということであ

ります。 

 有明海の再生には、やっぱり長崎県だけでな

くて、沿岸の4県が協調して広域的に対策をす

る必要があると考えます。 

 有明海及び橘湾の再生に関する長崎県計画に

記載をされているような様々な事業の実施をし

ていただきたいという、これまた地元の市から

の強い要望でありますが、これについてお答え

願いたいと思います。 

〇副議長(松本洋介君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） 本年の7月に、諫早

市の方からご要望がありました有明海の再生、

諫早湾の水産振興につきましては、県といたし

ましても、真の有明海の再生を目指すために、

政府施策要望等において、海域の特性に応じた

効果的な水産振興や環境改善対策の実施につい

て、国に対して要望を行ってきたところでござ

います。 

 特に、地元漁業者から、海域の抜本的な改善

対策として強い要望があります作澪、覆砂等の

大規模事業につきましては、これは議員ご指摘

のとおり、別表6の方にも書かれておりますが、

これにつきましては引き続き、国の方に、その

実施について働きかけてまいりたいと考えてお

ります。 

〇副議長(松本洋介君） 大久保議員―29番。 

〇２９番(大久保潔重君） 有明海及び橘湾の再

生に関する長崎県計画には、いろんな事業が明

記をされておりますけれども、今、水産部長に

答弁をいただきました承水路整備というのは、

これがまさに作澪のことでしょうか。また、覆

砂についても、地元の漁協の組合長さんが熱心

にそれを要望されております。 

 長年、その地域で営みをされてきた皆さんが、

やはり一番その現場のことはわかっておられて、

それを強く望んでおられますので、優先的にそ

れを国に働きかけていただいて、しっかり予算

を確保していただくと、我々もしっかり後押し
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をしたいと思いますので、よろしくお願い申し

上げたいと思います。 

 貴重な時間で2分残しましたけれども、私の

質問を終わらせていただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇副議長(松本洋介君） 本日の会議は、これに

て終了いたします。 

 明日は、定刻より本会議を開き、一般質問を

続行いたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

─ 午後 ３時４５分 散会 ─ 
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危 機 管 理 監 荒 木   秀 君

総 務 部 長 大 田   圭 君

企 画 部 長 柿 本 敏 晶 君

地 域 振 興 部 長 浦   真 樹 君

文化観光国際部長 中 﨑 謙 司 君

県民生活環境部長 宮 﨑 浩 善 君

福 祉 保 健 部 長 中 田 勝 己 君

こども政策局長 園 田 俊 輔 君

産 業 労 働 部 長 廣 田 義 美 君

水 産 部 長 斎 藤   晃 君

農 林 部 長 綾 香 直 芳 君

土 木 部 長 奥 田 秀 樹 君

会 計 管 理 者 吉 野 ゆき子 君

交 通 局 長 太 田 彰 幸 君

地域振興部政策監 村 山 弘 司 君

文化観光国際部政策監 前 川 謙 介 君
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産業労働部政策監 貞 方   学 君

教育委員会教育長 池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員 久 原 巻 二 君

代 表 監 査 委 員 濵 本 磨毅穂 君

人事委員会委員 中牟田 真 一 君

公安委員会委員長 片 岡 瑠美子 君

警 察 本 部 長 早 川 智 之 君

監 査 事 務 局 長 下 田 芳 之 君

人事委員会事務局長

(労働委員会事務局長併任) 
大 﨑 義 郎 君

教 育 次 長 林 田 和 喜 君

財 政 課 長 早稲田 智 仁 君

秘 書 課 長 石 田 智 久 君

選挙管理委員会書記長 大 塚 英 樹 君

警察本部総務課長 川 本 浩 二 君

議会事務局職員出席者 

局 長 松 尾 誠 司 君

次長兼総務課長 柴 田 昌 造 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政 務 調 査 課 長 太 田 勝 也 君

議 事 課 長 補 佐 永 田 貴 紀 君

議 事 課 係 長 梶 谷   利 君

議事課主任主事 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 これより、昨日に引き続き、一般質問を行い

ます。 

 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君）（拍手）〔登壇〕 皆様、お

はようございます。 

 改革21、長崎市選出、「意志あるところに道

あり」の赤木幸仁でございます。 

 質問に入ります前に、新型コロナウイルス感

染症によってお亡くなりになった方々に、心よ

りお悔やみを申し上げます。 

 また、本県におきましては、「令和2年7月豪

雨」、台風9号、台風10号と、たび重なる自然災

害に見舞われました。犠牲になられた方のご冥

福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々

に心よりお見舞いを申し上げます。 

 今回、登壇の機会をいただきましたことに、

改革21会派の皆様に感謝申し上げます。 

 一年ぶりの一般質問となりますが、この間、

私は、新たな肩書をいただきました。それは、

父親という肩書です。本日は、生まれて3か月

を迎えた娘も県議会傍聴デビューを果たしまし

た。（発言する者あり・拍手）はじめての子育

てに戸惑うこともございますが、家族への感謝

とともに、今回は、父として、この体で感じた

ことも、思いもぶつけてまいります。（発言す

る者あり） 

 前半は、県民の皆様からいただいた様々なご

意見をまとめたものを、後半は、提案型の質問

を行ってまいります。 

 知事はじめ、理事者の皆様方には、長崎の未

来につながる答弁を、何とぞよろしくお願い申

し上げます。 

 それでは、通告に従い質問をさせていただき

ます。 

 1、新型コロナウイルス対策とこれまでの総

括。 

 （1）知事の姿勢について。 

 新型コロナウイルス対策を有効かつ最適化す

るには、スピードも大事な要素となります。 

 9月8日、知事会見において、新型コロナウイ

ルス感染段階対応の目安の考えが示されました。 

 私は、5月から、医療対策と経済対策の両立
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のためには、指標や目安のもと、県民の皆様へ

の行動指針をつくらなければと、様々な形で県

へ訴えてきました。これまでの医療提供体制と

して、フェーズの考え方があり、陽性者数、入

院患者数をもとに病床を確保してきました。 

 県民の皆様の健康を守るために、必要な対応

をとっていただいたものと認識しております。 

 しかし、経済活動との連携については、対応

が遅れたことで失われてしまったものもあると

私は考えております。 

 このステージの考え方が、もっと早く示され

ていたならば、啓発も進み、抑えられた不安、

避けられた誹謗中傷、守ることができた雇用、

引き継ぐことができたお店の味もあったはずで

す。 

 経済活動との両立は、福祉保健部だけの考え

ではできません。部局横断で取り組まなければ

ならず、政治判断が求められます。対応が遅

かったと言わざるを得ませんが、目安の打ち出

しが今の時期になったことについての知事の見

解を求めます。 

 以降は、対面演壇席にて、一問一答方式で質

問をさせていただきます。 

 理事者の皆様には、わかりやすい簡潔なご答

弁をお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 赤木議員のご質

問にお答えいたします。 

 コロナウイルス感染段階の対応の目安の対応

が遅かったのではないかとのお尋ねであります。 

 3月から4月にかけての本県における感染状況

は、17例と比較的少なく、そのほとんどの要因

が県外から持ち込まれたものであり、いわば他

律的な状況でありました。 

 そのため、他県において、どのような対策が

講じられるか、それにより、人がどう動き、本

県にどのような影響を及ぼすかを見極めたうえ

で、より経済活動への影響を限定的にするため

にも、きめ細かな対策を講じていく必要がある

と考えてきたところであります。 

 例えば、他県においてクラスターが発生した

ある業種の店舗利用者は、当該県の店舗が要請

に基づき休業となりますと、県境を越えて隣接

県の同種店舗を利用する傾向が見られたことか

ら、本県での感染を未然に防止するためには、

そうした類似店舗の休業を要請するんではなく

て、クラスター発生県にとどまらず、隣接県の

対応も見極めながら必要な対策を講じることと

なり、本県では、同種業者に対して、のぼりの

掲出や店頭表示によって、他県からの来店者回

避を要請するなどの対策を講じてきたところで

あります。 

 県独自の指標や大まかな行動基準に沿った施

策をもって対応することでは、十分な効果が得

られにくいと考えておりました。 

 しかしながら、7月以降は、ご承知のとおり

感染経路が確認できない感染や、クラスターの

発生が県内各地で確認されるようになり、発生

要因に応じた県外対策が難しくなってまいりま

すとともに、県内における感染拡大を防止する

ための対策強化が求められたところであります。 

 また、これから、冬の時期に向けての感染拡

大の可能性を考える時、今後、医療提供体制を

圧迫することがないよう、今の時期に感染段階

に応じた対応の目安を整理し、県民の皆様と情

報を共有しながら、感染拡大防止に取り組む必

要があるものと考えたところであります。 

 今後は、今回策定した目安を活用して、感染

状況の変化に合わせて、可能な限り対策を展開

し、感染予防・拡大防止と社会経済活動の両立
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に向け力を注いでまいりたいと考えております。 

 以後のお尋ねについては、自席からお答えを

させていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 新型コロナウイルスとつ

きあっていくためには、アクセルとブレーキの

踏み分け、その加減が大事になってきます。 

 私は、この新型コロナウイルス感染段階対応

の目安は、5月からずっと求めてきたことです

し、今回、発表した内容はよくできていると認

識しております。 

 経済を回すアクセルを踏むことも、感染が拡

大してブレーキを踏む際も、この目安をしっか

りと活用し、個人レベル、また、会社内でも認

知と運用が進んでいくように周知する必要があ

ると考えています。 

 今後、県民の皆様に対して、どのように周知

していくのか、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 今回、策定した目安を、

より効果的に運用し、感染拡大防止を図ってま

いりますためには、県民の皆様と現在の感染状

況等についての情報を共有し、個々の行動につ

なげていただくことが重要であると考えており

ます。 

 そのため、記者会見や新聞、テレビなどの広

報媒体を活用して周知を図ったほか、県のホー

ムページや公式ツイッターにおいては、目安の

周知に併せて、現在のステージを毎日お知らせ

をしているところであります。 

 このほか、県のホームページでは、ステージ

判断に活用する病床占有率などの6つの指標や、

全国、九州と比較した各種データなどについて

も、グラフや表でわかりやすくお知らせをして

いるところであります。 

 今後とも、感染予防・拡大防止を図り、社会

経済の影響を最小限にとどめるため、県民の皆

様方に対して、本県の正確な感染状況等を迅速

にお知らせしてまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 感染が落ち着いている今

のうちに、しっかり浸透しておかなければと

思っております。 

 また、県民の皆様の模範として、県庁内もこ

の目安を運用していくことが大事だと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、ＳＮＳ関係について質問します。 

 一日で世の中の空気が変わる新型コロナウイ

ルスは、迅速かつ正確な情報発信が求められて

おります。 

 これまで、県は、コロナの課題だけでなく、

広報戦略としてＳＮＳを用いた発信を行ってい

ただいております。 

 知事も、ＳＮＳを駆使して、県の情報を発信

していくことをことあるごとにおっしゃってお

りますが、ＳＮＳは双方向のコミュニケーショ

ンツールでもあります。 

 今回、コロナの件についても、県に対して

様々な声が、ＳＮＳを通して、県民の皆様から

寄せられております。 

 特に、医療政策課のアカウントは、今、1.6

万人を超えるフォロワーがおりますが、3月か

ら5月は、特に、厳しい意見が寄せられており

ます。まっとうなご批判、皆様の不安の気持ち

もあれば、この本会議場で言うのははばかられ

るような厳しい意見もございました。担当する

方々も、精神的にかなりきつかったのではない

かと推察いたします。 

 知事は、こうした県民の皆様からいただいた

意見を、全てでなくても把握し、どのように政
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策に反映することができたのか、お伺いいたし

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君） ＳＮＳをはじめ、県民の

皆様からお寄せいただいたご意見には、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大への不安や、感

染拡大を防止するための対策を求めるものが多

いと感じておりました。 

 これまで、こうした県民の皆様のご意見をは

じめ、県議会や各市町、経済団体などから多く

の提言や厳しいご意見をいただき、その思いを

把握しながら、また、医療や経済の専門家から

なる有識者会議の意見をいただきながら、様々

な施策を推進してきたところであります。 

 今後とも、コロナの長期化が予想される中で

は、感染予防・拡大防止対策と社会経済活動の

活性化の両立が最も重要であると考えており、

こうした認識を県民の皆様と共有するとともに、

県民の皆様方の命と健康を守るという強い思い

を持って対策に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 強い思いを持って、ぜひ

ともお願いいたします。 

 今、県民の皆様は、日々の生活や経済的にも

生きづらさを感じて、政治に目が向いておりま

す。タイムリーな対策が必要となります。知事

の強力なリーダーシップが県民の皆様にわかる

ようお願いいたします。 

 （2）誹謗中傷対策と回復後のフォローにつ

いて。 

 本来、ＰＣＲ等検査で陽性判明した方は、ご

自身の健康に気づかい、療養に努めなければな

りません。 

 しかし、私のもとには、ご本人やご家族、関

係者から様々なご相談をいただきました。 

 行政対応の不満、情報発信のあり方に対する

憤り、後遺症が残っている方もおりますし、ご

自身の体のことより、周りの目を気にしながら

生きることに恐怖を覚えている方もおります。 

 誹謗中傷は、回復した後も続いております。

このウイルスの恐ろしいところは、体だけでは

なく、人の心をむしばんでいるところです。不

確かな情報で追い詰められている状況を私は

黙っていることができません。 

 差別、誹謗中傷は、あってはなりません。回

復された方へのフォローも必要と考えておりま

すが、現在も、回復された皆様が元気にもとの

生活を送れているのか、社会的影響がないのか、

お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 新型コロナウイ

ルス感染症患者が退院される際には、退院後4

週間は、衛生対策の徹底や健康状況を確認いた

だくとともに、咳や発熱の症状が出たなど、健

康面で不安がある場合には、速やかに保健所へ

ご連絡していただくようご案内しているところ

でございます。 

 これまでも、保健所におきまして、様々な相

談に対応する中で、誹謗中傷に悩んでおられる

方にも対応しておりましたが、今後は、退院さ

れる全ての方に対しまして、健康面で不安があ

る場合の相談窓口だけではなく、日常生活を送

るうえで、新型コロナウイルス感染症に関連し

た誹謗中傷や差別などの人権侵害を受けた場合

の相談窓口をご案内するなど、必要な場合には

専門的な支援が受けられるよう支援してまいり

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 回復後のフォローに対応
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する周知を行っていただけるとのことですが、

長崎県では、現在、どのように生活されている

のか、全体を把握できていないとの答弁でした

ので、県立高校における教員、生徒の感染判明

後の状況について質問いたします。 

 長崎県北陽台高校では、集団感染が発生しま

したが、罹患した教員、生徒が、回復後、もと

の学校生活に戻れているのか、お尋ねいたしま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 臨時休業後

の学校再開に当たっては、スクールカウンセ

ラーからの講話や、担任による全生徒との面談

等を実施し、現在、感染した教員や生徒は、通

常の学校生活に戻っておりますが、今後とも、

引き続き、必要に応じて心のケア等に努めてま

いりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 教員含めて、学校生活に

戻ることができていると聞けて、一定安心いた

しました。引き続き、気を配っていただきたい

と思います。 

 新型コロナウイルスに関連する誹謗中傷対策

として、改革21から要望させていただき、8月

26日に相談窓口が開設されました。 

 これまでの相談件数や、どのような相談が

あったか、お伺いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長(宮﨑浩善君） 新型コロナ

ウイルス感染症関連の人権相談窓口には、昨日

現在で10件の相談があっております。 

 その内容といたしまして、「インターネット

上での誹謗中傷やデマ情報の投稿」、「感染者や

濃厚接触者ではない方への職場からの無給での

自宅待機要請や、過度な行動制限」、「ＰＣＲ検

査を受けただけでの近隣からの誹謗中傷」など

でございます。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 10件ということで、私自

身も情報発信や地域の声を聞く中で、誹謗中傷

や差別が各地域でもっと多くあるものと認識し

ております。どのような相談があったというこ

とを、個人が特定されない範囲で公表していく

ことは、誹謗中傷等の実態を広く県民の皆様に

知っていただくことになります。誹謗中傷の抑

制にもなりますし、今後の対策に役立てること

にもつながります。 

 そこで、誹謗中傷の抑制という観点から、相

談内容を公表していく考えはあるのか、また、

開設した相談窓口を気軽に活用してもらう工夫

も必要ではないかと考えていますが、県はどの

ように考えているか、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長(宮﨑浩善君） 議員ご指摘

のとおり、実際の相談事例を県民の皆様にお示

しすることは、誹謗中傷等を抑制するという意

味で意義があるものと考えており、個人のプラ

イバシーに十分配慮しながら、相談内容とその

対応や措置状況について、必要に応じ適宜公表

していくことといたします。 

 また、現在、テレビコマーシャル等により、

相談窓口の周知を図っておりますが、電話によ

る受付に加え、今後はＳＮＳ等、新たな受付の

手段も検討するなど、県民の皆様がより相談し

やすい環境づくりに努めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） ぜひとも、引き続きお願

いいたします。 

 私としては、実際に誹謗中傷された方が、例

えば弁護士に相談し、ＳＮＳ発信元の情報開示



令和２年長崎県議会・９月定例会（９月１８日） 

 ― 142 ―

請求を行うことも抑止につながると考えます。 

 また、相談内容が生命を脅かすなど、事件に

発展するおそれがある場合は、速やかに警察と

も連携した対応が必要と考えますが、相談窓口

と連携し、警察としても迅速に対応いただけま

すでしょうか、警察本部にお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 警察本部長。 

〇警察本部長(早川智之君） お答えをいたしま

す。 

 新型コロナウイルスに感染された方などに対

する誹謗中傷が脅迫罪や名誉棄損罪などの刑罰

法令に触れるおそれがある時は、相談されてい

る被害者から状況を聴取するなどし、所要の捜

査を進めることとなります。 

 また、その際には、被害の拡大を防ぐため、

関係部局と連携し、被害者に対する指導、助言

や、関係者に対する警告などの措置を、状況に

応じ実施する必要があるものと考えております。 

 相談対応を行う関係部局とは連絡体制を確立

しているところであり、県警察といたしまして

は、捜査と被害防止の両面で迅速な対応をとる

ことができるよう連携を図ってまいりたいと考

えております。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 理解いたしました。 

 県民の皆様が、人の目におびえることなく生

活できる環境整備のため、引き続き、行政の力

添えをお願いいたします。 

 （3）コスタ・アトランチカ号における集団

感染への対応について。 

 4月20日に、クルーズ船「コスタ・アトラン

チカ号」内で感染が判明しました。合計149名

が陽性となり、長崎県民に大きな衝撃を与え、

医療体制が危機的状況になるのではと不安に陥

れることになりました。 

 国、県、市や長崎大学、近隣の県からも応援

をいただいたＤＭＡＴ隊、自衛隊など、様々な

機関から協力をいただき、誰一人死者を出すこ

ともなく、5月31日に長崎港を出港、入院され

た乗組員も、7月9日には全員が退院することが

できました。 

 対応に当たっていただいた方々に心より感謝

を申し上げます。 

 医療対応としては成功したことになりますが、

それらに関わるコストについて、まだクルーズ

会社から支払われていない状況と伺っておりま

す。 

 私は、文教厚生委員会の審議でも、福祉保健

部長と議論させていただき、県は費用負担しな

いことを確認しておりますが、今の状況と県が

立て替えている費用の総額を教えてください。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 「コスタ・アト

ランチカ号」におけます集団感染の対応に要し

た県の費用につきましては、5月時点でコスタ

社が負担することを確認しております。 

 また、出港後に、ＤＭＡＴなど各医療支援

チームの医師、看護師等の活動費や防護資機材

等の費用、対策本部の運営費など、県が提供し

た全ての医療支援の費用を精査していたところ

でございます。 

 その結果、8月に総額2,887万2,620円をコス

タ本社に提示し、同月末に全額を支払う旨の回

答を受け、現在、支払いに向けた事務手続を進

めております。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 立て替えとはいえ、税金

が投入されております。もう時間も経過してお

りますので、こういったコストの話は早く解決

して、次に行うべき対応に移っていただきたい
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です。 

 はっきり申し上げて、船会社に対する県民感

情は悪化しております。こういった問題を解決

し、県民の皆様に、経緯を含めてしっかりお伝

えいただくようお願いいたします。 

 今後、クルーズ船を受け入れるようになるた

めには、条例改正も含め、様々な体制整備が必

要になってくるものと考えます。 

 今後のスケジュールはどのように考えている

のか、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 県としては、「コス

タ・アトランチカ号」の検証結果を踏まえ、国

が進めている感染予防の安全対策とも整合を図

り、受け入れの可否や、受け入れる際の条件の

付し方など、港湾管理条例の改正等を含めた検

討や関係者との情報共有の場を設けるなど、受

け入れ体制の強化を進めてまいります。 

 まずは、県民の皆様に安心していただけるよ

う体制を整え、クルーズ船の運航再開に備えて

まいります。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） わかりました。県民の理

解なくして発展はありません。今、ご答弁いた

だきましたように、受け入れを前提とした形で

はなく、県民の安心・安全を前提とした議論を

行ってください。私も、最終報告にしっかり目

を通させていただきます。 

 まずは、県民の皆様が納得していただき、今

後、安心して長崎を訪れていただける環境を整

えられるようお願いいたします。 

 （4）コロナ禍の状況把握と対応について。 

 新型コロナウイルスの蔓延に対処するため、

県外への移動を控えていただいたり、不要不急

の外出を自粛していただいたり、県民の皆様の

ご協力をいただいて、感染拡大を抑えることが

できました。 

 一方、学校が休校になり、子どもも家から出

ることができない状況が続きました。 

 こうしたストレスがたまる状況下において、

長崎県内の児童相談所の児童虐待対応件数の状

況と職員の負担増について、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） コロナ禍にお

ける児童相談所の児童虐待相談対応件数につい

は、今年の3月から7月は、対前年比15件、4％

の増であり、年度全体で見た平成30年度の43％

増、昨年度の17％増に比べると微増となってお

ります。 

 新型コロナウイルスの影響によって、児童虐

待対応に新たな業務は加わっておりませんが、

児童相談所は児童の一時保護所を併設している

ことなどから、所内で感染者を発生させないよ

う、児童や家族との面談、家庭訪問等における

感染防止対策に細心の注意を払いながら業務を

行っているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 急増している状況ではな

いことに安堵いたしましたが、依然高止まりし

ていると感じます。 

 児童相談所については、児童福祉法の改正に

伴い、令和4年度までに大幅な増員が計画され

ているところです。 

 もともと相談件数が年々増加しており、この

新型コロナウイルスへの対応も加わり、職員の

精神的負担は増えているものと、私は認識して

おります。早急かつ的確な人員配置が必要と考

えますが、県の認識をお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 去年6月の児童
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福祉法の改正によりまして、児童相談所の児童

福祉司につきましては、令和4年度までに、現

在の人口4万人に1人から、人口3万人に1人を配

置すること、児童心理司につきましては、令和

6年度までに児童福祉司の総数の2分の1を配置

することとなりました。 

 これまで、県は、児童福祉法の改正があった

平成28年度から、児童福祉司を段階的に増員し

ており、今年度は平成28年度から10名増えて36

名を配置しておりますが、依然として負担が厳

しい状況にあると考えております。 

 引き続き、専門職の採用等につきまして、人

事当局とも協議しながら、できるだけ早く確保

できるよう計画的に行ってまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 文教厚生委員会でもこち

らは議論させていただきましたが、現場は逼迫

しております。改めて前倒ししてでも職員の配

置を考えていただきますよう、重ねてお願い申

し上げます。 

 コロナ禍において、医療、教育、福祉、経済、

様々な分野に影響が出ており、県としても様々

な対応をいただいております。 

 今後も、迅速な対応が求められているものと

考えておりますが、薬やワクチンが完成するま

では対症療法を行うしかなく、早期発見、早期

対応が求められます。 

 そのため、国が進める接触確認アプリ（ＣＯ

ＣＯＡ）を県民に活用していただくことが必要

ですが、陽性となった方々が登録していただか

なければ、意味をなさないものとなってしまい

ます。県でもダウンロードを推進しております

が、県内での活用状況をお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 国によりますと、

現在のＣＯＣＯＡのダウンロード数は、全国で約

1,700万件であり、総人口の約13％に導入され

ておりますが、国に確認したところ、都道府県

別の利用者数は、利用者の住所地のデータがな

いため把握できないとのことでございます。 

 また、県内の実績といたしましては、ＣＯＣ

ＯＡから通知を受けた場合には、国からの通知

を受けまして、全て検査を実施することとして

おりますが、これまで検査した71名のうち、陽

性となった方はございません。 

 県といたしましては、いち早く感染者を発見

し、感染拡大を防止する有効な手段として、Ｃ

ＯＣＯＡの利用を強く推進していきたいと考え

ております。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 陽性となった方がどれだ

け登録したか、件数はわからないということで

すが、陽性となった方々の協力をいただいてい

ることもわかりました。 

 今後とも、さらに協力いただけるよう、早い

うちに多くの皆様にダウンロードしていただく

ことが、入り口として大事だと考えております

ので、さらなる周知徹底をお願いいたします。 

 2、災害対策について。 

 （1）令和2年7月大雨災害時の課題と対策。 

 九州各地で甚大な被害をもたらした大雨は、

長崎県内でもお亡くなりになった方がおり、土

砂災害等により、様々な施設に被害が出ており

ます。 

 こうした大雨災害は、温暖化の影響とも言わ

れ、近年頻発しており、こうした状況に備える

ことが求められます。 

 多くの県民の皆様に、危機的情報をリアルタ

イムで伝えることが必要不可欠であり、県が管
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理する「長崎県河川砂防情報システム」は、こ

の大雨災害の時こそ活躍してもらわなければな

りません。しかしながら、当日は、アクセスが

集中したため、情報が閲覧できない、また閲覧

しづらい状況が確認され、県民の皆様からも私

のところへ問い合わせがございました。 

 必要な時に必要な情報が届けられないシステ

ムは、意味をなしません。早急な改善が求めら

れますが、県の認識をお尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 「令和2年7月豪雨」

では、7月6日に県内の4市3町に「大雨特別警報」

が発表され、「長崎県河川砂防情報システム」

への1時間当たりのアクセス数も1,734名と、過

去最大の約2倍の利用となり、非常につながり

にくい状況でした。 

 これはアクセスが集中し、機器の処理能力を

超えたことや、回線が混雑したことが原因と見

ており、今月中に演算処理能力と回線容量を増

加させることで改善します。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 改善していただくという

ことで、ぜひとも早期によろしくお願いいたし

ます。 

 （2）命を守る取り組み。 

 台風10号では、長崎県内で避難所に5万444名

の人が避難し、人的被害は最小限に抑えられた

と考えております。 

 県民の皆様に危機意識が伝われば避難してい

ただける事例となったと考えますが、同時に、

様々な課題が浮き彫りとなりました。 

 まず、人が避難する要因を考えると、様々な

情報を得なければなりません。警報等もそれに

該当するものでありますが、それだけでは避難

する根拠として薄い場合もございます。 

 近隣の方が避難することを聞くことになれば、

自分もと続くことができるかもしれませんが、

やはりリアルタイムで危機が迫る河川の状況が

確認できる河川監視カメラ設置が必要だと考え

ております。県の取組状況をお伺いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 河川監視カメラは、

水位計に比べて初期費用もランニングコストも

高額となることから、国の「革新型河川技術プ

ロジェクト」において、低コスト型の簡易型カ

メラが開発され、全国で設置が進められていま

す。 

 本県においても、令和2年4月に開催した「長

崎県管理河川流域大規模氾濫減災協議会」にお

いて、減災対策の取組の一つとして、水位情報

周知河川及び予定河川の28河川、29か所に簡易

型河川監視カメラを設置することを諮り、令和

3年の出水期までに画像が閲覧できるように作

業を進めているところです。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） わかりました。 

 多くの皆様に必要な視覚的情報が届くよう、

検索しやすい体制と、今後も台数を増やしてい

ただくよう、検討をお願いいたします。 

 台風10号に関しては、これまで避難したこと

がなかった方が避難を行い、物資が不足したり、

施設が満員になったり、車を立体駐車場へ避難

させて満車になるなど、様々な課題が出てきま

した。 

 私のもとへ、様々な地域から一番ご意見をい

ただいたのが、ペットとの同行避難についてで

した。ペットも大事な家族の一員です。せっか

く避難を決意したものの、ペットとの同行を断

られ、避難を断念したり、一度避難所に出向い

て了解を得たにもかかわらず、その後断られた
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りしたケースなど、30件ほどご相談いただきま

した。 

 環境省でも、「災害時におけるペットの救護

対策ガイドライン」を策定しており、ペットと

の同行避難を日ごろから想定していくようにと

啓発活動を行っております。 

 避難所には、様々な事情を抱えた方が避難す

ることから、全ての避難所の対応が困難なこと

は理解いたします。しかし、ペットが理由で避

難を躊躇することがないよう、県として各市町

へ働きかけを強化し、早急にペット対応可能の

避難所を開設できるようにしていただきたいと

考えておりますが、今後の対応をお伺いいたし

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長(宮﨑浩善君） 先の台風10

号でのペットとの同行避難につきまして、県内

各市町に聞き取りを行ったところ、同行避難を

断っていた市町がある一方で、同行避難を受け

入れた市町は13市町、そのうち4市町では、同

行避難が可能な避難所について事前の周知がな

されておりました。 

 同行避難においては、鳴き声やにおい、動物

アレルギーなどの問題から、人とペットの避難

場所を区別して設ける必要がありますが、台風

の場合にあっては、ペットの避難場所も屋内に

限られることとなります。 

 また、ペットの世話は、飼い主自身が行うた

め、人とペットの避難場所はできるだけ隣接し

ていることが求められます。 

 市町におきましては、こうした要件の具体的

検討が進んでおらず、同行避難が可能な施設の

確保が課題となっております。 

 しかしながら、災害発生時にペットとの同行

が妨げとなって、人命に危険が及ぶことがあっ

てはならないことから、ペットと同行可能な避

難所の設置について、関係部局と連携しながら

市町に働きかけを行ってまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 台風や大雨、また、いつ

災害が起きるかわかりません。県民の皆様の安

心・安全のため、早急な対応をお願いいたしま

す。 

 避難をする根拠として、様々な情報収集が必

要となります。必要な情報を、テレビ、新聞、

ラジオだけでなく、様々な媒体で発信し、県民

の皆様が情報を得られるようにしなければなり

ません。 

 近年、デジタルサイネージ、電子看板の普及

が目覚ましく、国道沿いや中央橋交差点にも設

置され、県内でも多くの設置が進められており

ます。 

 私が、2年前、マレーシアを訪問した時も、

道路沿いにはデジタルサイネージが多数設置さ

れ、街の未来図がどのようになるのか、外国人

である私でさえもわかるようなプロモーション

がされており、様々な情報にあふれておりまし

た。 

 このようなデジタルサイネージにも警報等の

情報を流すことが、幅広い情報発信にもつなが

ると考えますが、県の認識をお伺いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 気象台が発表する

気象警報や、市町が発令する避難勧告などの避

難情報は、住民が避難を判断する重要な情報で

あり、多様な手段により、住民へ提供すること

は大変重要であると認識しております。 

 議員ご提案のデジタルサイネージは、人が多

く集まる場所や人目にとまる場所に設置されて

おり、文字だけではなく、動画を用いた情報発
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信が可能であるなど、情報伝達手段として有用

であると考えております。 

 しかしながら、県内に活用できるデジタルサ

イネージはあるのか、また、設備を所有する事

業者の意向や、デジタルサイネージにリアルタ

イムに情報を発信できるかなどの課題も多くあ

ることから、まずはどのような活用事例がある

かについて、調査・研究をしてまいりたいと考

えております。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 多くの皆様に情報を届け

るためにも研究をお願いいたします。 

 私は、県が設置して、平時は観光や産業振興

につながる情報発信、広告で設置費を賄いつつ、

必要な時は危機的情報を流す仕組みづくりもで

きると考えております。頻発する災害や新型コ

ロナウイルス感染が拡大する中で、県が発信す

る情報には多くの県民の皆様が注目をしており

ました。 

 3、長崎県の情報発信について。 

 （1）長崎県ホームページの改善について。 

 新型コロナウイルス関連情報だけではなく、

経済対策や知事の会見など、様々な目的を持っ

て、これまで、長崎県のホームページを見たこ

とがない方が情報を求めて見るようになりまし

た。同時に、県民の皆様からご意見をいただい

たのは、「ほしい情報にすぐたどり着かない」、

「スマホだと見づらい」など、ホームページの

改善を求める声をいただきました。現状、仕様

が古い状態になっているかと見受けられますが、

今後の方針をお伺いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） 県のホームページの

改善について、ご質問いただきました。情報が

わかりづらいとのご指摘でございます。 

 県ホームページにおきましては、県政の様々

な情報を県民の皆様にお伝えする有効な手段の

一つであるというふうに考えておりまして、新

型コロナウイルス感染症が拡大した今年の3月

以降におきましては、その発生状況ですとか、

予防方法、あるいは支援の制度等の情報を随時

掲載しておりますけれども、ご指摘のとおり情

報量が増加したことですとか、あるいはアクセ

ス数の急増といったことに伴いまして、議会か

らもご指摘をいただいておりましたので、カテ

ゴリー分けですとか、レイアウトの変更といっ

た見やすいための工夫の改修を適宜行ってまい

りました。 

 しかしながら、現在はスマートフォンからの

閲覧というのも増加してございますので、例え

ばトップページをさらにシンプルなものに整理

するといったことですとか、あるいは、見た方

が一目で理解できるようなアイコンの活用と

いったことにつきまして、スマートフォンから

の閲覧についても、より見やすいページにする

工夫を検討してまいりたいと存じます。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） ぜひとも、見やすく、よ

りよいホームページとなるよう改善をお願いい

たします。 

 （2）YouTubeの活用について。 

 今回、新型コロナウイルスの影響もあり、

YouTubeで配信される県の会見も多くの皆様に

見られる状況となりました。 

 福祉保健部長はじめ、担当部局の皆様は、毎

日休みなく会見の準備をすることは大変だった

と思います。主に民放の皆様方の協力によるラ

イブ配信により、1万回以上再生されている会

見もございました。 

 今後も、多くの皆様に必要な情報を届けるた
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めにも、プロモーションとしてもYouTubeの活

用は積極的に行わなければならないと考えてお

りますが、県はどのように取り組んでいくのか、

お伺いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） YouTubeの活用につ

いて、お答えをいたします。 

 そもそも、動画でございますけれども、音声

ですとか、映像で情報を伝達するということで、

その場の臨場感ですとか、あるいは雰囲気を伝

えることができると、また、見る人の印象に残

りやすいといった利点がございます。 

 そのため、その動画を安価に掲載できます、

あるいは誰もが視聴できるというYouTubeにつ

きましては、有用な情報発信のツールの一つと

考えてございます。 

 ご案内のとおりでございますけれども、本県

においても、長崎県の公式YouTubeということ

で「長崎がんばらんばチャンネル」を開設いた

しまして、現在、717本の動画を掲載するなど、

情報発信に努めているというところでございま

す。 

 今後、さらに、YouTubeを活用した情報発信

が進むようにということで、動画を掲載するた

めの具体的な手順ですとか、そういったことを

各所属にも周知をいたしまして、活用の強化を

働きかけてまいりたいというふうに考えてござ

います。 

 また、YouTubeに掲載する動画につきまして

も、より多くの皆様に視聴いただけるように、

動画の掲載をはじめまして、適宜、ツイッター

等でも発信するなどの工夫と併せて取り組んで

まいりたいというふうに考えてございます。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 県が様々な施策、イベン

ト等を広く県民の皆様に周知するためには、紙

では伝わらない思いや熱量があります。それを

伝えるためにも、積極的に活用し、ユーチュー

バーやご当地のアイドルの力添えもいただきな

がら、県の情報発信が活発となるようお願いい

たします。 

 私自身も、YouTubeや動画を用いた情報発信

に、さらに力を入れてまいります。 

 4、人口減少・流出対策。 

 （1）出産・育児に関わる負担軽減について。 

 6月、私は、父となりました。出産に至るま

で、夫婦として紆余曲折はございましたし、流

産も経験し、悲しみを共有したこともございま

した。不妊治療も考えたこともございましたが、

ありがたいことに授かることができ、出産に立

ち会うこともできました。 

 陣痛がはじまって25時間で無事出産すること

ができたのですが、その間、寝不足でお互いに

意識もうろうとなりながらも、一生懸命痛みに

耐える妻の背中を5分置きにさすり、水分補給

の補助をし、うちわであおぎ、汗をぬぐい、

「赤ちゃんも会いたがっている」と励まし、そ

して、手を握りました。 

 産声を聞いた時の感動は、忘れることができ

ない瞬間でありました。 

 出産は、女性にしかできないことですが、し

かしながら、夫婦の共同作業であると強く感じ

ました。（発言する者あり） 

 男性の育児参画を促すためにも、出産や出産

後のサポートに関わることは、大きな意識づけ

になると考えます。 

 国の方でも、夫の産休制度の検討をはじめて

いるとの報道がございますので、県としても積

極的に情報収集、発信をしていただくようお願

いいたします。 
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 産声を聞いた感動もつかの間、すぐに訪れる

現実がございます。費用についてです。 

 私は、6年ほど医療機関に勤めていた際、

2,000件以上、分娩費の統計や詳細を調査して

まいりました。 

 健康保険等に基づく出産育児一時金に制度で

は、基本的に42万円が支給されますが、帝王切

開で保険適用になり、高額療養費制度を適用す

る場合などを除くと、ほとんど42万円でおさま

ることはありません。病院によって分娩費も異

なりますが、実際には10万円ほど足りないと認

識しております。 

 県として、出産費用の負担について、どのよ

うに認識しているのか、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 出産時に保険

給付として支給される出産育児一時金に関して

は、支給額の見直しを行うため、国が出産費用

の調査を随時実施しており、直近の調査により

ますと、本県の平均出産費用は、全国平均の41

万7,000円を下回る38万4,000円であり、出産育

児一時金の42万円により、一定賄えているもの

と考えております。 

 しかしながら、この一時金には、個室料や退

院時のお祝い用食事代など、積算に含まれない

費用があることに加え、医療機関によって分娩

料などの料金設定に違いがあることや、必要な

処置や入院期間などに個人差があることから、

本人の負担が生じる場合もあるものと認識して

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 負担を認識していただい

ているご答弁でした。 

 （2）ゆりかご産業創出について。 

 出産費用以外の負担について、お尋ねいたし

ます。 

 妊娠が判明し、母子手帳をもらうと同時に、

出産や育児に必要な備品リストをいただきます。

私は、それを見て、想像以上で驚きました。本

日、お配りしている資料をご覧ください。 

 ネット中継を見られている方は、私の公式

ホームページに同じ資料を添付しておりますの

で、ご参照ください。（パネル掲示）伝えたい

思いが強すぎて大きなパネルとなってしまいま

した。 

 マタニティ用品、衣類、おむつ用品、おふ

ろ・衛生用品、授乳用品、寝具、入院準備品、

離乳食用品、お出かけ用品と、全部で74品目に

わたります。高額なものは、ベビーカーやチャ

イルドシートなどもあり、これらをそろえるの

も大変ですし、費用もかかります。 

 おむつブランドであるムーニーの公式ホーム

ページでも、新生児の育児用品で10万円以上、

必要によっては倍かかりますと記載がございま

す。 

 私は、ありがたいことに、衣類やおもちゃ、

備品をお祝いでいただいたり、家族からおさが

りの服をもらったりしておりますが、今回、私

たちが必要と考えて購入した備品の総額は、18

万円となりました。出産費用から出産育児一時

金を引いた自己負担を合わせて考えると、なん

と28万円となります。 

 出産に伴う備品をそろえたり、これだけ経費

がかかることに対して、大きな負担だと考えま

すが、県はどのように認識しているのか、お聞

かせください。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 出産前後の育

児用品等をそろえる手間や費用については、個

人の考え方や家計の状況に加え、家族構成や就
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労状況などの生活環境により、買いそろえる範

囲や準備のやり方など様々であり、負担の感じ

方も異なるものと考えております。 

 内閣府が平成21年度に実施したインターネッ

トによる子育て費用に関する調査では、ゼロ歳

児の子育てにかかる費用のうち、家具・寝具類、

おむつなどの生活用品、衣類等にかかる経費と

して、年間平均約31万円かかるとされており、

買いそろえる手間や費用については、一定の負

担があるものと認識しております。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 負担があると認識してい

ただきました。 

 知事にも課題認識していただきたいのですが、

結婚、妊娠、出産、子育てと切れ目ない支援が

必要です。 

 しかし、この出産から児童手当をいただくま

での期間の支援は切れている、足りていないと、

私は課題に感じています。（発言する者あり） 

 私は、できるだけ子育てに関わっております。

ミルクを与え、おむつを替え、おふろに入れ、

ぐずったらあやす、父としてできることを行っ

ておりますが、評価は自分でするものではなく、

娘や妻がどう思っているかが重要となります。 

 娘に聞くと、笑顔が返ってきたので合格点を

もらったものと思いますが、妻に、「私は父と

して何点だろう」と聞いたところ、「100点」と

評価をもらいました。（発言する者あり）今後

も維持し、それ以上の父であり続けるよう参画

するとともに、県に様々提案したいと考えてお

ります。 

 そこで、本日、一つこちらの箱をご紹介させ

ていただきます。（ベビーボックス掲示） 

 こちらは段ボールでできておりますが、これ

はフィンランドから輸入したベビーボックスで

す。フィンランドでは、子どもが生まれる家庭

にベビーボックスが贈られます。中身は、ベ

ビー服やおくるみ、寝具や実用的でかわいい服

が30点弱入っており、この段ボール自体もベ

ビーベッドとして使用できます。 

 基礎自治体の中には、ベビー用品のセットを

贈るところもございます。（発言する者あり）

こういったかわいい服がございます。（笑声） 

 私が、なぜ県に対して言っているのかと申し

ますと、ベビーボックスを県において配布する

事業を行うことができたならば、先ほどから申

し上げている出産・育児にかかる負担軽減につ

ながることはもちろんのこと、先進的事例とし

て子育てしやすい長崎県のＰＲとなり、移住促

進にもつながります。 

 また、県内事業者に製作を依頼することで、

新たな産業創出につながるメリットもございま

す。（発言する者あり） 

 こういった事業を通して、長崎県の子育てに

積極的な姿勢を示すメッセージを県民に強く発

信することになり、多くの妊産婦やご家族の

方々、妊娠を希望する方々に安心感を与えるこ

とができます。 

 長崎県で行うメリットは大きいと考えますが、

いかがでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） ご提案いただ

いた「ベビーボックス」につきましては、出産

後のご家族に向けた支援策の一例であり、子育

て家庭に寄り添った、温かいメッセージ性のあ

る取組と認識しております。 

 一方で、出産後の育児用品等に関しては、各

家庭で好みや必要性の違いもあり、県における

一律の配布につきましては、その効果も十分に

考慮する必要があると考えております。 
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 現在、本県におきましては、県内の民間企業

の方々が協力し、「ベビーボックス」と類似の

取組を実施されておりますので、県で進めてい

る「ながさき子育て応援の店」等の取組と併せ

て情報発信するなどの連携を図って、出産や子

育てを応援する機運づくりを推進し、支援の輪

を広げてまいりたいと考えております。（発言

する者あり） 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 民間で行っている事例は、

私も把握しております。その支援も含めて、ぜ

ひとも、前向きに検討をお願いいたします。 

 そして、出産・子育ての支援に関わる県職員

の皆様へお願いです。 

 プロジェクトを考えるに当たっては、恩恵を

受ける方々の笑顔を想像してください。ベビー

ボックスが手元に届き、こんなかわいい服を着

せたいなど、新しい命の誕生をわくわくして迎

えられる、笑顔を想像する仕事なんだという意

識で取り組んでいただくようお願い申し上げま

す。 

 5、長崎のまちづくりについて。 

 （1）スポーツによる地域活性化について。 

 長崎県は、高校までのスポーツは盛んで、優

秀な選手を数多く輩出しております。 

 しかし、プロスポーツとなると、県内は接点

が乏しく、一流の指導を受けたり、選手たちの

立ち居振る舞いを身近に見る機会に恵まれない

状況となっております。 

 児童生徒たちにも、夢を身近で感じてもらう

ことも必要ですし、運動、健康の枠におさまら

ず、地域経済の発展にも寄与することから、県

としても積極的にプロスポーツを通じた地域活

性化を行うべきだと考えていますが、現状、ど

のような取組を行っているのか、お尋ねいたし

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 本県唯一の

プロスポーツチームである「Ｖ・ファーレン長

崎」の活躍は、県民に夢と希望を与えてもらう

とともに、チームを応援することで、県民の一

体感や郷土愛の醸成、さらには、県外からの観

戦客の来県による交流人口拡大での経済効果も

期待できます。 

 このため、県といたしましては、市町とも連

携のうえ、県民応援フェアの開催、県民招待事

業やパブリックビューイングの実施、ホームタ

ウン活動によるチームと子どもたちのふれあい

の場の提供などを行ってまいりました。 

 また、新たにＢリーグ参入を目指すプロバス

ケットボールクラブの設立に際しましては、競

技団体との橋渡しや、名称募集に関する広報な

ど、クラブの円滑な立ち上げに向けて協力を

行っているところでございます。 

 今後とも、「Ｖ・ファーレン長崎」及び「Ｂ

リーグ参入クラブ」と県、市町が連携しながら、

スポーツを通じた地域活性化に取り組んでまい

りたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 現状、わかりました。 

 私は、広島に5年ほど住んでおりましたが、

広島県民の広島東洋カープにかける情熱と、ま

ち全体で応援する取組、これまでの歴史がアイ

デンティティ化している姿を強烈に見せつけら

れました。 

 ジャパネットホールディングスが、幸町工場

跡地にスタジアムを建設する計画が進んでおり

ます。現在、Ｊ2、2位の「Ｖ・ファーレン長崎」

のホームスタジアムとして使用となりますし、

また、私はスラムダンク世代ですが、大変うれ
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しいバスケットＢリーグへの参入も決めている

など、長崎がこれまでにないほどプロスポーツ

と接する機会が増えますし、県全体で盛り上が

るとともに、地域経済への還元が期待されてい

るところです。 

 この事業が成功することが、県全体の活性化

にもつながることから、長崎県としてできるこ

とは何でも後押しが必要と考えておりますが、

今後の方針について、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） ジャパネッ

トが計画しております「長崎スタジアムシティ

プロジェクト」は、議員ご指摘のとおり、ス

ポーツ振興のみならず、良質な雇用の場の確保、

あるいは交流人口の拡大、長崎の魅力の向上に

貢献して、長崎のまちが大きく変わるプロジェ

クトであると認識しております。 

 県といたしましては、このプロジェクトの効

果の最大化に向けまして、県外からスタジアム

を訪れた来訪客の皆さんが、まちなかを回遊し

て、ひいては県内を周遊する長崎ファンとなっ

ていただけるよう、あるいは、また、このスタ

ジアムが県民に愛される存在として、より多く

の方に足を運んでもらえるよう、長崎市や長崎

商工会議所とも官民で連携して、ジャパネット

ホールディングスの計画を積極的に後押しして

まいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） ありがとうございます。

今後とも、協力をお願いいたします。 

 （2）ＪＲ高架下の活用について。 

 長崎駅から浦上駅、さらにその先まで、長崎

本線が高架化したことにより、他の地域で見ら

れる飲食街や商業施設など、その活用に注目が

集まっております。 

 先ほど申し上げたスポーツとの関連を考える

と、スリー・オン・スリーのコートやスケート

ボード、ボルダリングなど、アーバンスポーツ

を楽しむことができる空間をつくることが相乗

効果を生むと私は考えておりますが、県の見解

を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 連続立体交差事業で

生じた高架下空間については、固定資産税等の

減免を前提に、公共の用に供する施設で、利益

の伴わないものに限定されますが、面積の15％

を地方公共団体が無償で利用できることになっ

ています。 

 長崎駅部では、既に長崎市の駐輪場が設置さ

れたほか、今後、観光案内所の設置も予定され

ていますが、それ以外にも活用可能な面積があ

りますので、市民の健康増進や住民サービスの

向上につながるような施設の設置について、長

崎市とともに、積極的に検討し、ＪＲ九州と協

議してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 積極的に検討をお願いい

たします。 

 私は、長崎は、アーバンスポーツの聖地とも

なり得るポテンシャルがあると考えております

ので、引き続き、長崎市とも協議をしながら検

討を進めていただくようお願いいたします。 

 6、住民サービス向上と業務効率化について。 

 （1）ペーパーレスに連動した電子決済化に

ついて。 

 昨日の近藤議員の再質問で、一部総務部長が

答弁されておりました。 

 昨年の私の一般質問の最後に、ペーパーレス

化を希望させていただきました。 

 長崎県議会でも、今、ペーパーレス化の検討



令和２年長崎県議会・９月定例会（９月１８日） 

 ― 153 ―

が進められているところですが、さらに進める

ことを想定していくと、印鑑決裁を電子決済化

へと進めることが必要と考えております。 

 長崎県における電子決済状況はどのように

なっているのか、お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） お答えいたします。 

 電子決済につきましては、ＩＴ化の推進によ

るペーパーレス化の取組の一つといたしまして、

文書保管スペースの削減ですとか、あるいは紙

使用率の削減といったこと、情報の共有化によ

る事務処理の効率化などを目的といたしまして、

平成15年度から運用してございます。 

 また、電子決済は、テレワーク等を行う前提

という形にもなってまいりますので、そういっ

た意味では働き方改革の推進にもつながってま

いるというふうに考えてございます。 

 こうしたことから、電子決済を積極的に取り

組んでおりまして、令和元年度の電子決済の利

用件数につきましては、前年度の約1.25倍と

なっておりまして、10万2,826件という状況で

ございます。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） 増加しているということ

で、引き続き、適切に取り組んでいただくよう

お願いいたします。 

 新型コロナウイルスの影響もあり、対面のや

りとりを省いたり、様々な申請をオンライン化

していくことなど、対応が必要になっていると

ころです。 

 県民の目線に立つと、キャッシュレス化や

様々な申請をオンラインで行えるよう、紙は必

要最低限の形で運用していくことが求められま

すが、今後の方針はどのように考えているか、

お尋ねいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） お答えいたします。 

 県民の皆様からの各種申請手続の簡略化やオ

ンライン化、押印の見直しなどの取組につきま

しては、新型コロナウイルスの対応、あるいは

「2040年問題」への対応としての行政サービス

の維持向上といった観点から、県民の利便性向

上と業務効率化のためにも、積極的に進めてい

く必要があるというふうに考えてございます。 

 さらに、各種申請書類をオンラインで可能に

していくためには、押印の見直しなどについて

もしっかり進めていく必要があるということが

ございますので、県では、今年の夏を集中取組

期間というふうに位置づけまして、県独自で見

直しが可能な手続の洗い出しを行いまして、検

討を進めているところでございます。 

 その取組の中では、これまで押印書面で提出

をしていた書類につきまして、押印を不要とし

てメールでの提出を可能とするといったことも、

既に手続の簡略化を先行して実施しているもの

もございます。 

 今後とも、庁内外の先行事例等も参考といた

しながら、各種申請手続の簡略化ですとか、行

政のデジタル化の推進に向けまして積極的な取

組を進めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 赤木議員―3番。 

〇３番(赤木幸仁君） ぜひとも、県民の皆様の

視点に立って、使いやすい運用をお願いいたし

ます。 

 さらに、今後、キャッシュレス化は進んでい

きます。県の手続で証紙を用いなくても運用で

きる仕組みづくり、例えばパスポートなども当

てはまるかもしれませんが、無駄なもの、無駄

な作業を洗い出して、効率的に取り組むシステ

ムづくりを積極的に構築していただくようお願
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いいたします。 

 私の質問は、以上となりますが、今回、大き

なパネルを使用させていただきました。認めて

いただいた議長に感謝を申し上げます。 

 私としては、様々なプレゼンをするに当たっ

て、補助資料としてパネルを用いることは大事

なことだと思っております。 

 ぜひとも、今後、モニターの使用なども検討

いただければ大変ありがたいと思いますので、

引き続き、県民の皆様に的確な情報を届けられ

るよう、私自身としても頑張ってまいります。 

 以上で、質問を終わります。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） これより、しばらく休憩

いたします。 

 会議は、11時10分から再開いたします。 

― 午前１０時５８分 休憩 ― 

― 午前１１時１０分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君）（拍手）〔登壇〕 公明党

の川崎祥司でございます。 

 度重なる豪雨や台風災害で犠牲になられた皆

様に衷心よりお悔やみを申し上げ、被災された

方々にお見舞いを申し上げます。 

 今議会一般質問の機会を賜りましたので、お

役に立てるよう質疑をしてまいります。 

 1、次期総合計画について。 

 （1）人口減少対策や産業振興等に挑む知事

の思い。 

 本県として、一丁目一番地で取り組む施策は、

人口減少対策であり、とりわけ若者がふるさと

長崎県に定着していただくよう、結果の出る施

策を確実に実行していくことと存じます。 

 そこで、人口減少対策や若者が定着していた

だける産業の振興と雇用の確保、そして、ふる

さと長崎で頑張っていこうとの思いを抱いても

らえる教育のあり方などに対する知事の思いを

伺います。 

 2、新型コロナウイルス対策について。 

 （1）医療体制。 

 初めに、感染症でお亡くなりになられた皆様

に哀悼の意を表し、厳しい経営を強いられる事

業者の皆様にお見舞いとともに、何とか頑張っ

ていただきたくエールを送らせていただきます。 

 我が公明党会派では、新型コロナ感染症対策

について、議会運営委員会における取りまとめ

発言も含め6回に及ぶ提言を行ってまいりまし

た。 

 「コスタ・アトランチカ号」のクラスター感

染時には、移動ＣＴ車の導入提案や医療機関へ

の支援、さらに厳しい経営を強いられる観光関

係者や公共交通機関への支援、教育においては、

小中学校生に加え、高校生へのパソコン配布に

よるオンライン教育環境の早期整備、そのほか

聴覚障害者に配慮した広報のあり方、エッセン

シャルワーカーへの支援、感染に係る人権問題

への対応、農産物の地産地消促進など、多岐に

わたり提言を行ってまいりました。 

 17例目の感染から2か月半、感染者ゼロが続

いたものの、7月に入り急増、まだまだ気を引

き締めて感染対策を励行しなければならないと

考えております。 

 そこで、医療体制のうち、特に、ＰＣＲ検査

について、お尋ねいたします。 

 ビジネス上の往来で陰性を証明する需要があ

ります。受けたい人が検査を受けることができ

る体制構築が必要と考えますが、いかがでしょ
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うか。 

 また、医療スタッフの負担軽減を図るため、

ロボットなどを積極的に導入すべきと考えます

が、県のお考えをお聞かせください。 

 （2）福祉施設の相互支援体制。 

 高齢者や障害者が利用する福祉施設について、

各施設では、感染症対策強化に取り組んでおら

れますが、万が一クラスターが発生した場合は、

当面の施設閉鎖も余儀なくされます。事態に備

え、相互の支援体制を構築しておくべきです。 

 その際は、認知症、あるいは精神障害者の方

は、環境の変化や見慣れないスタッフでは平常

を保てないおそれがあるため、どう配慮しなが

ら相互支援体制を構築していくのか、お尋ねを

いたします。 

 （3）事業者への支援。 

 交流に由来する業種の皆様は、感染拡大に伴

い、厳しい経営を強いられています。特に、飲

食業界は、業者のマインドも冷え込んでおり、

足を運んでいただくためにも十分な感染対策が

施され、安心して利用できる店舗であり続ける

ことが必須条件と考えます。 

 県は、感染対策チェックリストを作成し、対

応を促していますが、安心店舗としてＰＲでき

るよう、しっかりとした支援を講じていただき

たく、この課題にどう取り組んでこられたのか。 

 また、感染対策は維持し続けることが大事で、

事業者の皆様にも高い意識を持ち続けていただ

くため、アドバイザリーを採用し、管理を続け

る施策も講じていただきたく、見解を求めます。 

 3、県都・長崎市のまちづくりについて。 

 （1）ＪＲ長崎駅前エリア。 

 バス、電車といった公共交通との結節強化の

観点から、「交通結節線等検討会議」において、

長崎駅前バスターミナルを現地で再整備し、Ｊ

Ｒ長崎駅側とはペデストリアンデッキで結んだ

うえ、上下移動はバリアフリー化するとしまし

た。 

 今後、本構想を実現するに当たり、どういっ

た課題があり、いつ頃の完成を目指すのか。ま

た、ＪＲ長崎駅が150メートルほど西側に移動

したことにより、新バスターミナルとの物理的

な距離をどう縮め、地域の一体的な活性化を実

現していくのか。また、電停へのバリアフリー

化のため、エレベーター、エスカレーターは必

ず設置すべきです。 

 また、南部方面向け駅前バス停は、現在降車

のみですが、バスベイを確保しながら、乗車も

可能なバス停としていただきたく、見解を伺い

ます。 

 （2）松が枝エリア。 

 松が枝国際埠頭の2バース化は、県の重要施

策であり、知事も国土交通大臣をはじめ、幾度

となく国への陳情を行い、昨年2月には国土交

通大臣も現地視察を行っていただいたうえで、

事業化を勝ち取ったところです。来るべき寄港

再開の時期を見据え、安心・安全なクルーズ船

受入体制を今この時に構築しておくべきです。

どう取り組んでいかれますか。 

 （3）県庁舎跡地活用。 

 当初、「広場」、「交流・おもてなしの空間」、

「質の高い文化芸術ホール」の3つの主要機能

を整備するという方針案が示され、3つの機能

でシナジーを生むとしていましたが、先般、

ホール整備が見送られ、残る2つの機能に新た

な要素を付加しながら活用策を見出さなければ

ならないと考えます。 

 去る12日、発掘調査の一般公開に参加してま

いりました。眼前に広がる高さ7メートル、幅

60メートルの石垣を見て、石垣そのものや、そ
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こに息づいた歴史文化を後世に残し、伝える必

要があるとも感じました。 

 つきましては、これらの遺跡や展示などのあ

り方も検討を要することから、配置バランスも

含め、整備方針について、どう検討していくの

か、お尋ねをいたします。 

 4、災害対策について。 

 （1）安心できる避難所の確保。 

 今次の大型台風に伴う避難行動は、コロナ禍

の中、感染防止のために避難所ではなく、宿泊

施設を利用するケースが目立ちました。台風襲

来時は、宿泊施設のキャンセルも発生すること

から、安全な避難所を求める県民とで需給が

マッチすると考えます。特に、高齢者や障害者、

乳幼児がいる家庭など配慮すべき避難者を優先

し、宿泊施設に支援を行いながら、活用策を検

討いただきたく、その際、施設への移動には貸

切りバスの利用も考えられます。 

 また、「コスタ・アトランチカ号」集団感染

の際に採用した移動コンテナハウスも効果的と

考えられます。 

 （2）非常用電源の整備促進。 

 台風10号では、県内の約19％の世帯に及ぶ大

規模な停電が発生しました。避難所では、換気

や情報入手のためのスマホ充電もできません。

2月定例会で非常用電源の整備を促しましたが、

十分な対応が取られていない状況であり、整備

を急ぐべきと考えます。 

 国は、人命救助に資する非常用電源は、72時

間連続運転できるスペックを求めており、当該

機能を有した機材を選定し、安心できる避難所

体制としていただきたく、見解を求めます。 

 5、観光行政について。 

 （1）コロナ禍における観光施策。 

 感染防止のため観光業が低迷する中、県民に

県内観光を推進する、「ふるさと再発見の旅」

や、「ながさき癒し旅」では、多くの皆様が利

用されました。まずは総括を求めます。 

 宿泊施設の利用に当たり、施設の安全対策は

不可欠です。 

 そこで、感染対策強化に取り組む宿泊施設に

対し、インセンティブを与えるため、チームナ

ガサキセーフティの取組に倣い、県下の宿泊観

光施設が安心・安全施設として全国に発信でき

るよう、県による認証制度の導入や、さらに効

果的な感染対策が継続されるよう、管理や助言

を行うアドバイザリーの派遣事業を行ってはい

かがでしょうか。 

 （2）サイクルツーリズムの推進。 

 昨日は中島浩介議員からお尋ねがありました

が、南島原市では、サイクルツーリズムの活性

化に資するインフラ整備として、加津佐町から

深江町間の島原鉄道廃線跡地約32キロにおいて、

自転車専用道整備を推進しています。 

 南島原市長におかれましては、2月に国土交

通大臣、今月も道路局長に直接陳情されました。

現在の整備進捗状況はどうか、お尋ねをいたし

ます。 

 （3）文化観光推進法に基づく取り組み。 

 国は、法整備を行い、文化観光拠点施設を活

用して、新たな観光需要を喚起する施策を講じ

ています。自治体や民間と共同して認定を終え、

これまでになかった観光客層の誘客に取り組む

べきと考えますが、見解を求めます。 

 6、行政業務に対するＩＣＴ活用推進につい

て。 

 （1）情報伝達の改革。 

 コロナ対策で多くの施策を講じていただきま

したが、施策を必要とする皆様に迅速かつ的確

に伝わらないと意味がありません。従来のホー
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ムページ掲載や新聞、テレビ広告だけでは十分

とは言えず、より一層の改革が求められます。

スマホで必要な情報が届くよう、ＳＮＳ等を活

用し、県と県民が直接つながる手法を早期に確

立すべきと考えますが、見解を求めます。 

 （2）業務のデジタル化。 

 特別定額給付金で見られたように、オンライ

ン申請も最終手作業となってしまい、名ばかり

でした。このような課題を受け、菅新政権にお

いては、デジタル庁を創設し、大改革に乗り出

しました。県庁内仕様も真のデジタル化を図る

ため、問答無用の改革を推進すべきと考えます。 

 また、あらゆる申請後の書類審査や処理状況

がどうなっているのか、いつ結果が届くのかな

ど、情報がないと県民は不安です。トレーサビ

リティーの開示は、県民に安心感を与え、行政

への信頼感も増すことから、システムに採用し

て進捗の見える化も推進していただきたく、見

解を求めます。 

 （3）県立図書館。 

 県立図書館におけるサービスの拡充について、

通常の書籍に加え、電子書籍の貸出しサービス

が全国の約7％に当たる94の自治体で導入され、

コロナ禍において利用が急増しています。 

 東京都千代田区立図書館では、絵本の電子書

籍が好評で、自宅で子育てする保護者が多く利

用されたようです。パソコンやスマホで閲覧で

きる電子書籍は、図書館に通う必要はなく、人

気の蔵書を読みたい時、すぐに借りられ、アプ

リによってはマーキングや記録したい箇所を容

易に保存できるメリットもあります。加えて、

「3密」が避けられる安全面から、本県も導入

すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 7、企業誘致について。 

 （1）「ＩＴ拠点の長崎」形成に向けて。 

 県は、ＩＴ系企業誘致に積極的に取り組まれ、

現在、長崎市を中心に誘致が成功していますが、

西彼杵エリアへの拡大も、ＩＴ拠点の長崎とし

て、全国への発信力が高まると考えます。 

 長与町には、ＩＴ人材を育成する県立大学セ

キュリティ学科があります。さきの長与町議会

では、ＩＴ企業誘致について、町長が大変積極

的な考えを示されました。地の利を活かし、さ

らにワーケーションにも取り組む長与町と連携

して、ＩＴ企業誘致に積極的に取り組むべきと

考えますが、見解を求めます。 

 8、道路行政について。 

 （1）県道113号岩屋橋交差点～昭和町交差点

の渋滞対策。 

 県道113号長与大橋町線の岩屋橋交差点から

昭和町交差点の渋滞問題については、交通量調

査を行い、二郷橋交差点の右折帯の設置や昭和

町交差点のバス停車帯の設置、文教町交差点の

改良などが渋滞緩和に効果があると分析されま

した。解決に向け、進捗はどうなっているのか、

お尋ねをいたします。 

 （2）県道45号三ツ山町エリアの道路拡幅。 

 県道45号東長崎長与線の三ツ山町エリアは、

一部のカーブが狭隘で危険なため、2016年12月、

地元より道路改良の要望活動が行われました。

当該区間の道路改良について、進捗状況と完成

時期について、お尋ねをいたします。 

 9、福祉行政について。 

 （1）健康増進に資するＰＨＲ（パーソナ

ル・ヘルス・レコード）の活用。 

 個人の健康診断情報などを記録し、健康増進

につなげるＰＨＲ（パーソナル・ヘルス・レ

コード）の活用について、国は、本年度からの

本格稼働に向け、実証事業を進めるとのことで

したが、どのようなシステムとなっていますで
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しょうか。 

 10、警察行政について。 

 （1）長崎運転免許センターにおける利用者

への配慮。 

 長崎運転免許センターが新設をされました。

利用者の皆様から多くの声が届けられておりま

す。駐車場がない、または非常に「3密」の状

態が続く、そのようなご意見も賜っているとこ

ろでございますが、今回は、このセンターで免

許証貼付用の写真も撮影していただき、利便も

向上したことについて、お尋ねいたします。 

 この証明写真につきましては、健康上の理由

で医療用の帽子やウイッグなどの着用が認めら

れていますが、その事情を申し出る際、周囲に

人がいては抵抗を感じるとの声があります。写

真撮影室は、大人数がオープンスペースで撮影

を待っていることから、一定のプライバシーを

確保するなど、当事者に配慮した撮影室に改造

いただきたく、要望いたします。 

 以上、一括質問とし、知事はじめ、理事者の

皆様には簡潔かつ前向きなご答弁を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 川崎議員のご質

問にお答えいたします。 

 次期総合計画の人口減少対策や産業振興等に

挑む思いについてのお尋ねでございます。 

 本県を取り巻く環境は、引き続く人口減少や

少子・高齢化の進行、新型コロナウイルスによ

る県民生活への影響など厳しい状況にある一方

で、これまで進めてきたまちづくりや各種プロ

ジェクトが進展し、大きな変革の時期を迎えて

おります。 

 そうした中、次期総合計画においては、改め

て人・産業・地域が、それぞれの役割を果たし、

相互に連携・協働しながら危機を乗り越えると

ともに、変化をチャンスと捉え、本県の活性化

に結びつけたいとの思いから、「人・産業・地

域を結び、新たな時代を生き抜く力強い長崎県

づくり」を基本理念として掲げております。 

 その理念を実現するため、「2040年問題」へ

の対応やSociety5.0の実現、ＳＤＧｓの推進と

いった新たな課題、さらには新型コロナウイル

ス感染症への対応など、社会や時代の変化を踏

まえながら、10の基本戦略と47の施策を展開す

ることとしております。 

 議員ご指摘の人口減少対策については、高校

生や大学生の県内就職対策の強化を図りながら、

大きく変わりつつある本県の近未来像や新たな

まちの魅力を積極的に発信し、若者の県内定着

の促進につなげるとともに、新型コロナウイル

スの感染拡大に伴う地方回帰の動きを捉えた移

住対策の強化やリモートワーク、ワーケーショ

ン、企業誘致などによる県内への新たな人の流

れをつくり出してまいります。 

 また、産業振興に向けては、ＡＩ、ＩｏＴ、

ロボット、航空機、海洋エネルギー関連産業な

どの基幹産業化やスタートアップ企業への支援、

情報関連企業の研究開発拠点の集積等による産

業構造の転換を推し進めるとともに、新幹線の

開業効果の最大化やＩＲ誘致の実現、スポー

ツ・文化の振興などによる観光交流の産業化に

力を注ぎ、良質な雇用の場の創出を図ってまい

りたいと考えております。 

 今後、県議会におけるご議論や県民の皆様等

のご意見をお伺いしながら、引き続き策定を進

めてまいりたいと考えております。 

 次に、松が枝エリアにおけるクルーズ船受入

れ体制の構築についてのお尋ねでございます。 

 松が枝岸壁2バース化は、背後のまちづくり
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やクルーズ船のメンテナンス事業と一体的に推

進することによって、産業の振興や雇用の創出、

交流人口の拡大など、地域全体に大きな活力を

もたらすものと考えております。 

 一方、クルーズ船においては、一旦感染症が

発生すると大規模なクラスターが形成されるこ

とが、「ダイヤモンド・プリンセス号」や「コ

スタ・アトランチカ号」の例で明らかとなりま

した。 

 県としては、現在取りまとめております「コ

スタ・アトランチカ号」の検証結果を踏まえ、

国が進めております感染症対策との整合性を図

るとともに、受入れの可否を判断するような仕

組みづくりや関係機関との情報共有、医療体制

のさらなる充実を図っていく必要があるものと

考えております。 

 県民の皆様が安心してクルーズ船を迎えてい

ただけるよう、万全の対策を講じつつ、松が枝

岸壁2バース化の実現に向けて全力を注いでま

いりたいと考えております。 

 そのほかのお尋ねにつきましては、関係部局

長からお答えをさせていただきます。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 私から、4点お

答えさせていただきます。 

 まず、無症状者が検査を受けられる体制を目

指すべきではないかとのお尋ねでございます。 

 県におきましては、感染拡大を防止する観点

から、検査を必要とされた方が速やかに検査を

受けることができるよう、検査体制の充実に努

めているところでございます。 

 一方、経済活動の中で検査のニーズがあるこ

とは認識しておりまして、県が支援した検査機

器を活用して自己負担による検査を行うことは

認めておりまして、現在、県内2か所で検査を

実施できる体制となっております。 

 なお、自己負担への支援につきましては、高

齢者や基礎疾患を有する方など、リスクが高い

方を優先するのかなどの具体的な運用方法につ

きまして、慎重な検討が必要であると考えてお

ります。 

 次に、検査体制の拡大に当たっては、ロボッ

トを活用すべきではないかとのお尋ねでござい

ます。 

 検査の自動化やロボット技術の応用は、検査

能力の向上のみならず、検査に従事する医療ス

タッフの感染リスクや負担の軽減にもつながる

ものと考えております。 

 現在、長崎大学が検体処理の自動化システム

を開発しているところであり、実用化された際

には、処理能力が現在の1日約380件から1,000

件に大幅に向上する見込みであり、県としても、

引き続き支援してまいりたいと考えております。 

 次に、認知症、あるいは精神障害者に対する

応援職員の派遣スキームをどのように構築して

いるのかとのお尋ねでございます。 

 県におきましては、感染によって施設の職員

が不足した場合に、迅速かつ円滑に応援職員を

派遣し、相互支援体制が取れるような体制を検

討しております 

 認知症や高齢者等への対応が必要な場合には、

その経験のある職員を優先的に派遣し、担当職

員から十分な引き継ぎを行うなど、できるだけ

サービスの提供に支障が生じないよう努めてま

いります。 

 最後に、国が取組を進めているＰＨＲ（パー

ソナル・ヘルス・レコード）はどのようなシス

テムかとのお尋ねでございます。 

 ＰＨＲとは、個人の健康診断結果等を電子記

録として本人が正確に把握するための仕組みの
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ことであり、国でシステムの構築が進められて

おります。 

 具体的には、自治体や学校、民間事業主、医

療保険者などが保有している健診データや薬剤、

医療情報を一元的に管理し、個人がマイナポー

タル等を通じて閲覧できるようになります。 

 ＰＨＲを活用することにより、個人の通常の

生活習慣の改善や効果的、効率的な医療等の提

供、保健事業の実効性の向上などが期待されて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 私の方からは、

2点お答えいたします。 

 まず、新型コロナウイルス対策に係る事業者

への支援に関して、飲食店の感染対策について、

どのような支援を行っているのかとのお尋ねで

ございます。 

 県では、業種別ガイドラインを遵守しながら

事業継続に取り組む飲食店に対し、取組の内容

や規模に応じまして、支援を行っているところ

でございます。 

 具体的には、マスク等の消耗品、パーテー

ション等の備品の購入経費として上限10万円、

また、換気・空調設備等の整備経費として上限

200万円を補助することとしております。 

 さらに、商店街内の飲食店が店舗の大規模改

修を実施する経費に対し、500万円を上限とし

て補助することといたしております。 

 なお、議員ご提案の専門的な助言を行うアド

バイザー派遣を前向きに検討するなど、今後と

も必要な支援を実施してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、企業誘致に関して、長与町と連携して

ＩＴ系企業の誘致に取り組んではどうかという

ことについてのお尋ねでございます。 

 県におきましては、ロボット、ＩｏＴ関連産

業を新たな基幹産業とすることを目指し、関連

企業の誘致に力を入れているところでございま

す。 

 このような中、ＩＴ人材の育成を図るため、

県立大学情報セキュリティ学科の定員増を行う

とともに、産学共同研究センター（仮称）の整

備を進めております。 

 ＩＴ関連企業の誘致に当たりましては、将来

的にビジネス拠点となり得る企業をターゲット

としておりまして、企業のニーズを把握したう

えで、オフィスや人材の確保など立地環境を整

えながら、市町と連携して取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 今後のＩＴ関連企業の誘致におきましても、

この方針に基づきまして取り組んでいきたいと

考えております。 

 なお、市町におけるワーケーションの取組に

つきましては、県としても連携してまいりたい

と考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 長崎駅前の交通結節

の強化についてのお尋ねですけれども、本年7

月に基本計画を取りまとめ、長崎駅周辺の整備

イメージについて、大黒町側に新たなバスター

ミナルを整備し、その前面の国道上に路線バス

の停留所を集約して乗降できるようにするとと

もに、駅側とターミナルとを動く歩道がついた

デッキで結び、デッキと電停、バス停との間は

エレベーターやエスカレーターでつなぐことで、

歩行者の移動を支援することを交通結節機能強

化の基本方針としています。 

 今後、施設内容や規模、整備手法など具体化

し、地元関係者との合意形成を図っていく予定

であり、その過程で完成までのスケジュールを
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明らかにしたいと考えています。 

 次に、サイクルツーリズムについてのお尋ね

です。 

 サイクルツーリズムを推進するためには、官

民が部局を越えて連携し、ハード整備やソフト

施策について効果的、継続的に取り組んでいく

必要があります。 

 このため、県、市、地元団体等で組織する

「長崎県サイクルツーリズム推進協議会」を先

月立ち上げたところであり、今後、県として、

積極的に推進していく考えです。 

 お尋ねがありました南島原市の自転車歩行者

専用道路については、国の交付金事業として、

南島原市が令和2年度より着手し、現在、全体

延長約32キロメートルのうち、加津佐町から南

有馬町までの約10キロメートル区間の測量や設

計などを実施しているところと聞いています。 

 また、この区間については、令和3年度の工

事着手に向けて準備を進めるとともに、残る区

間についても早期着工を目指し、関係機関との

協議を進めている状況と聞いています。 

 次に、国道113号の岩屋橋交差点から昭和町

交差点の渋滞対策についてのお尋ねです。 

 県道長与大橋町線の当該区間における渋滞対

策として、右折帯設置などの交差点改良につい

て検討を行っているところです。 

 交差点改良を行うためには、新たな用地取得

が必要になるほか、関連する電線管理者や交通

管理者との調整も必要であり、地元関係者の理

解や協力が得られるよう、協議を進めてまいり

ます。 

 また、文教町交差点については、本年6月に

信号現示が見直され、その効果検証のため、近

く交通量調査を予定しています。 

 次に、県道東長崎長与線の三ツ山地区につい

てのお尋ねですが、当該地区については、道路

拡幅や視距改良を目的に平成30年度より事業化

しており、昨年の10月には道路改良について関

係者に説明を行ったところです。今年度は建物

調査を実施し、用地についての相談を行うこと

としており、地元の協力を得ながら早期完成に

向け取り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） 県庁舎跡地の整

備方針について、どのように検討していくのか

とのお尋ねでありますが、現在進めております

基本構想の策定作業の中で、専門家の方からは

この地の様々な歴史やまちなかの中心に位置す

ることなどを踏まえまして、広場機能や本県の

歴史、観光等の情報発信機能に加え、多様な交

流を促し、新たな価値の創造につながる機能を

付加することなど、整備の考え方に関しまして

貴重なご意見をいただいております。 

 今後、このようなご意見等を踏まえまして、

県といたしましては、コンセプトをはじめ、具

体的な機能や機能間の連携などにつきまして検

討を進めますとともに、今回出土した石垣のほ

か、今後の埋蔵文化財調査の結果等も勘案し、

県議会や関係者の皆様にご意見を伺いながら、

機能の配置やその規模等を含め、最終的な基本

構想を整理してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 私から、2点お答

えさせていただきます。 

 まず、要配慮者の避難時の宿泊施設や貸切り

バスの活用及び避難場所としてのコンテナハウ

スの活用についてのお尋ねですが、コロナ禍に

おける災害時の宿泊施設の活用については、分

散避難として有用であり、県では、本年5月に

締結した災害時の宿泊施設利用に係る協定の活
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用を市町に働きかけているところであります。 

 今回の台風10号では、協定の活用はなかった

ものの、その一方で、県内宿泊施設は自主避難

者で満室であったとの話もありますので、その

実態を調査し、今後の宿泊施設の活用について

検討してまいります。 

 避難者輸送への貸切りバスの活用については、

避難を要するケースごとに輸送手段を考える必

要があることから、他県での事例等を踏まえ検

討してまいります。 

 移動式コンテナハウスについては、設置が容

易であり、一定期間の避難場所として効果があ

ると考えますが、調達方法や設置場所、費用負

担などの課題もあり、まずは災害時の活用事例

の調査を行いたいと考えております。 

 次に、避難所への72時間連続運転可能な非常

用電源の整備についてのお尋ねですが、台風10

号では、多くの避難所で停電が発生したことか

ら、避難所における電源の確保は重要な課題で

あると認識しております。 

 県では、避難所への非常用発電機や燃料提供

に関する災害協定を締結するとともに、備蓄用

として非常用発電機50台の購入手続を進めてお

りますが、市町に対しても早急な整備を働きか

けてまいります。 

 ご提案の72時間連続運転可能な非常用電源に

つきましては、行政庁舎等の重要施設の整備を

国から求められているところでありますが、避

難所への整備につきましては、市町と協議して

まいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 私の方から、

3点お答えさせていただきます。 

 まず、県の誘客キャンペーンの総括について

のお尋ねでございます。 

 6月から7月末にかけての県独自のキャンペー

ンでは、県民の皆様を中心に多くの方にご利用

いただき、実績といたしまして、「ふるさと再

発見の旅」が約13万7,000人泊、「ながさき癒し

旅」が約10万8,000人泊、合計約24万5,000人泊

となっております。 

 この結果、県の観光動向調査では、5月には

前年の1割程度だった宿泊客数が、6月には約4

割、7月には、これは速報値でございますけれ

ども、約6割へと改善が見られたところでござ

います。 

 多くの県民の皆様に県内旅行にお出かけいた

だいたことは、本県に多彩な観光の魅力がある

ことへの証だと認識しており、これらの魅力を

県内外に効果的に発信し、ＧｏＴｏトラベルの需

要取り込みに結びつけてまいります。 

 次に、県による安心・安全制度導入について

のお尋ねでございますが、宿泊施設の安全・安

心を保証することは行政の立場からは困難だと

考えておりますけれども、感染症対策、大変重

要でございますので、県では宿泊施設に対しま

して、県旅館・ホテル生活衛生同業組合をアド

バイザーとしまして派遣し、機器購入等の支援

を行っているところであります。 

 また、ＧｏＴｏトラベル登録施設約300施設に

対しましては、現地調査を直接実施しまして、

改善すべき点があれば支援制度の活用を促して

おります。 

 このような県の安全・安心の取組につきまし

ては、「ながさき旅ネット」でも発信しており

ますので、観光客の皆様にはこれらの情報を参

考にしながら、本県を旅先として選んでいただ

きたいと考えております。 

 最後に、文化観光推進法に基づく取組状況に

ついてでございます。 
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 本県ならではの歴史文化を活かしたまちづく

りを今後さらに推進していくため、「文化観光

推進法」に基づく支援制度の活用を図りたいと

考えております。 

 現在、国の助言をいただきながら、申請に向

けて、市町や文化施設、関係団体等との協議会

の設置や地域計画作成等の準備作業を進めてい

るところでございます。 

 県といたしましては、支援制度を活用するこ

とにより、博物館や美術館等の機能強化や文化

資源と観光施設等を周遊する仕組みづくりにつ

なげまして、より多くの方に本県の歴史文化の

魅力を感じていただけるよう、地域一体となっ

て文化観光の推進に取り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 総務部長。 

〇総務部長(大田 圭君） 私から、2点お答え

をいたします。 

 まずは、コロナの対策など必要な情報が必ず

しも県民に伝わっておらず、ＳＮＳ等を活用し

た県と直接つながる情報伝達手法の確立をとい

うお尋ねをいただきました。 

 新型コロナウイルス感染症対策をはじめとす

る県政情報につきましては、県のホームページ

やテレビ、ラジオ番組、新聞の県からのお知ら

せ欄等、既存の広報媒体に加えまして、支援制

度を所管する各所属においても、具体的な内容

を新聞広告やテレビＣＭ、ツイッター等により

まして、県民の皆様に広く周知を行ってござい

ます。 

 また、代表的なＳＮＳでありますＬＩＮＥに

つきましても、友達登録をいただくことにより

まして、必要な情報を直接配信できるというこ

とでございますので、その活用についても検討

しているところでございます。引き続き、一人

でも多くの県民の皆様に必要な情報を届けられ

るよう、努めてまいります。 

 次に、県の行政手続のデジタル化についての

お尋ねでございます。 

 県では、電子申請システムを平成16年から導

入いたしまして、現在、職員採用試験など約

120の手続において運用してございます。 

 行政のデジタル化は、「2040問題」ですとか、

あるいは新型コロナウイルスへの対応というこ

と、県民の利便性向上と業務効率化に向けた重

要な課題でございます。電子申請やＲＰＡの利

用所属数の増加などを次期の総合計画素案及び

第2期総合戦略の目標に掲げまして、取組を進

めている状況でございます。 

 今後とも、押印の見直しなど、デジタル化の

前提となります行政手続の抜本的な見直しです

とか、人材の育成などに力を入れるとともに、

さらなる情報技術の進展、あるいはその導入可

能性を常に意識しながら、行政のデジタル化推

進に向けて積極的に取り組んでまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 電子書籍の

県立図書館への導入についてのお尋ねですが、

公共図書館における電子書籍の導入については、

感染症防止対策や広域的支援等の観点から、全

国的に増加傾向にあります。 

 また、障害者や高齢者等が利用しやすい機能

を備えていることから、県教委としても、電子

書籍の有用性については認識をしており、「新

県立図書館整備基本計画」にも新たなサービス

として、電子書籍の提供を盛り込んでいるとこ

ろです。 

 他方、一般向け電子書籍や紙媒体の図書と比

べ高価なことやコンテンツ数が少ない等の課題

もあります。そのため、図書館向け電子書籍提

供サービスの動向を注視しつつ、県立図書館へ
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の導入方法や導入時期について研究してまいり

たいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 警察本部長。 

〇警察本部長(早川智之君） 運転免許センター

で写真撮影をされる利用者への配慮についての

お尋ねであります。 

 運転免許証の写真に関しましては、平成30年

12月に「道路交通法施行規則」が改正され、宗

教上、または医療上の理由により帽子等を着用

した写真を使用することが可能となっておりま

す。 

 県警察では、こうした方々が運転免許証の写

真について、ご相談できるよう、運転免許証の

更新連絡書などでお知らせを行っているところ

です。 

 一方で、運転免許センター等の写真室は、他

の来場者から撮影状況を見通すことができる構

造となっている現状にあります。こうした現状

に鑑みまして、ご指摘の病気等を理由に配慮を

要する方や、その他の方についても落ち着いて

写真を撮影することができるよう、環境の整備

改善を図ってまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君） たくさん質問をさせて

いただきまして、本当に時間いっぱいご答弁い

ただきまして、ありがとうございました。より

県民のお役に立てるように、また引き続き再質

問をさせていただきたいと思います。 

 まず、新型コロナウイルス対策につきまして、

事業者の支援、先ほど、飲食業の皆様に対する

取組について、ご答弁をいただきました。 

 やはりイートインの利用がなかなか伸びない

状況でありまして、お店の方もテイクアウト商

品の開発やデリバリー、こういったことについ

ても取り組んでおられます。また、国において

実施されるＧｏＴｏイートも、テイクアウト商品

を対象予定としておりまして、感染防止のため

の新たな食生活のスタイルの確立を後押しして

います。 

 しかしながら、このデリバリーサービスの維

持ですが、人件費や配達器材にかかるコストに

加え、配送中の事故など安全面の課題も多く、

活発ではない状況です。 

 このような中に、4月、需要低迷に苦しむタ

クシー業界では、飲食物を貨物配送できる国土

交通省の特例措置を活用し、タクシーによるデ

リバリーサービスをスタートさせました。当初

5月14日までだった特例期限も段階的に延長さ

れ、今後も継続すると国土交通省から発表が

あったところです。 

 デリバリーを促進することは、高齢者をはじ

め、家を出づらい方々へ新しい食生活スタイル

を提供するとともに、飲食業界とタクシー業界

の活性化につながっていくことから、タクシー

による飲食物配送の利用促進と今後の定着に支

援を行っていただきたいと思いますが、見解を

求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 「3密」防止や

巣ごもり需要など、コロナ禍における消費者の

動向やニーズが変化する中、飲食店のテイクア

ウト商品の配送ニーズが増加する一方で、外出

自粛によりタクシーの乗客が減少し、苦しい経

営となっております。 

 これを受けまして、国におきましては、タク

シー事業者による有償貨物運送を特例的に許可

することとしておりましたが、今般、この特例

が恒久化されることになったところでございま

す。 

 タクシーによる飲食物配送への支援につきま
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しては、この事業が、民間事業者が実施される

事業でありますので、将来的には自立できるビ

ジネスモデルであることが必要と考えておりま

す。 

 そのようなこともございますので、このよう

なことも念頭に置きまして、今後、関係業界の

ご意見をお聞きしながら検討してまいりたいと

考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君） 食生活、食文化を変え

るって、大変エネルギーが要りまして、一方で

はそれを変えざるを得ないという状況も今あり

ます。いろんな取組をやるチャンスかとも思い

ますし、しっかりと関係者の皆様と協議をし、

お進めいただきたいと思います。 

 次に、観光行政について、お尋ねいたします。 

 先ほど、「ふるさと再発見の旅」、そして、

「ながさき癒し旅」の実績、24万5,000人の方

が利用されたとご答弁をいただきました。 

 本当に県内の周遊の需要がこんなに多くあっ

たのかと、長崎県の観光の魅力を改めて再認識

をしたところでございますが、今後も県内周遊

の需要が十分見込めることから、力を入れてい

ただきたいなと思っているんです。 

 ＧｏＴｏトラベルは、どこか遠方に行くもの、

また遠方から来ていただくもの、こういった思

い込みをぜひ改めて、国支援制度を活用しなが

ら、県内周遊の商品造成と利用促進に力を入れ

ていただきたいと考えますが、いかがでしょう

か。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 県民の皆様

には、「ＧｏＴｏトラベルキャンペーン」を活用

して、ぜひ県内旅行を楽しんでいただきたいと

考えております。 

 昨日から、民放4局で県民向けのテレビＣＭ

を実施しているところでございますし、その他

広報誌等を活用した情報発信についても積極的

に行ってまいります。 

 また、旅行業者や交通事業者等の皆さんに対

しても、県内を周遊する旅行商品づくりを働き

かけております。造成された商品につきまして

は、「ながさき旅ネット」に「ＧｏＴｏトラベル

専用サイト」がございますので、そこにおいて

紹介するなど、県内周遊の利用促進に向けて取

り組んでいるところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君） よろしくお願いいたし

ます。 

 大型の宿泊施設では、経営の柱であります団

体旅行が本当に途絶えてしまいまして、厳しい

状況が続いています。 

 団体旅行の代表格である修学旅行ですが、こ

れは友人との絆を深め、社会との関わりを学び、

何といっても将来に忘れられない学生時代の思

い出を築く、極めて重要な教育行事であると考

えております。コロナ禍にあっても、工夫して

実行してほしいと願っています。 

 本県は、県外からの修学旅行生も多く、県内

の生徒であっても、ふるさとを体験し、新たな

発見を見出してもらうチャンスではないかと考

えます。この修学旅行を中止することなく、県

内コースで実施できるよう施策を講じていただ

きたいと思いますが、見解を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 修学旅行の

県内コースへの変更につきましては、教育委員

会を通じまして、市町教育委員会に対して、県

内での旅行実施を働きかけているところでござ

います。 
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 幾つかの学校では、もう既に県内に変更のう

え、実施されたと聞いておりますし、そのほか

引き続き検討いただいているところもございま

す。 

 修学旅行は、議員ご案内のとおり、児童生徒

にとって貴重な学びの機会でありますとともに、

学校生活の中でも思い出に残る大切な行事の一

つでありますので、今後とも、県教育委員会と

連携しまして、ふるさと再発見につながるよう、

県内での実施を働きかけてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君） 私、小学校の時の修学

旅行は雲仙でした。もう40何年も前の話ではあ

りますが、いまだにあの時の光景は忘れていま

せん。友達の顔も本当にはっきり覚えています。

最近のことはよく忘れますが、（笑声）昔のこ

とは忘れない。それぐらい、この修学旅行とい

うインパクト、これが実施されないということ

は非常に悲しいことであると思います。（発言

する者あり） 

 ぜひ長崎各地の歴史、文化、自然、食、いろ

いろなものを経験していただいて、そこで長崎

はすばらしい、そう思っていただけることが、

若者定着にもつながっていくものと思いますの

で、ぜひこの機会に推進をお願いしたいと思い

ます。 

 次に、サイクルツーリズムの推進でございま

すが、先ほど自転車道の整備の進捗について、

ご答弁をいただきました。 

 本当にこれが3か年の計画であると、多額の

予算を要することでありますが、ぜひ工夫をし

て早期に完成し、多くのサイクリストで地域が

にぎわうことを祈念申し上げたいと存じます。 

 このサイクルツーリズムですが、密を避け、

アフターコロナでのインベントコンテンツとし

ては大変有効かと考えております。 

 国内では、3地域にナショナルサイクルルー

トが指定をされています。この指定に当たり、

ルート設定、受入れ環境、情報発信、取組体制

の要件が設定されています。 

 求められる要件の一つであるルートの延長は

概ね100キロメートルであり、この南島原を含

む島原半島一周でちょうど100キロメートルで

す。南島原市のように、自転車専用道の整備推

進や半島内における過去のイベント開催実績か

ら、受入れの体制整備も可能であり、域外から

の入り込みについても、マイカーのほかに鉄道、

バス、フェリーといった多様な交通手段が揃っ

ています。 

 島原鉄道株式会社では、新経営体制発足以来、

サイクリスト誘致に積極的に取り組まれ、自転

車も一緒に載せることができるサイクルトレイ

ンの運行や各種ソフト事業展開に向け、準備に

取りかかっておられます。 

 三方を海に囲まれ、雲仙の山並みを配する風

光明媚な景観、世界文化遺産を有し、食材にも

恵まれ、宿泊施設も充実した島原半島は、訪れ

るサイクリストにきっと満足いただけると信じ

ます。ナショナルサイクルルートにふさわしい

地域と考えます。 

 地域同士連携しながら、サイクルツーリズム

への機運を醸成して、九州では初めてのナショ

ナルサイクルルートの国指定を目指すべきと考

えますが、県の見解を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 文化観光国際部長。 

〇文化観光国際部長(中﨑謙司君） 島原半島が、

議員ご提案のナショナルサイクルルートとして

指定されることになれば、新たに強力な観光コ

ンテンツとなり、また、半島の課題である2次

交通対策にもなると考えております。 
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 先月、半島3市の市長さん、それから、島原

鉄道など、官民による関係者の皆さんが集まり

まして、ナショナルサイクルルート指定獲得に

向けたキックオフミーティングを開催したとこ

ろでございます。 

 指定に向けましては、安全快適なルート設定

や走行環境の整備、また、サイクリスト用の宿

泊やサポート環境の整備なども必要となってま

いりますので、多くの課題がありますけれども、

地元3市、観光関係者、民間企業、地域の方々

とも連携しながら、課題解決に向けて取り組み

まして、地域全体の機運を醸成しながら、将来

的にはナショナルサイクルルート獲得を目指し

てまいりたいと考えているところでございます。 

〇議長(瀬川光之君） 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君） 前向きなご答弁をあり

がとうございました。時々、島原方面へお邪魔

をいたしますと、国道を普通に自転車に乗って

走っておられる。おそらく、これは旅人だと思

います。地域の方っぽくないように拝見をいた

しました。既に多くの方が島原にこのような形

でお見えということであれば、しっかりと整備

をすることによって、より活性化につながって

くるとは思いますので、何とぞお取組をよろし

くお願いいたします。 

 次に、県立図書館のサービスについて、お尋

ねをいたします。 

 電子書籍については、検討はするものの、コ

ストの面で課題があるというご答弁ではありま

したが、今、デジタル化ということについては、

国挙げて推進をしているところでございますの

で、ぜひ導入をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 また、先般、県立図書館を利用した際であり

ますが、読みたい本がどこにあるのか、設置し

た端末で検索をしまして、出力されたレポート

を見ましたけれども、陳列場所にピンポイント

でたどり着くことができませんでした。結局、

レファレンスの方にわざわざ探していただくこ

ととなりまして、検索システムが中途半端であ

るということを指摘せざるを得ません。 

 よって、設置型の端末ではなく、接触を回避

するうえでもスマホで検索できるシステムの導

入が必要ではないかと思います。ぜひこの電子

書籍の導入とともに、ミライon図書館の名にふ

さわしいサービスを展開していただきたいと思

いますが、見解を求めます。 

〇議長(瀬川光之君） 教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） ミライon図

書館では、閲覧室の図書を全国標準の図書分類

法に従い、配置をしているところでございます。 

 利用者から本の配置場所についてお尋ねがあ

れば、職員が案内するほか、館内に本の配置図

を掲示するなどの対応を行っております。 

 加えて、目的の本をより簡単に探すことがで

きるよう、館内に設置しているモニターに配置

場所を示すソフトの開発を、現在、諫早商業高

校の生徒の協力を得ながら進めているところで

あります。 

 ご提案のスマートフォンによる検索について

も、利便性向上などの効果が期待できると思い

ますが、技術面やコスト面において可能かどう

か、関係者と検討してまいりたいと考えており

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君） この非接触というのは、

結構今からキーワードだと思っていまして、

ちょっと普通かもわかりませんが、エレベー

ターのボタンでもなかなか押すのを嫌がって、

ちょっとした棒を持って歩く方もおられるぐら
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い、そのような敏感な方もおられる中、ぜひご

自身の機器で検索ができるサービスを、私は、

検索というのは、おそらくコンピューターの世

界では一番初歩的な話で、開発のコストはかか

るものの、そう難しい技術じゃないと思ってお

りますので、データベースを揃えて、ぜひ実現

に向けてご検討いただきたいと思います。 

 次に、県都長崎市のまちづくりについて、松

が枝エリアについて、もう一つお尋ねをさせて

いただきます。 

 岸壁の2バース化によって整備が進んでいく

わけですが、国道との間に挟まれた、このエリ

アの再開発についても、今般の会議で様々検討

がなされていると思います。この中で、交通結

節機能を計画していると伺いました。具体的な

内容と、外国人居留地だった南山手側の観光資

源を活かして、エリア全体で新たな交流やにぎ

わいの場を創出すべきと考えますが、見解を求

めます。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 長崎市中心部の交通

結節等検討会議において、松が枝地区への公共

交通機関によるアクセス強化についても議論を

重ねてまいりました。 

 7月に策定した基本計画には、路面電車の軌

道を当地区まで延伸し、電車、バス、タクシー

が乗り入れる複合交通ターミナルを整備するこ

とや、将来的に出島とメディカルセンターとの

間に短絡軌道を整備し、長崎駅方面との直通運

行を目指すことなどを整備イメージとして盛り

込んでいます。 

 今後、その実現に向け、交通事業者をはじめ

とする関係機関との調整を図りながら、詳細な

検討を進めてまいります。 

 また、2バース化背後地の土地利用などにつ

いては、県と長崎市の関係部局で再開発構想の

検討を進めているところですが、多くの歴史・

文化遺産が存在する南山手地区と連携し、観光

交流機能を強化することをコンセプトの一つに

掲げています。 

 今後、長崎市と一体となって、松が枝地区へ

の観光集客施設や観光情報施設の導入、南山手

地区との回遊動線の整備などに取り組み、エリ

ア全体のにぎわい創出につなげてまいりたいと

考えています。 

〇議長(瀬川光之君） 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君） 昨日だったですか、バ

スの利用者減少に当たり、維持するための乗換

え機能の新たな展開ということを新聞で拝見を

いたしました。 

 人口減少で、この公共交通機関が大変厳しい

状況であるということは、もう周知のとおりで

すが、コロナの問題によって、さらに厳しい状

況がございます。今後、この生活が続くといい

ますか、戻らなければ、本当に大きな改革を公

共交通は行っていかなきゃいけないと思います。 

 そういった中において、この松が枝エリアで

複合ターミナルという考えでございましたが、

ぜひ長崎市、また事業者、協議をして、こうい

う乗換え地点になり得るのかどうなのか、そう

いったところも将来も見据えながら検討いただ

きたいなと思っております。 

 さらに、こういったまちづくり、大きく変革

していく時がチャンスかと思いますので、ぜひ

ご検討をよろしくお願いをいたします。 

 最後に、福祉行政のＰＨＲについて、お尋ね

いたします。 

 先ほど、国が進める施設整備について、ご紹

介をいただきました。自治体も予防に努めるた

めに、重症化をしないために特定健診の受診率
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の向上に取り組んでいるところでありまして、

1年に1回の特定健診のデータに加えて、体重や

血圧、血糖値などが日常記録をされ、そういっ

た健康意識を持つだけでも生活習慣病の予防に

役立つと考えています。 

 私がＰＨＲを知るきっかけとなりましたのが、

京都医療センターにおけるポケットカルテの取

組でありました。健康診断のデータのみならず、

診察を受けた時のカルテの内容、また、生活習

慣病の予防の観点から、食事の内容を全て記録

して、本人の意識を高め、未病にとどめる積極

的な取組でありました。 

 今後、ＡＩ技術が進む中、これら蓄積された

データや家族の既往症などから、このままの状

態が続けば、将来本人が引き起こす疾病などを

予測することが可能になってくるものと思いま

す。 

 今次、国が情報インフラを構築した後、ここ

からが大事でございまして、県として、未病に

とどめ、重症化を防ぎ、健康寿命を延ばして、

医療介護費の抑制にもつながるよう、具体的な

施策を講じることが重要であると考えますが、

どう取り組もうとされているのか、お尋ねをい

たします。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 人口減少、高齢

化が進む本県におきましては、健康寿命の延伸

が大変重要であり、県民お一人おひとりが主体

的に健康づくりに取り組む環境づくりを進めて

いるところでございます。 

 国が整備するＰＨＲには、毎年の健康診断等

のデータが保存されます。そのデータを活用す

ることによりまして、生活習慣病が悪化しそう

な場合には受診を促したり、または適切な運動

プログラムを提供するなどして、生活習慣病の

悪化を防ぐことが期待されます。 

 なお、ＰＨＲデータは、本人の同意があれば、

民間企業も活用することができるため、今後は

そのようなサービスを提供する民間事業者も増

えてくるものと考えられます。 

 また、今後の健康増進に寄与するものと期待

されることから、民間も含めた具体的な活用事

例なども検証して、今後のＰＨＲの活用方法に

ついて検討してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 川崎議員―17番。 

〇１７番(川崎祥司君） 検討よろしくお願いい

たします。 

 長崎県は、早くから「あじさいネット」があ

りまして、いわゆる診察のデータはずっと蓄積

をされております。健康に資する活用というこ

とについては、つながっていない状況でありま

すが、このように先駆的に取り組んでいる地域

でもあります。また、薬剤の処方箋のデータが、

いわゆる薬局のネットワークの中で見られる、

そのような先進的な地域であります。 

 ぜひ、この新たな技術を用いて健康寿命の延

伸、とにかく生活習慣病という最大の課題に効

果が発揮できるように、県のお取組を進めてい

ただきたいと思っております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 以上、予定していた質問は終了させていただ

きますが、先ほど、サイクルツーリズムの推進

でナショナルサイクルルートを目指してほしい、

そのようなお願いをさせていただきました。 

 本当に、これまでになかったお客様をこの長

崎に呼び込む大変重要な取組だと思っています。

マラソンも大事でしょう。しかし、このサイク

リストというのは、非常に長期間、地元に滞在

する、また、レースではなく地域を楽しんでい

かれるということから、観光消費もかなり多く
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あるという数値も、過去の実績から出ておりま

す。こういったことをしっかり促進して取り組

んでいただきたいと思います。 

 また、土木部長におかれましては、連日、自

転車で通っておられるということをお聞きしま

して、まさにこの自転車活用はリーダー的存在

かと思いますので、ぜひ南島原の道路は整備を

いただきまして、この長崎をサイクリストであ

ふれる、そういったまちにしていただきますよ

う、よろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 午前日の会議は、これに

てとどめ、しばらく休憩いたします。 

 午後は、1時30分から再開いたします。 

― 午後 零時１２分 休憩 ― 

─ 午後 １時３０分 再開 ─ 

〇副議長(松本洋介君） 会議を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問を行います。 

 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君）（拍手）〔登壇〕 皆さん、

こんにちは。 

 自由民主党・県民会議、松浦市選挙区選出の

石本政弘でございます。 

 質問に入る前に、このたびの新型コロナウイ

ルス感染症により亡くなられました方々のご冥

福をお祈り申し上げますとともに、罹患され、

今もなお療養中の皆様の一日も早いご回復をお

祈り申し上げます。 

 そして、何より、我が身の危険を省みず、こ

の新型コロナウイルス感染者の救済や看護など

に携わっておられます医療や看護関係の皆様に

は、心から敬意と感謝を申し上げます。 

 皆様方のおかげで、こうして私たちの健康と

安全な生活が守られていることを決して忘れて

はならないと思います。 

 また、このたびの台風9号及び台風10号によ

り被災されました皆様に改めてお見舞いを申し

上げますとともに、県の関係部局におかれまし

ては、一日も早い復旧に向けてしっかりと取り

組んでいただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 知事はじめ、理事者の積極的で前向きの答弁

をお願いいたします。 

 それでは、通告に基づき、質問に入ります。 

 1、道路の整備促進について。 

 （1）西九州自動車道の整備促進について。 

 西九州自動車道の建設は、県北地域の活性化

はもとより、長崎、佐賀、福岡3県をはじめと

する北部九州の地域間交流を促し、地域の産業

振興や経済の発展を図るうえでも、大変重要な

事業であります。 

 松浦佐々道路については、今年度当初予算で

80億円が措置され、地元としても大いに期待し

ているところでありますが、一方で工事費が当

初予算より100億円程度膨らむとの話も聞いて

おり、工事が当初の計画どおり進むのか、心配

しているところであります。 

 そこで、松浦佐々道路の現在の整備状況並び

に進捗状況について、お尋ねします。 

 また、本県側の整備促進はもとより、西九州

自動車道の整備効果を最大限発揮させるために

は、佐賀県内区間の早期完成が望まれますが、

事業中であります伊万里松浦道路及び伊万里道

路の整備状況についても併せてお尋ねいたしま

す。 

 以降の質問については、対面演壇席より行わ

せていただきます。 

〇副議長(松本洋介君） 土木部長。 
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〇土木部長(奥田秀樹君） 松浦佐々道路につい

ては、松浦市側の用地取得は、ほぼ完了してお

り、トンネルや橋梁などの大型工事を中心に鋭

意整備が進められるとともに、佐々町側では今

年度より用地取得が行われるなど、事業が全面

的に展開されているところです。 

 一方、佐賀県内の伊万里松浦道路については、

全体10.1キロメートルのうち、長崎県境から山

代久原インター間の3.2キロメートルが平成27

年に供用開始し、現在は、残る区間について調

査設計や用地取得が行われています。 

 また、伊万里道路については、今年度、約16

億円の当初予算が確保されており、伊万里東府

招から（仮称）伊万里中インター間の4.2キロ

メートルについて改良工事が進められているほ

か、当該道路全体で用地取得が進められていま

す。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） 松浦佐々道路について

は、年々、予算も増額され、工事も順調に進ん

でいるとのことであり、これまでご尽力いただ

きました国会議員の先生をはじめ、国、県、関

係機関の皆さんに対しまして、感謝申し上げま

す。 

 しかしながら、一方で、佐賀県内区間の伊万

里松浦道路及び伊万里道路については、なかな

か進捗が見られていない状況があります。昨年

9月定例会の一般質問でも同じ質問をいたしま

したが、県は、整備促進について、国や佐賀県

に対し、どのような働きかけを行っているのか、

再度お尋ねします。 

 併せて、今後の西九州自動車道の早期整備に

係る知事の考え、熱い思いについて、お尋ねい

たします。 

〇副議長(松本洋介君） 知事。 

〇知事(中村法道君） 県北地域の活性化を図る

うえで、松浦佐々道路とともに、佐賀県内の区

間であります伊万里松浦道路、さらに伊万里道

路についても、早期の完成、供用を図ることが

極めて重要な課題であると認識をいたしており

ます。 

 そのため、これまでも長崎県、福岡県、佐賀

県に福岡市を加えた3県1市で構成する「西九州

自動車道建設推進協議会」などにより、国に対

し、早期整備の要望を重ねてきたところであり

ます。 

 また、昨年10月には、西九州自動車道のさら

なる整備促進を図るために、当協議会や伊万里

市長を会長とする「西九州自動車道建設促進期

成会」を中心に、沿線3県の自治体で初の試み

となる東京大会を開催し、財務省や国土交通省

に対して、松浦佐々道路に加えて佐賀県区間の

早期完成を含めて強く要望をしてきたところで

あります。 

 地域の活性化、産業の振興、県民生活の利便

性の向上を図るためには、一刻も早く、この西

九州自動車道の早期完成・供用を目指す必要が

あるものと考えているところであり、今後とも、

3県が十分に連携を図りながら、積極的に国に

対して働きかけてまいりたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） ありがとうございます。 

 知事の答弁どおり、今後とも、積極的な展開

をお願いしたいと思いますし、先ほども申した

とおり、西九州自動車道は、県北地域並びに九

州北部圏内の産業振興や経済の発展はもとより、

地域住民の安全・安心確保に不可欠な道路であ

りますので、中村知事には、福岡、佐賀両県及

び関係市町村の先頭に立っていただき、スピー

ド感を持って推進していただきますよう、よろ
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しくお願いいたします。 

 （2）県道佐世保世知原線及び佐世保日野松

浦線の道路整備の推進について。 

 県道佐世保世知原線及び佐世保日野松浦線は、

佐世保市と松浦市を結び、「西九州佐世保広域

都市圏」の連携など、あらゆる活動を支える基

幹道路であります。 

 また、松浦市及び佐世保市世知原町が玄海原

子力発電所から30キロ圏内に位置しており、玄

海原子力災害対策としての緊急時の避難道路や、

県北唯一の第3次緊急医療施設である「佐世保

市総合医療センター」への緊急患者搬送といっ

た命の道として早期整備が急務となっておりま

す。 

 ただし、当該路線は、大半が山間部であり、

狭い箇所や急カーブ等が多く、大型車の通行障

害や冬場の路面凍結等による交通規制により、

住民生活はもとより、地域振興や防災面にも大

きな支障を来しているところであります。 

 先月も、「椋呂路・板山トンネル建設促進期

成会」により、整備促進について、知事及び県

議会議長に要望活動を行ったところであります。 

 そこで、県道佐世保世知原線については、現

在整備中の板山トンネルの進捗状況について、

佐世保日野松浦線については、世知原から松浦

市までの道路整備の状況及び今後の見通しにつ

いて、お尋ねいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 県道佐世保世知原線

については、平成26年度に事業化した板山工区

の整備を推進しているところであり、工区の大

半を占めるトンネル工1,602メートルのうち、

現在、490メートルが掘削済みです。 

 トンネル掘削では、地質の悪い箇所や炭鉱跡

の周辺を通過することから、慎重に施工を進め

ているところです。 

 また、県道佐世保日野松浦線については、椋

呂路峠周辺の整備を松浦市と現地確認を行いな

がら現道対策を進めてきているところであり、

現在も木浦原工区と稗木場工区で拡幅工事を実

施しています。 

 今後も、早期完成に向けて取り組んでまいり

ます。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） 現在は板山トンネルの

工事中ということでありますけれども、併せま

して県道佐世保日野松浦線、いわゆる椋呂路ト

ンネルについても、並行して可能な限り早期着

手を目指した取組をぜひとも要望しておきたい

と思います。 

 2、農業振興対策について。 

 （1）肉用牛農家に対する支援について。 

 ①肉用牛肥育経営への支援対策について。 

 新型コロナウイルス感染症の発生・拡大によ

り、国民生活や経済活動に大きな影響が生じて

いますが、本県の農業生産額第1位である肉用

牛において、これまで和牛を中心とした国産牛

肉の需要を支えてきた外食産業が、インバウン

ドの需要激減により消費が急激に減退し、その

結果、枝肉価格が急落し、県内の肉用牛肥育農

家は、素牛価格高騰時に導入した出荷牛の飼料

代などの経費を差し引くと、収支が賄えない厳

しい経営環境にあると聞いております。 

 現在、枝肉価格は、4月から6月を底に、やや

回復傾向にありますが、前年の水準と比較する

と、依然として低い状況にあります。 

 枝肉価格の回復を図るためには、消費者に対

する県産牛肉の重点的かつ継続的な消費・喚起

拡大対策が必要であり、特に、生産者団体等と

一体となった対策を講じることが必要と考えま
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すが、県の取組について、お尋ねします。 

 また、枝肉価格が十分かつ安定的に回復し、

肉用牛肥育農家の経営が好転するまでには長期

間を要することが推測されることから、従来か

らの肥育対策の継続のみならず、今後、償還を

迎える畜産クラスター関連制度資金の償還緩和

措置などについて、国への働きかけをぜひとも

お願いしたいと思いますが、県の考えについて、

お尋ねいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 新型コロナウイルス

感染症拡大の影響を受けている長崎和牛等県産

牛肉の消費拡大対策については、量販店等で実

施する販売促進キャンペーンへの支援など、農

業団体等と連携して取り組んでいるところであ

ります。 

 具体的には、生産者、農業団体、流通業者、

県などで構成する「長崎和牛銘柄推進協議会」

において、早期の需要回復を図るため、5月30

日から1か月間、「長崎和牛を食べて応援！キャ

ンペーン」を県内の和牛指定店209店舗で実施

するなどの取組を行っており、今後とも、生産

者や農業団体のご意見を伺いながら、県産牛肉

の消費喚起、拡大対策に取り組んでまいります。 

 また、肉用牛肥育農家の経営対策については、

従来からの近代化資金などの資金繰り対策等に

加え、4月補正予算において、優良な肥育牛生

産に向けた経営体質強化の取組を支援している

ところであり、今後も引き続き、資金繰り対策

や畜産クラスター関連制度資金の償還緩和措置

の国への要望なども含めまして、生産者の皆様

の実情も十分お聞きしながら、経営を継続でき

るような必要な対応を行ってまいりたいと考え

ております。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） 一度は日本一となった

長崎和牛の積極的なＰＲにより、消費者への認

知度を高めることが消費喚起並びに消費拡大に

もつながるものと考えます。YouTube等ＳＮＳ

を活用した大胆な取組等についても、ぜひとも

お願いしたいと思います。 

 ②コスト縮減対策の推進について。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、枝

肉価格や子牛価格の低下により、肉用牛経営の

収益が低下しており、生産農家の所得の確保・

拡大を図るためには、大規模並びにコスト削減

の取組を強力に推進することが必要であります。 

 県内においても、令和元年度の「日本農業賞」

を受賞された小値賀町の繁殖農家では、県が推

進する「ながさき型放牧」に取り組み、条件不

利な離島で利益率の高い経営を実践している事

例や、いち早くスマート農業を導入した大規模

経営の事例など、今後の肉用牛経営のモデルと

なる先進的な優良経営体があると伺っています。 

 意欲ある生産者が、このような先進的な優良

農家から、現地において直接指導を受けること

は、コスト縮減を推進するに当たり、非常に有

効であると考えております。 

 そこで、先進農家の現地視察研修等を実施す

る場合における県の支援策について、お尋ねい

たします。 

〇副議長(松本洋介君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 肉用牛経営のコスト

縮減については、「長崎県コスト縮減戦略」に

基づき、各地域において、「肉用牛大学」を開

催し、自給飼料の生産拡大や繁殖牛の放牧、

「長崎型新肥育技術」の普及に努めているとこ

ろです。 

 さらに、近年では、分娩監視装置や発情発見

装置等のＩＣＴ機器の開発や改良により、ス
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マート農業の導入が進んできており、導入農家

においては、県内トップレベルの分娩間隔とな

るなど、具体的な成果が得られております。 

 このような先進事例を現地で実際に見て学ぶ

ことは大変重要であり、県といたしましては、

今後、モデルとなる先進農家を研修の場として

活用し、多くの生産者に参加してもらえるよう

な取組や仕組みについても、関係団体と連携し

て実施してまいりたいと考えております。 

 こうした取組を進めることで、県内での先端

技術等の導入を促進し、さらなるコスト縮減に

よる農家の所得向上に努めてまいりたいと考え

ております。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） 農業団体からも、県内

で一番の生産額を誇る肉用牛の振興については、

力強い県の支援を望んでおりますし、本県農業

の基幹作目を守るという立場からも、県の力強

い支援をよろしくお願いいたします。 

 3、水産業振興対策について。 

 （1）伊万里湾における養殖業の振興につい

て。 

 本県の養殖業は、地域の活性化や雇用を支え

る重要な基幹産業であり、私の地元である松浦

の伊万里湾においても、トラフグ、マグロ、ブ

リ、マダイなど、様々な養殖が盛んに営まれて

います。 

 しかしながら、近年、伊万里湾においては、

赤潮の発生や新型コロナウイルス感染拡大の影

響による高級魚の需要減退に加え、養殖用飼料

や餌の価格の高止まり、養殖魚価格の伸び悩み

等により、養殖業者の経営は厳しい状況が続い

ております。 

 したがって、養殖業の振興並びに養殖業者の

所得向上を図るためには、養殖業の生産面の強

化、特に、魚類養殖について生産を安定させる

ことが重要であり、併せて水産加工品の生産・

販売強化が不可欠であると考えます。 

 これからの養殖業の振興並びに所得向上対策

について、県としてどのように取り組んでいく

のか、お尋ねします。 

〇副議長(松本洋介君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） 県では、養殖業の振

興を図るため、県内各地の意欲ある養殖業者グ

ループが、漁協、市町と連携して国内外の市場

ニーズに対応した魚づくりや販路拡大などを実

現するための「養殖産地育成計画」を策定し、

その実践活動を支援しているところでございま

す。 

 伊万里湾地区においては、「ほしかタイ養殖

産地協議会」による販売力強化に向けた餌や飼

育方法の統一による肉質の均一化や、「鷹島と

らふぐ養殖産地協議会」による歩留り向上のた

めの網改良等の取組を支援したほか、新松浦漁

協におけるトラフグ加工品の販売促進や個人経

営体による経営改善の取組にも支援を行ってい

るところでございます。 

 また、産地での協議を進める中で、生産コス

トの削減や産地拡大等に必要な新規漁場の設定、

市内に立地する加工業者との連携による輸出促

進などの意見も出されたため、現在、松浦市と

ともに養殖業者や漁協と具体化に向けた協議を

実施しているところでございます。 

 今後とも、産地強化や漁場再編、養殖魚の産

地加工の推進と輸出拡大の取組を推進すること

により、養殖業の振興並びに所得向上対策に取

り組んでいきたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） 先ほど、農業関係で1

項目飛ばしておりますので、申し訳ありません
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が、1項目、戻らせていただきます。 

 （2）ＪＡグループによる労災保険の加入促

進に係る支援について。 

 本来、労災保険は、労働者の負傷や疾病、傷

害、死亡などに対して保険給付を行う制度であ

りますが、加入義務のない農家の皆様も「特別

加入」という形で任意加入ができ、年収に応じ

た保険料で、療養給付、休業給付から遺族給付

まで手厚い補償が受けられる制度となっていま

す。 

 万が一の農作業事故によるけがや病気に対し

て、農家の皆様が労災保険に加入することで

様々な補償が受けられるようになることから、

もしもの時の備えの一つとして重要な制度であ

ると考えます。 

 しかしながら、本県においては、加入窓口が

少なく、周知も不十分なため、加入者の割合も

全国と比べ低い状況にあります。 

 このような状況の中、県下ＪＡグループでは、

今後、より多くの農家に労災保険を知っていた

だき、加入していただけるよう、農業者のため

の労災保険の新たな窓口の設置について検討し

ておられます。 

 そこで、労災保険の加入促進に向け、県下Ｊ

Ａグループによる加入窓口の設立に当たっては、

初期経費や労働保険事務を行うための体制整備、

農家への制度の周知などが必要となりますが、

県としてどのような支援ができるのか、お尋ね

します。 

〇副議長(松本洋介君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 農業者のための労災

保険の特別加入制度は、万が一の農作業事故に

よる農業経営や所得への影響を軽減するものと

して必要な制度の一つと考えております。 

 本県における農業者の労災保険特別加入者数

は、平成29年度末時点で559人で、基幹的農業

従事者に占める割合は2％と、全国で7番目に低

い状況となっており、ＪＡグループが、今回、

労災保険の加入窓口の設立を検討され、加入促

進を図ることは、農家の皆様が安心して農作業

に従事できるなどの労働環境の改善につながる

ものと考えております。 

 そのため、県としましては、まずはＪＡグ

ループが検討されている加入促進に向けた具体

的な取組内容をお伺いしたうえで、どのような

支援ができるのか、検討してまいりたいと考え

ております。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） この件につきましては、

今、農林部長より答弁があったとおり、ＪＡグ

ループ、関係団体と十分連携してしっかり取り

組んでいただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 水産業振興対策についての質問を続けます。 

 （2）水産物の輸出促進について。 

 我が国においては、人口減少や食生活の変化

などにより、消費量が減少し続けています。 

 一方で、世界に目を向ければ、日本に近いア

ジアを中心とした新興国において、経済成長と

人口増加が進み、和食ブームも加わって、安

全・安心な日本の水産物の需要が拡大するもの

と見込まれ、水産物の輸出は、販路拡大につな

がる重要な手段の一つであると考えます。 

 また、全国に水産物を供給する本県にとって、

国内消費の減少が見込まれる中、水産物の販路

を安定して確保し、漁家経営を維持・発展させ

ていくためには、加工品を含めた水産物の輸出

を積極的に進めていく必要があると考えます。 

 幸い、松浦市では、全国有数の水揚げを誇る

県北地域の水産物の物流拠点である松浦魚市場
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の再整備を進めており、来年3月に完成予定と

なっています。 

 完成の暁には、荷揚げから荷捌き、選別、加

工、出荷までの高度衛生管理の下で可能となる

国内初の市場機能を有する施設となります。 

 そこで、松浦市魚市場を活用した水産物、加

工品の輸出は、本県水産業の発展に大いに寄与

するものと考えていますが、今後の県の対応に

ついて、お尋ねいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） 本県水産物の輸出に

ついては、魚市場や漁業関係団体、関係市など

で構成する「長崎県水産物海外普及協議会」、

並びに民間企業とも連携・協力しながら、輸出

拡大に取り組んできております。 

 これまで、松浦魚市場の関係団体である西日

本魚市株式会社や日本遠洋旋網漁業協同組合で

は、東南アジア等の市場調査や商談を行うなど

輸出促進に取り組んできており、県といたしま

しても積極的に支援してきております。 

 こうした中、松浦魚市場では、平成28年度か

ら高度衛生化施設の整備を進めており、閉鎖型

荷捌所や冷凍・冷蔵施設をはじめとして、関連

施設の一体的整備により、輸出先国からの衛生

管理に対する需要に対応するということで、平

成27年の輸出額21億円を令和7年には32億円と

する目標を掲げているところでございます。 

 県といたしましては、この目標の着実な達成

に向け、松浦市や市場関係者等と連携し、輸出

拡大に向けた新規販路の開拓を推進するなど、

輸出促進を図ってまいります。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） ぜひとも、松浦市をは

じめ、地元漁協や市場関係業者等の関係団体と

十分連携をいただき、しっかりと取り組んでい

ただくようにお願いをいたします。 

 4、新型コロナウイルス感染症対策について。 

 （1）地域の「かかりつけ医」による県下全

域での検査体制構築について。 

 新型コロナウイルス感染症については、5月

に「緊急事態宣言」を解除して以降、全国的に

感染者が増加し、本県においても、7月からこ

の2か月間に200名を超える感染者が発生してい

ます。 

 今後、冬場にかけてはインフルエンザが流行

することが予想され、発熱など同じような症状

であるインフルエンザ患者と新型コロナウイル

ス患者を識別することは、非常に難しくなるも

のと考えます。 

 現在は、発熱患者など新型コロナウイルス感

染は、保健所の「帰国者・接触者相談センター」

に相談したうえで専門の医療機関を受診してお

りますが、今後、インフルエンザが流行し、発

熱患者が増加する中においては、患者の身近な

「かかりつけ医」においてＰＣＲ検査ができる

体制を整備していく必要があると考えます。 

 そこで、今後の検査体制の拡充に向けて、県

として、県内の各地域の「かかりつけ医」と連

携した検査体制の構築について、どのように考

えているのか、お尋ねします。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 新型コロナウイ

ルス感染症の検査を地域の「かかりつけ医」で

受けることができるよう、県が県医師会と集合

契約を結ぶことにより、患者が自己負担するこ

となく検査を行うことができる体制を構築して

おり、9月9日時点で184施設で実施が可能と

なっております。 

 これから冬場にかけまして多数の発熱患者が

発生し、相談や検査に対する需要が増加するこ
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とが見込まれますことから、地域の「かかりつ

け医」における検査体制を構築することで、住

民に身近な「かかりつけ医」で受診し、検査が

できる体制を検討してまいりたいと考えており

ます。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） （2）地域外来・検査

センターの拡充について。 

 これから冬に向けて発熱等の症状を訴える方

が大幅に増え、検査や医療の需要が急増するこ

とが見込まれることを踏まえると、地域の「か

かりつけ医」において受検できる体制の構築と

併せ、さらなる「地域外来・検査センター」、

いわゆるドライブスルー方式による検査体制の

整備・拡充が不可欠であるものと考えます。 

 「地域外来・検査センター」の設置目的は、

検査を実施する医療機関の負担や感染リスクの

軽減にあり、ドライブスルー方式による院外で

の検査の実施は、この冬の季節性インフルエン

ザの流行期においても、大いにその効果を発揮

できるものと期待しています。 

 そこで、現時点における「地域外来・検査セ

ンター」の設置状況と今後の整備・拡充予定に

ついて、県の考えをお尋ねします。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 現在、「地域外

来・検査センター」につきましては、地元医師

会等との連携の下、長崎医療圏及び佐世保県北

医療圏の2つの医療圏において設置しておりま

す。 

 今後は、季節性インフルエンザ流行期を踏ま

えた検査需要に対応できるよう、さらなる検査

体制の充実が必要であることから、残る県央医

療圏、県南医療圏及び離島の4つの医療圏にお

きましても、関係各所とも協議、調整を進めて

まいりたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） 現在、長崎大学医学部

での新型コロナウイルスに対応したワクチンの

開発について報道を耳にしておるところであり

ますが、県としては、このワクチン開発につい

て、支援はどのようになっているのか、お尋ね

します。 

〇副議長(松本洋介君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 現在、長崎大学

熱帯医学研究所におきましては、国の支援の下

でワクチン開発の研究が進められております。 

 県といたしましても、ワクチン開発は非常に

重要なものでございますので、今般の補正予算

の中でも県としても支援をしていきたいと考え

ております。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） これらのことにつきま

しては、県民の健康と命、そして、県民生活の

安全・安心の確保のためにもしっかり取り組ん

でいただきたいと思います。 

 併せて、今後とも、地域の保健所の機能強化

と各地域の医療機関との連携強化をぜひとも

図っていただきたいと思いますので、よろしく

お願いをいたします。 

 5、松浦の石炭火力発電所について。 

 （1）松浦の石炭火力発電所について。 

 今年7月、経済産業省は、二酸化炭素の排出

が多い非効率な石炭火力発電の縮小に向け、具

体策を検討する有識者会議を開き、2030年度ま

での段階的な設備の休・廃止に向けた議論がは

じめられています。 

 現在、本県の石炭火力は、西海市の電源開発

松島火力発電所1、2号機、各50万キロワットと、

松浦市の電源開発松浦火力発電所1号機、2号機、
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各100万キロワット、九州電力松浦発電所1号機

70万キロワット、2号機100万キロワットが稼動

しているところであります。 

 先に同僚議員により、国の「エネルギー基本

計画」の見直し等についても言及され、石炭火

力発電についての答弁もあったところでありま

すけれども、松浦市は、国内でも有数な規模の

石炭火力発電所が立地しており、市の財政に対

する貢献度はもとより、地域の雇用や経済にも

大きく貢献しているところであります。 

 これらの発電所が、今回の段階的な設備の

休・廃止の対象となれば、地元経済、雇用への

影響はもとより、本県経済に与える影響は多大

なものであると考えます。 

 そこで、現時点で休・廃止の対象となるおそ

れのある県下の発電所について、お尋ねいたし

ます。 

〇副議長(松本洋介君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 現行の国の「エ

ネルギー基本計画」において、石炭火力発電は、

出力調整機能や安定供給性、経済性などに優れ

たエネルギー源として評価される一方、2030年

度における電源構成の目標達成に向け、非効率

な発電方式については、フェイドアウトする方

針が示されているところでございます。 

 国においては、「超臨界以下」の発電方式が

非効率とされており、県内にある石炭火力発電

6機のうち、松浦市の2機、西海市の2機が該当

する可能性があるものと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） また、現存する石炭火

力発電所に今後とも地域に存在していただくた

めには、エネルギーの世界的な潮流に対応して

いくことが不可欠であり、休・廃止の対象とな

る発電所を存続させるためには、低炭素化・高

効率化に向けた取組が不可欠であると考えます

が、現時点で県としての考えを再度お尋ねいた

します。 

〇副議長(松本洋介君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 非効率な発電方

式のフェイドアウトに当たりましては、県内の

立地自治体において、経済や雇用への影響を懸

念する声も出ております。 

 また、国においてはじめられた議論において

も、こうしたことが課題として上げられている

ところでございます。 

 このようなことから、県といたしましても、

発電所の存続に向け、石炭ガス化複合発電（Ｉ

ＧＣＣ）など、高効率な発電方式へのリプレイ

スができるよう、国、電力会社などに対し、県

内立地自治体や他県と連携をしながら要望して

まいりたいと考えております。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） 現在、県に対し、毎年、

電力移出県等交付金が交付されており、万が一、

これらの石炭火力発電所が休・廃止の対象にな

ると、県の財政収支にも少なからず影響が出て

くるものと思われますが、県の考えをお尋ねし

ます。 

 併せて、電力移出県等交付金の直近5か年の

実績及び現在の残高について、お尋ねいたしま

す。 

〇副議長(松本洋介君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 電力移出県等交

付金の交付額でございますけれども、直近5年

間におきまして、県全体で約30億円となってい

るところでございます。 

 この交付金でございますけれども、市、県の

方から国に申請いたしまして認められた事業に

活用いたしているところでございます。現在の
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ところ、産業振興に資する事業に活用している

ところでございます。 

 議員ご指摘のとおり、本県は、財政状況が非

常に厳しい状況にございますので、こういった

交付金については、県の振興に大きく資してい

るという状況でございます。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） 今回のエネルギーの見

直しということにつきましては、世界的な低炭

素の流れに乗らないと、今後、石炭火力発電所

の存在は困難であるということは、明白であり

ます。 

 しかしながら、地元でも発電所の存続につい

て大変心配している声があり、先ほど部長より

答弁いただきましたように、リプレイスができ

るように県としても立地自治体や他県とも連携

し、国や電力会社にしっかり働きかけていただ

くよう、お願いをいたします。 

 6、台風9号及び台風10号による農林水産関係

被害について。 

 （1）被害状況について。 

 台風9号及び台風10号による現時点での県内

の被害状況について、農林関係及び水産関係の

それぞれについて、お尋ねをいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 台風9号及び台風10

号による農林業被害につきましては、9月16日

時点で約17億3,000万円となっており、特に、

強風によるアスパラガスや花卉、ミニトマトな

どの農業用ハウスの被害が甚大であります。被

害件数904件、被害額が約5億7,800万円と、平

成16年以降、最大の被害となっており、今後、

調査が進むとともに増加するものと見込んでい

るところであります。 

 そのほか、肉用牛などの畜舎や堆肥舎が235

件、約1億5,300万円、水稲やアスパラガスの倒

伏、みかんや梨の落果や倒木、メロンやきゅう

りの茎葉損傷など、農作物被害が約3億9,400万

円となっております。 

〇副議長(松本洋介君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） 水産関係の被害でご

ざいます。 

 離島を中心に県下全域に及んでおり、9月15

日の時点でございますが、判明している被害額

は、約37億円となっております。 

 主な被害は、漁港関係施設が約28億7,000万

円、養殖魚等が約3億8,000万円、漁協施設が約

1億2,000万円となっております。 

 特に、漁港施設でございますが、定期船が就

航しております佐世保市の高島漁港、平漁港及

び壱岐市の芦辺漁港では、浮き桟橋や連絡橋が

被災したというふうなことでございますので、

早期の復旧に向けて対応しているところでござ

います。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） （2）復旧支援につい

て。 

 今回の台風被害につきましては、地元の松浦

市でも農林水産全般にわたり被害が発生してお

り、大きな被害を受けた生産者の中には、今後、

経営継続についても危惧されているという話も

聞かれており、早期の復旧支援が必要不可欠で

あると考えております。 

 そこで、今回の台風被害に対する復旧支援に

ついて、現時点で国、県として、どのような支

援が考えられるのか、お尋ねいたします。 

 まず、農林関係について、お願いいたします。 

〇副議長(松本洋介君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 昨年の台風17号や本

年の7月豪雨の際には、国において、農業用ハ
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ウスの復旧や種子等の購入などの支援策が講じ

られたところでございます。 

 しかし、現時点において、今回の台風9号、

台風10号による災害復旧に対しての国の方針等

がまだ示されていないことから、9月16日に7月

豪雨被害と同様の支援策を講じていただくよう、

国に対し、要望を行ったところでございます。 

 県といたしましては、まずは早期に被害の全

容把握に努めたうえで、国に対し、引き続き復

旧支援の実施を要望するとともに、被災された

生産者の営農再建に向けまして、事業面での支

援策の検討に加えて、共済金の早期支払い要請

のほか、被害を受けた農産物の事後対策など、

経営面、技術面においても、できることから早

期に被災農家に寄り添った対応を行ってまいり

ます。 

〇副議長(松本洋介君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） 被災した漁業者が経

営を継続するために、新たな施設整備を行う際

には、国においては、漁船や漁具等のリース方

式による導入や共同利用施設の整備に対する助

成制度がございます。 

 また、県におきましては、漁業者が所得向上

のための経営計画を策定し、目標達成に必要と

なる機器や施設の整備に対し、市町と連携した

支援制度といったものがございます。 

 県といたしましては、被災されました漁業者

の意向といったものを丁寧に聞き取りまして、

必要な施設等の整備に対し、こういった支援制

度の活用が進むように対応してまいりたいと考

えております。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） 農業被害につきまして

は、今後とも、塩害や強風等による水稲や野菜、

果樹、花卉等の被害が発生することも十分考え

られますので、政府並びに国に対し、経営継続

が可能となるような支援について、しっかり要

望していただくとともに、関係機関と連携し、

被災された生産者への支援をよろしくお願いし

たいと思います。 

 併せて、水産関係につきましては、私の地元

である松浦市でも、今度の台風により漁業者の

方々が被災し、個人の施設にも大変な被害が出

ています。 

 被災した漁業者が立ち直るためには、新たに

個人や共同での施設整備が必要となる、そう

いったことについて、先ほど部長の方からお話

がありましたとおり、漁業者がこれらの制度を

活用するために、県としてどのように取り組ん

でいこうとしているのか、再度、お尋ねいたし

ます。 

〇副議長(松本洋介君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） いろいろな施設を整

備すると、あるいは漁船を導入していくと、こ

れは国なり県なりの制度がございます。 

 それぞれの制度は、大まかに言いますと、計

画を立てて、その目標値を達成するためにどう

するのかというふうなことに対して支援してい

くというふうなことになりますので、要するに、

この計画を立てるというふうなことに対して

しっかりと指導してまいりたいと思います。 

 そういったことによりまして、こういったい

ろいろなメニューがございますけれども、その

中の支援制度がうまく活用できるように我々と

しても取り組んでいきたいと思います。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） なかなか、漁業者個人

では、そういった申請についても大変なところ

があると考えます。 

 被災した漁業者や地元漁協等、関係団体の声
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を十分に聞いていただいて、経営の継続が可能

となるよう、被災者に寄り添った支援をしっか

りお願いしたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 

 以上で、一通りの質問が終わりましたけれど

も、時間が若干残っておりますので、再質問を

2～3、させていただきます。 

 水産業振興対策の中で、水産物の輸出促進に

ついて、若干再質問をしたいと思います。 

 先ほど、県の今後の輸出に対する対応につい

て答弁がありましたけれども、今後、県内の直

近3か年の輸出の実績と推移、そして、今後の

輸出目標、販売額になると思いますが、取組に

ついて、次期水産総合計画の中での位置づけに

ついて、お伺いしたいと思います。 

〇副議長(松本洋介君） 水産部長。 

〇水産部長(斎藤 晃君） お答えいたします。 

 水産物の輸出実績でございますが、先ほどお

話がありました松浦魚市、あるいは長崎魚市を

含めまして、平成26年度の11億8,000万円に対

し、令和元年度は31億2,000万円となっており

ます。 

 これは、現長崎県総合計画の最終目標が30億

円というふうなことでございますので、これを

やや超えているというふうなことで、概ね順調

な伸びを見せているのではないかと考えており

ます。 

 また、次期総合計画、素案でございますけれ

ども、これにつきましては水産物の輸出に関し

まして、国内・国外販売力の強化、高度衛生管

理に対応した体制の構築、こういったことを掲

げまして、既存輸出先との取引拡大や新規市場

の開拓等に取り組み、令和7年度までに50億円

に伸ばすというふうなことを目標としておりま

す。 

〇副議長(松本洋介君） 石本議員─12番。 

〇１２番(石本政弘君） 今後の魚の輸出につい

ては、先ほども申しましたけれども、国内外の

今後の販売の強化を見た時に、やはり海外に向

けた販売については、一つの大きな目標値とし

て、県としてもしっかり取り組んでいただきた

いと思います。 

 以上、時間は若干残っておりますけれども、

これで私の質問を終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

〇副議長(松本洋介君） これより、しばらく休

憩いたします。 

 会議は、14時35分から再開いたします。 

― 午後 ２時２３分 休憩 ― 

― 午後 ２時３５分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 引き続き、一般質問を行います。 

 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君）（拍手）〔登壇〕 皆様、こ

んにちは。 

 自由民主党会派、大村市選出、政治をイノ

ベーション、北村貴寿でございます。 

 9月定例会一般質問のしんがりを務めさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いを申し上

げます。 

 まず、新型コロナウイルス感染症や多発する

自然災害で尊い命を失われた方々、今、なおお

苦しみの方々に、心からお悔やみとお見舞いを

申し上げる次第でございます。 

 政治は、弱い者のためにあります。多発する

自然災害やコロナ禍のもとで、県民の皆様のお

悩みやお苦しみをやわらげ、そして希望の持て

る長崎県勢づくりに皆様とともに汗をかいてい

きたいと思います。どうぞよろしくお願いを申
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し上げます。 

 それでは、通告に従って質問をさせていただ

きます。 

 1、多発する自然災害について。 

 （1）氾濫した郡川、佐奈河内川の改修、改

良について。 

 先般の7月豪雨で大村市においては、48時間

の総雨量が、昭和57年に発生した「長崎大水害」

の際に記録した雨量を100ミリ以上更新する猛

烈な雨となり、国道34号がＪＲ岩松駅付近で冠

水、車両が水没し、市民・県民に大きな影響を

もたらしました。 

 また、市内を流れる郡川においては、至ると

ころで護岸が崩壊、佐奈河内川では越水、破堤

が起こり、100戸以上の家屋が浸水する甚大な

被害が発生いたしました。 

 県は、早急に河川の応急工事を行っていただ

きました。関係者のご尽力に心より感謝を申し

上げます。 

 今後は、本格的な復旧工事に取りかかれるこ

とかと存じますが、年々拡大、そして多発する

自然災害を鑑みれば、単なる改修にとどまらず、

これまで以上の豪雨にも耐え得るような、さら

なる改良が必要かと存じます。 

 県の取組について、答弁を求めます。 

 （2）被災した農業者への支援について。 

 7月豪雨は、県内の農林業にも甚大な被害を

もたらしました。被害額は63億5,000万円以上

に上り、大村市では、ビニールハウスの倒壊や

水田の浸水、ハウスの中にある作物や苗、農業

機械が流され、被災した農業者の皆様は、将来

の営農や生活の見通しが立たない状況です。 

 ある若い農業者は、努力に努力を重ね、よう

やく軌道に乗せた観葉植物の栽培事業が、河川

の氾濫により将来の夢や希望とともに流されて

しまいました。 

 農業新聞によれば、熊本県では、県と市町の

支援をそれぞれ上乗せし、被災農業者の負担を

10％に抑えるよう支援をするとの報道もなされ

ております。 

 長崎県も、従来の支援にとどまらず、追加支

援を行うべきです。県は、被災農業者に対して

どのような支援を講じようとしているのか、答

弁を求めます。 

 （3）消防団への支援について。 

 防災対策を考えるうえで、「自助、共助、公

助」という考え方がありますが、この共助と公

助の重要な担い手が消防団員の皆様であります。 

 7月豪雨では、地域住民のために、我が身の

危険を顧みず、腰まで濁流につかりながら住民

の避難に当たっていただきました。 

 また、非常時ですので、食料も調達できない

という中で、空腹のまま夜を徹して警戒活動に

当たられ、そのまま会社へ出勤したというお話

も賜りました。 

 大村市消防団第11分団の皆様のご尽力に、心

から御礼と感謝を申し上げる次第でございます。 

 まさに、地域を守る正義の味方である消防団

ですが、慢性的な団員不足という課題を抱えて

おります。 

 団員不足を解消しなければ、今後も起こり得

る災害から県民の安心、安全を守ることはでき

ません。 

 団員の約7割がサラリーマンということを鑑

み、団員を雇用する事業所へのインセンティブ

の拡充や消防団活動への理解を促進することが

重要かと存じます。また、消防団のイメージ

アップや県民向けのＰＲの強化も必要かと存じ

ます。 

 佐賀県においては、「佐賀のヒーロー消防団」
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というような各市町の動画をまとめて紹介する

ページを設けていたり、私の地元である大村市

では、団員に対して公共施設の利用料金を減免

するなどしています。 

 県は、消防団に対して、どのような支援を行

うのか、答弁を求めます。 

 （4）要配慮者利用施設の避難確保計画につ

いて。 

 7月豪雨は、高齢者施設にも甚大な被害をも

たらしました。 

 熊本県の特別養護老人ホームでは、入居者14

名の命が犠牲となったのは記憶に新しいかと存

じます。 

 大村市においても複数の高齢者施設が浸水し、

社会的弱者のための施設が災害に巻き込まれる

例は後を絶ちません。 

 施設の移転やハードの整備も重要ですが、財

源等の関係でなかなか進んでいかないというの

も事実です。今すぐできる災害への備えとして

は、避難確保計画の作成や避難訓練の実施など

があるかと存じます。 

 国は今般、「水防法」を改正し、福祉施設や

医療施設など、防災上の配慮を要する者が利用

する施設である要配慮者施設の避難確保計画の

作成及び訓練の実施を義務化いたしました。 

 令和元年1月1日現在では、対象施設401に対

し、策定済みが155施設と現在40％を下回って

いるような状況です。 

 県内の状況が今どうなっているのか、また、

今後どう取り組んでいくのか、県の見解を求め

ます。 

 2、コロナ禍における医療・介護・障がい福

祉について。 

 （1）医療従事者への差別や偏見の根絶につ

いて。 

 長崎大学病院が職員に行った新型コロナウイ

ルス感染症の「風評被害アンケート調査」によ

れば、「周囲から接触を避けられた」、「我が子

が登校の自粛を求められた」、「ＳＮＳなどで誹

謗中傷された」との回答があり、風評被害を実

感しているとの結果を得ています。 

 医療従事者の皆様は、私たちの命を守る砦で

働く皆様であります。いかなる差別も偏見も許

されませんし、根絶しなければなりません。 

 ごうまなみ議員がご紹介されている差別と偏

見をなくそうという民間運動、シトラスリボン

プロジェクトのバッジを私も本日つけさせてい

ただきました。 

 大村市では、障がい者就労支援施設ＳＡＫＵ

ＲＡ＋（さくらぷらす）様のほかに、長崎リハ

ビリテーション学院様も取り組まれており、こ

のような民間運動とも連携して進めていけば、

差別や偏見を根絶しようという機運がさらに高

まるかと存じます。 

 県は、医療従事者の皆様が安心して働けるよ

うにどのように取り組むのか、答弁を求めます。 

 （2）介護・障がい福祉施設の感染症対策に

ついて。 

 医療は、私たちの命を守る砦でありますが、

介護や障がい福祉は生活を守る砦であります。

社会的弱者と言われる高齢者や障がい者の皆様

の生活の基盤を維持し、人間の尊厳を守る仕事

です。そのような仕事に携わる方々も、相当な

負担とストレスにさらされています。 

 高齢者は、重症化しやすいと言われているこ

ともあり、訪問介護に携わる方々は、「私が一

人暮らしの高齢者の家にコロナウイルスを運ん

でしまうかもしれない、もし感染させてしまっ

たら、亡くなってしまうかもしれない、とはい

え私が介護に行かなければ高齢者の生活を守れ
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ない」、そのようなコロナ禍のもと、すさまじ

いプレッシャーを抱えながら日々介護の業務に

当たっておられます。 

 今般、県は、入所系施設において、入所前の

ＰＣＲ検査の支援を行われますが、これを利用

者のみならず、職員や通所介護、訪問介護系

サービスに携わる方々にも広げる必要があると

存じます。 

 また、現在は「感染症対策ガイドライン」が

示されていますが、利用者や職員が実際に感染

した場合の具体的な行動マニュアルの策定が必

要です。 

 加えて、人手不足が常態化している職種でも

あります。職員が感染し出勤できなくなった場

合のマンパワーの確保計画を早急に確立すべき

であり、ＩＣＴ化やロボット導入なども併せた

対策を急ぐ必要があります。 

 県は、今後どのように取り組むのか、答弁を

求めます。 

 3、子育て行政について。 

 （1）保育所の運営及び保育料の減免につい

て。 

 災害における保育所休園の最終的な意思決定

者は市町にありますが、今般の多発する災害の

備えとして、休園にする基準を明確に定めてお

く必要があるかと存じます。 

 厚生労働省の調査によれば、「その都度判断

する」とした自治体が51％を占め、共通基準を

設定している自治体はわずか17％にとどまって

います。長崎県でも、基準を設けているのは西

海市のみであります。 

 風水害は、予見可能性が高いこともあり、一

定の休園基準を設けて周知をしておけば、先手、

先手の対応が可能になり、子どもたちの命を守

ることにもつながります。 

 県内の20市町に、早急に基準を設けるように

働きかけるべきです。県の見解について、答弁

を求めます。 

 また、保育料の減免について、お尋ねをいた

します。 

 保護者が新型コロナウイルス感染症の濃厚接

触者となった場合、一定期間の自宅待機を求め

られますが、その保護者の子どもは保育所に登

園可能とされています。 

 保護者にすれば、「もし自分が感染していれ

ば、我が子にも感染するだろう、我が子が保育

所にウイルスを持ちこんでしまうかもしれない、

一緒に自宅待機をする方がいいのではないか」、

そのように考えるのはごく自然なことでありま

す。 

 しかし、自主的に自宅待機をしても、接触者

の子は、登園可能とされておりますから、保育

料が減免されないという状況であります。 

 このような場合は、保育料を減免すべきだと

考えます。県の見解について、答弁を求めます。 

 （2）保育士への慰労について。 

 国は、コロナ禍により、医療、介護、障がい

福祉の従事者に一人5万円から最大20万円の慰

労金を支給しますが、保育士は対象外となりま

した。 

 しかし、国内の保育園でもクラスター感染が

散見されも、保育士は、消毒や対策会議等の負

担がさらに増え、勤務時間も延びているとお聞

きをしております。 

 そのような中、保育士などに独自の慰労金を

支給する自治体があらわれ始めました。山形県

は、保育関係従事者約1万3,000人に一人5万円

を支給、同様の取組は、愛知県や岡山県倉敷市、

茨城県ひたちなか市と増える傾向にあります。 

 長崎県内の保育関係者1万9,000人、一人5万
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円を支給するとすれば9億5,000万円の財源確保

が課題となりますが、県は、保育士の慰労につ

いて、どのような見解をお持ちなのか、答弁を

求めます。 

 （3）子どもの貧困対策について。 

 ＮＰＯ法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」

の調査によれば、コロナ禍の影響で母子家庭の

18.2％が食事回数を減らしており、困窮状態が

進んでいます。 

 アンケートには、「子どもは1日2食で我慢さ

せ、自分は1日1食、体重が激減した」、「子ども

を守れていない自分が嫌で死にたい」との切実

な言葉が並んでいます。 

 そのような中、自由民主党国会議員の有志64

名は、「こども宅食推進議員連盟」を今般、設

立いたしました。 

 議連の趣意書には、日本のひとり親の貧困率

は、ＯＥＣＤ諸国33か国中で最下位であり、先

進国として恥ずかしい状況だと断じています。

（発言する者あり）そして、子育て家庭のため

の新たなセーフティネットの木を育てていくと

しています。 

 私も、9月の定例会にて、「こども宅食」の必

要性を述べました。人が集まる「こども食堂」

は、困窮していることを他人に知られたくない、

そのような親の支援には結びつきにくい。 

 加えて、コロナ禍においては、「3密」を避け

ることを求められております。「こども食堂」

の支援は、さらに難しくなっており、県は、

「こども宅食」を推進する必要があると存じま

すが、県の見解について、答弁を求めます。 

 また、子どもの貧困対策として、養育費が支

払われていない家庭が多いことも問題です。 

 厚生労働省の調査によれば、母子家庭で養育

費の支払いを受けているのは24.3％に過ぎず、

実に4人に3人の子どもの権利がないがしろにさ

れています。 

 そのような中で、「面会交流」は、養育費を

支払う意欲につながると存じます。 

 「面会交流」とは、離婚や別居により、子ど

もと離れて暮らしている親が、定期的に子ども

と交流することでありますが、離婚した相手と

関わることが心理的なハードルになっていると

聞いております。 

 長崎市母子会は、この「面会交流」の代行を

行っておられますが、一回当たりの費用が

5,000円から1万円と、ひとり親家庭には負担感

が強いと感じています。 

 県がこの費用負担を支援すれば、面会交流が

促進され、養育費の負担解消にもつながるので

はないかと期待するところです。 

 県は、どのように取り組むのか、答弁を求め

ます。 

 4、コロナ禍における中小企業支援について。 

 （1）第三者への事業承継（Ｍ＆Ａ）の促進

について。 

 中小企業支援には様々な課題がありますが、

事業承継もその一つです。「会社の跡継ぎがい

ない」、「このままでは廃業するしかない」と

いった声があり、コロナ禍により経営不振に陥

る中小企業は増加し、後継者不足による廃業は

さらに増加することが懸念されます。 

 次期県総合計画のアンケート結果によると、

雇用に不安を抱えている県民が33.4％、特に、

力を入れるべき施策は雇用対策が最多となって

います。 

 国内の99％の企業は、中小企業であり、雇用

の7割以上を担っています。中小企業の廃業対

策は、県民の不安の解消にもつながります。 

 これまで親族間の事業承継については、手厚
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い支援が講じられておりますが、今後は第三者

への事業承継であるＭ＆Ａ、つまり合併や買収

の促進も必要かと存じます。 

 ともに会社で汗を流してきた社員が事業を譲

り受けようとする場合、事業用資産などを買い

取る資金が必要であり、事業承継がスムーズに

進まない事例があると聞いております。 

 コロナ禍の影響による廃業の増加を防ぐため

には、第三者への事業承継に対する支援を拡充

することが必要です。 

 県の対策について、答弁を求めます。 

 （2）交通事業者への支援について。 

 県は、6月補正予算において、コロナ禍で打

撃を被った公共交通事業者への支援として奨励

金を交付いたしました。事業者の皆様からは非

常に好評でありましたが、貸切バス事業者や運

転代行事業者は対象外とされていました。 

 両者の皆様から、「私たちもコロナ禍で打撃

を受けている。県民の足を担う仕事であること

には変わりがないのに、なぜ私たちは見捨てら

れるのか」という声をいただいたところであり

ます。 

 所管の総務委員会でも対象を広げるように要

望してきたところでありますが、今般の9月補

正予算において、支援対象の枠を広げ、県独自

の支援を実施するということにされました。 

 支援策の概要や実施のスケジュール等につい

て、答弁を求めます。 

 5、教育行政について。 

 （1）子どもたちを災害から守るための取組

について。 

 今般の7月豪雨に際し、県民の皆様より、「通

学時の携帯電話、スマートフォンの所持を認め

てほしい」という声を多数いただきました。 

 県内の公立高校では、ほとんどが携帯電話の

学校への持込みを禁止しており、7月豪雨の際

には、「我が子と連絡が取れずに心配でたまら

ない」、「学校の公衆電話は、長蛇の列で、豪雨

の中、びしょ濡れになりながら公衆電話を探し

に行った」、そのようなお声を多数いただいて

いるところです。 

 他県では、校内では使用不可としたうえで所

持のみを認めていたり、他の自治体では授業に

スマートフォンを活用するというところも出て

まいりました。 

 文部科学省は、中学生が学校に携帯電話を持

ち込むことを条件付きで許可する方針を決めま

した。 

 県は、今後も未来永劫、学校にスマートフォ

ンの持ち込みを禁止し続けるのでしょうか。 

 また、頻発する自然災害から子どもたちの命

をどのようにして守るのか、お尋ねをいたしま

す。 

 県は、学校安全総合支援事業に取り組んでい

るとお聞きしておりますが、平成24年から開始

されたこの事業は、県内21市町の中で半分以下

の10市町で開催されたのみであります。 

 災害の頻度や規模も年々変化していく中で、

事業のさらなるスピードアップや外部との連携

が必要かと存じます。 

 県の今後の取組について、答弁を求めます。 

 （2）学校歯科検診について。 

 学校歯科検診は、子どもたちの歯を守る重要

な機会です。これまでも歯科医の先生方のご尽

力を賜りながら実施されておりますが、今年6

月、日本学校歯科医会から、学校歯科検診で使

用するミラー等の器具については、滅菌を徹底

するように通知が出されました。 

 滅菌は、新型コロナウイルスにはもちろんの

こと、熱や薬液に強い細菌やウイルスにも効果
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がある、最もレベルの高い消毒です。滅菌を行

うためには、高圧蒸気滅菌装置、いわゆるオー

トクレーブが必要になりますが、装置の操作習

得や保守管理が必要になり、学校の負担が増え

ることも懸念されます。 

 そこで、使い捨てのミラー、いわゆるディス

ポーザブルミラーを使用すれば、滅菌にかかる

手間を省けることから、県歯科医師会から、学

校歯科検診にディスポーザブルミラーを準備し

ていただきたいとの要望を受けています。 

 ミラーの単価も1本30円といった低廉なもの

もあり、学校の負担を軽減するためにも導入を

進めるべきだと存じますが、県の見解について、

答弁を求めます。 

 （3）夜間中学の設置について。 

 夜間中学とは、夜間に勉強する公立の中学校

で、様々な事情をお持ちの方や外国籍の方など

多様な人の教育の機会を確保するため、文部科

学省は、少なくとも各都道府県に1校を設置す

ることを促進しております。 

 現状では市立が主流でしたが、今後は、高知

県、徳島県に県立の夜間中学校が設置されます。 

 長崎県内で1校の設置と考えれば、財源の乏

しい市町にはハードルが高く、県立での設置が

適切であります。 

 県は、夜間中学校の設置にどのように取り組

むのか、答弁を求めます。 

 6、日本郵便との包括連携協定について。 

 長崎県は、離島や過疎地を抱えており、地域

社会の持続可能性を高めるためには、地域に根

差した民間組織の力を借りることも必要かと存

じます。 

 全国津々浦々に存在し、社会的なインフラと

もいえるのが郵便局です。郵便局は、全国全て

の自治体に存在し、地域に寄り添いながら活動

をされております。 

 日本郵便は、自治体との包括連携協定の締結

を進められており、現在、34都道府県と協定を

締結されています。地域の見守り活動や移住者

への支援、経済活性化や地方創生に関すること

などに自治体とともに取り組まれているのです。

九州では、大分県と長崎県だけが、いまだ協定

の締結に至っておりません。 

 人口減少と高齢化が続き、地域の活力低下が

懸念される本県は、協定の締結を急ぐべきだと

存じますが、県の見解について、答弁を求めま

す。 

 7、水陸機動団一個連隊の誘致について。 

 日本の平和と主権を維持するために必要な国

家防衛は国の専管事項ではありますが、国境離

島を有する長崎県には、陸海空の自衛隊基地が

あり、国の安全保障と防衛施設に積極的に協力

をしてきました。 

 今般、防衛省は、陸上自衛隊水陸機動団の一

個連隊を新編する計画を進めております。 

 県は、この誘致を表明したところであります

が、これまでの誘致活動及び今後の取組につい

てどう進めていくのか、配備の実現に向けての

知事の決意について、答弁を求めます。 

 8、骨髄ドナー支援制度について。 

 長崎新聞によれば、県は、骨髄ドナーを支援

する助成制度の導入を進めているとされており、

21市町の首長が参加するスクラムミーティング

では、県のドナー支援制度の創設について資料

が提出されております。 

 改めて、この制度について前向きに取り組ん

でいただいていることに感謝をいたします。 

 先日、私の同級生から連絡がありました。

「骨髄移植のドナーになった。大村市の支援制

度をありがたく使わせてもらおうと思っている」
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とのうれしい連絡でした。彼は、地元で小さな

食堂を営む個人事業主です。骨髄を提供するた

めには、5日間ほど入院しなければならず、休

業すれば直接収入に響きます。血液難病に苦し

む患者を救いたいと思っているのは、福利厚生

が手厚い大企業の人間ばかりではないのです。 

 繰り返しになりますが、全国におけるこの制

度の広がりはご承知かと存じます。この支援制

度は、財源のハードルも低く、苦しんでいる人

を助けたい、そのような県民を応援する制度で

あり、県民へのメッセージなのです。 

 国に対して制度創設の要望は続けていくとし

ても、国が動かなければ、地方から国を動かす、

そのような気概を持って、この制度に取り組む

べきかと存じます。令和3年度から、骨髄ド

ナー支援制度の創設を強く、強く要望します。 

 県の見解について、答弁を求めます。 

 以上で、檀上からの質問を終了いたします。

再質問は、対面演壇席から行います。 

 知事及び執行部におかれては、県民の声に対

し、簡潔明瞭、建設的で積極的な答弁を求めま

す。 

 ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 北村議員のご質

問にお答えいたします。 

 郡川、佐奈河内川の復旧に向けた取組につい

てのお尋ねであります。 

 「令和2年7月豪雨」により甚大な被害を受け

た郡川及び支線の佐奈河内川については、私も

被災翌日に現地を確認させていただきましたが、

改めて、被災された皆様方に心からお見舞い申

し上げます。 

 郡川の災害復旧工事については、被災した護

岸が河川整備計画で拡幅予定がないことから、

原形復旧で実施することとしております。 

 特に、被害が大きかった佐奈河内川について

は、郡川合流部から今富橋までの370メートル

区間が河川整備計画の実施区間となっており、

この整備計画に沿った拡幅による復旧工事を進

めてまいりたいと考えております。 

 また、今富橋よりも上流の約2,400メートル

の区間についても、再度災害を防止できるよう

に、改良計画による河川災害復旧助成事業で申

請する準備を進めているところであり、関係者

及び大村市の協力を得ながら、早期復旧に向け

て努力してまいりたいと考えております。 

 次に、水陸機動団の誘致活動の内容と、県内

配備への決意についてのお尋ねであります。 

 陸上自衛隊の水陸機動団につきましては、平

成30年3月、水陸機動団本部及び第2個連隊が佐

世保市の相浦駐屯地に配備されましたが、中期

防衛力整備計画においては、本年度内に残る1

個連隊の新編配備が決定される予定であると

伺っております。 

 自衛隊部隊の編制等の防衛政策は国の専管事

項ではありますが、県内への水陸機動連隊の追

加配備は、島しょ防衛の目的に資するとともに、

多くの国境離島を有する本県にとって大変心強

いことであると考えております。 

 また、700人の隊員からなる1個連隊の存在は、

地域の活性化や経済波及効果をもたらすもので

あり、去る8月26日、河野前防衛大臣に、本県

の優位性を訴え、追加配備を要望したところで

あります。 

 県としては、今後とも、機会を捉えて、本県

への配置について要望を重ね、実現を目指して

まいりたいと考えております。 

 そのほかのご質問については、関係部局長か

らお答えをさせていただきます。 
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〇議長(瀬川光之君） 農林部長。 

〇農林部長(綾香直芳君） 7月豪雨災害に対す

る農業分野での県の支援策についてのお尋ねで

ございますが、7月豪雨災害の復旧支援につき

ましては、国の支援策に基づいて行うこととし

ております。 

 具体的には、営農再開に向けたビニールハウ

ス等の農業用施設・機械の復旧等について、国

の最大2分の1補助に県は5％を上乗せし、さら

に、復旧に必要な種子、種苗の確保についても、

国の2分の1補助に県は6分の1を上乗せして支援

をすることとしております。 

 そのほか有利な災害関連資金なども措置され

ており、こうした支援制度の活用の相談対応な

ど営農再開に向けた事業面の支援だけではなく、

経営面、技術面のフォローアップなどについて

も、市町、団体と連携して取り組んでまいりた

いと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 県の消防団支援の

取組についてのお尋ねですが、県内の消防団員

数は、本年4月1日現在、1万9,193人で、各市町

の条例定数に対する充足率は90.9％であります。 

 県の消防団支援の取組の一つである事業所の

協力促進につきましては、現在、市町において

19の商工会、4の商工会議所と消防団活動の支

援協定を締結しておりますので、引き続き事業

所向けの講演会などを通して支援の拡大に努め

るとともに、締結した協定の積極的な活用を進

めてまいります。 

 また、事業所の協力を求めるためには協力の

インセンティブを高めることが必要であり、

様々な企業の社会貢献事例などの調査研究を進

め、協力促進の方策を検討してまいります。 

 次に、県民向けのＰＲにつきましては、市町

が行う住民に向けたＰＲ活動に加え、県におき

ましても、広報誌や県政広報番組、協力事業所

を紹介する動画、ホームページなど各種広報媒

体を活用するとともに、市町に対して他の市町

の有効な事例を紹介しております。 

 今後は、さらに県や市町の動画を県のホーム

ページや公式ツイッターに掲載するなど、引き

続き県民の皆様の理解の促進に努めてまいりま

す。 

 次に、公共施設の利用料金などの減免ですが、

現在、利用料金の割引などにより消防団員を応

援する「消防団員応援の店」の制度を実施し、

飲食店など109の店舗が登録されております。 

 また、公共施設についても、大村市の市民

プールや長崎県美術館などで減免や一部減免が

行われております。 

 県といたしましても、入団の促進、活動継続

のためには有効な方法と考えておりますので、

各市町のご意見をお聞きしながら、県内公共施

設や県内各地に店舗を展開される事業所の皆様

に協力を要請してまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 要配慮者利用施設の

避難確保計画についてのお尋ねですが、県では、

避難確保計画の作成を支援するため、これまで

に施設管理者向けの説明会を開催するとともに、

市が主催する講習会等において指導を行ってき

ており、令和元年度末までに177施設で計画が

作成されています。 

 また、要配慮者利用施設は、県が浸水想定図

を作成した後、市町の地域防災計画書に位置づ

ける必要がありますが、これまでに21河川の

「浸水想定図」を作成しており、残る8河川に

ついても今年度内に完了する見込みとなってお

ります。 



令和２年長崎県議会・９月定例会（９月１８日） 

 ― 190 ―

 令和3年度中に、対象となる全ての施設で計

画が作成されるよう、引き続き市町と連携し支

援に努めてまいります。 

〇議長(瀬川光之君） 県民生活環境部長。 

〇県民生活環境部長(宮崎浩善君） 医療従事者

への差別や偏見の根絶に対する県の取組につい

てのお尋ねでございます。 

 医療従事者をはじめ、感染者やそのご家族な

どへ偏見や差別はあってはならないことであり、

県といたしましては、8月下旬から、テレビや

ラジオなどを活用し、お互いに思いやりの心を

持って冷静に行動するよう、広く県民の皆様に

啓発を行っているところであります。 

 この中で、医療従事者やそのご家族等への誹

謗中傷や差別は、医療体制の崩壊にもつながり

かねないことをお伝えし、感謝の気持ちで応援

していただくよう呼びかけております。 

 引き続き、医療従事者等への偏見や差別の根

絶に向け、県民の皆様への周知、啓発に努めて

まいります。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 私から、2点お

答えさせていただきます。 

 まず、介護・障がい福祉施設の感染症対策に

ついての取組のお尋ねでございます。 

 介護・障がい福祉施設における感染予防対策

といたしましては、県は、長崎大学の協力によ

りまして「ガイドライン」を作成し、大規模施

設に対しましては、県職員が直接指導を行うこ

とで徹底を図っているところでございます。 

 また、継続的な健康管理のために、「健康管

理アプリ（Ｎ－ＣＨＡＴ）」を希望する施設に

導入し、新規入所者や体調不良者に対して、必

要な場合には検査を行う仕組みを検討している

ところでございます。 

 なお、施設で集団感染が発生した場合には、

応援職員を派遣する仕組みについても検討を進

めております。 

 次に、骨髄ドナー支援制度の創設についての

県の見解のお尋ねでございます。 

 本県の新規ドナーの登録数は、毎年度350名

程度でございますが、本年7月末までの状況は、

感染症による外出自粛等の影響によりまして22

名にとどまっており、それによりまして骨髄提

供者数の減少につながらないよう取り組んでい

く必要があると考えております。 

 本年7月の「市町スクラムミーティング」に

おきましては、ドナー支援制度を未導入の市町

に対しまして、支援制度創設の検討や協力をお

願いしたところでございます。 

 県全体で進めていくためには、まずは各市町

での取組が進むことが必要であり、引き続き県

からも積極的に働きかけてまいりたいと考えて

おります。 

〇議長(瀬川光之君） こども政策局長。 

〇こども政策局長(園田俊輔君） 私からは、5

点お答えさせていただきます。 

 まず、自然災害発生時の保育所休園基準につ

いてのお尋ねですが、自然災害発生時の対応に

ついては、保育所では、国の指針に基づき、対

応マニュアルや保護者への連絡体制等が定めら

れている一方、実施主体の市町においては、明

確な臨時休園等の基準が定められていない状態

となっていたことから、先般7月、国から市町

に対し、災害時の臨時休園基準の策定依頼がな

されております。 

 国の通知を受け、現在、県内の大半の市町で

策定の検討が進められているところですが、県

といたしましては、既に市町と策定に向けた協

議に入っており、早期に全市町で臨時休園等の
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基準が策定されるよう強く働きかけを行ってま

いります。 

 次に、保護者の判断で登園を控えている場合

の保育料の減免についてのお尋ねですが、新型

コロナウイルス感染防止に関し、保育所等への

児童の登園については、国の通知に基づき、実

施主体の市町は、子どもが濃厚接触者となった

場合、2週間を目安に登園の自粛を要請するこ

ととなりますが、濃厚接触者となっていない場

合でも、地域の実情に応じて市町独自に登園の

自粛を要請することができることとなっており

ます。 

 このように市町が登園の自粛を要請した場合

に保育料が減免できることから、保護者等の自

主的判断のみでは減免とはなりませんが、その

自粛要請範囲につきましては、市町の判断で行

われるべきものと考えております。 

 次に、保育士への慰労について、県としての

見解についてのお尋ねですが、保育士、保育所

等への支援については、当初、施設の衛生用品

等の購入補助などを行ってまいりましたが、先

般、国において創設された交付金では、これま

での施設単位から事業単位へ規模が拡充された

ことに加え、新たに職員への手当や職員個人が

感染症対策として購入する物品等にも補助対象

経費の範囲が拡大され、さきの6月定例会で予

算計上したところであります。 

 県といたしましては、今回創設された支援は、

医療従事者等に支給される慰労金とは異なりま

すが、職員個人に還元される経費が補助対象と

なっていることから、原則開園を求められる中、

感染症と向き合って業務に従事されている保育

士等の皆さんの実情に即して制度化されている

ものと受け止めております。 

 次に、子ども宅食の推進についてのお尋ねで

すが、県においては、去る6月に、新型コロナ

ウイルス対策として、子ども食堂や子ども宅食

を行う団体等が、市町が把握している要支援児

童等に対し、居宅を訪問して、食事提供や学習

支援等を行う支援対象児童等見守り強化事業を

創設されたところであります。 

 県においては、子どもの貧困対策として、新

たに民間のノウハウを活用し市町の事業構築を

支援しており、8月までに各市町を訪問し、当

該国庫補助事業についても実施者の掘り起しや

技術支援を行ったところであります。 

 この結果、5市町が国に申請したところであ

り、引き続き、事業化に向けてしっかりと取り

組んでまいります。 

 次に、面会交流の促進についてのお尋ねです

が、「面会交流」は、子どもの健やかな育ちを

確保するうえで有意義であると認識しておりま

す。 

 国においては、面会交流に係る日程調整の代

行や、交流の場まで子どもに付き添うなどの支

援事業に対し、国庫補助事業を実施されており

ますが、ニーズの把握が難しいこと等から、実

施は全国で9自治体という状況にあります。 

 そのため県においては、ひとり親世帯に対し

新たにアンケートを実施しているところであり、

その調査結果も踏まえながら、当該事業の活用

について市町と協議してまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長(瀬川光之君） 産業労働部長。 

〇産業労働部長(廣田義美君） 第三者への事業

承継に対する支援の拡充が必要ではないかとの

お尋ねでございます。 

 第三者による事業承継、いわゆるＭ＆Ａにお

きましては、株式や事業用資産の買い取り等の

ために多額の資金を要することが課題となって
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おります。 

 このため、県の制度融資である事業承継資金

に、今年度からＭ＆Ａを融資対象として追加し、

限度額も引き上げたところでございます。 

 コロナ禍において、廃業を考える中小企業の

増加が懸念されることから、これを未然に防止

するため、事業を譲り受ける側の資金負担を軽

減する新たな補助制度を創設することとし、本

定例会に関係予算案を提案しております。 

 今後とも、県内中小企業等の円滑な事業承継

を支援し、地域における雇用の維持と技術・技

能の伝承を図るとともに、県内企業の経営強化

を図ってまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 地域振興部長。 

〇地域振興部長(浦 真樹君） 交通事業者への

支援策と実施スケジュールについてのお尋ねで

ありますが、交通事業者への支援につきまして

は、新型コロナウイルスの感染防止策を講じな

がら事業を継続していただくための奨励金をこ

れまで交付してきておりますが、いまだ観光、

飲食、あるいは各種イベントなどの需要回復が

遅れていることから、今回、「貸切バス事業者」

と「自動車運転代行業者」を新たに対象とする

約1億3,000万円の補正予算案を計上させていた

だいているところでございます。 

 内容といたしまして、貸切バス事業者につき

ましては、県内に本社を置く約60事業者、約

600台を対象に一台当たり20万円を、また自動

車運転代行業では約160事業者、約340台を対象

に一台当たり3万円を交付予定としております。 

 今後、10月中旬から申請の受付を開始し、11

月以降、奨励金を交付していく予定としており、

速やかに事業者の支援ができるように進めてま

いりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 教育行政に

ついて、私から4点お答えをいたします。 

 まず、携帯電話の学校への持ち込みについて

のお尋ねですが、携帯電話等の利用につきまし

ては、児童生徒の登下校の安全確保や緊急時の

連絡手段として一定の有用性があると考えます。 

 しかしながら、一方、歩きスマホによる交通

事故のおそれやＳＮＳに係るトラブルの増加な

ど課題も多くあります。 

 県教育委員会といたしましては、県立学校に

おける携帯電話の校内持ち込みは原則禁止とし

ておりますが、地域の状況や生徒の安全面等を

考慮して、学校ごとに指導方針を検討するよう

通知しているところであります。 

 今後も、各学校の実態に応じて保護者と十分

連携を図りながら、丁寧に対応していく必要が

あると考えております。 

 次に、学校安全総合支援事業の内容と全市町

での取組についてのお尋ねですが、本事業では

長崎地方気象台、長崎河川国道事務所、県危機

管理課等関係機関と連携した実践的な防災学習

に取り組むとともに、学校と保護者、地域が一

体となった訓練等を通して防災意識の向上を

図っております。 

 県教育委員会としましては、本事業の特徴的

な実践内容等を全市町の教育委員会に周知し、

各地区独自の取組に向け、普及・啓発を行って

いるところであります。 

 今後も、本事業の実施を県全体へ積極的に促

すとともに、専門機関とのさらなる連携強化を

図りながら、質の高い防災教育を総合的に推進

してまいります。 

 次に、学校歯科検診でのディスポーザブルミ

ラーの導入についてのお尋ねですが、学校歯科

検診は、各学校が学校歯科医と連携し、検診器
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具の滅菌、または消毒の対策を講じて実施して

おります。 

 今年度、県立学校におきましては、高圧蒸気

滅菌器の使用が19校、使い捨てのディスポーザ

ブルミラーの使用が29校、煮沸器での消毒が35

校という状況でございます。 

 県教育委員会といたしましては、日本学校歯

科医会の通知にありますように、高圧蒸気滅菌

器やディスポーザブルミラーを使用した滅菌化

が望ましいと考えておりますので、各学校が学

校歯科医の意見を聞きながら、実情に応じ滅菌

化への一層の強化を図るよう取組を指導してま

いりたいと考えております。 

 次に、夜間中学の調査、研究の進捗状況につ

いてのお尋ねですが、夜間中学設置に向けた調

査・研究を円滑に進めるため、今年度、「長崎

県中学校夜間学級協議会」を発足させました。 

 6月に第1回協議会を開催し、設置に向けた

ニーズ調査の内容や方法等について協議したと

ころであります。 

 今後、アンケート形式によるニーズ調査を行

い、その結果をもとに、夜間中学の設置の時期、

設置主体、設置場所等について検討することと

しております。 

〇議長(瀬川光之君） 企画部長。 

〇企画部長(柿本敏晶君） 日本郵便との包括連

携協定についての県の見解はとのお尋ねでござ

います。 

 地方創生の推進を図るには、民間との連携が

重要であり、そのため県では、企業や団体の皆

様と様々な分野において「包括連携協定」を締

結してまいりました。 

 協定の締結に当たりましては、これまでも実

効的なものとなるよう、互いの特徴を活かしつ

つ、長崎県ならではの視点を踏まえた具体的な

取組内容について双方の合意が整ったうえで締

結したきたところであります。 

 日本郵便においては、地域に根づいた郵便局

のネットワークを有していることから、協定締

結により有効な取組の推進が期待されるとの認

識のもと、現在、具体の取組内容について協議

を重ねているところであり、条件が整い次第、

締結する方向で引き続き協議を進めてまいりた

いと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） それでは、再質問に移り

ます。ご回答ありがとうございました。全てを

網羅することはできないかと存じますが、何点

かお尋ねをいたします。 

 日本郵便との包括連携協定について、お尋ね

いたしますが、条件が整えば締結をしたいとい

うようなお話だったかと思います。 

 これは要望になってしまいますが、先ほども

申し上げたとおり、九州では大分県と長崎県だ

けなんです。ぜひ、一番最後というよりも、コ

ロナ禍の中でなかなか進んでいなかったという

ことも承知をしておりますが、速やかな包括連

携協定の締結をお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。これは要望です。年度内に

お願いします。 

 次に、陸上自衛隊水陸機動団1個連隊誘致に

関する要望であります。 

 ちょっと皆様にご紹介をさせていただきます

が、私、今日はちょっと濃いめの色のマスクを

つけてまいりまして、これは陸上自衛隊の迷彩

柄のマスクでございます。実はこれは大村市の

西日本繊維という会社がいち早く作られていま

して。 

 実は大村は、皆様ご承知かと存じますが、第

21海軍航空廠が設置をされて、大村町と幾つか
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の村が合併して大村市になった、人口が増えた

からというような流れで、非常に自衛隊に親し

みが持てるまちというようなことで、この誘致

は、ぜひ長崎県に、そして大村市にというよう

なことで実現をさせていただきたいと存じます。 

 大村市では、先般、水陸機動団の誘致期成会

を結成して、熊本の西部方面隊に要望活動に行

くということでございます。これは竹松部隊の

上位組織でございまして、ぜひ、この空いた施

設を使わせていただきたいというような要望で

ありますが。 

 今般、新しい内閣が設置をされました。知事、

防衛大臣にお会いになられたということであり

ますが、これは河野前防衛大臣であります。新

防衛大臣に、やはり熱意を持って、もう一度要

望に行っていただきたいと思いますし、ぜひ、

その際には要望に行く人全員、自衛隊仕様のマ

スクをつけていけば、これは大村は熱意がある

なというようなことになろうかと思うんですよ。 

 実際、これは「冷感夏マスク」といいまして、

非常に涼しいマスクなんです。自衛隊の中でも

実は売っていて、部隊の皆さんも使われている

わけです。前防衛副大臣もお買い求めになって、

ご利用になっているというようなことですから、

こういった演出をしながら、熱意をぜひ伝えて

いただきたいということで、もう一度、新防衛

大臣に陳情に、要望に行っていただきたい。 

 また、長崎県内の優位性をどのように考えて

いるのかということをもう一点お尋ねをいたし

ます。 

 誘致は競争でございますから、北海道も手を

挙げているということであります。そういった

ところの優位性をどうアピールしていくのか、

熱意を持って、もう一度、陳情に、要望に行っ

ていただけるのか、2点お尋ねをいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） まず、本県の優位

性ですけれども、1個連隊誘致にかかる本県の

優位性としましては、南西諸島有事の際の地理

的条件による即応性や、団本部及び2個連隊が

既に県内にあることによる指揮統率が容易であ

ること、さらには既存の県内自衛隊施設を有効

活用できること、年間を通じて訓練が可能であ

ること等が挙げられます。 

 また、1個連隊の追加配備による地元自治体

の人口増加及び経済活性化への期待は大きく、

今後とも、県内へ追加配備されるよう強く要望

してまいりたいと考えております。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） 知事、お忙しいでしょう

が、新防衛大臣に要望をもう一度、お願いをい

たします。これは要望でございますので。 

 次に、夜間中学についてのお尋ねでございま

す。 

 先ほど、教育委員会教育長の答弁の中で、今

回アンケートを行ってニーズ調査をやるんだと

いうようなことであります。 

 まず確認しておきたいんですが、県立中学校

の長崎県内の設置について、大村市からも要望

させていただいておりますけれども、設置をし

ようと考えている方向性があるのか、もしくは

しない方向性なのか、そういったところの認識

をお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 議員もお触

れになりましたけど、夜間中学校につきまして

は、各都道府県に1校設置することが望ましい

ということになっておりますので、長崎県とし

ては設置の方向で検討を進めているということ

であります。 
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〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） 私は、ちょっと認識を改

めました。アンケートによって、設置するもし

ないも今はニュートラルな状態だというような

方向で聞いておりましたが、設置をしたいとい

ような方向だと、何かありますか、もう一度。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） 設置をする

ための検討材料としてアンケートをしていると

いうことでありますので、仮にニーズが全然な

ければ、それはもう設置をしないということで

すけれど、先ほど申し上げたように、法律の仕

組みとか考え方として、ニーズを一定調査をし

たうえで設置の時期とか、主体とか場所とかと

いうことを検討することになる、その検討材料

とするためのアンケート調査ということであり

ます。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） わかりました。そうです

ね、アンケートを行って全くニーズが、つくっ

てほしいという声がなかったということであれ

ば、それはまあ無駄になるかもしれないという

ようなことですが。 

 9月17日の長崎新聞を見ておりましたら、長

与町の公民館で「学び直し講座」が開かれてい

ますというような記事が載っておりました。中

学生に戻ったみたいと、高齢の方が学び直しを

夜の公民館でされているところでございます。 

 この町の生涯学習課は、夜間中学校の簡易版

であると、誰もがもう一度できる場を確保した

いというようなことでされておりますので、ぜ

ひ、このアンケートでしっかりとそういった声

をすくい上げていただきたいと思います。 

 このアンケートの実施については、どういっ

た方法で、いつ、どの程度のアンケートサンプ

ル数を取ろうと思っていらっしゃるのか、もし

お手元に詳細があれば、ご教示をお願いします。 

〇議長(瀬川光之君） 教育委員会教育長。 

〇教育委員会教育長(池松誠二君） まず時期で

ございますけれども、今準備をしておりますの

で、10月初旬ぐらいから1か月以上かけてアン

ケートをしなきゃいけないなと思っています。 

 対象は、もともと夜間中学校の対象者は、義

務教育の未修了者とか、既卒者だけど不登校等

でしっかり勉強できなかった方とか、それから

外国籍の方も対象にしておりますので、そうい

う対象者の方々のニーズを拾えるように、例え

ば県内の公民館にアンケート用紙を置いてもら

うとか、それから不登校の対応をしてもらって

いる民間ＮＰＯ等の協力を得るとか、外国籍の

場合だと技能実習生等を取り入れている農業団

体、水産団体、商工団体等にお願いをしたいと

いうふうに考えているところであります。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） ぜひしっかりニーズを拾

えるような形で、インタ―ネット等々を駆使し

てやっていただきたいと思います。 

 大村市は、要望を出しているということもあ

りますし、県内で1か所ということであれば、

集まりやすい県央でお願いしたいというような

ところで、これも要望でございます。よろしく

お願いいたします。 

 次に、スマートフォンの持ち込みについては、

あとは各学校の裁量に任せたいというようなこ

とだったかと思います。ただ、原則禁止をして

いるというところもあってですね。 

 これが5年、10年先に、やっぱりまだ携帯電

話、スマートフォンは学校に持ち込めませんよ

というのは、ちょっとなかなか考えにくいのか

なと思います。危険もありますが、危険がある



令和２年長崎県議会・９月定例会（９月１８日） 

 ― 196 ―

からこそ、生きる力を身につけさせるために学

校で、それを使った教育等々も必要になるのか

なと思います。 

 これは少し長期的なスパンになろうと思いま

すが、スマートフォンの学校での取り扱いにつ

いて、議論を始めていただければと存じます。 

 次に、骨髄ドナー支援制度について、お尋ね

をいたしますが、進めていただいているという

ことで、非常にありがたいお話であります。 

 ただ、先ほどの部長の答弁を聞いております

と、各市町と一緒にやっていきたいと、連携し

ながらやっていきたいというようなお話であり

ました。それはそれで結構かなと思いますが、

ご承知かと思いますけれども、これはどんどん

広がっている制度でございまして、直近の導入

した都道府県の資料を見ておりますと、たしか

17都府県中、全ての市町がやっているのは3都

府県しかないんですよ。手挙げ方式でやってい

るんです。 

 ですから、皆さん一緒にやりましょうよとい

うのも、これはこれで大事かもしれませんけれ

ども、県がやるから一緒にどうだと、手を挙げ

てこいよと、手挙げ方式で、私は新年度から進

めていただきたいと考えております。というか、

要望をしたいと思います。 

 そして、いつも話題になるのが財源の話であ

りますが、言ったら対象者数が10名、20名ぐら

いしかないわけです。これで5日間入院して1日

2万円、その半分を県が持つ、財源のハードル

はほぼないと言っていい。 

 これはメッセージという政策だと存じますの

で、ぜひ令和3年度から、新年度から手挙げ方

式で、この制度の創設をお願いしたいと存じま

すが、いかがでしょうか。 

〇議長(瀬川光之君） 福祉保健部長。 

〇福祉保健部長(中田勝己君） 県といたしまし

ても、ドナーの骨髄提供のための支援制度は非

常に重要な課題だと思っております。 

 今、県と市町が一体となって取組を進めるた

めに各市町とも協議を進めており、速やかに制

度創設に関する制度設計を検討しておりますの

で、なるべく早い時期に導入ができるような検

討も進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） よろしくお願いいたしま

す。 

 私、小・中・高と水泳をやっておりまして、

池江璃花子さんのファンであります。骨髄移植

によって完快されて、あの強靭な体がかなりお

痩せになられたけれども、今は力強く泳ぐ姿は、

県民のみならず国民に勇気を与える姿かなと存

じます。 

 そういったお手伝いをしたいというような方

の背中を押してあげる制度でありますから、ぜ

ひ、この制度の創設をお願いしたいと存じます。 

 最初に戻りますが、佐奈河内川は抜本的に改

良するというようなお話だったと存じます。 

 現状復旧ではなくて、さらに改良をしていく

というようなことで、国の事業も活用したいと

いうようなことであろうかと思いますが、とな

ると財源の確保、事業の認可、そういったもの

が含まれてくると思いますけれども、やっぱり

住民の方は、いつ仕上げてくれるんだというよ

うなことだろうと思います。そういったスケ

ジュールについて、答弁があればお願いします。 

〇議長(瀬川光之君） 土木部長。 

〇土木部長(奥田秀樹君） 佐奈河内川災害復旧

のスケジュールについては、河川災害復旧助成

事業による改良計画を考えており、今月まもな
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く国との整備計画協議に着手し、本年度内の事

業採択を目指しています。 

 また、事業期間については、河川災害復旧助

成事業の場合、災害発生年を含め4か年度以内

となっており、事業採択となった場合には、令

和5年度末の完成を目指すことになります。 

〇議長(瀬川光之君） 北村議員―9番。 

〇９番(北村貴寿君） しっかり取り組んでいた

だきたいと思います。 

 次に、消防団の支援についてでございますけ

れども、いろいろ今から調査・研究をやってい

くんだというような話であろうかと思います。 

 私、11分団の分団長と副分団長の方にお話を

お伺いしたんですが、彼らも被災者なんです。

それも、助けるのが仕事じゃなくて、ほかに仕

事を持っていて、そして自分の身を顧みず人を

助けに行く、だから、団員にもやっぱり家族が

いるわけですよ。家族を守れないという中でこ

の活動をされております。ぜひ力強い支援を

行っていただきたいと思います。 

 何か具体的な支援があれば、コメントいただ

きたいんですが。 

〇議長(瀬川光之君） 危機管理監。 

〇危機管理監(荒木 秀君） 支援につきまして

は、各市町が主体となりますけれども、それを

県としても支援してまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

〇９番(北村貴寿君） 終わります。 

 ありがとうございました。（拍手） 

〇議長(瀬川光之君） 以上で、県政一般に対す

る質問を終了いたします。 

 先に上程いたしました議案のうち、第110号

議案乃至第119号議案及び報告第21号につきま

しては、お手元の議案付託表のとおり、それぞ

れの委員会に付託いたします。 

 お諮りいたします。 

 第120号議案「長崎県収用委員会の委員及び

予備委員の任命について議会の同意を求めるこ

とについて」は、委員会付託を省略することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、第120号議案は、委員会付託を省略

いたします。 

 次に、第2号請願「地方たばこ税を活用した

分煙環境整備に関する請願書」ほか2件が提出

されておりますので、これを一括して上程いた

します。 

 ただいま上程いたしました請願につきまして

は、お手元の請願付託表のとおり、文教厚生委

員会及び農水経済委員会に付託いたします。 

 次に、各委員会は、お手元の日程表のとおり、

それぞれ開催されますようお願いいたします。 

 以上で、本日の会議を終了いたします。 

 明日より10月4日までは、委員会開催等のた

め本会議は休会、10月5日は、定刻より本会議

を開きます。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

― 午後 ３時４０分 散会 ― 
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文化観光国際部政策監 前 川 謙 介 君
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産業労働部政策監 貞 方   学 君

教育委員会教育長 池 松 誠 二 君

選挙管理委員会委員長 葺 本 昭 晴 君

代 表 監 査 委 員 濵 本 磨毅穂 君

人事委員会委員 本 田 哲 士 君

公安委員会委員長(午前) 片 岡 瑠美子 君

公安委員会委員(午後) 川 口 博 樹 君

警 察 本 部 長 早 川 智 之 君

監 査 事 務 局 長 下 田 芳 之 君

人事委員会事務局長

(労働委員会事務局長併任) 
大 﨑 義 郎 君

教 育 次 長 林 田 和 喜 君

財 政 課 長 早稲田 智 仁 君

秘 書 課 長 石 田 智 久 君

選挙管理委員会書記長 大 塚 英 樹 君

警察本部総務課長 川 本 浩 二 君

議会事務局職員出席者 

局 長 松 尾 誠 司 君

次長兼総務課長 柴 田 昌 造 君

議 事 課 長 川 原 孝 行 君

政 務 調 査 課 長 太 田 勝 也 君

議 事 課 長 補 佐 永 田 貴 紀 君

議 事 課 係 長 梶 谷   利 君

議事課主任主事 天 雨 千代子 君

― 午前１０時 ０分 開議 ― 

〇議長(瀬川光之君） ただいまから、本日の会

議を開きます。 

 この際、知事より、第121号議案の送付があ

りましたので、これを上程いたします。 

 ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます―知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 本日、提出いた

しました追加議案について、ご説明いたします。 

 第121号議案「令和2年度長崎県一般会計補正

予算（第8号）」は、本年9月の台風9号及び台風

10号により被害を受けた農業・漁業施設等の復

旧のための緊急対策に要する経費について計上

し、一般会計2億8,739万6,000円の増額補正を

しております。 

 これを現計予算及び既に提案いたしておりま

す9月補正予算と合算いたしますと、一般会計

8,405億3,654万6,000円となります。 

 以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。 

 何とぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決

定を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長(瀬川光之君） ただいま上程いたしまし

た第121号議案「令和2年度長崎県一般会計補正

予算（8号）」につきましては、予算決算委員会

に付託いたします。 

 予算決算委員会での審査が終了するまでの間、

しばらく休憩することにいたします。 

― 午前１０時 ２分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ０分 再開 ― 

〇議長(瀬川光之君） 会議を再開いたします。 

 まず、第120号議案「長崎県収用委員会の委

員及び予備委員の任命について議会の同意を求

めることについて」、これを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 第120号議案「長崎県収用委員会の委員及び

予備委員の任命について議会の同意を求めるこ

とについて」は、原案のとおり、委員として、
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石橋龍太郎君、三浦純一君、川端辰長君、予備

委員として、堺 賢作君に、それぞれ同意を与

えることに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第120号議案は、原案のとおり、そ

れぞれ同意を与えることに決定されました。 

 これより、さきに各委員会に付託して審査を

お願いいたしておりました案件について、審議

することにいたします。 

 まず、総務委員長の報告を求めます。 

 山口経正委員長―15番。 

〇総務委員長(山口経正君）（拍手）〔登壇〕 総

務委員会の審査の結果並びに経過の概要につい

て、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました議案は、113号議

案「知事等の損害賠償責任の一部免責に関する

条例の一部を改正する条例」であります。 

 慎重に審査いたしました結果、議案は異議な

く、原案のとおり、可決すべきものと決定され

ました。 

 以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、警察本部の所管事項について、島民が

300人ほどの長崎市高島町で起きた、大麻草を

栽培し逮捕された事案は、地域に大きな不安を

与えている。今後、薬物対策にはどう取り組ん

でいくのかとの質問に対し、昨年、県内におけ

る大麻の検挙人員のうち約9割が10代から30代

という若年層であった。 

 今後は、これまで以上に関係機関と連携し、

徹底した取り締まりを行うとともに、パトロー

ルの強化による情報収集活動をはじめ、薬物乱

用防止教室や各種キャンペーンなど広報啓発活

動にも積極的に取り組み、薬物事案の根絶に努

めたいとの答弁がありました。 

 次に、危機管理監の所管事項について、災害

時の避難情報や避難所体制について、台風10号

の際に、各地域の避難所が想定以上に不足した

状況となったことについて、今回の避難所設置

の総括や、今後の市町の対応について、コロナ

禍も踏まえたうえでの避難所運営をどのように

対応していくのか。 

 また、7月豪雨では、各市町が発令する「避

難勧告」及び「避難指示」をはじめとし、他の

情報も多く、県民は避難の機会がわかりにくい

状況であったが、県としてどのように対応して

いく考えかとの質問に対し、台風10号では、各

市町により多くの避難所設置をお願いした結果、

台風9号の時よりも約3倍の避難所を設置してい

たが、感染症の対策により定数を減らしたこと

で、満員の避難所もあったため、県としても今

回の教訓をもとに、各市町との連携を密にして、

安全かつ安心した避難所運営を目指したい。 

 また、避難情報の発令に関しては、各市町が

それぞれの基準を設けて対応しているが、国の

法改正の動きも注視しながら、市町との連携を

強化し、県民に早めの避難が呼びかけられる体

制づくりを推進していきたいとの答弁がありま

した。 

 次に、企画部の所管事項について、「九州・

長崎ＩＲ区域整備計画骨子（行政部分）」につ

いて、今回、ＩＲ事業者の公募・選定について

は、公募時期を延期することで、現在応募を考

えている事業者が撤退することがないようにす

べきである。 

 また、公平・公正な手続のもと、より多くの

事業者が応募できる環境づくりが重要だと考え

るが、県の見解はどうかとの質問に対し、より

多くのＩＲ事業者に応募していただけるよう、
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しっかりとコミュニケーションをとっていきた

い。 

 また、現在、複数の事業者が本県に関心を

持っておられる状況であり、1者でも多くの事

業者が応募できる環境のもと、競争性を確保し

つつ、公平・公正な事業者の公募・選定を行い

たいと考えているとの答弁がありました。 

 次に、次期総合計画には、ＳＤＧｓの推進や、

Society5.0の実現などに対する取組が掲げてあ

るが、特にSociety5.0の実現により、県の未来

像はどのように描かれるのか、また県民の生活

はどのように変化していくのか。 

 併せて、ＭａａＳという新たなモビリティサー

ビスの導入により、県内でどのような事業が展

開できるのかとの質問に対し、本県における

Society5.0実現に向け、産学金官連携による

「ながさきSociety5.0推進プラットフォーム」

を立ち上げたところであり、光ファイバーや５

Ｇといった情報通信基盤の整備、ＩＣＴ利活用

による質の高い県民生活の実現、新産業・新

サービス創出による産業振興、さらには行政の

デジタル化などの取組を推進していくこととし

ている。 

 また、ＭａａＳに関しては、ＩＲ整備や新幹線

開業によって、新たな人の流れが期待できるた

め、本県を訪れる観光客が、よりスムーズに観

光周遊できるサービスとして導入を図っていき

たいとの答弁がありました。 

 次に、地域振興部の所管事項について、県庁

舎跡地活用に関し、県庁舎跡地は、重層的な歴

史を持つ場所であるが、近年の再開発等により、

歴史的な背景を持つ建物が少なくなっている。 

 出島や、この地の歴史を踏まえ、今回出土し

た石垣の見せ方なども含めて、景観面にも配慮

した活用策を検討していくべきと考えるが、県

の見解はどうかとの質問に対し、県としても、

この地の様々な歴史を活かし、賑わいの創出に

つながるような活用策について検討を深めてい

る。 

 昨年度に策定した整備方針において、現存す

る歴史ある石垣は、保存・顕在化することとし

ており、専門家の意見を伺いながら、どのよう

な保存や利活用ができるか精査していきたいと

の答弁がありました。 

 また、別途、本委員会から、「地方自治体の

デジタル化の着実な推進について」の意見書提

出方の動議を提出しておりますので、併せてよ

ろしくお願いいたします。 

 以上のほか、一、次期総合計画の策定につい

て、一、離島航路について、一、マイナンバー

カードの普及促進について、一、県の障害者雇

用の状況について、一、諫早市轟峡の崖崩れ災

害への対応についてなど、総務行政全般にわた

り活発な論議が交わされましたが、その詳細に

つきましては、この際、省略させていただきま

す。 

 以上で、総務委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

 第113号議案は、質疑・討論を省略し、直ち

に採決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第113号議案は、原案のとおり可決
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されました。 

 次に、文教厚生委員長の報告を求めます。 

 深堀委員長―19番。 

〇文教厚生委員長(深堀ひろし君）（拍手）〔登

壇〕 文教厚生委員会の審査の結果並びに経過

の概要について、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました案件は、第114号

議案「長崎県安心こども基金条例の一部を改正

する条例」ほか2件であります。 

 慎重に審査いたしました結果、異議なく、原

案のとおり、それぞれ可決、承認すべきものと

決定されました。 

 また、第2号請願「地方たばこ税を活用した

分煙環境整備に関する請願書」及び第3号請願

「『家庭教育支援法の制定を求める意見書』提

出に関する請願書」につきましては、いずれも、

起立採決の結果、採択すべきものと決定されま

した。 

 なお、第3号請願の採択に伴い、本委員会と

して、別途、「『家庭教育支援法の制定』を求め

る意見書」提出方の動議を提出しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告申し上げます。 

 まず、第116号議案「契約の締結について」

に関し、県立長崎図書館郷土資料センター（仮

称）は、県民が、心待ちにしている施設である。

進捗状況等をホームページに随時掲載するなど、

県民の期待に寄り添った整備とするための対応

を検討しているのかとの質問に対し、工事の進

捗状況は、随時、ホームページに写真を掲載し、

それに合わせて、センターの機能等も紹介しな

がら、県民に広く周知し、今後の開館に向けて

の準備を考えているとの答弁がありました。 

 次に、議案外の所管事務一般で論議がありま

した主な事項について、ご報告いたします。 

 まず、総務部関係に関し、県立大学情報セ

キュリティ産学共同研究センター（仮称）を活

用した産業振興について、産学連携の拠点とな

るセンターの整備について、各自治体は非常に

興味を持っており、島原市においても、第一次

産業でのＩＴを活用した新たな産業づくりを具

体的に進めている。 

 今後、専門的な情報を得たい場合など、大学

との提携等の体制が取れるのかとの質問に対し、

県立大学においては、中期目標の中で、地方創

生に貢献し、地域とともに発展する大学を目指

すことを掲げている。現在、県内11の自治体と

包括連携協定を結び、共同研究を通じ、連携を

行っている。 

 島原市においても、どういった部分で大学と

連携したいかを相談していただければ可能では

ないかと考えているとの答弁がありました。 

 次に、教育委員会関係に関し、令和3年度長

崎県公立高等学校入学者選抜について、今年度

から新たに実施される入学者選抜と従来の選抜

との違いは何か。また、新たな制度を導入する

に当たっての教育委員会の狙いは何かとの質問

に対し、新たな制度を導入するに当たって、従

来の推薦入学者選抜と一般入学者選抜を廃止し、

前・後期選抜を導入した。 

 前期において、中学校長の推薦を不要とし、

選抜方法を面接と作文から基礎学力検査、プレ

ゼンテーション、小論文、実技など多様な選抜

方法の中から、各高校が選択する制度に改善す

る。 

 導入の狙いは、各高校が掲げる生徒像から、

受験生が、主体的に学校を選び、自分の個性や

強みを活かして受験でき、生徒の学ぶ意欲や多

様な能力が評価されることにあるとの答弁があ
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りました。 

 次に、福祉保健部関係に関し、子宮頸がんワ

クチンについて、子宮頸がんの長崎県の直近の

数値はどのようになっているかとの質問に対し、

2017年の全国の罹患者数は1万1,012人、長崎県

は140人である。死亡者数については、子宮頸

がんと子宮体がんの内訳はないが、2018年の子

宮がん全体の死亡者数は、全国で6,800人、長

崎県は96人である。2018年度の全国のワクチン

接種率は0.52％、長崎県は0.53％であったとの

答弁がありました。 

 これに関連し、国は、子宮頸がんワクチン接

種について積極的な勧奨を差し控えているが、

長崎県としては、今後どのように取り組んでい

くのかとの質問に対し、子宮頸がんワクチンに

関しては、副反応の可能性も含め、対象者に対

し適切な情報提供を行い、ワクチン接種を希望

される方が、適切な時期に定期接種を受けられ

るような体制が必要と考える。 

 現在、国において、リーフレットの全面改訂

を行っており、改訂版が発出され次第、再度、

各市町を通じて、対象者へ周知していきたいと

の答弁がありました。 

 次に、こども政策局関係に関し、5歳児健康

診査について、5歳児健康診査については、疾

病等の早期発見により、就学前後の適切な支援

につながることから、重要性が強調されている。

今後、県内統一した取組が必要と思われるが、

長崎県の考え方はどうかとの質問に対し、集団

生活の中ではじめて気づかれる発達障害児がい

ることなどから、5歳児健康診査は必要である

と考えており、全ての市町で実施できるように

推進を図っているところである。 

 県としては、昨年度作成した5歳児健康診査

マニュアルを活用した研修会の実施等により、

市町における健康診査の有効性や、実施してい

る市町の取組の紹介など、今後も実施に向け、

支援を行っていきたいとの答弁がありました。 

 最後に、別途、本委員会から、「私学助成の

充実強化等について」、「新型コロナウイルス感

染症にかかる医療機関への経営支援について」

及び「ドクターヘリの安定・持続的運用への支

援強化について」の意見書提出方の動議を提出

しておりますので、併せてよろしくお願いいた

します。 

 以上のほか、一、県内大学留学生の状況につ

いて、一、准看護師養成所学生に対する学生支

援緊急給付金について、一、諫早特別支援学校

の改築等について、一、県立北陽台高校での集

団感染について、一、消毒液ほか備品の購入状

況について、一、ファミリーサポートセンター

事業の運用と拡大について、一、保育士の人材

確保の現状と課題についてなど、教育及び福

祉・保健行政全般にわたり熱心な論議が交わさ

れましたが、その詳細については、この際、省

略させていただきます。 

 以上で、文教厚生委員会の報告といたします。 

 議員各位の適正、適切なるご判断を賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

 各案件は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、第2号請願「地方たばこ税を活用した

分煙環境整備に関する請願書」について、採決

いたします。 

 本請願は、委員長報告のとおり採択すること

に賛成の議員の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第2号請願は、採択されました。 

 次に、第3号請願「『家庭教育支援法の制定を

求める意見書』提出に関する請願書」について、

採決いたします。 

 本請願は、委員長報告のとおり採択すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第3号請願は、採択されました。 

 次に、各議案について、一括して採決いたし

ます。 

 各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決、

承認されました。 

 次に、環境生活建設委員長の報告を求めます。 

 山本由夫委員長―27番。 

〇環境生活建設委員長(山本由夫君）（拍手）

〔登壇〕 環境生活建設委員会の審査の結果並

びに経過の概要について、ご報告いたします。 

 本委員会が審査いたしました案件は、第117

号議案「訴えの提起について」ほか2件であり

ます。 

 慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり、可

決すべきものと決定されました。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、第117号議案「訴えの提起について」

に関し、県営住宅の承継入居基準を満たさない

まま不正入居を続ける者に対し、建物の明け渡

しなどについて訴えを起こすとのことだが、本

人との話し合いの状況はどうなっているのかと

の質問に対し、訪問しても会うことができず、

電話や文書による連絡を行っても応じてもらえ

ない状況であるとの答弁がありました。 

 これに対し、就労場所の訪問などにより話し

合いを行ったうえで、自主的な退去と滞納家賃

の清算を行ってもらえるよう努力していただき

たいとの意見がありました。 

 次に、第118号議案「公の施設の指定管理者

の指定について」に関し、長崎県美術館運営事

業において、指定管理者が企画展などを行う利

用料金事業で得た利益は、次の事業展開への意

欲を引き出していくものとして、指定管理者の

利益になるとのことだが、金額によっては、県

に返還するということがあってもいいと思うが、

県の指定管理についての考えはどうかとの質問

に対し、指定管理は、民間のノウハウを活かし

ながら効率的に運営することが基本方針である

が、今回の指定管理の対象である長崎県美術館

は、公的な美術館であるため、集客だけでなく、

県の政策的な方針に基づき利益に結びつきにく

い企画展も開催するなどバランスを取りながら

運営している。 

 今後も、県として、しっかりと関与していき

たいとの答弁がありました。 

 次に、議案外の所管事務一般で論議がありま

した主な事項について、ご報告いたします。 

 まず、文化観光国際部の所管事項について、

長崎県総合計画（仮称）素案に記載の「スポー

ツに親しめる環境づくりによる地域スポーツの

活性化」に関し、アーバンスポーツができる公

園の整備や、若者に対する取組なども次期計画

に盛り込んではどうかとの質問に対し、総合計

画の下部計画である「次期ながさきスポーツビ
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ジョン」について検討を進める中で、アーバン

スポーツに関しては、東京オリンピックでも、

ＢＭＸ、スポーツクライミングなどの若者に人

気のある新しい種目も組み込まれるとのことで

あり、競技人口が増えれば、若者の定着にもつ

ながるような施策として可能性があるため、ど

のような取組ができるか検討していきたいとの

答弁がありました。 

 次に、県民生活環境部の所管事項について、

汚水処理人口普及率の状況に関し、本県の汚水

処理人口普及率は全国平均と比較して低い。普

及率を高めるためには、浄化槽の設置を進める

べきと思うが、どのように考えているのかとの

質問に対し、浄化槽を設置する場合、個人負担

が6割で、残りの4割を国・県・市町で補助して

いる。 

 市町の中には、個人負担を軽減するため、上

乗せ補助を実施しているところもあり、そこで

は設置数も増加していることから、そのような

市町に対しては、補助基準額を引き上げるよう

国へ要望しているとの答弁がありました。 

 これに対し、補助金額を引き上げれば、浄化

槽の設置数が増え、普及率も上がることから、

国へも要望しながら、市町と連携して取り組ん

でいただきたいとの意見がありました。 

 次に、交通局の所管事項について、新型コロ

ナウイルス感染症の影響に関し、直近の営業収

益に対する影響と今後の見通しはどうかとの質

問に対し、8月までの実績が前年比で約10億円

の減収であり、観光客やビジネス客の減少の影

響が大きいため、空港リムジンバス、県外高速

バス、貸切バスのいずれも8割程度の減少率と

なっているが、一般定期路線については、ほか

と比べると、やや回復傾向にある。 

 今後の見通しについては、費用圧縮のため、

利用状況に合わせた県外高速バス及び空港リム

ジンバスの運休・減便や、市内路線バスについ

ては、利用者が少ない時間帯の減便に係るダイ

ヤ改正を考えているとの答弁がありました。 

 さらに、貸切バスについては、今後、「ＧｏＴｏ

キャンペーン」にどのような形でつなげていく

のかとの質問に対し、個人旅行が増加傾向にあ

り、貸切バスを利用する動きは少ないようであ

るが、子会社の長崎県営バス観光では、長崎及

び諫早市内の小学校の修学旅行に「ＧｏＴｏキャ

ンペーン」を活用している。 

 また、例年1月から3月に実施する「よか余暇

ツアー」を前倒しで11月から行い、松浦・平

戸・佐世保を周遊するコースに活用したいと考

えているとの答弁がありました。 

 また、別途、本委員会から、「大規模災害に

対する備えの充実について」及び「軽油引取税

の課税免除の継続について」、意見書提出方の

動議を提出しておりますので、併せてよろしく

お願いいたします。 

 以上のほか、一、一般競争入札における入札

参加者が一者のみの場合の取り扱いについて、

一、「コスタ・アトランチカ号」検証報告書に

ついて、一、災害時における外国人への情報提

供と支援について、一、ペット同行避難につい

て、一、交通局の減収に係る経費節減の取組に

ついてなど、環境生活建設行政全般にわたり熱

心な論議が交わされましたが、その詳細につい

ては、この際、省略させていただきます。 

 以上で、環境生活建設委員会の報告といたし

ます。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

 各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決
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することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、第118号議案「公の施設の指定管理者

の指定について」、採決いたします。 

 本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第118号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。 

 各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決、

承認されました。 

 次に、農水経済委員長の報告を求めます。 

 近藤委員長―21番。 

〇農水経済委員長(近藤智昭君）（拍手）〔登

壇〕 農水経済委員会の審査の結果並びに経過

の概要について、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました案件は、第115号

議案「長崎県手数料条例の一部を改正する条例」

1件であります。 

 慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、異議なく、原案のとおり、可決すべき

ものと決定されました。 

 また、第4号請願「小規模事業者に対する支

援及び支援体制の拡充・強化に係る国への意見

書提出を求める請願書」につきましては、異議

なく、採択すべきものと決定されました。 

 なお、別途、国に対し、「小規模事業者に対

する支援及び支援体制の拡充・強化を求める意

見書」提出方の動議を提出しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 以下、本委員会で論議がありました主な事項

について、ご報告申し上げます。 

 まず、産業労働部の所管事項について、県内

の高校生の就職率向上に関し、今年3月の高校

生の県内就職率が65.6％と、第1期総合戦略の

目標65％を上回る結果となっているが、来春は

コロナ禍の中で厳しい状況が予想されるため、

県として具体的にどのような取組を行っていく

のかとの質問に対し、高校生に関しては、春の

一斉休校等の影響もあり、企業情報の収集が難

しい状況にあったため、県内企業を紹介する動

画や地元で働く若者の声などを一覧にしたガイ

ドブックを作成し、企業研究に資するよう配布

している。 

 また、企業側に対しては、自社の魅力を伝え

る、わかりやすい求人票の書き方などのポイン

トをまとめた動画をインターネットにて配信し

てきたところである。これらに加え、県が学校

現場に配置しているキャリアサポートスタッフ

により、きめ細かな支援を行い、応募に備えて

いるところであるとの答弁がありました。 

 次に、水産部の所管事項について、水産物学

校給食活用推進事業費に関し、県内の水産物の

学校給食の利用について、現在まで利用された

量と金額はどのようになっているのか。また、

予算の執行状況はどの程度になっているのかと

の質問に対し、現在、提供予定も含め、県内で

約60万食、県外へ約33万食の利用量があり、見

込みも含めた利用額については、県内で約1億

3,000万円、県外で約6,000万円の利用額となっ

ており、予算の執行状況は57％となっていると
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の答弁がありました。 

 これに対し、学校給食については、「学校給

食法」により児童に提供できる1回当たりのカ

ロリー数は決められているため、教育庁とも連

携を取りながら予算執行に努めてもらいたいと

の意見がありました。 

 次に、農林部の所管事項について、オンライ

ン就農相談会に関し、新規就農希望者の確保の

ため、例年は、都市部において「就農フェア」

を開催しているが、今回はコロナ禍により中止

となったため、オンラインにて就農相談会を

行ったとのことだが、その内容と成果はどのよ

うになっているのかとの質問に対し、本県独自

の就農相談会を6月から8月にかけて3回開催し

ている。 

 結果として、問い合わせが9名、実際にオン

ラインで相談された方が8名であり、この中か

ら1名の方が、県が実施する農業研修に本年10

月から1年間参加することとなっているとの答

弁がありました。 

 これに対し、若い方に対しオンラインでの就

農相談会は効果的と考える。様々な取組を行い、

就農者の確保に努めてもらいたいとの意見があ

りました。 

 以上のほか、一、次期長崎県水産業振興基本

計画について、一、長崎県漁業調整規則の改正

について、一、第3期ながさき農林業・農山村

活性化計画（素案）についてなど、農水経済行

政全般にわたり熱心な論議が交わされましたが、

その詳細については、この際、省略させていた

だきます。 

 以上で、農水経済委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。 

〇議長(瀬川光之君） お諮りいたします。 

 各案件は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 各案件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、第115号議案は、原案のとおり可決

され、第4号請願は、採択されました。 

 次に、予算決算委員長の報告を求めます。 

 大久保委員長―29番。 

〇予算決算委員長(大久保潔重君）（拍手）〔登

壇〕 予算決算委員会の審査の結果並びに経過

の概要について、ご報告いたします。 

 本委員会で審査いたしました案件は、第110

号議案「令和2年度長崎県一般会補正予算（第7

号）」ほか3件でございます。 

 慎重に審査いたしました結果、第110号議案

及び第112号議案につきましては、起立採決の

結果、原案のとおり、可決すべきものと決定さ

れました。 

 その他の議案につきましては、いずれも異議

なく、原案のとおり、可決すべきものと決定さ

れました。 

 以下、本委員会で論議のありました主な事項

について、ご報告いたします。 

 まず、9月24日に行いました総括質疑におい

ては、新型コロナウイルス感染症対策補正予算

の編成方針をはじめ、妊産婦の出産への安心確

保対策について、観光振興対策について、県産

品消費拡大事業について、離職者雇用支援につ

いて、ＰＣＲ検査体制の充実についてなど、活

発な論議が交わされました。 
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 次に、総務分科会では、歳入予算に関し、新

型コロナウイルスの感染拡大により様々な影響

が生じており、特に県の財政への影響が懸念さ

れている。この間の県税収入は減収を避けられ

ないと思われるが状況はどうか。 

 また、国の減収補填が難しいのであれば、本

県として何も対策をしないわけにはいかないと

思われるが、県の見解はどうかとの質問に対し、

直近の実績等により推計したところ、令和2年

度の当初予算と比較して、法人二税や地方消費

税など、合計で約71億円の減収が見込まれてい

る。 

 法人二税等の減収額については、国からの交

付税措置があるが減収補填債の発行により対処

できるが、地方消費税の減収額約19億円につい

ては制度の対象外である。 

 地方税の減収については、九州並びに全国知

事会とも連携を図りながら、国に対して、減収

補填制度のさらなる拡充について要請するとと

もに、新型コロナウイルス対策として、感染防

止対策を講じつつ、観光振興対策など本県経済

の回復拡大に向けた施策に引き続き注力してい

きたいとの答弁がありました。 

 次に、文教厚生分科会では、感染症に対する

医療従事者等支援事業費について、6億6,910万

円の補正予算計上について、申請開始から8月

末時点で6,795名、3億5,400万円の支出という

ことだが、対象者数に対する割合と進捗状況は

どのようになっているかとの質問に対し、慰労

金給付事業は、7月21日から申請を開始し、申

請期限を今年12月28日としている。対象施設は

2,288施設で、対象人数は5万1,933人である。 

 そのうち、1,135施設から3万7,476人の申請

があっており、人数ベースでは、7割程度、金

額ベースでは、4割程度となっている。 

 申請開始から約2カ月で半分というのは、よ

いペースであると認識している。 

 今後も、未申請施設の掘り起こしのため、新

聞等の広報媒体も活用し、全ての対象医療機関

への周知に取り組んでいくとの答弁がありまし

た。 

 次に、環境生活建設分科会では、人権尊重社

会づくり推進費に関し、新型コロナウイルス感

染者等への誹謗中傷や、差別に対する相談窓口

の設置について、平日働いている方のことを考

えると、土日・祝日の対応も一定必要ではない

か。 

 また、大事な事業だと思うが、今後の対応に

ついてどう考えているかとの質問に対し、今後

の相談の状況等を見ながら、必要に応じた相談

体制の見直しを検討したい。 

 また、今回のコロナウイルス感染症について

は、感染者や医療従事者のみならず、感染して

いない方、濃厚接触者ではない方にまで誹謗中

傷が及んでいることから、この相談窓口を幅広

く活用して、誹謗中傷の防止並びに誹謗中傷を

受けられた方に対する支援の充実を図りたいと

考えているとの答弁がありました。 

 次に、農水経済分科会では、離職者雇用支援

事業費に関し、新型コロナウイルス感染症の影

響による解雇、または解雇予定者数が、9月4日

現在の長崎労働局の発表では828人となってい

るが、この中で、正規職員と非正規職員の内訳、

業種別の内訳はどうなっているのか。 

 また、この事業で約1,100人の離職者の支援

を実施することとしているが、現時点で、いつ

頃までの解雇予定を想定しているのかとの質問

に対し、828人の内訳は、正規職員が474人、非

正規職員が354人となっており、業種別では、

主なもので製造業が290人、宿泊・飲食サービ
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ス業が124人、卸・小売業が101人となっている。 

 また、今回は、年内の解雇までを想定して予

算を組んでいる。今後、解雇の増加が見込まれ

る場合は、その状況に応じて適切な施策を講じ

てまいりたいとの答弁がありました。 

 以上のほか、補正予算に関し、熱心な論議が

交わされましたが、その詳細については、この

際、省略させていただきます。 

 以上で、予算決算委員会の報告といたします。 

 議員各位のご賛同をいただきますようお願い

いたします。 

〇議長(瀬川光之君） これより、第110号議案

「令和2年度長崎県一般会計補正予算（第7号）」

について、質疑・討論に入ります。 

 堀江議員―33番。 

〇３３番(堀江ひとみ君）〔登壇〕 日本共産党

の堀江ひとみです。 

 ただいま、議題となりました第110号議案

「令和2年度長崎県一般会計補正予算（第7号）」

については、以下の理由で反対いたします。 

 第1条、歳入歳出予算の補正285億3,564万円

の一般会計補正については、賛成です。 

 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費、

災害関連復旧等に要する経費、その他緊急を要

する経費は、県民が求める経費であり、必要な

予算です。 

 しかし、第3条、債務負担行為の補正、長崎

県美術館運営事業21億円は、賛成できません。 

 第118号議案、長崎県美術館を引き続き指定

管理者に指定しようとする条例議案の予算です。 

 長崎県美術館は、直営運営ではなく、指定管

理者で運営することについて、2014年9月定例

会、2008年9月定例会、いずれも、私は反対の

態度を取りました。 

 専門的な施設運営、良質な学芸員の確保・育

成、適切な処遇を前提としたサービスの質、継

続性を確保する仕組みづくりが、とりわけ美術

館には必要です。 

 指定管理者制度で、何が問題かというと、雇

用期間が限定されることです。 

 結果として、最長6年の契約となりますが、

雇用の不安定は、否定できません。学芸員が長

期の見通しを持った仕事をやりづらくなったと

して、直営に戻した美術館もあります。 

 長崎県美術館は、2005年に指定管理者制度で

開館しましたが、2006年、平成18年度包括外部

監査結果に係る措置に関する調書でも、雇用に

対する不安が指摘されています。 

 指定管理者制度の背景には、市場化の中で、

公共投資のあり方を転換し、自己責任・自立・

自助を基本とした社会システムに変えていく狙

いがあります。住民の暮らしを支え、福祉を増

進させていく自治体本来の機能を徹底して、民

間化、外部委託化する狙いがあります。 

 こうした狙いに反対する立場から、賛成でき

ません。さらに、今後6年間の予算が削減され

ていることも納得がいきません。 

 これまでは、1年間の予算限度額を3億6,000

万円を基本としてきました。6年間で21億6,000

万円です。ところが、今回、1年間で1,000万円

削減し、6年間で21億円の限度額としています。 

 コロナ禍の中で、美術館のあり様も様変わり

しました。これまでのようにはいきません。昨

年度実績は38万人だった来館者は、今年度7万

7,000人の目標です。事業収入見込みもけた違

いに変わります。 

 長崎ミュージアム振興財団が、血が通い、温

かい命が巡る「呼吸する美術館」を目指し、奮

闘されていることに敬意を表します。 

 コロナ禍の中で、人生を心豊かに生きていく
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ために、芸術は不可欠と多くの県民が実感して

います。だからこそ、長崎県のかけがえのない

財産である美術館を、指定管理者ではなく、長

崎県が直接責任を持ち、運営することが必要で

す。 

 長崎県美術館の指定管理者制度に反対を申し

上げ、討論といたします。 

〇議長(瀬川光之君） 宅島議員―22番。 

〇２２番(宅島寿一君）（拍手）〔登壇〕 自由民

主党、宅島寿一でございます。 

 会派を代表いたしまして、第110号議案「令

和2年度長崎県一般会計補正予算（第7号）」に

ついて、賛成の立場で意見を申し述べ、議員各

位のご賛同を賜りたいと存じます。 

 今般の補正予算は、285億3,600万円のうち新

型コロナウイルス感染症に要する経費211億

7,200万円、災害関連復旧に要する経費71億

7,700万円が含まれた予算であります。 

 本県での最初の新型コロナウイルスの感染者

発生から約半年間、昨日までで238例を数え、

この間、クルーズ船の対応もあった中で、さら

なる感染拡大を防止し、医療崩壊を防ぎ、経済

活動の維持・回復のために当たってこられまし

た。 

 今回の補正予算の中身を見ると、6月定例会

や、閉会中に各会派からの意見、要望を十分考

慮し、反映された施策立案となっており、また、

事業継承の加速化支援や製造業の生産性向上等

の支援など、守りの姿勢ばかりでなく、県内経

済活動の回復拡大対策に積極的に取り組む姿勢

も見られます。 

 今後、災害対策関連予算も含め、一日も早く、

予算の執行を求めるものであります。 

 そして、今議会に上程されたものを含めて、

新型コロナウイルス感染症対策予算は、累計で

1,071億6,200万円となりました。 

 今後は、実行された施策、事業の検証を行い、

ウィズコロナ、アフターコロナの社会において、

限られた予算の中、県民のニーズに応え、さら

なる有効な施策をどう優先的に展開できるのか、

その最良の方法を行政とともに見出していかね

ばなりません。 

 また、今回の補正予算に関連した長崎県美術

館の指定管理に係る債務負担行為につきまして

も、県では、公の施設の管理に、民間の知恵と

能力を活用し、住民サービスの向上と効率的な

運営のために、指定管理者制度を導入されてお

ります。 

 今回の長崎県美術館の指定管理者の選定に当

たっては、約3カ月間の公募期間を経て、外部

有識者による選定委員会において、全会一致で

指定管理候補者が選定され、指定の提案がなさ

れております。 

 それを受けて、県議会の環境生活建設委員会

においては、長崎県美術館の指定管理の選定に

係る第118号議案について、全会一致により、

原案のとおり可決されたところであります。 

 今回、長崎県美術館の指定管理者として公益

財団法人長崎ミュージアム振興財団を指定する

ことが適当と評価でき、賛意を表明するもので

あります。 

 知事におかれましては、今回の補正予算に盛

り込まれた事業につきまして、一刻も早く、県

民の皆様にお届けいただき、県民の誰もが具体

的な成果を実感できるよう、これまで以上のご

尽力を期待いたします。 

 以上、第110号議案について賛成意見を申し

述べ、議員各位のご賛同を賜りますようお願い

申し上げ、賛成の討論とさせていただきます。

（拍手） 
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〇議長(瀬川光之君） 質疑・討論をとどめて、

採決いたします。 

 本議案は、委員長報告のとおり、決すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第110号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 お諮りいたします。 

 第112号議案「令和2年度長崎県国民健康保険

特別会計補正予算（第2号）」は、質疑・討論を

省略し、直ちに採決することにご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 本議案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、第112号議案は、原案のとおり可決

されました。 

 お諮りいたします。 

 各議案は、質疑・討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 各議案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、それぞれ原案のとおり可決

されました。 

 次に、お手元に配付いたしております「動議

件名一覧表」のとおり、各委員会から、政府・

国会あて、意見書提出の動議が提出されており

ますので、これを一括して議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 各動議は、直ちに採決することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、直ちに採決いたします。 

 まず、総務委員会提出の「地方自治体のデジ

タル化の着実な推進について」、採決いたしま

す。 

 本動議は、可決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、本動議は、可決されました。 

 次に、文教厚生委員会提出の「家庭教育支援

法の制定について」、採決いたします。 

 本動議は、可決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、本動議は、可決されました。 

 次に、環境生活建設委員会提出の「大規模災

害に対する備えの充実について」、採決いたし

ます。 

 本動議は、可決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

〇議長(瀬川光之君） 起立多数。 

 よって、本動議は、可決されました。 

 次に、その他の動議について、一括して採決

いたします。 

 各動議は、可決することにご異議ありません
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か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、動議は、それぞれ可決されました。 

 次に、知事より、認定第1号ないし認定第3号

の送付がありましたので、これを一括して上程

いたします。 

 ただいま上程いたしました議案について、知

事の説明を求めます―知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 本日、提出いた

しました追加議案について、ご説明いたします。 

 認定第1号から第3号は、地方自治法の規定に

基づき、令和元年度長崎県一般会計決算及び各

特別会計決算等の認定を得ようとするものであ

ります。 

 以上をもちまして、本日提出いたしました議

案の説明を終わります。 

 何とぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決

定を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長(瀬川光之君） ただいま上程いたしまし

た認定第1号乃至認定第3号につきましては、お

手元に配付いたしております議案付託表のとお

り、予算決算委員会に付託いたします。 

 次に、認定第1号乃至認定第3号につきまして

は、議会閉会中の継続審査とすることにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、認定第1号乃至第認定第3号は、議会

閉会中の継続審査とすることに決定されました。 

 次に、議員派遣の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付いたしております議員派遣第81

号のとおり、議員を派遣することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり決定されました。 

 次に、各委員会から議会閉会中の付託事件と

して、お手元の一覧表のとおり申し出があって

おりますので、これを許可することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長(瀬川光之君） ご異議なしと認めます。 

 よって、そのとおり決定されました。 

 以上をもちまして、本定例会に付議されまし

た案件の審議は全て終了いたしました。 

 この際、知事より、ご挨拶があります―知事。 

〇知事(中村法道君）〔登壇〕 9月定例県議会の

閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 はじめに、去る9月12日及び17日の大雨によ

り、県内においては1名の方が犠牲となられた

ほか、住家の損壊や道路の陥没、崖崩れなどの

被害が発生いたしました。 

 お亡くなりになられた方並びにご遺族の皆様

に、心から哀悼の意を表しますとともに、負傷

され、また、被害を受けられた方々に衷心より

お見舞いを申し上げます。併せて、今後の災害

復旧等に万全を期してまいりたいと存じます。 

 さて、このたびの議会は、去る9月10日から

本日までの26日間にわたり開かれましたが、議

員の皆様方には、本会議及び委員会を通して、

終始熱心にご審議いただくとともに、それぞれ

適正なご決定を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 この際、議会中の主な動きについて、ご報告

申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症対策。 

 本県における、新型コロナウイルス感染症の

発生状況については、県民の皆様による新しい

生活様式の実践や、事業者の方々による業種ご
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とのガイドラインへの対応の徹底、医療機関等

のご尽力もあり、新規感染者は、去る9月30日、

17日ぶりに県内での発生が確認されたものの、

9月以降6名にとどまっており、一定、落ち着い

ているものと考えております。 

 こうしたことから、県では、9月24日、確保

病床の段階について、本土地区をフェーズ3か

らフェーズ2に、五島地区及び対馬地区を

フェーズ2からフェーズ1に、それぞれ引き下げ

たところであります。 

 一方、新型コロナウイルス感染拡大に備えた

軽症者等への宿泊療養施設については、これま

で6医療圏で224室を確保しておりましたが、今

般、新たに県央及び県南の2医療圏で、計99室

を確保し、県内全ての二次医療圏において、療

養体制を整備したところであります。 

 今後とも、「Ｎ－ＣＨＡＴ」の積極的な活用

や迅速な疫学調査の実施、検査体制の充実強化

など、医療提供体制の確保に努めてまいります。 

 九州新幹線西九州ルートの整備促進。 

 九州新幹線西九州ルートについては、去る9

月24日、鉄道・運輸機構及びＪＲ九州から、武

雄温泉～長崎間の開業時期について、令和4年

秋頃となる見通しが示されたところであります。 

 県としては、従前から一日も早い開業を期待

しておりましたが、今般、開業時期の見通しが

示されたことから、これまで以上に、市町や関

係団体等の皆様と連携を図り、県民の機運醸成

に努めるとともに、新幹線開業効果を最大限に

高め、県内全域に波及させるよう力を注いでま

いりたいと考えております。 

 株式会社十八親和銀行の誕生。 

 去る10月1日、親和銀行と十八銀行が合併し、

株式会社十八親和銀行が誕生いたしました。 

 新銀行におかれては、長年にわたって培って

こられたノウハウやすばらしい人材、グループ

としての総合力を活かし、県内企業の成長、本

県経済の発展に大きく貢献していただくことを

期待しております。 

 県としては、引き続き、新銀行をはじめ、地

元金融機関と連携しながら、地域経済の活性化

に取り組んでまいります。 

 東京2020オリンピック聖火リレーの日程公表。 

 去る9月28日、東京オリンピック・パラリン

ピック組織委員会は、新型コロナウイルス感染

拡大の影響により延期になっておりました東京

2020オリンピック聖火リレーについて、新たな

日程を含む実施概要を公表されました。 

 その内容は、今年計画されていたランナーや

通過自治体順を、原則維持することとされ、本

県では、5月7日及び8日の2日間、離島を含む県

内17市町で実施される予定となっております。 

 県としては、聖火リレーがオリンピック開幕

の機運醸成につながり、本県の魅力を広く国内

外に発信する絶好の機会であることから、引き

続き、関係市町や関係団体等とも連携を図り、

その効果を最大限に発揮できるよう積極的に取

り組んでまいります。 

 本県スポーツ選手の活躍。 

 スポーツの各種全国大会については、新型コ

ロナウイルス感染防止対策を講じながら、各競

技団体の創意工夫のもと開催されているところ

であります。 

 このうち、去る7月1日から9月6日までの間、

各地で開催された「2020全国高等学校リモート

陸上競技選手権大会」において、男子3段跳び

では、長崎日大高校の廣田麟太郎選手が、女子

やり投げでは、諫早高校の寺田奈津美選手が、

それぞれランキング1位の成績を収められまし

た。 
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 また、8月に開催された「2020年度全国高等

学校スポーツ射撃競技大会ファイナルマッチ」

において、ビームライフル男女混合で活水高校

の高山真輝選手が優勝を飾りました。 

 選手並びに指導に当たられた関係者の皆様の

ご健闘を称えるとともに、本県選手の活躍に向

け、引き続き、競技団体等と連携しながら、競

技力の向上に取り組んでまいります。 

 このほか、会期中、皆様からお寄せいただき

ました数々の貴重なご意見、ご提言などについ

ては、今後の県政に積極的に反映させてまいり

たいと存じます。 

 さて、すがすがしい秋を迎えましたが、皆様

方には何かとご多様のことと存じます。どうか

健康には一段とご留意いただき、ますますご活

躍されますよう心からお祈り申し上げます。 

 終わりに、報道関係の方々には、会期中、終

始、県議会の広報についてご協力を賜り、あり

がとうございました。 

 この機会に、お礼を申し上げまして、閉会の

ご挨拶といたします。 

〇議長(瀬川光之君） 令和2年9月定例会の閉会

に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 去る9月10日に開会いたしました本定例会も、

全ての案件の審議を終了し、本日、閉会の運び

となりました。 

 この定例会中は、新型コロナウイルス感染症

対策をはじめ、災害対策、九州新幹線西九州

ルートの整備促進、特定複合観光施設（ＩＲ）

の誘致促進、石木ダム建設促進、教育行政、土

木行政、観光行政、農林水産業の振興など、当

面する県政の重要課題について、終始熱心にご

論議をいただきました。 

 この間の議員各位のご努力と、知事をはじめ、

理事者の皆様並びに報道関係の皆様のご協力に

対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。 

 今年の夏以降、我が国においては、7月の豪

雨や先日の台風9号及び台風10号の影響により、

本県をはじめ、九州各地で大きな被害がもたら

されております。 

 ここに、改めて、犠牲となられた方々に深く

哀悼の意を表しますとともに、被災されました

皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

 さて、先ほども申し上げましたとおり、新型

コロナウイルス感染症は、全国的に感染拡大が

進んでおり、本県においても、現在は落ち着き

を見せておりますが、7月から感染者が急増し、

日常生活の中に感染リスクが存在している状況

となっております。 

 こうした中で、感染者や医療従事者、また、

そのご家族や周囲の方々への誹謗中傷や差別な

ど憂慮すべき事例が発生しており、これらの行

為は、人権擁護の観点からも看過できない問題

であります。 

 この件については、本定例会の冒頭に、「新

型コロナウイルス感染症感染者等に対する人権

配慮等に関する決議」を全会一致で可決したと

ころでありますが、県議会といたしましても、

引き続き、新型コロナウイルスへの感染を理由

とした誹謗中傷や差別、偏見の防止に向けて、

理事者と一体となって取り組んでまいりたいと

存じます。 

 一方で、県内の経済活動については、感染拡

大により、各種イベントが中止や延期になるな

ど観光関連産業をはじめ、各分野で深刻な影響

が生じており、そのような中、県では、コロナ

禍における経済活動と感染予防の両立に向け、

各種施策に取り組んでいるところであります。 

 とりわけ大きな打撃を受けた県内観光業界は、

早期回復のために実施した宿泊割引キャンペー
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ンの効果もあり、県内の主要宿泊施設の宿泊客

数は、本県の観光動向調査の速報値では、キャ

ンペーンを開始した6月以降、持ち直してきて

いるところであります。 

 県議会としましても、国の「ＧｏＴｏトラベル

キャンペーン」での誘客につなげるため、様々

なツールを活用した本県の魅力の発信や周遊促

進イベントの開催などを後押しするとともに、

引き続き、理事者や関係団体と連携し、県内経

済のさらなる回復を図ってまいりたいと存じま

す。 

 また、九州新幹線西九州ルートにつきまして

は、令和4年秋の開業へ向け、官民一体となっ

て、開業効果を最大限に高めるための取り組み

を進めていくことや、未着工区間の早期着工に

向けて、一日も早い環境影響評価の調査に着手

していただくことが必要と考えております。 

 9月30日には、佐賀県議会において、決議案

が可決されたところであり、今後、佐賀県と国

との協議が進展していくことを期待いたしてお

ります。 

 さて、日ごとに秋の深まりを感じる今日この

頃、季節の変わり目ではございますが、皆様方

には、くれぐれも健康にご留意のうえ、県勢発

展のために一層のご尽力を賜りますようお願い

申し上げ、閉会に当たりましてのご挨拶といた

します。 

 これをもちまして、令和2年9月定例会を閉会

いたします。 

― 午後４時１３分 閉会 ― 
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活
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令
和

２
年

９
月

定
例

会

審
　

　
  

査
　

　
  

報
　

　
  

告
　

　
  

書

総
務

委
員

会
委

員
長

　
　

山
口

　
経

正

１
　

議
　

　
案

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

知
事

等
の

損
害

賠
償

責
任

の
一

部
免

責
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
原

案
可

決

計
　

　
１

件
（

原
案

可
決

　
１

件
）

番
　

　
　

号
 

記

総
務

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
事

件
に

つ
い

て
審

査
の

結
果

、
下

記
の

と
お

り
決

定
し

た
の

で
報

告
す

る
。

令
和

2
年

9
月

2
9
日

　
　

　
　

議
長

　
　

瀬
川

　
光

之
　

　
様

第
1
1
3
号

議
案

令
和
２
年
９
月
定
例
会

委
員
会
名

請
願
番
号

件
　
　
　
　
　
名

提
　
　
出
　
　
者

紹
介
議
員

文
教

厚
生

委
員

会
第
２
号

地
方
た
ば
こ
税
を
活
用
し
た
分
煙
環

境
整
備
に
関
す
る
請
願
書

九
州
北
部
た
ば
こ
販
売
協
同
組
合
連
合
会

　
　
　
　
会
長
　
加
藤
　
正
信
　
外
３
名

西
川
　
克
己

中
島
　
浩
介

文
教

厚
生

委
員

会
第
３
号

「
家
庭
教
育
支
援
法
の
制
定
を
求
め

る
意
見
書
」
提
出
に
関
す
る
請
願
書

家
庭
教
育
を
支
援
す
る
長
崎
県
民
の
会

　
　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
中
瀬
　
昭
隆

吉
村
　
　
洋

北
村
　
貴
寿

農
水

経
済

委
員

会
第
４
号

小
規
模
事
業
者
に
対
す
る
支
援
及
び

支
援
体
制
の
拡
充
・
強
化
に
係
る
国

へ
の
意
見
書
提
出
を
求
め
る
請
願
書

長
崎
県
商
工
会
連
合
会

　
　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
宅
島
　
壽
雄

吉
村
　
　
洋

宅
島
　
寿
一

（
計
　
３
件
）

請
　
　
願
　
　
付
　
　
託
　
　
表
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環
境
生
活
建
設
委
員
会
委
員
長
　
　
山
本
　
由
夫

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

原
案
可
決

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

原
案
可
決

本
明
川
ボ
ー
ト
練
習
場
セ
ン
タ
ー
ブ
イ
整
備
事
業
に
対
す
る
諫
早

市
の
負
担
金
に
つ
い
て

原
案
可
決

計
　
　
３
件
（
原
案
可
決
　
３
件
）

第
1
1
7
号

議
案

第
1
1
9
号

議
案

番
　
　
号
 

記

環
境

生
活

建
設

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
2
年
9
月
2
9
日

　
　
　
　
議
長
　
　
瀬
川
　
光
之
　
　
様

第
1
1
8
号

議
案

文
教
厚
生
委
員
会
委
員
長
　
　
深
堀
　
ひ
ろ
し

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

長
崎
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

契
約
の
締
結
に
つ
い
て

原
案
可
決

損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に
つ
い
て

承
　
　
認

計
　
３
件
（
原
案
可
決
　
２
件
、
承
認
　
１
件
）

２
　
請
　
　
願

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

第
2

号
地
方
た
ば
こ
税
を
活
用
し
た
分
煙
環
境
整
備
に
関
す
る
請
願
書

採
択

第
3

号
「
家
庭
教
育
支
援
法
の
制
定
を
求
め
る
意
見
書
」
提
出
に
関
す
る

請
願
書

採
択

計
　
　
２
件
（
採
択
　
　
２
件
）

番
　
　
号
 

番
　
　
　
号
 

記

文
教

厚
生

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
2
年
9
月
2
9
日

　
　
　
　
議
長
　
　
瀬
川
　
光
之
　
　
様

報
告

第
2
1
号

第
1
1
4
号

議
案

第
1
1
6
号

議
案
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予
算

決
算

委
員

会
委

員
長

　
　

大
久

保
　

潔
重

１
　

議
　

　
案

件
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

審
査

結
果

令
和

２
年

度
長

崎
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

７
号

）
原

案
可

決

令
和

２
年

度
長

崎
県

港
湾

施
設

整
備

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）
原

案
可

決

令
和

２
年

度
長

崎
県

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

２
号

）
原

案
可

決

令
和

２
年

度
長

崎
県

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

８
号

）
原

案
可

決

計
　

　
４

件
（

原
案

可
決

　
４

件
）

第
1
2
1
号

議
案

第
1
1
0
号

議
案

第
1
1
2
号

議
案

番
　

　
号

記

予
算

決
算

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
事

件
に

つ
い

て
審

査
の

結
果

、
下

記
の

と
お

り
決

定
し

た
の

で
報

告
す

る
。

令
和

2
年

1
0
月

5
日

　
　

　
　

議
長

　
　

瀬
川

　
光

之
　

　
様

第
1
1
1
号

議
案

農
水
経
済
委
員
会
委
員
長
　
　
近
藤
　
智
昭

１
　
議
　
　
案

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

長
崎
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

原
案
可
決

計
　
　
１
件
（
原
案
可
決
　
１
件
）

２
　
請
　
　
願

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

審
査
結
果

第
4

号
小
規
模
事
業
者
に
対
す
る
支
援
及
び
支
援
体
制
の
拡
充
・
強
化
に

係
る
国
へ
の
意
見
書
提
出
を
求
め
る
請
願
書

採
択

計
　
　
１
件
（
採
択
　
　
１
件
）

番
　
　
号
 

番
　
　
号
 

記

農
水

経
済

委
員

会
審

査
結

果
報

告
書

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
す
る
。

令
和
2
年
9
月
2
9
日

　
　
　
　
議
長
　
　
瀬
川
　
光
之
　
　
様

第
1
1
5
号

議
案
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動
 
 
 
 
 
 
 
議

 

 
 
 
 
 
 
提
 
 
 
出
 
 
 
者
 
 
 
 
 
総

務
委

員
会
 

 
 
 
 
 
 
提
 
出
 
年
 
月
 
日
 
 
 
 
 
令
和
 
２
年
 
９
月
 
２
９
日
 

種
 
 
類
 

 
意

見
書

 

件
 
 
名
 

地
方
自
治
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
着
実
な
推
進
に
つ
い
て
 

要
 
 
旨
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
デ
ジ

タ
ル
化
の
推
進
に
つ
い
て
様
々
な
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
を
受
け
、

７
月

17
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
世
界
最
先
端
デ
ジ
タ
ル
国
家
創
造
宣
言
・
官
民
デ
ー
タ
活

用
推
進
基
本
計
画
」
に
お
い
て
、
我
が
国
を
デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
り
強
靱
化
さ
せ
、
我
が
国

経
済
を
再
起
動
す
る
と
の
考
え
の
下
、「

国
民
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
、
デ
ジ
タ
ル
化
」「

効

率
化
の
追
求
を
目
指
し
た
、
デ
ジ
タ
ル
化
」「

デ
ー
タ
の
資
源
化
と
最
大
活
用
に
繋
が
る
、
デ

ジ
タ
ル
化
」「

安
心
・
安
全
の
追
求
を
前
提
と
し
た
、
デ
ジ
タ
ル
化
」「

人
に
や
さ
し
い
、
デ

ジ
タ
ル
化
」
実
現
の
た
め
、
本
格
的
・
抜
本
的
な
社
会
全
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
進
め
る
と
の

姿
勢
を
示
し
た
。
 

ま
た
、
政
府
の
第

32
次
地
方
制
度
調
査
会
に
お
い
て
、
地
方
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
「
地
方
行
政
体
制
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
答
申
」
が
提
出
さ
れ
、
社
会

全
体
で
徹
底
し
た
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
む
こ
と
で
、
東
京
一
極
集
中
に
よ
る
人
口
の
過
度
の
偏

在
の
緩
和
や
、
こ
れ
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
や
感
染
症
等
の
リ
ス
ク
の
低
減
も
期
待
で

き
る
と
し
て
、
国
の
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
 

よ
っ
て
、
国
に
対
し
て
、
地
方
自
治
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
着
実
な
推
進
を
図
る
た
め
、
下

記
の
事
項
を
実
施
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 

記
 

 １
．
法
令
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
よ
り
書
面
や
対
面
・
押
印
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
簡
易
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
実
現
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
。

特
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
更
新
手
続
に
つ
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
を
実
現
す
る
こ

と
。
 

２
．
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
・
共
通
化
、
ク
ラ
ウ
ド
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
法

定
受
託
事
務
に
つ
い
て
も
、
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
標
準
化
を
図
り
、
自
治
体
が
ク
ラ
ウ
ド
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
仕
組
み
を
検
討
す
る
こ
と
。
 

３
．
令
和
３
年
度
か
ら
４
年
度
に
全
国
の
自
治
体
で
更
新
が
予
定
さ
れ
て
い
る
自
治
体
情
報

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ク
ラ
ウ
ド
に
つ
い
て
導
入
時
と
同
様
の
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

４
．
今
後
の
制
度
改
正
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
改
修
を
行
う
際
に
は
、
地
方
の
事
務
処
理
の
実
態

を
正
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
の
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
十
分
な
人
的

支
援
及
び
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
 

 
 

な
お
、
文
案
の
作
成
及
び
提
出
の
諸
手
続
に
つ
い
て
は
、
議
長
に
一
任
す
る
。
 

提
 出

 先
 

 
政
 
府
・
国
 
会
 

 

令
和
２
年
９
月
定
例
会

１
　
委
員
会
等
提
出

区
　
分

提
出
先

件
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

可
　

否
掲

載
ペ

ー
ジ

意
見

書
政

　
府

国
　

会

地
方

自
治

体
の

デ
ジ

タ
ル

化
の

着
実

な
推

進
に

つ
い

て
総

務
委

員
会

可
決

付
録

　
　

 
6
ペ

ー
ジ

意
見

書
政

　
府

国
　

会
私

学
助

成
の

充
実

強
化

等
に

つ
い

て
文

教
厚

生
委

員
会

可
決

付
録

　
　

 
7
ペ

ー
ジ

意
見

書
政

　
府

国
　

会
家

庭
教

育
支

援
法

の
制

定
に

つ
い

て
文

教
厚

生
委

員
会

可
決

付
録

　
　

 
7
ペ

ー
ジ

意
見

書
政

　
府

国
　

会

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
か

か
る

医
療

機
関

へ
の

経
営

支
援

に
つ

い
て

文
教

厚
生

委
員

会
可

決
付

録

　
　

 
8
ペ

ー
ジ

意
見

書
政

　
府

国
　

会

ド
ク

タ
ー

ヘ
リ

の
安

定
・

持
続

的
運

用
へ

の
支

援
強

化
に

つ
い

て
文

教
厚

生
委

員
会

可
決

付
録

　
　

 
8
ペ

ー
ジ

意
見

書
政

　
府

国
　

会

大
規

模
災

害
に

対
す

る
備

え
の

充
実

に
つ

い
て

環
境

生
活

建
設

委
員

会
可

決
付

録

　
　

 
9
ペ

ー
ジ

意
見

書
政

　
府

国
　

会
軽

油
引

取
税

の
課

税
免

除
の

継
続

に
つ

い
て

環
境

生
活

建
設

委
員

会
可

決
付

録

　
　

1
0
ペ

ー
ジ

意
見

書
政

　
府

国
　

会

小
規

模
事

業
者

に
対

す
る

支
援

及
び

支
援

体
制

の
拡

充
・

強
化

に
つ

い
て

農
水

経
済

委
員

会
可

決
付

録

　
　

1
0
ペ

ー
ジ

２
　
会
派
等
提
出

区
　
分

提
出
先

件
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

可
　

否
掲

載
ペ

ー
ジ

決
　

議
知

　
事

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

感
染

者
等

に
対

す
る

人
権

配
慮

等
に

関
す

る
決

議
議

会
運

営
委

員
会

可
決

付
録

　
　

 
1
ペ

ー
ジ

３
　
そ
の
他

可
　

否
掲

載
ペ

ー
ジ

可
決

付
録

　
　

1
1
ペ

ー
ジ

動
 
議

 
件

 
名

 
一

 
覧

 
表

（
結

果
）

区
　
分

議
員

派
遣

の
件

件
　
　
　
　
　
名

議
員

派
遣

第
8
1
号
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動
 
 
 
 
 
 
 
議

 

 
 
 
 
 
 
 提

 
 
 
出
 
 
 
者
 
 
 
 
 
文

教
厚

生
委

員
会
 

 
 
 
 
 
 
提
 
出
 
年
 
月
 
日
 
 
 
 
 
令

和
２

年
 

９
月

２
８

日
 

種
 
 
類
 

 
意

見
書

 

件
 
 
名
 

家
庭
教
育
支
援
法
の
制
定
に
つ
い
て
 

     

要
 
 
旨
 

 

 

 ２
０

１
１

年
３

月
１

１
日

に
発

災
し

た
東

日
本

大
震

災
で

は
２

万
人

近
い

人
命

が
失

わ

れ
、

我
々

は
そ

の
尊

い
犠

牲
と

引
き

換
え

に
、

社
会

に
於

け
る

人
と

人
と

の
絆

、
と

り
わ

け
家
族
の
絆
が
如
何
に
大
切
か
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
 

し
か

し
、

そ
れ

以
降

も
、

都
市

部
を

中
心

に
、

人
と

人
と

の
繋

が
り

の
希

薄
化

は
解

消

さ
れ

ず
、

昨
今

で
は

、
地

域
か

ら
独

立
し

が
ち

な
子

育
て

世
帯

の
増

加
が

懸
念

さ
れ

て
い

る
。

子
供

と
の

接
し

方
や

し
つ

け
方

な
ど

、
子

育
て

の
不

安
や

悩
み

を
抱

え
込

む
保

護
者

が
増

え
、

少
子

化
に

よ
る

過
保

護
や

過
干

渉
が

指
摘

さ
れ

る
一

方
で

、
し

ば
し

ば
育

児
放

棄
し

た
保

護
者

の
ニ

ュ
ー

ス
が

世
間

を
騒

が
す

な
ど

、
保

護
者

責
任

お
よ

び
家

庭
で

の
子

女
教

育
の

あ
り

方
が

問
わ

れ
る

事
態

に
な

っ
て

い
る

。
事

実
、

児
童

相
談

所
へ

の
児

童
虐

待
相

談
対

応
件

数
も

年
々

増
加

の
一

途
を

辿
っ

て
い

る
の

が
現

状
で

、
時

と
し

て
幼

い
命

が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
 

家
庭

教
育

は
、

子
女

の
心

身
の

健
康

を
育

み
、

基
本

的
な

生
活

習
慣

、
倫

理
観

、
自

立

心
や
自
制
心
、
社
会
的
な
マ
ナ
ー
等
を
身
に
つ
け
る
上
で
も
大
切
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、

教
育

の
原

点
に

位
置

付
け

ら
れ

る
。

ま
た

、
家

庭
教

育
は

、
事

柄
の

性
格

上
、

単
に

経
済

的
課
題
に
対
処
し
て
の
み
解
決
で
き
る
事
案
で
は
な
い
。
 

教
育
基
本
法
、
第
１
０
条
で
は
、「

父
母
そ
の
他
の
保
護
者
は
、
子
の
教
育
に
つ
い
て
第

一
義

的
責

任
を

有
す

る
も

の
で

あ
っ

て
、

生
活

の
た

め
に

必
要

な
習

慣
を

身
に

付
け

さ
せ

る
と

と
も

に
、

自
立

心
を

育
成

し
、

心
身

の
調

和
の

と
れ

た
発

達
を

図
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

」
と

し
て

い
る

。
ま

た
「

国
及

び
地

方
公

共
団

体
は

、
家

庭
教

育
の

自
主

性
を

尊
重

し
つ

つ
、

保
護

者
に

対
す

る
学

習
の

機
会

及
び

情
報

の
提

供
、

そ
の

他
の

家
庭

教
育

を
支

援
す

る
た

め
に

必
要

な
施

策
を

講
ず

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
規

定
し

て
い
る
。
 

よ
っ

て
、

国
に

対
し

て
、

心
身

と
も

に
健

康
な

子
女

の
養

育
お

よ
び

保
護

者
支

援
を

可

能
と
す
る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、「

家
庭
教
育
支
援
法
」
の
早
急
な
整
備
制
定

を
強
く
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 

 
な
お
、
文
案
の
作
成
並
び
に
提
出
の
諸
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
議
長
に
一
任
す
る
。
 

提
 
出
 
先
 

 
政
 
府
 
・
 
国
 
会
 

 

 

動
 
 
 
 
 
 
 
議

 

 
 

 
 

 
 

 提
 

 
 

出
 

 
 

者
 

 
 

 
 

文
教

厚
生

委
員

会
 

 
 

 
 

 
 

提
 

出
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

令
和

２
年

 
９

月
２

８
日

 

種
 

 
類

 
 

意
見

書
 

件
 

 
名

 
私

学
助

成
の

充
実

強
化

等
に

つ
い

て
 

     

要
 

 
旨

 

 

 

 私
立

学
校

は
、

建
学

の
精

神
に

基
づ

き
、

時
代

や
社

会
の

要
請

に
応

じ
た

特
色

あ
る

教

育
を

展
開

し
、

公
教

育
の

発
展

に
大

き
な

役
割

を
果

た
し

て
い

る
 

今
般

の
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

拡
大

に
よ

り
、

デ
ジ

タ
ル

技
術

の
活

用
が

進

み
、

学
校

に
お

い
て

も
I
C
T
を

活
用

し
た

同
時

双
方

向
型

の
オ

ン
ラ

イ
ン

授
業

の
取

組
が

推
進

さ
れ

た
一

方
で

、
教

育
の

デ
ジ

タ
ル

化
の

格
差

が
鮮

明
と

な
っ

た
。

学
校

教
育

に
お

け
る

I
C
T
環

境
の

整
備

及
び

学
校

施
設

の
耐

震
化

と
付

帯
設

備
の

長
寿

命
化

は
、

公
教

育

を
担

う
学

校
に

共
通

す
る

教
育

基
盤

を
整

備
促

進
す

る
観

点
か

ら
、

国
の

責
務

と
し

て
更

な
る

支
援

が
必

要
で

あ
る

。
 

加
え

て
、

大
学

か
ら

幼
稚

園
に

至
る

各
学

校
種

の
公

的
支

援
制

度
が

実
施

さ
れ

て
い

る

中
で

、
５

年
間

の
実

証
事

業
で

あ
る

私
立

小
中

学
校

の
生

徒
等

へ
の

就
学

支
援

金
制

度
の

恒
久

化
が

望
ま

れ
る

。
 

公
教

育
の

一
翼

を
担

う
私

立
学

校
が

、
国

の
進

め
る

教
育

改
革

に
的

確
に

対
応

し
、

わ

が
国

の
将

来
を

担
う

子
供

た
ち

に
、

時
代

の
変

化
に

対
応

で
き

る
知

識
や

能
力

を
身

に
付

け
さ

せ
る

た
め

の
教

育
環

境
を

整
備

す
る

た
め

に
は

多
大

な
予

算
が

必
要

と
な

る
が

、
学

費
負

担
に

お
け

る
公

私
間

格
差

や
少

子
化

に
よ

る
生

徒
数

の
大

幅
な

減
少

等
も

あ
っ

て
、

私
立

学
校

の
経

営
は

厳
し

い
状

況
に

あ
る

。
 

と
り

わ
け

、
長

崎
県

の
私

立
学

校
は

小
・

中
規

模
が

多
く

財
政

基
盤

が
脆

弱
で

あ
り

、

ま
た

、
本

県
の

人
口

減
少

は
全

国
よ

り
進

ん
で

い
る

こ
と

か
ら

、
私

立
学

校
を

取
り

巻
く

環
境

は
一

層
厳

し
さ

を
増

す
も

の
と

見
込

ま
れ

て
い

る
。

一
方

で
、

若
者

の
県

外
流

出
な

ど
人

口
減

少
に

歯
止

め
を

か
け

る
こ

と
は

本
県

が
抱

え
る

喫
緊

の
課

題
で

あ
る

が
、

県
内

就
職

割
合

が
高

い
私

立
学

校
は

、
地

域
に

お
け

る
若

者
の

定
着

に
大

き
な

役
割

を
果

た
し

て
い

る
。

 

私
立

学
校

が
、

今
後

と
も

我
が

国
の

学
校

教
育

の
先

駆
的

実
践

と
健

全
な

発
展

に
寄

与

し
、

将
来

を
担

う
優

れ
た

人
材

を
育

成
す

る
た

め
に

は
、

財
政

基
盤

の
安

定
が

必
要

不
可

欠
で

あ
る

。
 

よ
っ

て
、

国
に

対
し

て
、

私
立

学
校

教
育

の
重

要
性

を
認

識
し

、
教

育
基

本
法

第
８

条

の
「

私
立

学
校

教
育

の
振

興
」

を
名

実
共

に
確

立
す

る
た

め
、

現
行

の
私

学
助

成
に

か
か

る
国

庫
補

助
制

度
を

堅
持

し
一

層
の

充
実

を
図

る
と

と
も

に
、

公
教

育
の

新
た

な
基

盤
と

な
る

I
C
T
環

境
の

整
備

充
実

や
学

校
施

設
耐

震
化

へ
の

補
助

拡
充

、
私

立
学

校
の

保
護

者

の
経

済
的

負
担

の
軽

減
の

た
め

の
就

学
支

援
制

度
の

拡
充

強
化

を
図

る
よ

う
強

く
要

望
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

 

 
な

お
、

文
案

の
作

成
並

び
に

提
出

の
諸

手
続

き
に

つ
い

て
は

、
議

長
に

一
任

す
る

。
 

提
 
出

 
先

 
 

政
 

府
 

・
 

国
 

会
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動
 
 
 
 
 
 
 
議

 

 
 

 
 

 
 

 提
 

 
 

出
 

 
 

者
 

 
 

 
 

文
教

厚
生

委
員

会
 

 
 

 
 

 
 

提
 

出
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

令
和

２
年

 
９

月
２

９
日

 

種
 

 
類

 
 

意
見

書
 

件
 

 
名

 
ド

ク
タ

ー
ヘ

リ
の

安
定

・
持

続
的

運
用

へ
の

支
援

強
化

に
つ

い
て

 

     

要
 

 
旨

 

 

 

 ド
ク

タ
ー

ヘ
リ

は
、
道

路
事

情
に

関
係

な
く

医
師

や
看

護
師

を
乗

せ
て

現
場

に
急

行
し

、

患
者

を
機

内
で

治
療

し
な

が
ら

医
療

機
関

に
搬

送
で

き
る

。
２

０
０

１
年

の
本

格
運

航
以

来
、

こ
れ

ま
で

全
国

４
３

道
府

県
に

５
３

機
が

配
備

さ
れ

て
い

る
。

搬
送

件
数

も
年

々
増

加
し

、
２

０
１

８
年

度
に

は
２

万
９

０
０

０
件

を
超

え
た

。
７

月
に

九
州

地
方

を
襲

っ
た

豪
雨

被
害

で
も

出
動

し
て

お
り

、
“

空
飛

ぶ
治

療
室

”
の

役
割

は
着

実
に

増
し

て
い

る
。

 

一
方

、
ド

ク
タ

ー
ヘ

リ
の

要
請

・
出

動
件

数
の

増
加

に
伴

い
、

運
航

経
費

と
公

的
支

援

と
の

間
に

乖
離

が
生

じ
て

い
る

。
出

動
件

数
の

増
加

は
、

整
備

費
や

燃
料

代
さ

ら
に

は
ス

タ
ッ

フ
の

人
件

費
な

ど
の

経
費

増
に

直
結

す
る

た
め

、
事

業
者

の
財

政
的

な
負

担
は

年
々

重
く

な
っ

て
い

る
。

 

よ
っ

て
、

国
に

対
し

て
、

全
国

に
お

け
る

ド
ク

タ
ー

ヘ
リ

の
運

航
状

況
を

直
視

す
る

と

と
も

に
、

ド
ク

タ
ー

ヘ
リ

が
、

今
後

も
救

命
救

急
の

切
り

札
と

し
て

、
安

定
的

か
つ

持
続

的
な

運
用

の
下

、
引

き
続

き
多

く
の

人
命

救
助

に
貢

献
で

き
る

よ
う

、
下

記
の

事
項

に
つ

い
て

早
急

に
取

り
組

む
こ

と
を

強
く

求
め

る
も

の
で

あ
る

。
 

 

記
 

 １
 

ド
ク

タ
ー

ヘ
リ

運
航

に
か

か
る

必
要

経
費

増
加

の
実

態
を

は
じ

め
、

地
域

ご
と

の
年

間
飛

行
回

数
や

時
間

の
違

い
を

的
確

に
把

握
し

、
適

正
か

つ
効

率
的

な
運

用
に

見
合

う
補

助
金

の
基

準
額

を
設

定
す

る
こ

と
。

 

 ２
 

消
費

税
の

増
税

に
伴

い
運

行
事

業
者

の
財

政
的

な
負

担
が

増
大

し
た

現
状

を
踏

ま
え

た
適

切
な

補
助

金
基

準
額

の
改

善
お

よ
び

予
算

措
置

を
図

る
こ

と
。

 

 ３
 

ド
ク

タ
ー

ヘ
リ

運
航

の
待

機
時

間
や

飛
行

前
後

の
点

検
時

間
を

含
め

た
操

縦
士

な
ど

ス
タ

ッ
フ

の
勤

務
実

態
を

的
確

に
把

握
す

る
と

と
も

に
、

適
正

な
労

働
環

境
の

確
保

を
図

る
こ

と
。

 

 ４
 

ド
ク

タ
ー

ヘ
リ

機
体

の
突

発
的

な
不

具
合

時
に

お
け

る
、

代
替

機
の

提
供

や
運

航
経

費
の

減
額

な
ど

、
実

質
的

に
運

行
事

業
者

に
負

担
が

強
い

ら
れ

て
い

る
現

状
を

是
正

す
る

と
と

も
に

、
安

全
基

準
に

基
づ

い
た

代
替

機
提

供
責

務
の

適
正

化
を

図
る

こ
と

。

 

 
な

お
、

文
案

の
作

成
並

び
に

提
出

の
諸

手
続

き
に

つ
い

て
は

、
議

長
に

一
任

す
る

。
 

提
 
出

 
先

 
 

政
 

府
 

・
 

国
 

会
 

 

 

動
 
 
 
 
 
 
 
議

 

 
 

 
 

 
 

 提
 

 
 

出
 

 
 

者
 

 
 

 
 

文
教

厚
生

委
員

会
 

 
 

 
 

 
 

提
 

出
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

令
和

２
年

 
９

月
２

９
日

 

種
 

 
類

 
 

意
見

書
 

件
 

 
名

 
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

か
か

る
医

療
機

関
へ

の
経

営
支

援
に

つ
い

て
 

     

要
 

 
旨

 

 

 

 本
県

に
お

け
る

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
発

生
状

況
に

つ
い

て
は

、
４

月
１

７

日
に

県
内

１
７

例
目

を
確

認
し

て
以

降
、

約
２

ヵ
月

半
に

渡
り

新
規

感
染

者
は

確
認

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

も
の

の
、

７
月

３
日

に
１

８
例

目
を

確
認

し
て

か
ら

は
、

９
月

１
５

日
ま

で
に

２
３

６
例

目
ま

で
を

確
認

す
る

事
態

に
至

っ
て

い
る

。
 

 
こ

の
間

、
感

染
症

指
定

医
療

機
関

や
県

立
の

高
等

学
校

、
特

定
の

飲
食

店
や

事
業

所
に

お
い

て
相

次
い

で
ク

ラ
ス

タ
ー

が
発

生
す

る
と

と
も

に
、

感
染

経
路

が
特

定
さ

れ
な

い
新

規
感

染
者

も
散

発
的

に
発

生
す

る
な

ど
、

本
県

に
お

け
る

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
発

生
状

況
は

未
だ

予
断

を
許

さ
な

い
状

況
が

続
い

て
い

る
。

 

そ
の

よ
う

な
中

、
県

民
の

安
全

・
安

心
な

生
活

を
確

保
す

る
た

め
に

は
、

県
民

へ
の

正

確
で

分
か

り
や

す
い

情
報

提
供

や
、

感
染

を
い

ち
早

く
探

知
す

る
た

め
の

検
査

体
制

の
拡

充
・

強
化

、
感

染
者

が
安

心
し

て
医

療
の

提
供

を
受

け
ら

れ
る

体
制

の
整

備
な

ど
と

い
っ

た
諸

課
題

に
対

し
、

医
療

機
関

を
は

じ
め

と
す

る
関

係
機

関
が

一
体

と
な

り
、

解
決

に
向

け
全

力
で

取
組

む
必

要
が

あ
る

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
全

国
的

な
傾

向
と

同
様

に
、

本
県

に
お

い
て

も
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
る

受
診

控
え

や
、

風
評

被
害

に
よ

る
医

療
機

関
離

れ
な

ど
が

見
受

け
ら

れ
、

各
医

療
機

関
は

深
刻

な
経

営
危

機
に

直
面

し
て

い
る

。
 

こ
れ

ま
で

、
国

に
お

い
て

は
、

補
正

予
算

を
活

用
し

た
医

療
機

関
へ

の
感

染
防

止
対

策

や
、

診
療

報
酬

の
引

き
上

げ
、

或
い

は
診

療
継

続
の

た
め

の
資

金
繰

り
対

策
な

ど
に

取
組

ま
れ

て
き

た
こ

と
は

十
分

承
知

し
て

い
る

も
の

の
、

今
も

な
お

、
多

く
の

医
療

機
関

で
は

減
収

の
状

態
が

続
い

て
お

り
、

こ
の

ま
ま

で
は

経
営

の
存

続
が

危
ぶ

ま
れ

る
事

態
に

陥
る

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

。
 

 
よ

っ
て

、
国

に
対

し
て

、
経

営
破

綻
に

よ
る

医
療

提
供

体
制

の
崩

壊
を

防
止

す
る

た
め

に
、

昨
年

度
と

比
較

し
減

収
の

状
況

に
直

面
し

て
い

る
医

療
機

関
に

対
し

て
、

追
加

の
財

政
支

援
を

発
動

し
、
速

や
か

に
補

て
ん

し
て

い
た

だ
く

よ
う

強
く

要
望

す
る

も
の

で
あ

る
。

 

 
な

お
、

文
案

の
作

成
並

び
に

提
出

の
諸

手
続

き
に

つ
い

て
は

、
議

長
に

一
任

す
る

。
 

提
 
出

 
先

 
 

政
 

府
 

・
 

国
 

会
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 ４
、
令
和
２
年
度
が
期
限
と
な
る
緊
急
・
減
災
事
業
債
、
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
緊

急
対
策
事
業
債
及
び
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
債
を
延
長
す
る
と
と
も
に
、
地
域

の
実
情
を
踏
ま
え
、
対
象
事
業
の
拡
大
な
ど
地
方
財
政
措
置
の
拡
充
を
図
る
こ
と
。
併

せ
て
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
地
域
経
済
の
早
期
復
興
を
図
る
た
め
公
共
事
業
を
含
め
た

追
加
的
な
補
正
予
算
を
編
成
す
る
こ
と
。
 

 

な
お
、
文
案
の
作
成
及
び
提
出
の
諸
手
続
に
つ
い
て
は
、
議
長
に
一
任
す
る
。
 

  

提
 出

 先
 

 
政
 
府
 
・
 
国
 
会
 

 

動
 
 
 
 
 
 
 
議

 

 
 
 
 
 
 
提
 
 
 
出
 
 
 
者
 
 
 
 
 
環

境
生

活
建

設
委

員
会

 

 
 
 
 
 
 
提
 
出
 
年
 
月
 
日
 
 
 
 
 
令
和
２
年
 
９
月
２
５
日
 

種
 
 
類
 

 
意

見
書

 

件
 
 
名
 

大
規
模
災
害
に
対
す
る
備
え
の
充
実
に
つ
い
て
 

要
 
 
旨
 

 本
県
で
は
、「

防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
３
か
年
緊
急
対
策
」
を
活
用
す
る
こ

と
で
、
特
に
緊
急
に
実
施
す
べ
き
強
靱
化
対
策
が
大
幅
に
進
捗
し
、
被
害
の
軽
減
・
抑
制
が

図
ら
れ
、
大
き
な
整
備
効
果
が
確
認
さ
れ
る
な
ど
、
事
業
に
対
す
る
県
民
の
期
待
は
大
き
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
長
崎
県
で
は
、「

令
和
２
年
７
月
豪
雨
」
に
お
い
て
、
地
す
べ
り
や
斜
面

崩
壊
な
ど
に
よ
り
各
地
の
道
路
が
通
行
止
め
に
な
っ
た
ほ
か
、
河
川
護
岸
が
決
壊
し
て
家
屋

浸
水
し
た
り
道
路
が
冠
水
す
る
な
ど
、
県
内
で
数
多
く
の
被
害
が
発
生
し
、
さ
ら
に
は
、
県

内
で
３
名
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
て
い
る
。
 

毎
年
の
よ
う
に
大
雨
特
別
警
報
が
発
令
さ
れ
、
県
内
各
地
で
災
害
が
頻
発
す
る
な
ど
、
県

民
の
生
命
・
財
産
を
守
る
た
め
の
対
策
は
ま
だ
ま
だ
不
足
し
て
お
り
、
避
難
対
策
な
ど
ソ
フ

ト
面
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ハ
ー
ド
整
備
と
両
面
で
十
分
な
対
策
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
 

頻
発
・
激
甚
化
す
る
風
水
害
・
土
砂
災
害
・
地
震
災
害
か
ら
県
民
の
生
命
・
財
産
を
守
り
、

災
害
に
強
く
安
全
・
安
心
で
強
靱
な
県
土
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
今
後
、
各
種
計
画
を
抜

本
的
に
見
直
す
と
と
も
に
、
今
年
度
限
り
と
な
っ
て
い
る
「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の

た
め
の
３
か
年
緊
急
対
策
」
後
も
、
継
続
し
て
国
土
強
靱
化
対
策
を
強
力
に
推
進
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

よ
っ
て
、
国
に
対
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
、
下
記
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
る
よ

う
強
く
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 

記
 

 １
、
近
年
、
激
甚
化
・
頻
発
す
る
自
然
災
害
に
備
え
る
た
め
、
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化

３
か
年
緊
急
対
策
終
了
後
も
引
き
続
き
、
経
済
活
動
の
基
盤
で
あ
り
災
害
に
も
強
い
高
規

格
幹
線
道
路
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
解
消
及
び
４
車
線
化
、
並
び
に
地
域
高
規
格
道
路
を

始
め
と
す
る
幹
線
道
路
の
整
備
や
、
イ
ン
フ
ラ
老
朽
化
対
策
な
ど
を
含
め
、
中
長
期
的
な

見
通
し
の
も
と
、
５
か
年
計
画
な
ど
を
策
定
し
、
こ
れ
に
係
る
予
算
を
別
枠
で
確
保
す
る

こ
と
。
 

 ２
、
気
候
変
動
に
伴
い
頻
発
化
・
激
甚
化
す
る
風
水
害
・
土
砂
災
害
か
ら
県
民
の
生
命
財
産

を
守
り
、
災
害
に
強
く
安
全
・
安
心
な
県
土
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
河
川
、
砂
防
、
海
岸

事
業
に
つ
い
て
は
「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
３
か
年
緊
急
対
策
」
で
は
十

分
と
言
え
な
い
。
引
き
続
き
国
土
強
靱
化
対
策
が
計
画
的
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
予
算
を

安
定
的
・
持
続
的
に
確
保
で
き
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
 

 ３
、
雲
仙
普
賢
岳
の
溶
岩
ド
ー
ム
崩
壊
や
大
規
模
土
石
流
の
発
生
に
備
え
、
令
和
３
年
度
よ

り
国
に
よ
る
直
轄
管
理
体
制
に
移
行
す
る
組
織
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
機
動

的
な
流
域
の
監
視
・
巡
視
・
点
検
及
び
適
正
な
設
備
の
補
修
や
除
石
を
実
施
す
る
た
め
の

体
制
の
充
実
や
人
員
を
確
保
し
、「

防
災
・
減
災
」
機
能
の
継
続
を
図
る
こ
と
。
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動
 

 
 

 
 

 
 

議
 

 
 

 
 

 
 

提
 

 
 

出
 

 
 

者
 

 
 

 
 

農
 
水

 
経

 
済

 
委

 
員

 
会

 

 
 

 
 

 
 

提
 

出
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

令
和

２
年

９
月

２
５

日
 

種
 

 
類

 
 

意
見

書
 

件
 

 
名

 
小

規
模

事
業

者
に

対
す

る
支

援
及

び
支

援
体

制
の

拡
充

・
強

化
に

つ
い

て
 

要
 

 
旨

 

小
規

模
事

業
者

は
、

地
域

の
経

済
や

雇
用

、
生

活
を

支
え

る
存

在
と

し
て

、
重

要
な

役

割
を

果
た

し
て

お
り

、
そ

の
成

長
に

よ
り

、
我

が
国

経
済

の
全

体
を

発
展

さ
せ

る
重

要
な

意
義

を
有

し
て

い
る

。
 

こ
の

よ
う

な
中

、
現

下
の

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
拡

大
と

そ
の

影
響

の
長

期

化
か

ら
、

小
規

模
事

業
者

の
売

上
は

急
減

し
、

こ
の

ま
ま

で
は

事
業

継
続

が
危

ぶ
ま

れ
る

状
況

に
あ

る
。

 

ま
た

、
新

た
な

生
活

様
式

へ
の

対
応

、
危

機
的

状
況

下
で

の
事

業
継

続
、

事
業

継
承

の

推
進

、
Ｉ

Ｔ
化

の
推

進
な

ど
、
今

後
、
小

規
模

事
業

者
の

成
長

と
持

続
的

発
展

に
向

け
て

、

取
り

組
む

べ
き

課
題

も
山

積
み

し
て

い
る

。
 

こ
の

よ
う

な
課

題
の

解
決

を
図

る
た

め
に

は
、

小
規

模
事

業
者

自
ら

の
努

力
は

も
と

よ

り
、

小
規

模
事

業
者

に
と

っ
て

身
近

な
経

営
相

談
機

関
で

あ
る

商
工

会
の

適
切

な
助

言
と

支
援

が
極

め
て

重
要

と
な

る
が

、
商

工
会

の
職

員
は

不
足

し
て

お
り

、
施

策
の

迅
速

か
つ

円
滑

な
対

応
に

支
障

が
生

じ
て

い
る

状
況

に
あ

る
。

 

よ
っ

て
、

国
に

対
し

て
、

我
が

国
経

済
を

支
え

て
い

る
小

規
模

事
業

者
を

支
援

す
る

た

め
、

下
記

項
目

の
実

現
に

つ
い

て
強

く
要

望
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

 
記

  
１

 
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
拡

大
の

影
響

が
長

期
化

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
売

上

回
復

や
雇

用
の

維
持

を
は

じ
め

と
す

る
小

規
模

事
業

者
を

対
象

に
し

た
支

援
策

の
充

実
・

延
長

を
図

る
こ

と
。

 
 ２

 
商

工
会

の
職

員
を

増
員

し
、
小

規
模

事
業

者
支

援
体

制
の

抜
本

的
強

化
を

図
る

こ
と

。
 

 

な
お

、
文

案
の

作
成

及
び

提
出

の
諸

手
続

に
つ

い
て

は
、

議
長

に
一

任
す

る
。

 

       

提
 
出

 
先

 
 

政
 

府
 

・
 

国
 

会
 

 

動
 
 
 
 
 
 
 
議

 

 
 
 
 
 
 
提
 
 
 
出
 
 
 
者
 
 
 
 
 
環

境
生

活
建

設
委

員
会

 

 
 
 
 
 
 
提
 
出
 
年
 
月
 
日
 
 
 
 
 
令
和
２
年
 
９
月
２
５
日
 

種
 
 
類
 

 
意

見
書

 

件
 
 
名
 

軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
継
続
に
つ
い
て
 

要
 
 
旨
 

 道
路
を
使
用
し
な
い
機
械
等
の
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
軽
油
に
係
る
軽
油
引
取
税
の
課
税

免
除
措
置
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
の
地
方
税
法
改
正
に
よ
り
、
軽
油
引
取
税
が
道
路

特
定
財
源
と
し
て
の
目
的
税
か
ら
、
普
通
税
に
変
更
さ
れ
た
際
に
、
平
成
２
４
年
３
月
３
１

日
ま
で
の
延
長
措
置
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
後
も
、
各
界
か
ら
の
要
望
も
あ
り
、
３
年
間
の
延

長
が
３
度
実
施
さ
れ
令
和
３
年
３
月
３
１
日
ま
で
延
長
措
置
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

 
こ
の
課
税
免
除
措
置
に
つ
い
て
は
、
本
県
の
農
林
水
産
業
に
お
け
る
作
業
用
機
械
や
漁
船
、

採
石
場
の
重
機
、
公
共
交
通
を
支
え
る
鉄
道
や
船
舶
等
に
も
活
用
さ
れ
る
な
ど
、
特
に
離
島

を
多
く
抱
え
る
本
県
に
と
っ
て
、
幅
広
い
産
業
の
経
営
安
定
、
収
益
向
上
に
貢
献
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
 

 
燃
料
や
資
材
価
格
の
高
騰
が
懸
念
さ
れ
る
中
、
厳
し
い
経
営
環
境
に
お
か
れ
て
い
る
地
方

の
生
産
者
・
事
業
者
に
お
い
て
は
、
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
措
置
の
継
続
は
不
可
欠
な
も

の
と
な
っ
て
お
り
、
免
除
措
置
が
廃
止
さ
れ
れ
ば
、
農
林
水
産
業
や
採
石
業
等
に
お
い
て
大

き
な
負
担
増
を
強
い
ら
れ
る
な
ど
、
地
域
経
済
に
も
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
懸
念
さ

れ
る
。
 

 
よ
っ
て
、
国
に
対
し
て
、
今
年
度
末
ま
で
と
な
っ
て
い
る
下
記
特
例
措
置
に
つ
い
て
継
続

さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 

な
お
、
文
案
の
作
成
及
び
提
出
の
諸
手
続
に
つ
い
て
は
、
議
長
に
一
任
す
る
。
 

             

提
 出

 先
 

 
政
 
府
 
・
 
国
 
会
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令
和
２
年
９
月
定
例
会
議
会
閉
会
中

 委
員
会
付
託
申
出
一
覧
表

 
№
１
 

委
員

会
名

 
付

託
事

件
 

総
務

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
 
 
・
危
機
管
理
、
防
災
、
消
防
、
危
険
物
の
規
制
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
重
要
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
特
定
複
合
観
光
施
設
（
Ｉ
Ｒ
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
職
員
の
人
事
、
勤
務
条
件
、
給
与
、
福
利
厚
生
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
行
政
改
革
、
情
報
公
開
等
県
の
行
政
一
般
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
県
の
予
算
、
財
政
、
県
税
そ
の
他
の
財
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
政
策
評
価
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
公
有
財
産
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
秘
書
、
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
・
地
域
・
行
政
情
報
化
そ
の
他
他
部
の
主
管
に
属
し
な
い
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
離
島
・
半
島
及
び
地
域
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
県
内
市
町
の
行
政
、
財
政
、
選
挙
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
土
地
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
交
通
運
輸
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
県
庁
舎
の
跡
地
活
用
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
出
納
及
び
物
品
調
達
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
議
会
事
務
局
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
監
査
事
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
人
事
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
労
働
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
警
察
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
交
通
安
全
、
防
犯
対
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
公
安
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 

文
教

厚
生

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
  
・
私
立
学
校
及
び
県
立
大
学
（
公
立
大
学
法
人
）
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
福
祉
保
健
行
政
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
等
の
指
導
監
査
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
医
療
政
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
医
療
人
材
の
確
保
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
薬
務
行
政
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
国
民
健
康
保
険
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
高
齢
者
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
障
害
者
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
原
爆
被
爆
者
対
策
等
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
子
ど
も
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
及
び
調
整
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
教
育
委
員
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
教
職
員
の
定
数
、
勤
務
条
件
及
び
福
利
厚
生
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
県
立
学
校
の
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
義
務
教
育
及
び
高
校
教
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
生
涯
学
習
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
  
 
・
学
芸
文
化
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
保
健
体
育
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
競
技
力
の
向
上
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 

 
  
  
議
員
派
遣
第
８
１
号

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
議

員
派

遣
の

件
（

案
）

 
    
 
下
記
の
と
お
り
議
員
を
派
遣
す
る
。

 
  

 
 
 
 
令
和
２
年
１
０
月
５
日

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
記

 
   
 
 
第
２
０
回
都
道
府
県
議
会
議
員
研
究
交
流
大
会
 

  １
 

目
的

 
 

 
都

道
府

県
議

会
で

共
通

す
る

政
策
課

題
等

に
つ

い
て

情
報

や
意

見
の

交
換

を
行

う
と

と
も

に
、

大
会

参
加

を
通

じ
て

議
員

間
の

一
層

の
連

携
を

深
め

、
も

っ
て

地
方

分
権

の

時
代

に
即

応
し

た
議

会
機

能
の

充
実

と
活

力
に

満
ち

た
地

域
づ

く
り

に
資

す
る

こ
と

を

目
的

と
し

て
オ

ン
ラ

イ
ン

で
開

催
さ

れ
る

第
２

０
回

都
道

府
県

議
会

議
員

研
究

交
流

大

会
に

お
け

る
第

5
分

科
会
（
「

人
口

減
少

時
代

に
お

け
る

過
疎

対
策

」
）
の

パ
ネ

リ
ス

ト

と
し

て
出

席
す

る
た

め
 

 ２
 

期
日
 
 

令
和

２
年

１
１

月
１

１
日

（
水

）
 

か
ら
 

(
２

日
間

)
 

 
令

和
２

年
１

１
月

１
２

日
（

木
）

 
ま

で
 

 
 

 
 ３
 

派
遣

先
 

 
東

京
都

 
 ４
 

派
遣
議
員
名
 

 
山

本
 

啓
介
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№
２
 

委
員

会
名

 
付

託
事

件
 

 環
境

生
活

建
設

  
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
 

  
 
・
文
化
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
世
界
遺
産
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
観
光
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
物
産
流
通
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
・
国
際
関
連
施
策
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
県
民
生
活
及
び
環
境
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項
に

 
つ
い
て

 
・
県
民
と
の
協
働
推
進
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
人
権
・
同
和
問
題
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
交
通
安
全
の
企
画
、
交
通
安
全
運
動
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
統
計
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
生
活
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
食
の
安
全
・
安
心
及
び
消
費
者
行
政
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
環
境
保
全
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
生
活
排
水
対
策
及
び
水
資
源
政
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
廃
棄
物
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
自
然
環
境
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
道
路
及
び
河
川
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
土
砂
災
害
対
策
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
・
住
宅
及
び
建
築
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
  

  
・
県
土
地
開
発
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
県
住
宅
供
給
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
県
道
路
公
社
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
港
湾
、
空
港
そ
の
他
土
木
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
・
県
営
交
通
事
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

農
水

経
済

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

産
業
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
労
働
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
産
業
技
術
の
振
興
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

・
水
産
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
漁
港
漁
場
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 

  
・
農
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
・
林
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

予
算

決
算

 
○
委
員
会
、
要
望
活
動

 
・
一
般
会
計
、
特
別
会
計
及
び
企
業
会
計
予
算
並
び
に
決
算
に
つ
い
て

 
議

会
運

営
 

○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

議
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

 
 
 
・
議
会
の
会
議
規
則
、
委
員
会
に
関
す
る
条
例
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

  
 
 
・
議
長
の
諮
問
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
 

離
島
・
半
島
地
域
振
興

特
別

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
・
離
島
・
半
島
地
域
振
興
対
策
 

 
 
 
・
有
人
国
境
離
島
法
対
策
 

・
離
島
地
域
航
路
・
航
空
路
対
策
 

観
光
振
興
・
交
通
対
策

特
別

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  

  
 ・

Ｉ
Ｒ
対
策

 
 
 
 
・
新
幹
線
対
策

 
・
観
光
振
興
対
策

 
・
国
際
戦
略

 
・
交
通
対
策
 

人
口
減
少
・
雇
用
対
策

特
別

 
○
委
員
会
、
現
地
調
査
及
び
要
望
活
動

 
  
 
 
・
社
会
減
対
策

 
・
人
材
確
保
対
策

 
・
若
者
・
女
性
対
策
 

 
 




